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開会 令和元年６月３日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 改元に伴う関係条例等の

整備に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 指定管理者の管理期間の

見直しに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について

日程第６ 議案第３号 名寄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正について
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の一部改正について

日程第10 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第11 議案第８号 戸籍事務を行うための電

子情報処理組織の管理及び執行に関す

る事務の委託について

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 財産の取得について

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市一般

会計補正予算）

日程第15 議案第１２号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算）

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算）

日程第17 議案第１４号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市立大

学特別会計補正予算）

日程第18 議案第１５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１６号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成３０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第21 報告第２号 平成３０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について

日程第22 報告第３号 平成３０年度名寄市病院

事業会計予算繰越計算書の報告につい

て

日程第23 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第26 報告第９号 名寄市国民保護計画の変

更について

日程第27 報告第１０号 公害の現況に関する報

告について

日程第28 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

令和元年６月３日（月曜日）第２回６月定例会・第１号
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１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 改元に伴う関係条例等の

整備に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 指定管理者の管理期間の

見直しに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について

日程第６ 議案第３号 名寄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５号 名寄市税条例等の一部を

改正する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第11 議案第８号 戸籍事務を行うための電

子情報処理組織の管理及び執行に関す

る事務の委託について

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 財産の取得について

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市一般

会計補正予算）

日程第15 議案第１２号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算）

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算）

日程第17 議案第１４号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市立大

学特別会計補正予算）

日程第18 議案第１５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１６号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成３０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第21 報告第２号 平成３０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について

日程第22 報告第３号 平成３０年度名寄市病院

事業会計予算繰越計算書の報告につい

て

日程第23 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第26 報告第９号 名寄市国民保護計画の変

更について

日程第27 報告第１０号 公害の現況に関する報

告について

日程第28 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員
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８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和元年

第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は１８名であります。定足

数に達しております。直ちに本日の会議を開きま

す。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２１日まで

の１９日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今定例会の会期は、本日より６月２１

日までの１９日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和元年第２回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成３０年度の各

会計決算の概要について申し上げます。

一般会計の実質収支は、繰越しすべき財源を除

いて、概ね３億３千万円となる見込みです。

歳入では、市税や地方交付税の増により、それ

ぞれ当初の予算額を上回ったこと、歳出では、各

費目における執行額の減が主な要因です。

特別会計については、国民健康保険特別会計の

保険事業勘定で、概ね３千万円、介護保険特別会

計の保険事業勘定で、概ね５千万円の実質収支と

なる見込みです。いずれも歳出での保険給付費の

減が主な要因です。

なお、国保・介護の保険事業勘定を除く特別会

計については、一般会計繰入金で調整しますので、

収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、約

８３億 ０００万円となりました。

主な基金の残高として、財政調整基金約１７億

０００万円、減災基金約２１億 ０００万円、

公共施設整備基金約１５億 ４００万円、合併特

例振興基金約１２億 １００万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

基金約 ２００万円、介護給付費準備基金約２億

４００万円、名寄市立大学振興基金約８億 １

００万円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に取り組んでまいり

ます。

次に、総合計画について申し上げます。

本年度から４年間を計画期間とする「名寄市総

合計画（第２次）中期基本計画」で示した重点プ

ロジェクト、主要施策ごとに定めた成果指標（Ｋ

ＰＩ）の目標値達成に向けた取組を着実に推進す

るとともに、この計画が市民の身近な計画として

関心を持っていただけるよう冊子及びダイジェス

ト版を作成しました。

ダイジェスト版は、イラストなどを用いてカラ

ー印刷で作成し、広報４月号別冊として全戸配布

するとともに、市庁舎や図書館などで閲覧できる

ほか、ホームページにも掲載しています。

また、名寄市町内会連合会定期総会においてダ

イジェスト版を配布し説明させていただくなど、

今後も様々な機会を捉えて市民周知に努めてまい

ります。
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次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民主体のまちづくりの実現を目的として、ま

ちづくりの理念や基本ルールを示した「名寄市自

治基本条例」について、市民アンケート調査の実

施や、本年５月に設置した公募委員などで構成す

る検討委員会から幅広い御意見をいただきながら、

見直し検討を進めているところです。

広報やホームページにて改めて本条例の内容の

周知に努め、市民の条例に対する理解を深めなが

ら、市民と行政による協働のまちづくりを進めて

まいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、４月２

６日に開催された名寄・藤島交流友の会定期総会

において、少年少女交流事業として鶴岡市の藤島

ミニバスケットボール少年団の受入などを確認し

ました。

東京都杉並区との交流事業については、都市交

流実行委員会が４月２５日に開催され、交流自治

体協定締結３０周年を記念して、講演会や杉並区

を訪問する市民ツアーなど、各種周年事業の実施

のほか、幅広い分野で交流を図ることを確認しま

した。

ふるさと会との交流事業については、札幌風連

会の総会が５月２５日に開催され、会員相互の親

睦を深めつつ各種事業に取り組むことになりまし

た。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、姉妹都市提携５０周年

を記念して来名されるリンゼイ友好親善訪問団の

受入やイングリッシュキャンプ、記念式典などの

各種周年事業の実施のほか、７月から８月にかけ

てリンゼイから交換学生の受入が友好委員会で決

定されました。

友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流事

業については、８月下旬にドーリンスク市から訪

問団を受け入れることなどが、友好委員会総会で

決定されました。

また、台湾との交流事業については、５月７日

から２日間にかけて、太保市農会視察団が来名さ

れました。視察団は歓迎会で市民と交流したほか、

名寄市ゆきわらべ雪冷貯蔵施設の見学や農家視察

などを通じて、市内農業関係者などと交流を深め

ました。

次に、移住・定住について申し上げます。

移住・定住の推進については、移住促進及び地

域の振興にオール名寄で取り組むため「名寄市移

住促進協議会」が主体となり事業を行っています。

昨年度は「名寄市まちなかお試し移住住宅」を

２棟整備したことによる利用者増加のほか、相談

会やワンストップ窓口での細やかなサポートによ

り、移住者獲得につなげることができました。

引き続き協議会において、名寄市の魅力を発信

するなど移住・定住の推進に努めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」は５月７日に協議会を

開催しました。本年は、北海道の名付け親と言わ

れている松浦武四郎の生誕地である三重県松阪市

で配布している「テッシ武四郎カード」などを通

じ、天塩川の認知度向上やそれぞれの地域の魅力

を発信するとともに関係自治体、関係機関と連携

を深めてまいります。

次に、行政改革について申し上げます。

本年４月に「第２次行財政改革推進計画・基本

計画」を具現化するための「第２次行財政改革推

進計画・基本計画（前期実施計画）」について、

「名寄市総合計画（第２次）中期基本計画」の策

定に合わせた見直しを行ったほか、総合計画と連

動した成果指標（ＫＰＩ）の設定や、実施項目の

見直しを行いました。

今後は、総合計画などの各種計画に基づく事業

実施と連動しながら、本実施計画に基づき進捗管

理などを実施し、行財政改革の着実な実施に努め

てまいります。
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次に、健康の保持増進について申し上げます。

風しんの予防対策については、国は３年間の緊

急対策として、抗体保有率が低いとされている４

０歳から５７歳の男性を対象に風しんの抗体検査

を無料で実施し、検査の結果、十分な抗体価がな

かった場合には、無料で予防接種を受けられるこ

ととしました。

このことを受けて、本市では、本年度対象とな

る男性 ２８９人に対し、受診に必要なクーポン

券を送付しました。風しんの発症及び蔓延防止の

ためには、予防接種による抗体を保有することが

重要であることから、今後も抗体検査や予防接種

の勧奨を進めてまいります。

歯科疾患対策については、歯の喪失防止だけで

なく、心疾患や脳梗塞、糖尿病の悪化などを引き

起こす危険性を高める要因となっている歯周病の

早期発見にもつながることから、本年６月から４

０歳の方を対象に歯科疾患検診を開始しました。

実施については、検査を市内歯科医院に委託し、

検診に係る費用を市が全額負担するもので、本年

度の対象者３２５人に受診券を送付したところで

す。

今後も、各種検診などと合わせて市民への周知

を図り、健康増進への一助としてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

名寄市立総合病院における平成３０年度の運営

概要については、取扱い患者数が入院で９万 ６

５２人、外来で２２万 ９８９人となり、前年度

と比較し、入院で ５６６人の減少、外来では

０４１人の増加となりました。

収支については、病院事業収益で９７億 ３１

６万円、病院事業費用で９７億 ５２２万円とな

り、差引き７９４万円の単年度純利益を計上して

の決算となりました。

また、本年度の診療体制については、診療科２

２科に医師６６人と研修医８人の合計７４人を配

置、このほか医療技術・看護スタッフ３９２人の

体制となりました。

今後も、道北第３次保健医療福祉圏の地方セン

ター病院として、医療スタッフの人材確保に努め、

新たな地域医療の枠組みと「新名寄市病院事業改

革プラン」の趣旨に沿った経営の改善を図るとと

もに、医療の質向上と安全性の確保に、より一層

努力してまいります。

次に、名寄東病院について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ２万 ０１

８人で前年比 ８３２人の減となり、外来患者数

では延べ ４５７人で前年比２７８人の増となり

ました。

また、収支状況では、事業収益は６億 ５０８

万円で前年比１４万円の増、事業費用は６億 ５

０４万円で前年比 ３２７万円の増となり、事業

収支は４万円の純利益となりました。

今後も地域に根付いた医療機関としての役割を

担うために、指定管理者である上川北部医師会と

連携してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

小規模保育事業所どろんこ保育園については、

昨年８月から施設整備を実施し、本年４月から３

歳未満児定員１９人として施設運営が開始されて

います。

また、風連地区においては、風連幼稚園とさく

ら保育園が本年４月１日に合併し、新たに幼保連

携型認定こども園風連幼稚園として運営が開始さ

れ、幼保連携による子どもの健やかな成長と子育

ての支援が図られています。

今後も、民間の幼児教育・保育施設と連携しな

がら、より良い子育て環境の整備などを推進して

まいります。

家庭児童相談事業については、本年４月から家

庭児童相談員に加えてこども家庭支援員を新たに

配置し、子育て全般の相談・支援体制の強化を図

り、児童虐待の防止や家庭への支援を行うため、

子ども家庭総合支援拠点事業を開始しました。

今後も、関係機関と連携しながら、子育て支援

向上を図ってまいります。
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次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

３月４日に、「地域包括ケア」の先駆けである

諏訪中央病院名誉院長の鎌田實氏から「フレイル

予防」についての御講演をいただきました。講演

には、３００人を超える参加をいただき、医師と

しての豊富な経験などをユーモアを交えてお話し

され、終始、笑いが絶えない講演となり、フレイ

ル予防の関心を高めることができました。

今後も、市民が安心して健康で自立した生活を

送ることができるよう、各種取組を推進してまい

ります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がいの支援に関する相談については、本年４

月から、こども発達支援センターで行っていた未

就学児に関する相談業務を基幹相談支援センター

事業ぽっけに一元化し、就学前から成人に至るま

で切れ目ない対応を図ることができるようになり

ました。

今後も、障がいの有無に関わらず、誰もが安心

して住み続けられる地域づくりを進めてまいりま

す。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

ごみ分別とリサイクルに関する周知及び啓発を

目的に、市内の小学生を対象にデザインを募集し

た「名寄市ごみ分別マスコットキャラクター」に

ついては、最優秀賞に山崎彩花さん考案の「エコ

ひまちゃん」が選出されました。

今後、山崎さんの作品を原案としたキャラクタ

ーを、廃棄物減量などに関する取組のシンボルと

して活用し、啓発を図ってまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成３０年中の火災件数については、９件で前

年比１件の増となり、負傷者が１人発生していま

す。

また、火災種別では、建物火災が６件、車両火

災が２件、そのほか１件となっています。

救急出動件数については、 １１３件の出動で

前年比１４件の増となり、事故種別では、急病７

７５件、一般負傷１４９件、交通事故４８件、転

院搬送８８件、そのほか５３件となっています。

救助出動件数については、３５件の出動で前年

比４件の減となり、事故種別では、交通事故１８

件、機械３件、そのほか１４件となっています。

専門化・高度化していく救急業務に対応できる

救急隊員の育成を図り、ドクターヘリや市立総合

病院を拠点とするドクターカーとの連携を密にし、

救命処置を必要とする市民へ早期に救急医療を提

供できる出動体制を構築してまいります。

住宅防火対策の推進については、住宅用火災警

報器の未設置世帯への設置促進と適切な維持管理

の啓発に努めてまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年３月２７日に開催した名寄市防災会議にお

いて「名寄市地域防災計画」の一部修正が決定さ

れました。

主な内容は、北海道土砂災害警戒情報システム

における危険度情報の表示色の変更に伴う修正の

ほか、学校の新設や閉校に伴う指定緊急避難所な

どの見直しとなっています。

引き続き、国の「水防災意識社会再構築ビジョ

ン」による天塩川流域の減災対策委員会の取組や、

関係機関と連携した防災活動を推進するほか、市

民の防災・減災意識の向上と啓発を図ってまいり

ます。

次に、交通安全対策について申し上げます。

４月８日から１２日までは「新入学・入園期の

全国交通安全運動」、５月１１日から２０日まで

を「春の全国交通安全運動」として、交通安全キ

ャンペーンのほか、関係団体や地域住民による街

頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦を実施

しました。

５月２０日の「交通事故死ゼロを目指す日」に

は、西條デパート前において「旗の波作戦」を実

施し、沿線通行車両や市民に交通安全意識の高揚

と交通事故防止を呼びかけました。
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次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、既存住宅の居住環

境改善のため、緑丘第１団地４棟８戸の外部改修

工事及び住戸内の緊急通報装置の改修工事を６月

に着手、風舞団地改修工事の実施設計委託は、７

月の着手を予定しています。

また、北斗団地については、昨年度からの継続

事業で建設中の１棟１２戸建替工事の５月末の進

捗状況は約４０パーセントとなっており、７月に

は旧住宅の解体工事を予定しています。

今後も、「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

公営住宅を適正に管理してまいります。

また、民間住宅の整備については、地震から生

命と財産を守り、安全性の向上を促進するため、

戸建て住宅などの耐震化を支援する「耐震診断及

び耐震改修補助事業」を引き続き実施してまいり

ます。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名寄

市立地適正化計画策定については、２月に第３回

目の策定委員会を開催し、都市機能誘導区域、居

住誘導区域の検討を行いました。

また、４月に庁内検討委員会が主体となり、名

寄市都市計画審議会及び策定委員会と合同で、計

画策定のアドバイザーである北海道大学森傑教授

の御講演を受け、コンパクトなまちづくりについ

て理解を深めました。

本年度は具体的な区域設定や誘導施設のあり方、

区域内への誘導施策を検討し、本市が２０年後、

３０年後も持続可能なマチとなるようコンパクト

シティ化に向けた計画策定を進めてまいります。

次に、都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施

設整備については、大橋公園の遊具の更新工事を

５月に発注したほか、ナナカマド公園、カエデ公

園及びえんれい公園の遊具の更新工事を７月に入

札予定としています。

次に、水道事業について申し上げます。

本年０４月に改定となりました水道料金につい

ては、説明会や広報、ホームページなどのほか、

４月の検針票発行時に改定チラシを配布し、市民

周知を図ってきたところです。

今後も、さらなる経営の効率化と健全化を推進

し、経営基盤の強化を図ってまいります。

安全安心な水道水を安定供給するための老朽管

更新工事については、風連地区みずほ線をはじめ、

名寄地区西町西１２条通ほか１路線について、早

期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 ７５０台を５工区に分けて発注して

います。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

令和２年度から地方公営企業会計へ移行するた

めの業務については、４月下旬からシステム整備

及び移行業務に着手しています。

老朽化した施設の改築工事では、公共下水道ス

トックマネジメント計画に基づき、名寄下水終末

処理場及び風連浄水管理センターにおける機械設

備、電気設備の機器更新や、下水道管渠の更新工

事の発注を６月上旬に予定しています。

また、公共桝取替工事は３工区に分けて早期発

注しています。

個別排水処理施設整備事業については、風連地

区２基、智恵文地区１基の合併浄化槽設置工事の

発注をしています。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通の改良舗装工事及び新規路線の豊栄

西１２条仲通の実施設計を６月に、南３丁目通の

改良舗装工事を７月に入札予定としています。

また、本市単独費により整備を進めている西１

条通及び北西９条右仲通の改良舗装工事は発注を

終えており、風連大沼線の舗装改築工事について

は７月に入札予定としております。

次に、橋梁整備について申し上げます。
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本年度の橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁整

備については、東一号橋の修繕工事、５６橋の近

接目視点検及び３橋の実施設計を６月に、忠烈布

一線橋の修繕工事を７月に入札予定としています。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況については、３月末までの降

雪量が６９２センチメートル、最大積雪深は９９

センチメートルとなり、過去５カ年の平均との比

較では、降雪量で１７センチメートル、最大積雪

深では２２センチメートル少なくなっています。

除雪作業については、市街地・郊外地区路線を

合わせて４３８キロメートルにおいて実施し、出

動日数は１７９日となり、降雪の多かった平成２

９年度と比較すると、６４日の減少となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線１０４キロメートルにおいて１回、積込運搬

排雪を幹線道路及び通学路４５キロメートルにお

いて１回から３回、交差点排雪は委託で１５３カ

所、道路センター直営で２０１カ所の合計３５４

カ所において実施し、路線の維持・確保に努めて

きたところです。

また、排雪ダンプ助成事業の利用総台数は １

０５台で、平成２９年度と比較すると約５割の利

用となったところです。

引き続き、効率的で効果的な除排雪体制を確立

するため、除排雪のあり方研究を進めるとともに、

市道・私道除排雪助成事業や排雪ダンプ助成事業

の継続など、除排雪水準の向上が図れるよう鋭意

取り組んでまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

昨年度から策定作業を進めていた「名寄市地域

公共交通網形成計画」が本年５月に策定されまし

た。今後は本計画に基づき、人口減少や高齢化社

会の進行を見据え、恒久的に地域の足を守るため

の施策の検討や実施などに努めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、道営事業の「風連東第１

地区、第２地区、第３地区」及び「ちえぶん地

区」では、春の発注が終了し、各地区で整地工や

暗渠排水工事が実施されています。

また、水利施設整備事業については、９月以降

に工事が始まる予定となっています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

本年の融雪期は、４月１５日で平年並みとなり

ました。５月１５日現在の状況は、水稲では、播

種作業は順調に進み、生育については平年並みで

推移しています。

畑作物では、秋小麦・春小麦の生育は平年並み

で推移し、大豆・てん菜・馬鈴薯については、播

種・移植作業が平年並みで進んでいる状況です。

次に、米政策について申し上げます。

令和元年産米の生産の目安については、うるち

米 ５９５トン、もち米１万 ４９３トンと設定

され、全体で前年度より１２６トン増加しました。

作付面積では、うるち米２９９ヘクタール、もち

米 １５２ヘクタールとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、平成３０年度で ８６５点

の実績となり圃場の土壌改良に活用されたところ

です。また、冬の農業研究講座や水稲直播研究講

座を開催し、栽培技術などの情報提供に取り組み

ました。

実証試験・展示事業では、水稲の疎植栽培試験

や南瓜の品種比較試験などの課題を設定し、試験

・展示圃場の移植作業などの取組を進めています。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

法人化の推進については、３月１８日に開催し

た名寄地域農業セミナーにおいて、経営コンサル

による「農業経営の法人化」の講演を行い、法人

化によるメリットやデメリットなどについて理解

を深める場となりました。

労働力確保対策については、アスパラガスの収

穫作業を中心に受入希望農家１４戸へ名寄市立大

学生の作業従事が図られるよう、ＪＡ道北なよろ
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や名寄市立大学と連携し取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

農業被害の防止については、名寄市有害鳥獣農

業被害防止対策協議会を中心としてエゾシカ駆除

のほか、アライグマ用の箱罠の貸し出しなどの取

組を進めています。エゾシカ駆除頭数については、

４月１日から駆除を開始し、４月３０日現在で６

０頭となっています。

ヒグマ対策については、３月２８日に名寄市ヒ

グマ駆除隊員の委嘱状交付式を行い、２１人の隊

員を委嘱しました。

また、「ヒグマ対策技術者育成事業」として、

融雪前の３月中旬から４月末までの期間、ヒグマ

対策ハンターの担い手育成を実施しました。

今後も関係機関と連携しながら、被害防止に取

り組んでまいります。

次に、豊かさと活力ある農村の構築について申

し上げます。

「日本一のもち米の里」について理解を深めて

いただくため、本年度も「もち米サポータ養成

塾」を開設し、１５人の参加申込みをいただきま

した。

今後は、農作業体験やもちつき体験などを通じ

て、農業の魅力や名寄のもち米の素晴らしさを発

信していただけるよう取組を進めてまいります。

次に、食肉センターについて申し上げます。

食肉センターについては、衛生面と作業安全の

改善を図るため、改修工事を２月に着手しており、

７月の完成を予定しています。また、畜産処理加

工施設改修工事は、３月に着手しており、９月の

完成を予定しています。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度の森林整備に対する国からの補助金の内

示状況は、要望額に対し１０７パーセントとなり、

森林経営計画に基づく順調な事業推進を見込んで

います。

本年４月に森林環境税及び森林環境譲与税に関

する法律が施行されたことに伴い、国から市町村

等へ森林環境譲与税が譲与されることから、運用

に必要な「名寄市基金条例」の一部改正について、

本定例会での御審議をお願いいたします。

なお、現在、市内の林業事業体などに森林整備

や担い手対策などに関するアンケート調査を実施

しており、９月を目途に森林環境譲与税の活用に

向けた「基本方針」を公表できるよう進めてまい

ります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表している平成３０年１０月から１

２月までの地域別経済動向調査によると、上川北

部地域は、建設業では収益低下が懸念され、製造

業・運送業では人材不足・販路減少が懸念されて

います。しかし、個人消費については、北海道胆

振東部地震の影響で下向きであった宿泊・飲食業

が例年並みの売上に戻りつつあり、依然として厳

しい状況にありますが、地域全体の業況としては

普通と判断されています。

昨年度で終了した名寄市住宅改修等推進事業に

ついては、平成３０年度は２２１件の申請があり、

補助金交付決定額 ７７０万円、改修に要した総

事業費は約４億 ７５０万円となりました。

住宅改修施策については、本年度から「名寄市

ずっと住まいる応援事業」として、これまでの制

度を継承しつつ、移住や空き家の活用に加算を設

けたほか、雪対策に係る外構工事を対象経費に含

めるなどの拡充を行い、４月末時点で３１件の申

請をいただくなど好調なスタートとなっています。

本事業は、名寄市総合計画（第２次）中期基本計

画の４年間は継続して実施することとしており、

引き続き地域経済の活性化と良質な住環境の整備

を促進してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１６０

人全員が内定となり、就職内定率は１００パーセ

ントという結果になりました。
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この背景には、新規高卒者に対する求人倍率が、

北海道全体で ８４倍と前年同期比 ０９ポイン

ト上昇し、管内においても ８０倍と前年比 １

３ポイント上昇していることが影響と考えられま

す。

また、道内における常用の有効求人倍率につい

ても、本年３月期の月間有効求人倍率は １９倍

で前年度比 ０５ポイント上昇し、管内において

は、全道を上回る ６３倍で前年度比 ２８ポイ

ントの上昇となり、求職者に対し求人数が上回っ

ている状況となっています。

本年度も、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携しながら引き続き雇用の安定と促進に努めて

まいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、平成３０年

度のリフト輸送人員は４０万 １２２人となりま

した。１２月の降雪不足によるオープンの遅れな

どにより前年度と比較しますと９ ６パーセント

と減少しましたが、引き続き市民の利用促進と満

足度向上を図るとともに、指定管理者と連携しな

がら本市の雪質を活かした大会・合宿誘致に取り

組んでまいります。

また、なよろ温泉サンピラーについては、総利

用者数７万 １５５人、前年度比９ ９６パーセ

ントとなり、ほぼ前年度並みの利用状況となって

います。なお、研修施設などの改修については、

昨年度の基本設計を基に実施設計を進めています。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、市

内外から多くの方に利用いただき、平成３０年度

の利用者数は延べ４６万 ８８６人となりました。

前年度比９ ３パーセントとなり、若干の減少と

なりましたが、もち米を使用した新商品の開発や、

お菓子まつり、ミチエキコンサートなど、集客や

満足度を高める取組が行われており、今後も満足

いただけるサービス提供を心がけ、広く情報発信

してまいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

本市を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度も５月１日からひまわりの種

を市民へ無料配布しているところです。また、市

民によるおもてなしの心を醸成するため、「ひま

わりボランティア」を募集し、市民参加型の観光

事業の推進を図ってまいります。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村で構成する道北観光連盟の総

会が、５月３１日に幌加内町で開催されました。

本年度の事業として、札幌圏での道北地域の物産

や観光のＰＲを実施するほか、ＪＲ北海道が新た

に運行する観光列車「風っこ そうや号」に合わ

せ道北の魅力を発信してまいります。

次に、イベント関係について申し上げます。

本市の旬の味覚を楽しむ「なよろアスパラまつ

り」が、５月２６日に駅前交流プラザ「よろー

な」駐車場を会場に開催されました。本市の特産

品であるグリーンアスパラガスの直売をはじめ、

上川管内を中心としたご当地グルメを集めたグル

メ市が開催されました。

また、商店街では「なよろアスパラまつり」と

連携し、イベント会場と商店街を周遊する「謎解

きゲーム」や人気の「たまごまき」などを行い、

市内外から訪れた多くの方々にまつりを楽しんで

いただきました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２５日に第１回目の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び

研究グループ会議を行い、本年度の研究内容を決

定しました。

具体的には、教育経営の充実に関する研究グル

ープでは、本市共通のモデル的な学校経営計画及

び学年・学級経営計画の検証・改善、社会に開か

れた教育課程の実現に向けた研修、コミュニティ

・スクールや小中一貫教育の取組を推進してまい

ります。

教育研究の充実に関する研究グループでは、

「特別の教科道徳」の評価に係る研究、故木原秀
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雄氏の生き方を題材とした道徳科の読み物資料の

改善、「体力・運動能力調査」の分析結果を踏ま

えた研修などを行います。

教育指導の充実に関する研究グループでは、Ｉ

ＣＴを活用した主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業研究、令和２年度からすべての小学

校において必修化されるプログラミング教育の円

滑な実施に向けた研修、特別な支援を必要とする

児童生徒の指導の充実に向けた研修などを行いま

す。

豊かな心を育てる教育の推進については、本年

度から中学校に配置している心の教室相談員が、

小学校に出向き児童生徒の心のケアに努めるなど、

小学校と連携した対応がとれる体制を整えてまい

ります。

健やかな体を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の充

実に関する研究グループが中心となり、５月２８

日に名寄西小学校を会場に、専門トレーナーによ

る教員向けの新体力テスト実施に向けた学校体制

のあり方や、同テストの実施上の留意点にかかわ

る研修会を行いました。

特別支援教育の推進については、４月８日に第

１回特別支援教育専門家チーム委員会議を開催し、

委嘱状の交付と本年度の取組について協議しまし

た。委員には、名寄市立大学の５人の先生、社会

福祉課職員、教育相談センターの教育推進アドバ

イザー、小学校と高等養護学校の教員を委嘱し、

障がいの有無に関わらず、学校生活や家庭生活に

おいて「困り感」をもっているすべての児童生徒

などを対象にした巡回相談体制の充実に努めてい

ます。

名寄市特別支援連携協議会では、４月１８日に

第１回目の会議を開催し、委嘱状の交付と本年度

の取組について協議しました。また、特別支援連

携協議会を設置されている専門委員会では、名寄

南児童クラブ、名寄東児童クラブ、風連児童クラ

ブの児童支援員にも新たに加わっていただき、児

童生徒の個に応じた支援体制の整備に努めていま

す。

今後は、名寄市に転入した教職員や上川北部９

市町村の初任者、新たに特別支援学級の担任とな

った教員などを対象とした第１回目の名寄市特別

支援教育研修会を６月１３日に行い、名寄市の特

別支援教育の現状と課題について研修し、共通理

解を深めます。

これまで小・中学校９校に２８人を配置してき

ました特別支援教育学習支援員は、本年度３０人

を配置し、児童生徒一人ひとりのニーズに応じた

支援の充実を図っています。

今後は、特別支援教育学習支援員を効果的に活

用し、習熟の程度に応じた指導の工夫や、「困り

感」のある児童生徒への支援のより一層の充実に

努めてまいります。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、市内全小中学校に導入された校務支援

システムの研修会を６月中に行い、教職員の業務

改善に取り組んでまいります。

信頼される学校づくりの推進については、市内

すべての学校をコミュニティ・スクールとする取

組を進めています。具体的には、名寄南小学校と

名寄中学校が４月１８日、風連中央小学校と風連

中学校が４月１９日、名寄小学校と名寄東中学校

が５月１４日に小中合同の第１回学校運営協議会

を開催しました。今後は名寄西小学校の学校運営

協議会を６月中に開催し、市内すべての学校をコ

ミュニティ・スクールとしてスタートしてまいり

ます。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成３０年度卒業式を３月１５日に行い、保健

福祉学部栄養学科４２人、看護学科４７人、社会

福祉学科５８人、計１４７人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉部

栄養学科及び看護学科は１００パーセント、社会

福祉学科は９ ２パーセントとなり、保健福祉学

部全体で９ ３パーセントと高い就職率となりま
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した。

国家試験の結果については、管理栄養士では３

８人が合格し、合格率９ ５パーセントで新卒の

全国平均９ ５パーセントを下回ったものの、看

護師は４６人全員が合格、保健師は受験者１３人

全員が合格し、それぞれ新卒の全国平均９ ７パ

ーセント、８ １パーセントを上回りました。社

会福祉士では３７人が合格し、合格率は６ ３パ

ーセントで新卒の全国平均５ ７パーセントを上

回りました。

また、精神保健福祉士は、１６人が合格し合格

率８ ２パーセントで新卒の全国平均７ ０パー

セントを上回りました。

次に、本年度の入学式については、４月３日に

行われ、栄養学科４０人、看護学科５４人、社会

福祉学科５０人、社会保育学科５３人の保健福祉

学部全体では１９７人の新入学生を迎えました。

昨年度、受審した公益財団法人大学基準協会の

大学評価については、本年３月に適合しているも

のと認定されました。評価結果として、是正勧告

１項目と改善課題４項目の提言を受けており、令

和４年７月３１日までに改善状況を報告すること

となります。

なお、評価結果は、大学基準協会が文部科学大

臣に報告するとともに、名寄市立大学ホームペー

ジで公表しています。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

本年度で４０年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、

新入生７人と大学院生５人を、また、４８年目を

迎える風連瑞生大学は、新入生３人と大学院生６

人を迎え、それぞれ４月１６日と２６日に入学式

を行いました。また、智恵文高齢者学級「友朋学

級」では、新入生１人を含む１４人の受講者が４

月２５日に開講式を行い、本年度の活動がスター

トしました。

新入生をはじめ学生の皆様は、今後の学習活動

への意欲を燃やしているところです。

本年度も地域や学校と連携し、学習や交流活動

を行ってまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から５月１２日にかけて、「こども

の読書週間」事業として、名寄本館では年齢別に

２回に分けて、風連分室では「子育て支援センタ

ーこぐま」にて「おはなし会」を開催し、多くの

子どもや保護者の方に参加をいただきました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、智恵文小学校へ朝読・昼読図書１３０冊の

貸出を行いました。

本年度も、子どもたちに読んでもらいたい本を

紹介した年代別ブックリストを作成し、市内の保

育所、幼稚園、小学校をはじめ関係機関に配布し

ました。

また、本年４月から、即時性と情報の拡散性を

特徴とする「Ｔｗｉｔｔｅｒ」を広報媒体として

活用しており、今後のホームページなどと連動し

ながら、事業などに関する情報発信を行ってまい

ります。

今後も、本に親しみ、本を楽しむことができる

環境を提供するとともに、家庭や地域における読

書活動を推進してまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

開館１０年目を迎え、利用者、特にリピーター

の拡大のため、国立天文台石垣島天文台とのスタ

ンプラリーや惑星を望遠鏡で見てシールを集める

企画を開始しました。

４月２７日から５月６日までの連休中は休まず

開館し、「ピリカウィーク」として、北海道大学

のピリカ望遠鏡を使用しての観望会を行ったほか、

プラネタリウムでは平成３０年間の天文現象の振

り返りや新元号「令和」の出典元の星空の解説な

どを行いました。

期間中は ０７４人が来館し、天候に恵まれた

５日間は６０５人の方が観望会に参加し星空を楽

しみました。
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また、５月１日からは、プラネタリウムの新番

組「星の旅 世界編」の上映を開始し、多くの方

に好評を得ているところです。

今後も、多くの方に来ていただけるような行事

の企画及び周知に努めてまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級については、本年度も２つの幼稚

園に御協力をいただき、それぞれに開設されまし

た。

今後も両学級の活動を支援するとともに、家庭

教育支援講座を開催するなど、父母が自主的・自

発的に学習する機会の充実に取り組んでまいりま

す。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ振興事業では、学校体育支援として名

寄小学校のクロスカントリースキー授業の講師に

名寄市特別参与の阿部雅司氏を派遣するなど、冬

期間における子どもたちの体力向上を図るととも

に、親子参加型のスポーツ教室「ファミリーフィ

ットネス」の定期開催や、「名寄サンピラー１０

マイルスノーマラソン大会」を開催し、市民の健

康づくりに取り組みました。

また、スポーツ大会の開催については、競技団

体の御協力のもと新たに北海道カーリング選手権

や、北海道車いすカーリング選手権、全日本スノ

ーボード選手権北海道地区大会を誘致し、交流人

口の拡大を図りました。

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０１９全

日本ジュニアスキー選手権大会は３月１４日から

１８日の５日間の日程で開催し、全国から小・中

・高校生の選手５９４人、延べ ０８３レースに

申込みをいただき、シーズンの締めくくりに相応

しい熱戦が繰り広げられたところです。

市内宿泊については、競技日程の変更などによ

り前回大会より２６０泊少ない、 ６８５泊とな

りましたが、次回大会に向けて、日程・施設環境

などの課題を分析し次回大会の誘致に努めてまい

ります。

スポーツ合宿誘致の推進では、令和４年（西暦

２０２２年）の北京オリンピック冬季競技大会に

向けた動きの中で、本市に台湾カーリング協会や

中国ノルディックスキーナショナルチームが長期

合宿に訪れるなど、国内のみならず海外からも冬

季スポーツ合宿のニーズが高まっているところで

す。

今後も各競技団体のネットワークを活かして、

情報収集を行いながら、海外からのスポーツ合宿

にも対応できる環境づくりを進めてまいります。

また、スポーツ合宿・大会誘致活動については、

平成２８年度にスポーツ大会及び受入体制の充実

・一元化などを目的として設立した「なよろスポ

ーツ合宿誘致推進協議会」を、本年３月２８日に

発展的に解散し、新たに「Ｎスポーツコミッショ

ン」を設立しました。

Ｎスポーツコミッションは、民間企業を含めた

２０団体２８人で構成し、スポーツを通じた「青

少年教育や人材育成」、「市民の健康増進」、

「地域経済活性化」、及び「広域連携やまちづく

り事業」に取り組んでまいります。

Ｎスポーツコミッション最初の取組は、５月３

日に開催した「なよろ憲法記念ハーフマラソン」

において、スポーツイベントと商店街との連携を

図る事業に取り組んだところであり、今後もスポ

ーツの持つ力で幅広い地域振興に取り組んでまい

ります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

民間で設置している学童保育所に対し、安定し

た施設運営を図ることを目的に、管理運営事業補

助金の拡充を行うなど、今後も保護者の仕事と子

育ての両立を支援し、児童の安全安心な居場所づ

くりの充実に努めてまいります。

放課後子ども教室については、５月に名寄地区

と風連地区において、小学生及び中学生を対象と

して順次開講しました。

現在、３教室合わせて１７人の子どもたちが、
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自ら学び考える力を身に付けるため、各教室で自

学自習やテーマ学習に取り組んでいます。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールは、昨年

度、主催事業を含め５９事業、２ １１３人の利

用がありました。

本年度は、５月に開催した「大谷康子 イタマ

ール・ゴラン デュオリサイタル」や「Ｋｉｔａ

ｎｏ Ｋｏｅ ＬＩＶＥ２０１９」をはじめ、

多くの事業が予定されています。

引き続き、「文化芸術の拠点」、「市民のコミ

ュニティの醸成の場」として、市民に親しまれる

ホールづくりを進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２９日から開催したゴールデンウィーク企

画「博物館で遊ぼう」では、１０日間で延べ ６

０２人の入館者がありました。

連休前の４月２５日にＳＬ排雪列車キマロキの

シート撤去作業を実施し一般公開されたことから、

相乗効果で多くの家族連れや鉄道ファンで賑わい

ました。

期間中は名寄高等学校ボランティア局、名寄市

立大学コミュニティケア教育研究センター及び名

寄自動車学校の協力のもと、手作り木製玩具やミ

ニ動物とのふれあいを楽しんでいただきました。

５月から実施している「小さな自然観察クラ

ブ」については、小学校４年生から６年生までを

対象とし１４人の応募がありました。第１回目を

５月１１日になよろ健康の森で実施し、市の花で

あるオオバナノエンレイソウなどを観察し、春を

体感したところです。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１号

改元に伴う関係条例等の整備に関する条例の制

定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 改元に伴う

関係条例等の整備に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、本年５月１日に改元が行われて新元号

が令和になったことから、さきに開会をされた令

和元年第１回臨時会において専決処分の承認を受

けた関係する条例の一部を改正しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号

指定管理者の管理期間の見直しに伴う関係条例

の整備に関する条例の制定についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 指定管理者

の管理期間の見直しに伴う関係条例の整備に関す
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る条例の制定について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、指定管理者制度の導入から約１５年が

経過をし、さまざまな研究機関等で当該制度の検

証が行われている中、指定管理者の指定期間が従

業員の雇用や簡易な設備投資に影響しているとの

指摘があることに加えて、総務省が３年ごとに行

っている調査で指定管理期間を５年としている割

合が平成３０年で約７２％となり、全国的に長期

化の傾向にあることや本市で行った関係指定管理

者へのアンケート調査により、全ての指定管理者

が指定期間の延長を希望していること等の結果を

踏まえ、指定管理者の雇用の安定や人材育成期間

を確保する等の観点から、現在指定管理をしてい

る施設等で指定期間が５年に満たない１７施設の

指定期間を次回の指定管理者の指定から全て５年

にするために関係条例１１本について一部改正を

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 指定管理者の管理期

間の見直しの関係でありますが、これは平成１５

年９月に設けられた制度だというふうに認識して

おりまして、今回の指定管理期間の延長に当たっ

て幾つか質問したいと思っています。

それでまず、１つは、制度スタート時の趣旨で

はコストの削減と住民サービスの向上ということ

について、趣旨としてそれを目的にやるというこ

とで、このコストの削減と住民サービスの向上に

つながっているかどうかと。それから、指定管理

者のモニタリングなどで、これは定期あるいは臨

時にやられているというふうに思いますが、どの

ような検証がなされているか、まず伺いたいと。

それと、２点目ですが、指定管理期間を３年あ

るいは４年のものを５年に延長することによって、

先ほど御説明ありましたように雇用の安定や人材

育成期間の確保などについて指定管理事業者の安

定した運営を図られるものと理解いたしますが、

一方で新規参入業者の参画の機会を縮減すること

につながるのではないかと。また、適正な競争性

についてどのように担保していくのか、このあた

りについて２点目に伺いたいと思っています。

それと、３点目に、指定管理期間については、

これは特段の法令上の定めはないというふうに理

解しておりますけれども、今回の提案では３年の

ものも４年のものも一くくりで５年に延長すると

いうことになっておりまして、例えば北海道など

の事例見ますと４年程度を基本としているという

こともあります。それで、適正な指定管理期間と

はどの程度か、こうした議論はされたかどうか、

そのあたりの経過についてお尋ねしたいと思いま

す。

以上、３点。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけないで

すが、３点ですか。５点ほどというふうに思った

のですけれども、まず最初の指定管理者制度がス

タート時点ではコストの削減ですとか、あるいは

住民サービスをということで始まったということ

でありまして、このことが現在そのような状況に

なっているのかということのお話だったかという

ふうに思っていますが、これにつきましては自治

法上直営でやるのか、あるいは指定管理でやるの

かということで改正がなった中で、できるだけ効

率的な施設運営をしようということで、それぞれ

の施設において今日まで１５年間にわたって運営

をされているということでありますので、その点

につきましては、十分かどうかは別にしても一定

の効果にはなっているかというふうに思っていま

す。

あと、モニタリングの関係なのですけれども、

名寄市の指定管理においてはモニタリングという

形では実はやっておりません。それぞれの指定管
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理の施設において利用者の皆さんの意見を集約を

し、それを担当の部署のほうで協議をする、ある

いは指定管理のほうで一定程度いろいろな御意見

についてできる部分についてはやっていただくと

いう内容になっていまして、案件によっては長期

あるいは短期の計画的に何か事業を新たにやるで

すとか、施設を改修するですとか、そういったこ

とも発生するのかなというふうに思いますけれど

も、今のところは指定管理者ができる部分につい

ては指定管理者のほうで、そしてなかなか指定管

理者だけでは対応できない苦情、要望等について

はそれぞれ担当のほうと協議をしながら、単年単

年の中で一定の方向性を出させていただいている

という状況です。

あと、新規参入の関係ということで質問があり

ました。きっと議員お話ししたいのは、指定管理

３４ありますけれども、実際にそこを運営をして

いるは１７事業者だというふうに記憶をしており

ます。その意味では、名寄市内の指定管理を担っ

ていただいているそれぞれの指定管理の方につい

ては、実際に３年、５年なり経過をした段階では

公募をすることになっていますけれども、なかな

か複数の業者の皆さんが公募をされるという状況

には実はないということでありまして、その意味

でいえば少し競争性に欠けるという議員のお話に

もなってくるかなというふうに思っていますけれ

ども、先ほども言いましたけれども、それぞれ単

年単年の年度協定の中でしっかりと指定管理者が

行う事業について精査をしながら担当と協議をし、

次年度の事業につなげていっているということで

あります。この点につきましては、認識をいただ

いて、なおかつ公募の関係につきましては実態と

して、御承知のとおり、名寄市内の事業所の中で

それぞれの指定管理施設について人材を確保し、

一定の３年なら３年なりの中でその指定管理施設

を維持していくということについてなかなか難し

いという現状にも正直あるのかなということで、

複数の公募がない中での指定管理の制度でありま

すけれども、現状そういう取り扱いになっている

ところであります。

あと、年数の関係で３年、４年の指定管理者施

設について、管理期間としては短いのが５年とい

うことで、３年、４年については５年に見直しを

するということで、これについては一律というこ

とでいえば少し違和感は感じるのかというふうに

も思いますけれども、先ほど市長の説明の中にも

ありましたように総務省のアンケート調査などを

見ますと、７割を超える指定管理施設について５

年以上と、５年という状況が出ているところでご

ざいますし、また市内の５年未満の指定管理をし

ている皆さんにアンケートなどをとった結果とし

ても、ぜひ人材の確保等も含めて延ばしてほしい

のだという御意見があったと。そういったところ

から３年から５年に、４年から５年にということ

でさせていただいております。当初始まったとき

には一定の基準でこれまで推移してきたのですけ

れども、それを今回見直しをさせていただくとい

うことで提案をさせていただきました。

済みません。４点しか言っていないかもしれな

いですけれども。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 先ほど御質問した関

係については、今の中村部長の御説明でわかりま

した。

それで、先ほどの御答弁の中で事業者の方とは

単年単年の中でお互いに問題点、課題等について

もこれは精査しているのだと、話し合いの中でと

いうことであったと思います。それとあと、新規

参入の関係については、名寄市の中では公募して

もなかなか手を挙げる事業者がいないということ

だというふうに、私もそういうことについては聞

いておりますし、なかなかいないのかなというふ

うに考えているところであります。

それで、特に契約関係もこれはそれぞれ含むも

のですから、私は名寄市の公契約に関する指針、

これについて再度熟読しているわけなのですが、
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特によく読んでみますと地元企業の優先活用に私

も異議を挟むものではないのです。しかしながら、

地元企業の受注機会の拡大への配慮だとか、ある

いは競争性の確保ですとか、あるいは地元企業の

優先活用についてもこれは配慮するという一言が

入っているということなのです、条文としては。

したがって、私は特に名寄市はプロポーザル方式

などもとっておりまして、複数のものに目的物に

対する企画を提案してもらって、その中からすぐ

れた提案を行ったものを選定する、こうした取り

組みもされているというふうに考えております。

それで、私はやっぱり公募しても競争はされない

ということになりますと、少しこれは緊張感の関

係からいってもどうなるのかなということなども

あったり、それから他の市町村からであってもこ

れは広げていって、ノウハウや実績を備えた企業

が新たに公募に参画して、事業者間で刺激し合っ

て切磋琢磨をするという、こうした環境も構築す

る中で住民福祉の向上につなげていくことなども

考えられないのか、このあたりの見解をお伺いし

たいのと、それともう一つは、公平性、透明性を

図るための情報公開の関係であります。議事録公

開なども指定管理者の選定に当たってこうした情

報公開であるだとか議事録の公開、こうしたこと

も必要とされるというふうに思うのですが、この

あたりのお考えについて再度お伺いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず、議事録の公開

の関係につきましては、決算時期にそれぞれ公共

施設の関係について決算資料として添付をさせて

いただいている情報の内容があろうかなというふ

うに思っています。内容につきましては、収支、

利用料金の収入ですとか支出金額ですとか、ある

いは支出区分で人件費等、その内容等について主

な支出についての内容、金額が記載になっていま

すし、あわせて通常公募をかけて最終的に１２月

に議会の中で指定管理の関係については承認をも

らうのですけれども、その際にどういった内容で

指定管理が決定をしたのかということで資料を添

付をさせていただいておりますし、その議会議決

以降については、ホームページの中でもどういっ

た選考で決定をしたのかという情報を出させてい

ただいているところです。情報としてまだ不足し

ている部分等につきましては、また後ほど御意見

をいただければというふうに思っているところで

す。

あと、指定管理の公募の関係で他の自治体から

もということの御意見、それによって少し事業間

での緊張感ですとか、そういったことが住民サー

ビスにつながるというお話だったかというふうに

思いますけれども、今の現状でいいますと指定管

理の公募については、市内の業者で３年以上営業

しているという、これは条件が実はついています。

これにつきましては、先ほど冒頭言いましたけれ

ども、長い１５年の歴史の中で、ひょっとすると

当初そういう形でスタートがしてということで、

今日まで市内業者に特定がされて進んできている

のかなというふうに思っているところですけれど

も、先ほど言いましたようにそれぞれ事業者にお

いては、少なくても年１回は事業計画等しっかり

と担当との協議もさせていただいておりますので、

市民サービスですとか効率的な運営につきまして

は、年度年度でしっかりと確認をさせていただい

ているというふうに私は考えておりますので、そ

の点につきましては御理解をいただきたいと思い

ます。

ただ、ぜひ広く公募をということにつきまして

は、現在名寄市はもとより近隣の自治体も人材が

大変不足をしているという状況にあろうかという

ふうに思っています。その中で名寄市内の事業者

の皆さんが１５年継続というふうには言えません

けれども、市内の業者の方が主体的にこの指定管

理の維持管理を行っていただいていると。この継

続性もしっかりと私は考えるべきだなというふう

に思っているところでございまして、現状として
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は名寄市内でできる、これは工事等につきまして

もそうですけれども、できるだけ名寄市内の皆さ

んにお願いをしたいという立場で今のところは考

えているところです。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） ただいま部長からる

る説明いただきまして理解しました。

公の施設の関係については、これは設置目的を

効果的に達成するために必要があると認められる

場合に活用するということになっておりますから、

例えば指定管理事業者が今頑張っておられますか

ら、それぞれさらに頑張っていただきたいという

ふうに思っておりますけれども、最後に特に指定

管理期間の延長に伴って、改めて公平性、透明性

をより高めるための努力をこれまで以上に積み上

げていただきたいということ、それからもう一つ、

住民サービスの低下につながらないように、そし

てむしろ住民福祉の向上につながっていくように

節々の先ほどの事業者等の中でのお話し合い等々

の中で効果の検証を求めていただきたいと、この

ことを申し上げて終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

以上で質疑を終結いたします。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律に基づく災害弔慰金の支給等に関する法律

の一部改正が交付をされたことに伴い、地域の自

主性及び自立性を考慮し、本条例の一部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市基金条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市基金

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、本年３月に森林環境税及び森林環境譲

与税に関する法律が公布をされ、平成３１年度税

制改正として本年度から森林環境譲与税が市町村

等に譲与をされることになったことに伴い、それ

を活用して森林整備等の振興に要する経費に充て

るため基金を創設をする必要があることから、本

条例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市税条例等の一部を改正する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市税条

例等の一部を改正する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、令和元年１０月１日から施行される軽

自動車税環境性能割について規定をした名寄市税

条例等の一部を改正する条例について平成２９年

第１回定例会に提案をし、議決をいただいたとこ

ろではございますが、事務の取り扱いについて当

分の間、市町村にかわり北海道が行うこととされ

ており、減免の規定については各市町村の条例で

定めることとなっているため、道内全ての市町村

において減免の取り扱いを統一し、納税者及び販

売業者等の事務負担の軽減を図るため、関連する

条例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市水道事業給水条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市水道

事業給水条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

水道法施行規則にて水道の布設工事監督者の資

格要件を定めておりますが、資格要件の一つであ

る技術士法に規定をする第２次試験の選択科目で
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ある水道環境が削除されたことに伴い、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第７

号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村職員退職手当組合の組織団体から北空知葬

斎組合、日高地区交通災害共済組合及び池北三町

行政事務組合が本年３月３１日付で解散し、脱退

したことに伴い、北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更について協議をするため、地方自治法

第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定に基

づき議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第８

号 戸籍事務を行うための電子情報処理組織の管

理及び執行に関する事務の委託についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 戸籍事務を

行うための電子情報処理組織の管理及び執行に関

する事務の委託について、提案の理由を申し上げ

ます。

現在戸籍システムのサーバーにつきましては、

名寄庁舎において管理をしておりますが、更新期

にあわせてこれを札幌市にあるデータセンターに

移設をし、他市町村と共同利用しようとするもの

でございます。利用に際しましては、既に士別市

が利用しているデータセンターへ移設をし、下川

町、剣淵町、音威子府村との共同利用とすること

で次回更新費用やバックアップ障害検知などの運

用管理負担の軽減が図られることとなります。以

上、戸籍事務を行うための電子情報処理組織の管

理及び執行に関する事務の委託について、地方自

治法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき議
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会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回のこの事務の委

託にかかわって何点か確認をさせていただきたい

と思います。

今回は、戸籍事務を行うための処理組織を管理

及び執行に関する事務を士別市に委託するという

ふうになっています。士別市は、規則等を定める

ことによるというふうになっているのですが、第

２条の２のところにも受託市の長、士別市の市長

は、あらかじめ委託市町村の長にこの規則等を制

定し、通知しなければならないというふうになっ

ています。ですから、事前にこの規則等が通知さ

れているのか。施行日が７月１日ですので、これ

以降になるのか。そして、開示はどのようにされ

ていく、公開についてはこの規則の中身について

はどのようになっていくのか、ここのところをお

知らせをいただきたいと思います。

あと、２つ目には、今回今まで市が行っていた

管理、また執行に関する事務なのですが、これを

他の地方公共団体、士別市に委ねるわけです。行

政運営の効率化、合理化を図るものであるという

ふうに総務省の資料に書いてあるのですが、どの

程度の効率化、合理化が見込まれるのかお知らせ

をいただきたいと思います。

３つ目には、経費の負担等、第３条に書かれて

います。委託市町村が負担をするということです

が、この経費の支弁の方法も規約で定めるという

ふうな内容でありますので、これは今後どのよう

になっていくのか、ここのところも非常に気にな

るところですので、お知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今川村議員のほうか

ら３点ほど御質問をいただきました。まず、委託

事務の関係で、受託市の規則等を制定し、あらか

じめ委託市町村の長に通知するといった部分なの

ですが、こちらについてはまだ名寄市のほうに通

知はされておりません。７月１日以降に通知され

ていくことになると考えております。

もう一点、済みません、その後がちょっと聞き

取れなかったのですが、２点目の前に士別市に委

託するこの通知があったかという次のところの御

質問だったのですけれども。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 規則を公開するのは、

今７月１日以降ということでしたから、それは市

民なり、議会なりに公開するのはどういうふうに

なっていくのかお聞きしました。

〇市民部長（宮本和代君） 議会ですとか市民の

皆様に公開する部分につきましては、今具体的に

手法等はまだ話し合いされておりませんので、こ

ちらのほうで協議の上、またお知らせするような

形で検討を進めたいと考えております。

また、２点目の今まで市が管理をしていた部分、

士別市に委ねるといった部分になりますけれども、

法務省の通達で共同利用する場合には必ず代表の

市を設けることとされております。実際は士別市

が何かを行うということではなく、データにつき

ましても札幌のデータセンターのほうに保管をい

たしまして、そのサーバーを５市町村で共同で利

用する形となります。事務処理の関係につきまし

ては、地方自治法の規定に基づきまして、こうい

った形で議会の議決をいただくこととされており

ますが、委託料とかも士別市には発生しないこと

になっておりまして、今後はベンダーに対してデ

ータセンターの利用料、そちらをお支払いするよ

うな形になっております。

また、経費の負担につきましても、今申し上げ

ましたとおり、負担というものは特に発生しない

ということで、各市町村がベンダーに対してデー

タの利用料を支払う状況となっております。
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以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 規則が施行日の７月

１日以降ということですので、またその内容につ

いても戸籍事務を扱うということであると、個人

情報の問題がいろいろあって市民の皆さん方も関

心も寄せられているところでありますので、ここ

はしっかり皆さんにお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

それから、委託をするということですけれども、

今のお話では企業のほうに委ねるということだっ

たかというふうに思います。管理料をそちらのほ

うにお支払いするのであって、委託料は支払わな

いということで、士別市には支払わないというこ

とで確認してよろしいのでしょうか。わかりまし

た。

管理料については、今後これからになってくる

のかなというふうに思うのですが、そういった部

分ももしわかればお知らせをいただきたいと思い

ます。

総務省の資料の中で、実はみずから当該事務を

行わずに委託するわけですので、委託した地方公

共団体は委託の範囲内において委託した事務の執

行及び管理する権限を失うことになるというよう

な文言がありますが、こういったことになるのか

どうか。このことはどういうことなのかお知らせ

をいただければと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今お話がありました

委託したら管理する権限を失うという部分につき

ましては、こちらのほうではそういった認識は持

っておりません。戸籍の事務に関しましては、あ

くまでも自治体ごとでの管理となりますので、デ

ータ自体は確かに札幌のデータセンターのほうに

移行されますけれども、それはあくまでも安全性

と、また費用面での勘案した形となっておりまし

て、安全面という部分ではウイルス対策ですとか、

災害時の安全対策がきちんと行われる堅牢な建物

での保管となるという部分での安全面となります。

また、費用面につきましては、毎年の維持管理費

用につきましては先ほど申し上げた利用料が発生

するため、年間で約１００万円ほどの増額となる

見込みなのですけれども、５年ごとのサーバーの

更新費用が不要となりますので、１０年間で約

０００万円の費用の削減ができる見込みとなって

おります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回の提案の規約の

中身を見ているだけでは、非常にわかりづらい中

身でありました。今部長のほうからるる御説明を

いただきながら、この取り組みが少しずつ前に進

んでいるのかなというふうに受けとめながらお聞

きをしておりましたけれども、先ほども申しまし

たように戸籍の問題であります。個人情報の問題

でありますので、いつも申し上げているとおり、

ここのところの取り扱い、十二分な取り扱いをお

願い申し上げて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 議案第９
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号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成７年に取得をした除雪ドーザーが

新車登録後２４年を経過し、老朽化したことから

更新をしようとするものでありまして、本年５月

１５日に５社を指名し、指名競争入札を執行した

結果、コマツカスタマーサポート株式会社北海道

カンパニー旭川支店が ６３０万円で落札をし、

これに消費税及び地方消費税１６３万円を加え

７９３万円で契約を締結しようとするものでござ

います。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

入札予定価格が ０００万円以上であるため議会

の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

０号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市学校給食センターで使用してい

る食缶洗浄機につきまして平成３年の稼働から２

７年が経過をし、老朽化が著しいことから更新し

ようとするものであり、本年５月１５日に５社を

指名し、指名競争入札を執行した結果、北昭産業

株式会社が １８６万円で落札をし、これに消費

税及び地方消費税１７４万 ８００円を加え ３

６０万 ８００円で契約を締結しようとするもの

でございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

入札予定価格が ０００万円以上であるため議会

の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

１号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市一般会計補正予算

に係る専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ

３５０万 ０００円を追加をし、予算総額を２

１９億 ９８４万 ０００円にしたものでござい

ます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の公共施設整備基金積立金２億 ３７３万

円の追加は、今後の公共施設の改修や整備のため

に積み立てたものでございます。

７款商工費の中小企業経営等融資事業費 ９７

０万円の減額は、中小企業特別融資預託金及び新

規開業資金預託金の不用額を見込み減額したもの

で、歳入についても同額を減額しております。

８款土木費の道路除雪費 ９８０万 ０００円

の減額は、市道排雪業務委託料などの不用額を見

込み減額をしたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款市税の

６６５万 ０００円の追加は、徴収状況を勘案

をし予算を追加したものでございます。

１１款地方交付税の１億 ５４０万円の追加は、

普通交付税及び特別交付税の交付額の決定に伴い

追加をしたものでございます。

次に、第２表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか１６事業を変更したもので

ございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ページ数でいいます

と１１号の２７ページと２９ページにあります小

中学校の就学援助費にかかわってでありますが、

減額されています。利用した児童生徒数が減った

ことかなというふうに思うのですが、減となって

いる理由です。これがちょっと危惧しているのは、

今生活保護費が下がってきています。名寄市は、

生活保護費の基準に ３倍の所得ということでラ

インがなされているのですが、この生活保護費が

下がったラインで ３倍になっていて、それで資

格がなくなってしまっているのではないかという

ちょっと危惧をしながらこの数字を見せていただ

いているのですが、その点について確認をさせて

ください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 就学援助費につきま

しては、小中学校費ともに減額補正をさせていた

だいております。内容的には当初予算ではある程

度危険度を見ながら、各支援費目について人数的

には多目に見ておりますので、その分で来年この

程度の不用額といいましょうか、出るということ

でございまして、今議員御指摘のとおり、生活保

護費の ３倍の影響ということではございません。

それについては、ずっと毎年据え置きをしながら

進めておりますので、ただ単に当初見込みで多目

に人数等を見させていただいているということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ありがとうございま

す。安心しながらも、この間生活保護費がどんど

ん削られていっていますので、その辺のちょっと

要らない心配をしてしまいました。引き続き本当

に利用される皆さん方の立場に立って進めていた

だくことを心から願って、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた
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します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

２号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、保険事業

勘定の歳入歳出それぞれ７７万 ０００円を追加

をし、予算総額を２６億 ５７６万 ０００円に

したものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費におきまして、決算見込みに伴い ７

１６万円を減額し、４款基金積立金におきまして

７９３万 ０００円を追加したものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金におきまして、調整交付金及び介護保険事業

費補助金の交付額の決定により ５６３万 ００

０円を追加をし、８款繰入金におきましては ４

８６万 ０００円を減額したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 議案第１

３号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳

出それぞれ８０万円を減額をし、予算総額を９億

３９０万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、事業費の確定に伴う調整によ

り８０万円を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。市債の額の

確定により６款市債を８０万円減額したものでご

ざいます。

次に、第２表、地方債補正につきましては、公
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共下水道整備事業の市債額の確定に伴い変更した

ものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１７ 議案第１

４号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市立大学特別会計補

正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳出そ

れぞれ ９３７万円を減額をし、予算総額を１８

億 ６７０万 ０００円にしたものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費 ９３７万円の減額は、各事業の不用額を

見込み減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６款繰入金

の一般会計繰入金にて収支の調整を図ったほか、

５款寄附金の３９万 ０００円の追加は、これま

でいただいた寄附金について予算を追加したもの

でございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１８ 議案第１

５号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 令和元年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各課にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出にそれぞれ １１０万 ０００円を追加し、予

算総額を２０７億 ９５３万 ０００円にしよう
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とするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして生活保護適正実施推進事業費

２７５万円の追加は、生活保護法の改正に伴い被

保護者健康管理支援事業が創設をされたことから、

円滑な事業実施に向け、データ収集等の業務委託

料を追加しようとするものでございます。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費４９

８万円の追加は、国の風疹に関する追加的対策に

伴う事業費を補正しようとするものでございます。

７款商工費におきましてプレミアム付商品券発

行事業費 ４００万円の追加は、プレミアムつき

商品券の発行経費とその事務費について補正をし

ようとするもので、財源につきましても同額を国

庫補助金にて予算計上してございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を財政調整基金繰入金で実施をしようとするもの

でございます。

次に、第２表、地方債補正では、ピヤシリスキ

ー場整備事業について限度額を変更しようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ７款商工費、プレミ

アム付商品券発行事業費にかかわりまして、この

事業内容について詳しくお知らせをください。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） プレミアムつき

商品券、事業内容についてということでお問い合

わせいただきました。この部分につきましては、

まず１つが消費税増税にあわせて消費喚起を促す

ということが目的で、国により実施されるもので

すけれども、対象者といたしましてはことしの住

民税非課税の方が対象、それから３歳未満のお子

様がいる方がこの商品券を購入できる対象者とな

ってございまして、その商品券につきましては両

方とも１人当たり２万円の商品券を購入できて、

その商品券が ０００円分のプレミアがついて、

２万 ０００円分の買い物ができるといったよう

な内容の商品券の発行事業となっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １０月からの消費税

が１０％に値上げになったときに、この消費税増

税分でプレミアム商品券の発行をという国の事業

の中、そのまま名寄でも行うというふうに今お聞

きしたかなというふうに思うのですが、私もこの

間、消費税これ以上大変な中で増税されては、市

民の暮らしも地域の経済も立ち行かなくなるので

はないかという危惧をいろんな方とお話ししても

ほとんどの方がそのようにおっしゃっている中で

あります。対象が非課税世帯であったり、３歳以

下の子供を持った世帯というとこら辺は、こうい

ったところに支援をしていくといったところだけ

を見ると非常によいかなというふうに思うのです

が、しかし中のお金のもとが消費税ということで

あれば、またこの方々に非常に負担がのしかかっ

ていくということであります。それで、この福祉

の充実ということには私はならないだろうという

ふうに思っているところでありますので、この部

分についてだけは今回のこの補正予算全く賛成で

きません。そのことを申し上げて終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。
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議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第１５号を原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１９ 議案第１

６号 令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 令和元年

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、これまでにいただいた寄附金を

名寄市立大学奨学金基金に積み立てしようとする

ものでございまして、歳入歳出にそれぞれ３４２

万 ０００円を追加し、予算総額を２０億 ５３

４万 ０００円にしようとするものでございます。

補正の理由を歳出から申し上げます。１款教育

費におきまして名寄市立大学奨学金基金積立金３

４２万 ０００円の追加は、これまでにいただい

た寄附金を奨学金基金に積み立てしようとするも

のでございます。

次に、歳入について申し上げます。５款寄附金

の３００万円及び６款繰入金の名寄市立大学振興

基金繰入金４２万 ０００円の追加は、それぞれ

これまでいただいた寄附金について予算を追加し、

奨学金基金への積み立てに対応しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第２０ 報告第１

号 平成３０年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成３０年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、平成３０年度に完了しない議会運営

事業費のほか６事業を翌年度に繰り越しをするた

めのものであり、地方自治法施行令第１４６条第

２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２１ 報告第２
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号 平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成３０年

度名寄市食肉センター事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書の報告について申し上げます。

食肉センター事業特別会計予算繰越明許費繰越

計算書は、出納閉鎖に当たり、平成３０年度に完

了しない食肉センター改修工事監理業務委託及び

改修工事を翌年度に繰り越しをするためのもので

ありまして、地方自治法施行令第１４６条第２項

の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２２ 報告第３

号 平成３０年度名寄市病院事業会計予算繰越計

算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 平成３０年

度名寄市病院事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて申し上げます。

名寄市立総合病院の本館にある上水加圧給水ポ

ンプ２台のうち１台が昨年１２月に故障し、ポン

プの更新が必要となったため繰り越しの設定をし

たものでございます。

名寄市病院事業会計予算繰越計算書は、事業年

度終了に当たり、これを翌年度に繰り越しをする

ためのものであり、地方公営企業法第２６条第３

項の規定により御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２３ 報告第４

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本年１月２３日午前９時５０分ごろ、名寄市風

連特別養護老人ホームしらかばハイツ駐車場にお

きましてしらかばハイツ所管の公用車が方向転換

しようとした際に、後方に駐車をしていた相手方

車両の左前部に接触をし、破損させたものでござ

います。過失割合は本市が１００％であり、相手

方車両の修理代として２０万５４４円を負担をす

ることで示談が成立をし、和解をしたところでご

ざいます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第４号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２４ 報告第５

号 専決処分した事件の報告について、報告第６

号 専決処分した事件の報告について、報告第７
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号 専決処分した事件の報告について、以上３件

を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号から報告第７

号までの専決処分した事件の報告について一括し

て申し上げます。

本件は、名寄市営住宅、病院事業及び水道事業

の債権の放棄に係る専決処分でございます。

まず、名寄市営住宅につきましては、破産法第

２５３条第１項により請求不能の住宅使用料につ

いて１件、６万 ２００円を放棄をしたものでご

ざいます。

次に、病院事業におきましては、患者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない入院、外来

診療費について４８件、２１０万 ９４６円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては、生活困窮等に

より弁済の見込みがないと認められ、回収の見込

みのない水道料金について２１件、１４万 ８８

０円を放棄したものでございます。

以上３件について、地方自治法第１８０条第１

項の規定により専決処分をしたので、同条第２項

の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、報告第５号

について質疑に入ります。御発言はございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

これより、報告第６号について質疑に入ります。

御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

これより、報告第７号について質疑に入ります。

御発言はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２５ 報告第８

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第８号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

平成３０年度第４７期の経営内容につきまして

は、５月２８日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、早期オープンに向けた準備を進めてまいり

ましたが、１１月からの降雪が少なく、昨シーズ

ンと比べ６日遅い１２月１５日のオープンとなり

ました。しかしながら、シーズン前にゲレンデ排

水工事を行ったことにより、例年より少ない降雪

の中でもコースの開放をすることができました。

リフト輸送人員は、前年比９ ６２％の４０万

１２２人となり、リフト収入は前年と比べて約６

３万円の減少となりました。昨年に引き続き全日

本スノーボード選手権北海道地区大会が開催をさ

れ、選手、関係者から国内トップクラスのスノー

パークとの御評価をいただきました。また、新た

に全日本スキー連盟のモーグル競技の合宿に利用

されるなど、大会、合宿の誘致の成果もあらわれ

ております。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、胆振東

部地震の影響もあり、宿泊、宴会などのキャンセ

ルもありましたが、新規顧客の開拓などに努め、

宿泊者数全体で１万 ３４７人、前年比１０ １

９％、日帰り入浴者数については５万 ７１２人、

前年比１０ ６８％となり、前年実績を上回るこ

とができました。宿泊部門全体の営業損益につい
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ては増収となったところであります。

北海道立サンピラーパークにつきましては、関

係機関、団体、住民及び隣接施設と連携をし、ひ

まわり等の植栽や四季折々の企画事業を実施をす

るなど、地域活性化交流事業の拡大に努めました。

カーリング場につきましては、１３シーズン目と

なり、愛好者はもとより学校授業や各種大会等に

多くの利用がございました。引き続き名寄カーリ

ング協会と連携をし、カーリングのさらなる普及

に努めてまいります。なお、サンピラーパークの

当期の実績としては、利用者数は１２万 ６９０

人、前年度比で９ ６５％となったところであり

ます。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、ピヤ

シリシャンツェも含め、引き続き利用者が安全、

安心、快適に利用いただけるよう維持管理に努め

ます。

なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおりでございますが、各施設

との連携を図り、運営に係るコスト縮減などに努

めてきたことから、当期純利益で１３５万 ７８

２円を計上する結果となりました。第４８期にお

きましても、純利益を計上することができるよう

一層の努力を促してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 以上で報告第８号の報

告を終わります。

報告第８号については、後日議員協議会を開催

し、質疑を行います。

〇議長（東 千春議員） 日程第２６ 報告第９

号 名寄市国民保護計画の変更についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第９号 名寄市国民

保護計画の変更について御報告を申し上げます。

本件は、法定受託事務である国民の保護のため

の措置について、平成３０年６月２９日付、北海

道市町村国民保護計画の変更、同年８月１４日及

び本年１月２４日付、市町村国民保護モデル計画

に係る新旧対照表の更新に係る通知に基づき、名

寄市国民保護委員への諮問を経て名寄市国民保護

計画の変更を行いましたので、武力攻撃事態等に

おける国民の保護のための措置に関する法律第３

５条第６項に基づき御報告をいたします。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 少し確認をさせてい

ただきたいと思います。

報告第９号の２ページにあります下のところに

市における訓練の実施についての項目であります。

現行から大きく変更されているのですが、変更理

由のところに訓練内容及び連携等について具体的

に示し、実践的なものに変更したというふうにな

っています。具体的にこの実践的なものに変更し

た理由についてお聞かせをいただきたいのと、ま

た変更内容の下のほうに実際に資機材やさまざま

な情報伝達手段を用いるなど、実践的なものとす

るよう努めるというふうに書かれています。訓練

の詳細がもうできているのかのように見受けられ

るのですが、その辺についてどのようになってい

るのかお聞かせをいただきたいと思います。

もう一点、次のページなのですが、避難行動要

支援者名簿についてであります。この名簿につい

て活用及び重要性について追記をしたというふう

になっているのですが、なかなか読み込んでも活

用と重要性については、避難行動要支援者名簿に

ついては書かれているのですが、名簿の保護につ

いては見当たらないように私には見受けられるの
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ですが、このことについてはどのようになってい

るのかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ２ページ目の関係の

市における訓練の実施というところで御質問があ

りました。議員お話しのとおり、変更理由として

は訓練内容及び連携等について具体的に示したも

のですということであります。これまでの内容を

さらに補足をする追記的な部分で、これまで以上

に道警、自衛隊との連携について強めていくとい

うことで、とりわけここではＮＢＣ攻撃等により

ということで書いてありますけれども、具体的に

は化学兵器ですとか生物兵器ですとか、そういっ

たものに対する攻撃についての訓練を行っていく

ということでありまして、まだ私どもの市として

の訓練について具体的なものというのは、実は道

の段階で変更されたということで、具体的な計画

については今のところ持っていないという状況に

なっております。

それと、次ページの名簿の関係で、名簿の保護

ということでしたか。名簿の保護……ちょっと済

みません。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ０時１５分

再開 午後 ０時１９分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。ここで

記載をされている内容につきましては、従前の災

害時における要支援者への対応と同じで、基本的

には本人の同意がなければ名簿を出すということ

にはなりません。そういった意味では、情報とし

ては保持をされますが、本当に緊急の場合という

ことについては、何らかの形でということも考え

られるかなと思いますが、ここに記載の災害時の

要支援者への対応について、名簿については、こ

れまでの災害の対応と同じで、あくまでも個人の

同意がなければ出すということにはなりませんの

で、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 避難行動要支援者名

簿の取り扱いについてなのですが、災害時もそう

ですし、今回国民保護計画の中でもあるように、

そういった方々、支援者の方々をしっかり守って

いかなければならないということですから、どこ

までの関係者にこの名簿を提供するのか、またそ

の名簿の保護をどうするのか、この辺もしっかり

と取り組んでいかなければならないかなというふ

うに思います。これがむやみに悪用されるような

ことがあってはならないというようなことでちょ

っとお聞きをしたところであります。

また、市における訓練の実施の中身についても

非常に具体的になっていて、この文章を読むと少

し恐ろしくなる内容であります。今この間の北方

四島のこともありましたけれども、こういったこ

との中で不安に思っている皆さん方たくさんいる

中で対話による平和的解決、外交の中でそういっ

たことが求められている中で、こういったことが

文字として出てくると非常に不安になってくると

いうあたりで、訓練がどのように今後計画がされ

ていくのか、国や道と協議をしながら進んでいく

のだというふうには思うのですけれども、その辺

も十分に押さえていただきながら取り組んでいた

だくことを求めて、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せん。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

報告第９号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２７ 報告第１

０号 公害の現況に関する報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１０号 公害の現

況に関する報告について申し上げます。

平成３０年度につきましては、関係機関の御理

解と御協力をいただき、大気汚染、水質汚濁、騒

音、振動、悪臭の５項目を中心に、調査、監視等

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をし、排出基準を大

きく下回る結果となっております。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び名寄川

の水質調査を実施をしております。天塩川の調査

における流域調査及び曙橋地点での定点調査、ま

た名寄川の調査でも大腸菌群が環境基準値を超過

している時期があり、今後も継続して調査、監視

を行ってまいります。また、ゴルフ場の農薬使用

に関する問題につきまして、関係する環境保全指

導要綱に基づく水質分析調査を１１月に実施をし、

基準値以内の水質が保たれておりました。

次に、騒音では、交通自動車の騒音調査を市内

１０カ所で実施をしてきましたが、全ての測定箇

所で基準値以内の結果となっております。また、

振動、悪臭に関する苦情はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

３次名寄市地球温暖化防止実行計画においてＣＯ２

削減目標を３％としておりますが、計画初年度と

なる平成２９年度は基準年の平成２８年度と比較

をして ２％の減少となりました。これは、これ

までの節電やウオームビズ等の取り組みの成果だ

と考えられます。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に努めてまいり

ます。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしております公害の現状と対策を御高覧いた

だければと存じます。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１０号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２８ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には７名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、本年９月３０日をもって佐藤源

嗣委員及び村上勝浩委員が任期満了となります。

本件は、再度両氏を候補者として推薦をいたし

たく、同法第６条第３項の規定により議会の意見

を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、あす６月４日から６月１８

日までの１５日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、あす６月４日から６月１８日までの１

５日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ０時２７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 東 川 孝 義
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開議 令和元年６月１９日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和元年６月１９日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

組織機構変更に伴う目的と役割等について外２

件を、東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして、順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、組織機構変更に伴う目的と役

割などについてお伺いをいたします。組織という

言葉について改めて調べてみますと、意識的に調

整された２人、またはそれ以上の人々の活動や諸

力のシステムであると定義をされております。ま

た、その組織を円滑に運営するためにはマネジメ

ントが必要であります。具体的な組織マネジメン

トは、企業規模、あるいは行政自治体の規模によ

って異なるとは思いますが、どのような立場でも

組織を管理する上では人、物、お金、情報などの

資源をどのように活用していくかが重要であると

思います。

そこで、小項目の１番目、新設部署の機能と役

割についてお伺いをいたします。平成３１年４月

１日より総務部総合政策室が総合政策部として独

立し、その組織の中に総合政策課が新設をされま

した。また、平成２９年４月より教育部に新設を

された教育部スポーツ・合宿推進課が総合政策部

の中に移設をされました。総合政策部設立の趣旨

とそれぞれの課における役割及び具体的な運営機

能についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、営業戦略室及び営業戦

略課の名称変更についてお伺いをいたします。平

成２８年４月１日より営業戦略室が担当していた

交流事業を当時設置された交流推進課へ移し、交

流事業が進められてきました。交流事業移譲後、

営業戦略課としてどのような事業を推進されてき

たのかお伺いをいたします。

また、ことしの４月より名称を産業振興課に変

更いたしましたが、名称変更の趣旨と主な業務内

容についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、組織変更による期待さ

れる効果についてお伺いをいたします。４月より

総務部総合政策室が総合政策部として独立し、今

まで教育部に配置されていましたスポーツ・合宿

推進課が移設をされました。この組織変更により

今後の運営において期待される効果についてお伺

いをいたします。

次に、大項目の２番目、医療と連携した活力あ

る健康社会づくりに向けてお伺いをいたします。

小項目の１番目、名寄市保健事業実施計画の推進

における第２期データヘルス計画の位置づけにつ

いてお伺いをいたします。団塊の世代が２０２５

年には７５歳以上となり、超高齢化の進展に伴い

働き盛り世代からの健康づくりの重要性が高まる

中、データヘルス計画の目的は、健康寿命の延伸

が重要な施策であると認識をしております。具体

的にはデータを活用し、科学的にアプローチし、

ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営により実効性

を高めていくものと思っております。そこで、名

寄市の第２期データヘルス計画の位置づけについ

てお伺いをいたします。

次に、第１期計画の評価と第２期計画の課題に

ついてお伺いをいたします。データヘルスの第１

期計画では、データ分析による現状把握が主な取

り組みであり、加入者の健康課題を明確にした上

令和元年６月１９日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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で事業を企画するいわゆるＰＤＣＡサイクルの計

画が主な事業であったと思います。その分析結果

をもとに第２期計画において費用対効果の観点も

考慮しつつ、実施計画の課題についてお伺いをい

たします。

次に、小項目の２番目、地域包括ケアとのかか

わりでありますが、データヘルス計画は総人口に

占める高齢化率の増加により、生活習慣病の発症

や重症化リスクを軽減する制度でもあると思って

おります。高齢期は、個人差の大きい年代であり、

個人の状況に応じた包括的な支援が必要であり、

データヘルス計画と地域包括ケアの連携について

お伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、空き家等の対策推進に

向けてお伺いをいたします。国土交通省の住宅・

土地統計調査によると、２０１３年の全国におけ

る空き家は８２０万戸であり、この２０年間では

８倍も増加しているとのことであります。また、

民間の調査機関によると、今後住宅の除却などが

進まないと想定すると、２０１３年の２０年後、

いわゆる令和１５年には８２０万戸の ６倍に当

たる １５０万戸で、空き家率は３ ２％になる

との予測もされております。このように空き家の

総数については、全国的にも増加傾向の中で、小

項目の１番目、名寄市内の空き家の現状について、

人口、世帯数との比較で推移状況についてお伺い

をいたします。

次に、小項目の２番目、空家バンク制度の利用

実態についてお伺いをいたします。空き家、空き

地等の利活用の促進を目的に、名寄市空家バンク

制度が平成２８年度より開設をされております。

この制度は、空き家等の所有者が売却や賃貸の希

望がある場合、市の空家バンクに登録してもらい、

ホームページなどで情報を公開し、購入希望者へ

マッチングを図り、運用をする制度と認識をして

おります。制度制定後の空家バンクの登録件数と

活用実績についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、空家等対策計画の進捗

と今後の課題についてお伺いをいたします。空家

等対策の計画期間は、平成２８年度から令和２年

度までの５カ年で進められております。計画スタ

ートから４年目に入り、具体的な取り組みに対す

る成果と今後の課題についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま東川議員から大項目で３点にわたり御質

問いただきました。大項目１については私から、

大項目２及び大項目３については市民部長から答

弁とさせていただきますので、よろしくお願いを

いたします。

初めに、大項目１、組織機構変更に伴う目的と

役割等について、小項目１、新設部署の機能と役

割について申し上げます。新設の総合政策部は、

地域において人口減少が喫緊の課題とされる中、

名寄市総合計画中期基本計画における重点プロジ

ェクトや名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の着実な推進に当たり、部署を横断しての取り組

みについてこれまで以上に推し進める必要がある

ことから、昨年７月に総務部に設置した総合政策

室の機能をより充実させ、新たに部として設置し

たものでございます。

同部は、総合政策課とスポーツ・合宿推進課の

２課で構成され、前者は秘書に関することのほか、

これまで総合政策室が担ってきた総合計画や総合

戦略などの策定及び進捗管理等の事務に加え、経

済部が担当していた移住、定住対策、その他複数

の部署にまたがり調整が必要な業務を実施するこ

ととしており、部の設置にあわせて担当の専任職

員のほか、専任の管理職をあわせて配置すること

といたしました。後者のスポーツ・合宿推進課に

ついては、これまで体育振興の業務を受け、教育

部の部局として冬季スポーツの拠点化に取り組ん

でまいりましたが、各施策には人口減少対策や地

域経済対策など複数の政策要素を含んでいること、

スポーツ振興には生涯教育のほか健康増進などさ
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まざまな効果を有していることから、教育部スポ

ーツ・合宿推進課のスポーツ振興及び合宿の誘致

に関する業務を所管するものとしております。

次に、小項目２、営業戦略室及び営業戦略課の

名称変更について申し上げます。昨年度までの営

業戦略室でございますが、同室は平成２３年度に

商工業の振興、企業誘致、労働行政、観光、物産

振興に加え移住などの業務を集約し、総合的な視

点から対外的に名寄市を発信することにより、交

流人口の拡大を図ることを目的として設置いたし

ました。その後、従来の姉妹都市や友好都市との

交流の枠組みを超えて、台湾に代表される国内外

の都市との交流事業が拡大したことから、平成２

８年度に国内国際交流事業に関する業務を所管す

る課として、経済部に交流推進課を設置したとこ

ろでございます。

営業戦略室は、合併後の新名寄市において旧名

寄、旧風連それぞれの魅力や地域資源について新

たな発想から市民と協働で発見、発掘、活用を進

め、名寄市を内外へ売り込む点でこれまで大きな

役割を果たしてきたものと考えております。名称

の変更に関しましては、従来の営業戦略室という

名称は、ともすれば所管する事務がわかりにくい

との御指摘を過去いただいたこともございました。

また、従来の横断的に名寄市の地域資源と魅力を

売り込むという役割は、今後各部横断的に施策を

推進し、その統括を行う総合政策部が果たすこと

になりましたので、移住、定住に関する事務を同

部に移管したことを踏まえ、一定の役割を終えた

と判断し、より対外的にわかりやすい産業振興室

としたものでありますので、御理解お願いします。

次に、小項目３、組織機構変更により期待され

る効果について、特にスポーツ・合宿推進課に関

して申し上げます。スポーツ・合宿推進課につい

ては、これまで所管してきた業務のうち、スポー

ツの振興に関すること及び合宿の誘致に関するこ

とを総合政策部に移管したことは、先ほどの答弁

で申し上げたとおりであります。今回の組織機構

の見直しによる効果ですが、スポーツ・合宿推進

課がスポーツの振興に関して総合政策部の特色で

ある各担当部署との連携をこれまで以上に深めな

がら推進していくことにより、健康増進や生涯学

習など、スポーツの持つさまざまな効果を多くの

市民に伝えていく場面が拡大するものと考えてお

ります。また、合宿の推進やスポーツ指導者の養

成、ジュニア育成などの政策についても今後スポ

ーツを核にした移住者の受け入れなどの施策につ

ながっていくことで、部として移住政策などを含

めた総合的な取り組みも可能になると考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目２、

医療と連携した活力ある健康社会づくりに向けて

についてお答えいたします。

まず、小項目１、名寄市保健事業実施計画の推

進に向けて、①、第２期データヘルス計画の位置

づけについて、②、第１期計画の評価と第２期計

画の課題について申し上げます。データヘルス計

画とは、健康、医療情報を活用して、ＰＤＣＡサ

イクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実

施を図るための計画で、健康寿命の延伸を重要な

柱として掲げた日本再興戦略において全健康保険

組合とともに市町村国保に対しても計画を作成し、

事業に取り組んでいくよう進めているものです。

当市においては、国保データベースシステムにあ

る健康や医療に関する情報のほか、健康診査のデ

ータなどを活用してデータヘルス計画を策定する

とともに、保険者として健康課題の分析、保健事

業の評価などを行い、国保の加入者に関する健康

保持増進と医療費の抑制を図ろうとするものです。

また、策定に当たりましては、すこやか北海道

２１、名寄市健康増進計画健康なよろ２１第２次、

名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画など、それぞれの計画との整合性も図っ

ておりますほか、以前まで別に定めていた第３期
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特定健康診査等実施計画を当計画に登載し、特定

健康診査などとも一体的にあわせた取り組みを行

い、生活習慣病の発症及び重症化の予防につなげ

てまいります。

また、第１期計画の評価と第２期計画の課題に

つきましては、第１期計画での取り組みにおける

具体的な考察としまして、脳血管疾患、虚血性心

疾患、糖尿病性腎症におきまして治療者の割合は

減少しているものの、依然として総医療費に占め

る割合は高い状態にあることなどから、第２期の

計画におきましてもこれらの重症化予防を重点的

に進める必要があると分析し、引き続き中長期的

目標として設定し、数値の減少を目指してまいり

ます。さらに、短期的目標としましては、中長期

的課題の共通リスクとなっている高血圧や脂質異

常症、糖尿病などを減らすことを掲げ、その具体

的な目標値や方策について記載し、生活習慣病の

発症及び重症化の予防を図ろうとするものです。

また、国保の都道府県単位化におきまして、国

では特別調整交付金を活用したインセンティブ制

度による保険者努力支援制度を設けており、当計

画でもお示ししているところですが、この制度に

よりまして健康診査を初めとした医療費適正化の

取り組みが交付金に反映されるため、貴重な財源

確保として、さらには費用対効果の観点からも今

後制度の動向を注視しつつ、当計画におけるさま

ざまな課題に取り組んでまいります。

次に、小項目２、地域包括ケアとのかかわりに

ついてお答えいたします。高齢化社会を迎え、今

後の社会保障費の増大が懸念される中、健康寿命

の延伸と医療費適正化の取り組みといたしまして、

高齢者の健康づくりを推進することが重要となっ

ており、病気の早期発見と対応が必要となってま

いります。保険者といたしましては、これまで同

様のさまざまな取り組みが必要である一方、今後

におきましては介護予防と健康づくりを一体的に

取り組んでいくことが必要となってまいります。

当計画におきましては、地域包括ケアとの連携を

図りながら、健康寿命の延伸と医療費の適正化を

進めていくことが重要である旨記載させていただ

いております。今後国保保険者として、あるいは

後期高齢者医療制度の保健事業の点からも、医療、

保健、介護部門などとの連携を強化し、地域包括

ケアシステムの推進に向けて、ともに取り組んで

まいります。

続きまして、大項目３、空き家等の対策推進に

向けてについてお答えいたします。まず、小項目

１、空き家等の推移についてですが、人口や世帯

数との比較による空き家数の推移は、５年に１度

実施されています住宅・土地統計調査で確認する

ことができますが、平成３０年は市町村別の数値

の公表がまだですので、平成２０年と平成２５年

の調査結果により比較をして説明をいたします。

平成２０年の調査の空き家数は、一戸建ての賃貸

や売買物件を除きますと６５０件となります。こ

のうち腐朽、破損のある空き家は３７０件となり

ます。平成２５年の調査では、同様の一戸建ては

４２０件と平成２０年の調査より約３５％の減と

なっており、このうち腐朽、破損のある空き家は

１７０件、約５４％の減となります。各年の９月

末の人口と世帯数を見ますと、人口、世帯数とも

２５年度は減少しており、人口で約５％、世帯数

で約２％の減少となっています。人口と世帯数、

それぞれの減少率と比較をしますと、空き家の減

少率、特に腐朽、破損のある空き家の減少率が大

きくなっています。

また、統計調査とは別に、平成２９年度に住宅

地図メーカーより空き家等のデータコンテンツを

購入いたしました。そのうち事業所、工場、集合

住宅などを除いた４４８件の現地調査を実施した

結果、空き家と思われるものは２４９件あり、そ

のうち外壁のひびや雑草の繁茂など近隣に影響を

与える可能性がある要件が１項目でもあるものは

１３４件となりました。統計調査とは基準が異な

りますが、平成２５年時点の調査と比較し、空き

家の件数、また腐朽、破損ありとされた空き家の
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件数が下回っております。加えて４４８件の現地

調査時点で居住中と思われるものが１１２件、既

に除却が行われているものが８７件と調査家屋全

体の４ ４％が既に空き家ではなくなっており、

市全体的には活用や除却が活発に進んでいると言

える結果となりました。現地調査の結果は、デー

タベースとして整理し、空き家に関する相談など

があった際の基礎資料として活用しているところ

です。

次に、小項目２、空家バンク制度の活用状況に

ついてお答えいたします。名寄市空家バンク制度

は、空き家や空き地等の利活用の促進を目的に市

が市内の宅地建物取引事業者と協定を結んでいる

もので、空き家などの所有者が市と協定を結んだ

宅地建物取引事業者との物件の売買や賃貸の契約

を締結した後に、市の空家バンクへの登録申請を

いただき、登録した空き家などの情報を市のホー

ムページや北海道が開設する空き家バンクのサイ

トで情報公開をできるものとなっております。こ

れまでに数件の問い合わせはいただいております

が、申請に至った事例は今のところはありません。

本市においては、宅地建物取引事業者の仲介によ

り、既に物件の流通などが活発に行われているこ

とがその要因ではないかと思われます。

問い合わせをいただいている内容としましては、

空家バンクに登録することで市が取引の仲介や買

い手、借り手のあっせんをしてくれるという認識

によるものが多く、市が取引の仲介を行うことは

できないことやこの制度の趣旨は売買や賃貸に出

す空き家等の情報発信のツールの一つであること

などを説明させていただいております。

次に、小項目３、名寄市空家等対策計画の進捗

と課題についてお答えいたします。名寄市空家等

対策計画では、空き家等の調査、空家バンクの設

立に加え、適切に管理されていない空き家等への

対策などが定められております。計画に基づいた

取り組みとしましては、空き家等の調査について

は、さきに申し上げました空き家データコンテン

ツを活用した現地調査によるデータベースを確立

いたしました。空家バンクについては、まだ登録

はありませんが、情報発信のツールとして空き家

などの所有者が活用できるコンテンツを確立して

きたところです。また、市の広報紙などを活用し

まして、適正管理を怠り、他者に損害を与えた場

合のリスクや相続放棄をしても空き家などの管理

責任は失われないことなど、従前よりも踏み込ん

で当事者意識を醸成する広報活動を実施したり、

適切に管理されていない住宅の管理責任者への連

絡を重点的に実施してまいりました。建材の飛散

や落雪などの緊急的な事案については、警察や消

防、教育委員会、道路管理者などの関係機関と連

携を図り対応しており、応急的にリスクなどを除

去する措置をとっているところです。

市の働きかけによりまして、所有者などによっ

て周囲に危険を及ぼす可能性がある家屋の除却に

至った案件を初め、連絡を行ったうち半数以上で

は建物の修繕や屋根雪の処理など、適正管理が行

われ、危険な状態が回避されており、計画に基づ

く取り組みの成果があらわれているものと捉えて

おります。一方で管理責任者などへの連絡を進め

つつも改善に至っていない危険家屋も残っている

ことが大きな課題であり、今後も引き続き関係機

関と連携しながら、管理責任者などへの連絡を行

ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれの項目にお

いて丁寧な答弁をいただきましてありがとうござ

います。答弁をいただいた内容を含めて、改めて

再質問をさせていただきたいというふうに思いま

す。

まず、組織変更に伴う目的と役割についてとい

うことで、それぞれ３項目、機能と役割について

御答弁をいただきました。その中で、新たにでき

た総合政策部というのは、各部署を横断的にこれ

からの施策を進めていくというふうなことで説明
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をいただいたところであります。

それで、そこに今まで教育部にあったスポーツ

・合宿推進課が総合政策部に配置をされたという

ふうなことで、冒頭壇上でもお話をさせていただ

いたように組織を管理するという上では当然人だ

とか物、お金、情報源、これをいかに活用してい

くかというのが非常に重要なポイントであるとい

うふうに思っております。そういう意味で、今回

ここに変更したことによって人口減少対策である

とか、あるいは健康増進対策、スポーツ・合宿推

進課をこの組織に配置をしたことによって横断的

に進めていかれるというふうな御説明をいただい

たかというふうに思います。そこの中で、今まで

スポーツ・合宿推進課で管理をしていた施設の管

理体制、この辺については今後どのように運営を

されていくのか改めてお聞きをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 体育施設の関係につ

きましては、引き続き教育部のほうで今現在も管

理をさせていただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 済みません。もう一

度確認させてください。というのは、スポーツ・

合宿推進課ではなくて、教育部で担当されるとい

うことでよろしいのですか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 施設の管理運営等に

ついては、スポーツ・合宿推進課がしますけれど

も、その大もとの予算措置ですとかについては、

指定管理料ですとかそういう部分については教育

委員会で引き続きということでなってございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） わかりました。

部が変わるということで、その辺御答弁の中で

も庁内横断的に進めていかれるということで、こ

の辺の管理体制、今までと部が変わるというふう

なことになってくると思いますので、十分配慮を

した中で進めていっていただきたいというふうに

思います。

特に今後スポーツ合宿を含めた冬季スポーツ拠

点化事業もそうですけれども、ことしの３月にな

よろスポーツ合宿推進協議会、これを発展的に解

消してＮスポーツコミッション、これが設立をさ

れましたけれども、今後そのＮスポーツコミッシ

ョンが自走をしていくというまでには行政からの

指導だとか支援、これが非常に重要になってくる

と思いますけれども、今後どこの部署がどのよう

なかかわりを持って対応されていくのかお聞きを

したいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） Ｎスポーツコミ

ッションとのかかわりということでの御質問かと

思います。平成２８年度にスポーツ・合宿推進課

が教育委員会に設置をされまして、そこではジュ

ニア育成、大会誘致などさまざまな事業に取り組

む中で実は実感していたのは、スポーツの裾野の

広さというところでございます。これまでの施策

の評価においてもスポーツ合宿による経済効果や

スポーツと観光、スポーツと子育てなど、これま

でなかった分野との連携が求められることが多く

なりまして、時代の流れとともにスポーツの持つ

役割がふえていることも実感をしているところで

ございます。行政組織においてもニーズに合った

変化が必要だと感じてきたところでございます。

お話のとおり、ことし３月にＮスポーツコミッ

ションを設立しましたけれども、現在市内の企業

１８団体２８名で構成されていますが、会議を重

ねる中で行政の視点から見えなかったスポーツ行

政の課題やスポーツによる地域づくりの新しいア

イデアが出されております。新しく立ち上がりま

した総合政策部では、しっかりとＮスポーツコミ

ッションと連携しながら、市民の皆さんの取り組

みが具現化できるようその環境を整えていくとと

もに、庁舎内の横連携がさらにスムーズになるよ

う冬季スポーツの拠点化を推進していきたいとい
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うふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） では、今後Ｎスポー

ツコミッションの支援体制等については、総合政

策部が中心となって、それぞれ対応されていくと

いうふうなことで理解をさせていただきます。

冒頭からこの組織変更に伴う形の中で御答弁を

いただきました中で、今後総合計画も含めた形の

もので、横串を刺して庁内を横断的に進めていく

というふうな役割を担っていくという御説明をい

ただきました。それぞれ今回の第２次総合計画の

中には、重点プロジェクトはもともと庁内を横断

的に取り進めていくというふうな形で３本の重点

プロジェクトが設定をされておりますけれども、

改めて総合政策部の中でどのような形で今後その

運営を取り進めをされていこうと考えておられる

のかお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 総合政策部につ

きましては、先ほど総務部長のほうから答弁でも

申し上げましたけれども、人口減少に代表される

さまざまな課題に組織として連携して対応するた

めの中核として機能することを求められていると

考えております。そのため目標としては、総合計

画や総合戦略に代表される施策や短期的に全庁が

協力して取り組むべき施策についてスピード感を

持ってスムーズに遂行していくことだと思います。

他部門との連携の具体例といたしましては、既

に本定例会補正予算の審議でも御議論いただきま

したけれども、プレミアムつき商品券発行事業に

ついて総合政策部の所管とさせていただきました。

本事業は、交付対象者の判定や案内作業、商品券

利用可能事業者との調整など、市民部、健康福祉

部、経済部などと連携しながら総合政策部が統括

して事業を進める必要があり、既に総合政策部が

事務局となり、庁内で名寄市プレミアムつき商品

券発行事業推進本部を設置をいたしまして、各部

署の担当者を交えて事業準備を行っております。

また、移住関係業務につきましても、現在安心を

キーワードとした名寄市のＰＲポイントの構築の

ため、関係する各部の若手職員による庁内移住定

住ＰＲチームを立ち上げまして、検討に着手して

いるというところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

す。冒頭より人口減少が喫緊の課題だというふう

なことで、それぞれの部署を横断的に進めていく

というふうな中で、既に４月１日から発足をして、

プレミアム商品券のことに関してもいろんなもの

が進められているというふうなことで、今後の活

動に期待をしたいというふうに思います。

それで、先ほどの答弁の中で営業戦略室のこと

も総務部長から御答弁をいただいたのですけれど

も、経済部長もいらっしゃいますので、改めて営

業戦略室の部分についてお聞きをしたいというふ

うに思います。答弁でもありましたように営業戦

略室、平成２３年度に設立をされて、それぞれの

その取り組みについては今御答弁をいただいたと

おりでございます。このときに地域総合事業とい

うようなことで、総務省がその当時出された新地

域再生マネージャー事業、これとあわせた中で、

ちょうどタイミングが同じような時期で営業戦略

室が発足をして、地域の観光であるとか、あるい

は先ほど御説明ありました農商工連携、あるいは

観光クラスター事業、この時点では名寄市観光計

画、これもその当時にきちっと制定がされたとい

うふうに認識をしております。この当時観光を目

的とした中で、観光資源を余り多く持たない名寄

市が既存のものを生かした中でつくり上げていく

というふうなことで政策が築かれたというふうな

記載もございます。今までそれぞれ営業戦略課で

取り組んできたこと、一定の成果があって、今回

先ほどの説明の中では一定の役割を終えたという

ふうなことで、名称も変更してそれぞれ進めてい
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くというふうな御説明があったかというふうに思

います。平成２３年度から今年度まで営業戦略課

で進めてきたこと、あるいはそれを交流推進課に

事業を移してきたというふうな経過がお話もござ

いましたけれども、改めて２３年から営業戦略課

で進めてきた事業、この部分が一応こんなような

成果があったというふうな内容についてあればお

聞きをさせていただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。平成２３年度に設置をした営業戦

略室の成果についてということだというふうに思

います。設置当時の目的等については総務部長の

ほうからありましたので、その中から大きなもの

について絞って少し成果について報告をさせてい

ただきたいというふうに思います。

まず、議員のほうからも観光のところについて

触れておられましたけれども、この観光のところ

でいきますと、やはり総合計画の観光部門におけ

る具体的なアクションプログラム、名寄市観光振

興計画でありますけれども、これを策定しながら

計画的に、さらにはオール名寄の体制で取り組ん

できたというのが一番の大きな成果ではないかと

いうふうに思っています。この計画の策定に当た

っては、これも議員のほうから触れられておりま

したけれども、営業戦略室設置当初から総務省の

外郭団体であります財団法人地域総合整備財団、

いわゆるふるさと財団と私ども呼んでおりますけ

れども、ここの新地域再生マネージャー事業の採

択を受けながら、さまざまな実証試験やアンケー

ト調査、さらには専門アドバイザーの派遣なども

いただきましたので、そういった方たちの知見を

活用しながら、計画を練ってきたところでありま

す。観光振興計画を通じながら、観光キャラクタ

ーによる本市のＰＲ、あるいはひまわり観光や合

宿誘致など交流人口の拡大に向けて取り組んでき

たということであります。

さらに、この観光振興計画、議員も御存じのよ

うに当初の計画をそのまま進めるということでは

なくて、しっかりと検証もし、必要な見直しを行

うということで、平成２８年度に見直しをさせて

いただいたということであります。この見直しの

ときには、観光入り込み客数及び外国人宿泊延べ

数を新たな数値目標として掲げさせていただきま

して、スポーツ・合宿推進課と連携しながら冬季

スポーツ合宿拠点化や、あるいは近隣の市町村と

もしっかりと連携をしながら、広域連携によるイ

ンバウンドの誘致など取り組みを深化させてきた

ということで御理解をいただければと思います。

また、もう一つの大きな役割としては、交流と

いうことがありますが、これについては平成２５

年度には本市の友好交流都市であります東京都杉

並区との縁を活用しながら、外国人来客数で最も

多い、かつ親日的な台湾との交流を進めさせてい

ただいたということであります。具体的には中学

生の野球交流ですとか、あるいは高校生の教育旅

行誘致などを通じまして、次代を担う青少年の国

際感覚豊かな人材を育てようということで取り組

んできたところでありますし、この方たちが将来

には名寄市へのリピーターとして訪れていただけ

るのでないかという期待も込めながら、これらの

交流を進めてきたところであります。これらの交

流を通じながら、もう一方民間の中でも台湾との

交流を進めようという機運が高まりまして、平成

２７年度には名寄日台親善協会も設立され、現在

はこの台湾との交流の主な活動主体は、民間のほ

うに移行しているというところであります。

また、もう一つ、移住の関係であります。昨年

度まで営業戦略室のほうで所管をさせていただき

ましたけれども、平成２４年には名寄市移住促進

協議会を設立をさせていただきまして、官民連携

により取り組みをスタートさせていただいたとい

うことであります。具体的には首都圏での移住フ

ェアにおけるＰＲ、ホームページ、ＳＮＳによる

情報発信、さらにはお試し住宅なども設置をしな

がら、本市への移住促進に資する取り組みを進め
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させていただいたということでありますので、御

理解をいただければというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 営業戦略室としての

平成２３年度からの取り組み、交流人口の拡大、

観光施策、あるいは海外との交流の拡大というふ

うなことで御説明をいただいたというふうに思い

ます。その経過については理解をさせていただき

ますけれども、今後産業振興室、経済部として私

はここで改めて今後の進め方について考え方をお

聞きをしたいのですけれども、やはり経済部とし

ては地元の中小企業、いわゆる地場の商工労働に

関する取り組み、これがより重要になってくるの

かなというふうに思いますので、現時点でこの産

業政策室における今後の取り組み、考えている範

囲内でお聞かせをいただければというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の産業振興室の

役割ということだというふうに思います。１つに

ついては、これまでも名寄市のＰＲというのをメ

ーンに営業戦略室で進めさせていただきましたの

で、ここは引き続きの課題もあります。それは観

光振興という部分がありますので、ここについて

はこれまでの成果を踏まえ、あるいは検証を踏ま

えながら、引き続き取り組んでまいりたいと、そ

のように考えております。

もう一つの大きな私どもの役割というのが今東

川議員が言われたように地元の中小企業の振興だ

というふうに考えております。これは、従来から

ある課題でありますけれども、改めて組織の名前

も変わりましたので、ここが今後の大きな課題の

一つだというふうに受けとめているところであり

ます。

これまでも中小企業振興条例に基づく各種施策

を初めといたしまして、市内商工団体や金融機関

などと連携した事業承継に向けた取り組み、本市

における喫緊かつ最大の課題であります人口減少

と労働力の不足の問題などもございますので、本

市における商工業振興に係る基本的な理念や役割

などを定めます基本計画、これの策定に向けて今

後取り組みを進めていきたいというふうに思いま

すし、この計画をベースにその後の取り組みにつ

いても進めてまいりたいと、そのように考えてお

りますので、御理解をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

す。地元の中小企業の取り組みについて基本的な

考えを今お聞きをしました。改めて今後その内容

については、いろんな場でまたお話し合いをさせ

ていただければなというふうに思います。

時間が少なくなってきまして、この１項目に関

して、新組織を発足をするというこれはあくまで

も目的であって、目標に向かうこれから指標につ

いて、私個人としては組織を変更するということ

は必要だというふうに思っております。なぜかと

いいますと、いろんな外部的な戦略が変わってく

るから、その周りの環境変化に柔軟に対応してい

くというのが一つのやり方として組織を変更して

いく、これは柔軟なやり方の方法の一つではない

かというふうに思っております。

ある人の有名な言葉の一つですけれども、最も

強い者が生き残るのでもなく、最も賢い者が生き

延びるものではない。唯一生き残れるのは変化で

きる者であるというふうな言葉があります。そこ

で、改めて加藤市長にお聞きをしたいと思います。

総合計画第２次の中期計画のスタートの初年度に

当たって、今まで４月１日からの組織変更という

ふうなことでやりとりをさせていただきました。

今お話をさせていただいたように組織変更という

のは、目的ではないというふうに思っております。

この組織変更によって今後ゴールに向かう指標と

いいますか、どういうふうなお考えで今後進めら

れていこうとされているのか、現段階でのお考え
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をお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来それぞれの部長

から答弁をしていただきましたけれども、平成２

２年４月に私市長になって、その翌年に営業戦略

室を設置をしたわけですけれども、民間にずっと

私いて、行政との一番の違いは営業という考え方、

あるいは名前のつく部署があるか、ないかという

ことで、これを象徴的に営業という名前がつく部

署をつくって、当時は商工労働観光、そして交流

ということで営業戦略室をつくってきたわけです。

今それぞれ一定の成果も出てきたと思いますし、

これは営業戦略にとどまらず、例えばモチ米の部

門で日本一のモチ米のブランディングをしていく

だとか、あるいは冬季スポーツをさらに推し進め

ていくことで名寄のブランディングを図っていく

だとかということで、営業戦略室を超えた全庁的

な一定の名寄をしっかりと売り込もうという機運

は高められたのかなというふうに思います。

一方で政策もかなり重層複層化してきて、一定

の整理もこれから必要になってくるだろうという

ことがこれは議会でも議論されてきたというふう

に思いますけれども、改めてそのことを受けて、

しっかりと政策を選択と集中していくと。そして、

何回も言うように今喫緊の課題である人口減少問

題にしっかりとフォーカスをして、この総合計画

でも大きな３本の柱となっている重点プロジェク

トを中心としたこの施策をしっかりと指令してい

く部署が必要になってくるだろうということで、

総合政策室から総合政策部に４月に格上げをし、

専属職員も置き、あるいはスポーツの部局を教育

部局から市長部局に置くと。このことによって選

択をし、それをより政策を深化をさせると。さら

には、その政策をスピード感を持って、そして何

回も言うように全ての部署にまたがっていく政策

なので、これを広域的に統括をしていくと。これ

は、市の部局の連携だけではなくて、民と官の連

携であったり、地域の自治体との広域連携という

ことも含めた連携をしっかり進めていくことで、

この人口減少問題あるいは総合計画を強力に推進

をしていくと。そのエンジンと、中核となってい

くということだというふうに思います。

改めてこの４月から２次総計の中期が始まりま

すので、議員がおっしゃるとおり、社会は本当に

目まぐるしく変化をしていく中で、その時代の変

化をしっかりと捉えて、この政策をしっかり推進

をしていくということで今回の組織機構の見直し

を行ったということでございまして、ぜひ御理解

と御協力をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

した。全庁的な取り組み、政策、その時々に選択

と集中をしていくというふうなことと、当然新た

な部署の中ではスピード感を持って対応されてい

くというふうなお話だったというふうに思います。

いずれにしても、今の中期計画をスムーズな形で

進めていくというふうなことで市長のほうからお

話をいただいたと思います。きょうも市民の方が

傍聴多く来ていただいておりますけれども、今後

はさらにこの動きをしっかりと市民にお伝えをし

ていく手段、方法についてもお願いを申し上げて、

この項目については終わらせていただきたいとい

うふうに思います。

次に、２番目、医療と連携した活力ある健康社

会づくりということで御答弁をいただきました。

基本的な内容については、お話を伺った中で御理

解をさせていただきます。

それで、時間がありませんので、１点だけお聞

きをしたいと思います。名寄市の高齢化率という

のは、先月末現在で３ ３５％、先ほどより人口

減少の問題が出ております。人口減少というのは

避けられない問題で、これをいかに緩やかにして

いくかと、あるいはまた人口が減っても幸せに生

活できるまちをどうやってつくっていくのかとい

うのが市民と行政でともに考えていく必要がある

のかなというふうに思っております。今回のデー
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タヘルス計画と関連する施策として、名寄市の第

７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画

においても予防を積極的に推進して、要介護リス

クが高まる年齢をおくらせるというふうな取り組

みがなされておりますけれども、データヘルス計

画との整合性についてお聞きをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） データヘルス計

画と他の計画との整合性という御質問だというふ

うに思っております。本市の国民健康保険被保険

者を対象として策定されました今ありました保健

事業実施計画、データヘルス計画については、市

民の健康増進の推進に関する施策について基本的

な計画であります。これにつきましては、名寄市

の健康増進計画健康なよろ２１第２次と目指す目

標は一緒であります。また、この計画の推進によ

りまして、今ありました第７期の高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画、また総合計画の第

２次計画の中期計画において市民が安心して健や

かに暮らせるまちづくり、これにつながっていく

かというふうに思っています。そういった面では、

健康福祉部、市民部が計画している計画のそれぞ

れの実績、分析を行いながら、それぞれの計画が

必要な部分をしっかり取り入れながら、市全体で

市民が安心して健康に末永く暮らせる環境をつく

っていく、そういった面ではそれぞれ担当とも横

断的な連携を図りながら、各種事業を推進してい

るところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 理解をさせていただ

きます。

この福祉計画といいますのは、国保、高齢者医

療というのは市民部、高齢福祉、介護保険は健康

福祉部というふうなそれぞれの部門を部がまたが

って、それ以外のところも連携する部分があると

いうふうには思いますけれども、今御答弁をいた

だいたように各部門との連携で、安心していつま

でも名寄に健やかに暮らせるというふうな健康寿

命の延伸という形の中では、さらに今後の活動を

よろしくお願いをしたいというふうに思います。

それで、時間がなくなってきましたので、最後

に空き家の内容について、空き家等の中で御答弁

をいただきました。それで、空家バンクが実際に

は数件の問い合わせがあるけれども、取引が成立

していないと。背景には名寄には取引業者、宅建

業者といいますか、そういうのがあるというふう

なことで、情報発信のツールの一つでというふう

なお話の答弁をいただいたかと思います。

実は、私も今回質問をするに当たって宅建業者

何件かといろいろ話をしてきました。なぜ空家バ

ンクを利用されないのですかというふうなことで

お聞きをすると、実際に答弁でありましたように

名寄市内に大手で五、六件の業者があって、その

中で互いの情報交換というのが非常にされている

という形のものがあって、空家バンクそのものと

いうのは、それぞれの市町村にそういう業者がな

いところについては有効なのかなというふうなお

話で、名寄市内を考えると利用する方両方に余り

大きなメリットはないのかなというふうなお話で

ありました。

そこで、空家バンクをせっかく開設をしている

のであれば、今全国版空き家バンクという制度が

あるのを御存じなのかどうか改めてお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 北海道の空き家バン

クという部分は承知していたのですが、全国版の

空き家バンクについては、申しわけございません、

承知しておりませんでした。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 私も以前に資料で見

ることができたのですけれども、実は静岡の浜松

市の記事がこの中で出ておりました。国交省のモ

デル事業で採択をされて、そこに登録をすること
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で、これ自治体が登録するのは無料でできます。

手数料は取らないというふうなことの制度だそう

です。今ＩターンであるとかＵターン、要するに

都市部で育った人も生まれ育った地域に戻ってき

たいというふうな情報発信のツールとしては、名

寄市内ではそんなに多くは利用されないのかもし

れないですけれども、こういう全国版であればも

っといろんな形で利用いただけるのでないのかな

と。

先ほど移住、定住の部門も総合政策部の中で今

後取り進めていかれるというふうなお話もいただ

きました。こういう情報発信というのは、いろん

な発信の方法というのは、新しいそういうところ

ができたのであれば、そういうところも利用しな

がら、少しでも人口減少というふうな課題を解決

する方法、あるいは空き家の減少、移住、定住と

いう形の中で非常によい手段の一つではないのか

なというふうに思っておりますので、それについ

てのお考えがあれば改めてお聞きをしたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 移住の観点から

空き家について再質問いただきましたけれども、

実は移住促進協議会という協議会がございまして、

そこには市内の不動産関係の事業者さんも参画い

ただきながら、組織して運営しているのですけれ

ども、実際そういった方々に聞き取りのほうをさ

せていただきました。状況どうなっているのかと

いう聞き取りをさせていただきましたけれども、

現状空き家については、冒頭議員のほうからもあ

りましたけれども、需要と供給のバランスでいう

と需要がかなり多くて、供給量がなかなか追いつ

いていないという状況で、御相談をいただければ

すぐ何らかの形で契約が成立してしまうというよ

うな現状だということでございまして、なかなか

そういった情報ツールを活用して提供できるもの

も実はないのだよねというお話もいただいている

ところです。

しかしながら、おっしゃるとおり、移住者とい

う観点から見ますとお客様は全国におられるとい

うことですので、今後ちょっといろいろまた協議

会の中でも検討させていただきながら、研究をさ

せていただきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

市民の満足度向上につながる組織機構の見直し

について外２件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいま議長の御指

名をいただきました。再び議席をいただき、一般

質問をさせていただくことに深く感謝の念を持ち

つつ、通告順に従い、大項目で３件にわたり質問

をさせていただきます。

大項目１、市民の満足度向上につながる組織機

構の見直しについてお伺いいたします。最初に、

小項目１、総合政策部新設の狙いと期待される効

果についてお伺いいたします。さきに行われた令

和元年第１回名寄市議会臨時会において名寄市事

務分掌条例の一部改正が可決されました。それに

より名寄市の組織機構に総合政策部が新設され、

市の重要施策の総合企画及び総合調整に関するこ

とほか５件の分掌事務を担当していくことになり

ました。新設されて間もないことから、改めて新

設の狙いと期待される効果についてお伺いいたし

ます。

次に、小項目２、各部署及び関係機関との連携

についてお伺いいたします。分掌事務のうち市の

重要施策の総合企画及び総合調整に関することを

総務部から総合政策部に移したことにより、各部

の連携が具体的にどのように変容していくのか、

また関係機関との連携をどのように進めていくの

か具体像をお伺いいたします。

次に、小項目３、スポーツ振興に関する連携に

ついてお伺いいたします。教育委員会を中心に進

められてきたスポーツ振興のうち、特に生涯スポ

ーツの振興にかかわっては今後どのように展開さ

れていくのか、その具体的な計画をお伺いいたし
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ます。

最後に、小項目４、市民への情報提供について

お伺いいたします。名寄市役所の組織機構の一部

変更については、広報なよろ５月号でも紹介され

ています。しかし、変更点は掲載されているもの

の、情報量が十分であるとは言いがたい状況にあ

ります。市民が市政運営について理解を深めるこ

とは、市民協働のまちづくりを進めていく上でも、

また満足度を上げる上でも重要な要素であります。

今後情報提供がどのように進められていくのかお

伺いいたします。

次に、大項目２、安全な地域づくりを目指す具

体的計画についてお伺いいたします。小項目１、

児童生徒の通学における安全確保についてお伺い

いたします。交通安全対策や不審者に対する安全

対策など、改めて言うまでもなく以前から行政及

び学校、地域で取り組みが進められていますが、

川崎市での大変痛ましい事件を思うとき、悲しみ

とともに憤りを覚え、失われた命に哀悼の誠をさ

さげるとともに、いま一度市民一丸となって安全

確保策の確認が必要であると考えます。取り組み

についてお伺いいたします。

また、近年多発している熱中症による事故の発

生は、本市の児童生徒についても一定の対策を講

じる必要があります。自分の身は自分で守るとい

う健康教育の観点も含め、取り組みについてお伺

いいたします。

小項目２、河川の雑木処理による洪水対策につ

いてお伺いいたします。昨年度も全国的に天候の

異変による洪水が多発してきている中、名寄市に

おいても過去に河川の増水による災害被害を経験

してきています。その対策としての雑木処理は欠

かせないことと考えますが、関係機関との連携も

含め、対応の状況についてお伺いいたします。

小項目３は、土のうによる安全対策についてで

あります。過去の災害時に設置された土のうがそ

のまま置かれ、時間の経過とともに袋が破れてい

る状態にありますことから、その対応についてお

伺いいたします。

最後に、大項目３、高齢者に優しいまちづくり

についてお伺いいたします。最初に、小項目１、

歩きやすい路面環境の整備についてお伺いいたし

ます。手押し車を押しながら歩かれている高齢の

方を見かけることがありますが、路面の凹凸で進

みにくく、苦労されている姿をお見かけします。

幹線道路の舗装もさることながら、生活道路や住

宅周辺の道路の維持管理は、直接高齢者の活動に

影響を及ぼすことが予想されます。いつまでも自

力歩行ができ、健康な体で暮らしていただけるよ

うに路面環境の整備が必要であると考えますが、

対応についてお伺いいたします。

最後に、小項目２、買い物支援の体制づくりに

ついてお伺いいたします。町内会などによる買い

物支援の取り組みもなされていることと思います

が、市としての取り組み状況についてお伺いいた

します。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいまは山崎議員から

大項目で３点にわたっての御質問をいただきまし

た。大項目１を私から、大項目２、小項目１を市

民部長、小項目２、小項目３及び大項目３の小項

目１については建設水道部長、大項目３、小項目

２についてはこども・高齢者支援室長からそれぞ

れ答弁をいたします。

初めに、大項目１、市民満足度向上につながる

組織機構の見直しについてでありますが、本質問

はさきの東川議員の御質問とも一部重複している

ことから、答弁につきましても重複する部分がご

ざいますが、御了承願います。小項目１の総合政

策部新設の狙いと期待される効果についてでござ

いますが、総合政策部の設置は、各種政策課題の

解決に当たり、部署を横断しての取り組みについ

てこれまで以上に推し進めることを狙いとして、

これまでの総合政策室の機能をより充実させ、新

たに部として設置したものでございます。同部の
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総合政策課では、秘書に関すること、総合計画や

総合戦略などの策定、進捗管理等の事務に加え、

経済部が担当していた移住、定住対策、その他複

数の部署にまたがり調整が必要な業務を実施をい

たします。また、スポーツ・合宿推進課について

は、これまで教育部において冬季スポーツ拠点化

に取り組んでまいりましたけれども、当施策には

人口減少対策や地域経済対策など複数の政策要素

を含んでいること、スポーツ振興には生涯教育の

ほか健康増進などさまざまな複合的効果を有して

いることから、総合政策部に組織を移管したもの

であります。

今回の総合政策部の設置に期待する効果といた

しましては、昨年度の総合政策室の設置の際には

年度途中の機構の見直しということもありまして、

配置した多くの職員が兼務という発令になりまし

たが、今回複数部局との調整を図る部として職員

を専任として配置をしておりますので、今後多く

の部局横断が必要な施策に対して、これまで以上

に迅速な対応が可能になると考えております。

次に、小項目２の各部署及び関係機関との連携

についてでございます。総合政策部の設置による

各部署や関係機関との連携のあり方でございます

が、総合政策部の設置により何らかの固定的な連

携組織を新たに設けるのではなく、取り組むべき

政策課題に応じて連携すべき庁舎内外の組織が異

なることから、政策課題ごとに個別に連携を深め

ていく手法が望ましいものと考えております。先

ほど述べたとおり、総合政策部においては新たに

専任の職員を配置をしておりますので、政策課題

ごとに総合政策部の職員がコアとなり、関係する

部署や関係機関と協力連携関係をつくり上げる、

あるいは課題実現のためのグループを構築をしま

して、そこでさまざまな議論を行い、市役所の一

部局だけではなくて、市役所全体、さらには市民

を巻き込みながら、課題の解決に取り組むことで

市民との協働のまちづくりにもつながるものと考

えております。

小項目３、スポーツ振興に関する連携について

でございます。この４月からは、スポーツ・合宿

推進課が教育委員会から市長部局に移行したこと

により、体育施設の管理を除く主な生涯スポーツ

の振興については、総合政策部で担うということ

になりましたが、これまで取り組んできた事業に

つきましては、他部署との連携をさらに深めなが

ら、総合計画の進行に合わせて推進をしてまいり

ます。教育委員会との連携につきましても、特に

児童生徒の健康の保持増進、体力の向上に係る部

分においてこれまでと同様に学校現場と連携を密

にしながら推進をしてまいります。

また、ことしの３月に設立をいたしましたＮス

ポーツコミッションが本格的に稼働し、各種事業

を展開をしているところでありますが、教育委員

会、経済部、総合政策部からもそれぞれ委員とし

て構成メンバーに名前を連ねております。引き続

き庁内の連携を図りながら、スポーツによる地域

振興の実現及び生涯スポーツの振興を図るととも

に、学校体育の振興にもかかわってまいりたいと

考えております。

小項目４、市民への情報提供につきましてであ

ります。総合政策部の設置に関する市民周知でご

ざいますが、広報なよろ５月号におきまして執務

室の移動とあわせて御案内をさせていただいたと

ころでありますが、職員の配置などの関係上、部

の設置の決定が３月の末になったということで、

事前に市民の皆様に十分お知らせができなかった

ということは議員の御指摘のとおりであります。

今後総合政策部の機能などにつきましては、広報

担当と連携をしながら、できるだけ早く広報で周

知をさせていただくとともに、総合政策部に関す

るホームページの内容についても今後充実を図っ

てまいります。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目２、

安全な地域づくりを目指す具体的計画について、

小項目１、児童生徒の通学における安全確保につ
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いてお答えいたします。

まずは、５月２８日に川崎市で発生した殺傷事

件でお亡くなりになられたお二方に哀悼の意をさ

さげるとともに、被害に遭われた方々や御家族、

関係者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。

本市における各小中学校での防犯対策につきま

しては、学校経営計画において不審者に対する安

全確保対策の指導や地域との連携について掲載し、

対応しております。加えて登下校の児童の安全を

守るため、各小学校で設置する安心会議で登下校

の見守りを行っているほか、各安心会議において

ＳＯＳ１１０番の家などを設置しているところで

す。また、各学校の安心会議や関係機関の取り組

みなどについて情報共有を図ることを目的として

安全安心円卓会議を開催し、各学校における児童

の生活状況の報告、あるいは不審者情報やいじめ

の問題などの課題も含め情報交換を行い、各学校

の安心会議の取り組みに生かしていただいている

ところです。

市による見守りとしましては、名寄市青少年セ

ンターで地域や公共施設内を含めた見守り、巡回

活動を行っています。加えて市内に不審者情報が

あった場合には、青色回転灯を装着した市の公用

車で防犯啓発や名寄市メール情報配信サービスに

よる市民への注意喚起を行っております。さらに

は、行政や各組織、団体などの連携協力により、

安全で安心な地域づくりを進めるために設置して

います名寄市安全安心地域づくり推進協議会では、

名寄警察署などから提供される情報や組織、団体

相互の情報を共有することにより、各団体等にお

ける活動に生かしていただくこととしております。

今後も各学校において児童生徒への交通安全や

防犯に関する指導、注意喚起を行うとともに、各

組織、団体との協働のもと、子供たちの安全確保

に向けた取り組みを進めてまいります。

なお、児童生徒の登下校時における熱中症対策

につきましては、この道北の地域におきましても

３０度を超える猛暑日が年々ふえる傾向にあり、

特に小学校低学年など体力のない子供たちが学校

活動後に水分補給もないまま下校した場合、脱水

症状による熱中症の危険もあることから、登下校

時や屋外での活動時の暑さ対策として水筒を持参

させる、下校時には水分補給をし、帰宅させるな

ど、各小中学校において適切な対応をしていただ

くよう周知をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の２、安全な地域づくりを目指す具体的計画に

ついて、小項目の２、河川の雑木処理による洪水

対策について、小項目３、土のうによる安全対策

について、大項目の３、高齢者に優しいまちづく

りについての小項目１、歩きやすい路面環境の整

備について答弁申し上げます。

本市が管理する普通河川につきましては、改修

を行うための国の補助制度がないことから、ブロ

ックを用いた護岸や堤防を備えた整備を行うには

多額の工事費や河川用地の取得などの課題も多く、

大規模な改修事業が難しいものと考えていること

から、これまでの間本市の単独事業により維持業

務を中心に整備を行っております。河川周辺の農

地や道路を冠水被害から守るために、川底に堆積

した土砂の床ざらいや雑木についても除去を行っ

てきております。

本市の普通河川の雑木処理については、雑木や

土砂堆積の多い箇所から優先的に処理をしており、

昨年度の実績として名寄地区で智恵文の福徳川を

４０メートル、中名寄の日彰川を５００メートル、

砺波の砺波川を４６０メートル雑木処理しており

ます。毎年度少しずつではありますが、継続して

課題解消に向けて取り組んでまいります。

また、国や北海道の管理河川につきましては、

毎年度要望をしており、日常の職員の見回り確認

や地域からの要望をいただいた時点で直ちに国や

北海道へ報告を行い、河川の維持補修により雑木

や土砂の床さらいを行っていただいております。
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国の管理する河川については、昨年度の実績とし

て、名寄川を５８０メートルとタヨロマ川を ０

００メートル雑木処理いただいております。また、

北海道の管理する河川については、智恵文川を

０３３メートル、豊栄川を７６５メートル、有利

里川を ７３０メートル雑木処理していただいて

おります。今後も引き続き国、北海道に対し、事

業の促進や地域への周知を含め要望を継続してま

いりますので、御理解いただきますようお願い申

し上げます。

続いて、小項目の３、土のうによる安全対策に

ついてですが、土のうの使用方法としましては、

大雨により排水路や河川が氾濫し、家屋や宅地へ

の浸水のおそれがある場合において浸水対策とし

て設置するとともに、道路ののり面や河川の川岸

が崩壊した場合にも応急処置として設置しており

ます。本市では、現在総数約 ６００袋の土のう

を保有しており、名寄市道路センターや旧風連町

除雪センターなど計５カ所に備えており、災害時

には市職員や地域の消防団などとの協力にて設置

しております。近年においては、土のうを設置す

ることにより浸水による被害を最小限にとどめた

実績がございます。

土のう袋は、通常時間の経過とともに劣化し、

中に詰めている土や砂が流れ出ることから、上昇

していた水位の低下が確認された時点で回収をす

ることとしております。しかし、その後も土のう

設置が必要と想定される箇所や地先の要望があっ

た箇所については、その場に引き続き設置してお

くことにより、次の大雨時には効率的に速やかな

対応が図られた事例等もございます。

議員御指摘の設置後の破れた土のう袋の対応に

ついてですが、これまで降雨であれば現状でも対

応可能と判断しておりますが、今後これ以上の降

雨に備えるため、地先の方とも相談した上で撤去、

更新など方策について研究し、対応を図ってまい

りたいので、御理解願います。今後におきまして

も大雨災害による被害を最小限に抑制することに

努め、市民の皆様が安全、安心な生活を過ごせる

よう防災力の向上に努めてまいります。

続いて、大項目の３、高齢者に優しいまちづく

りについての小項目１、歩きやすい路面環境の整

備についてでございますが、本市の生活道路や住

宅周辺の道路についての維持管理は、町内会、市

民の皆様からの情報提供や日常の職員の見回り確

認をもとに、車道、歩道の凹凸や舗装の陥没箇所

において状態の悪いところから部分的な舗装補修

を適宜実施しております。

また、新規の道路整備では、国土交通省所管で

あります社会資本整備総合交付金を活用し、道路

構造令に基づき車道、歩道を一体的に進めており

ます。近年では、平成２８年度に南１１丁目右仲

通の整備が完了し、平成２９年度には西４条仲通

の整備が完了しています。また、本市単独費によ

る歩道整備補修として、平成２５年度に名寄駅前

の商店街地区を実施をしております。

路面環境の整備計画については、名寄市総合計

画第２次において未改良道路の舗装化による舗装

率５％向上を目標とした道路改良事業を先ほども

述べました社会資本整備総合交付金を活用して行

っており、毎年度継続して国に事業要望をしてお

ります。主な整備路線は、市街地や郊外地の防じ

ん道路や砂利道路などの未改良道路のうち、公共

施設沿線や住宅街の路線、幹線道路に連絡する路

線などを選定し、車道、歩道の整備を実施してお

ります。

今後も引き続き社会資本整備総合交付金の活用、

単独費の有効活用を検討しながら、高齢者の方に

も安心して通行できる路面環境の整備に努めてま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目３、小項目２の買い物支援の体制づ

くりについてお答えいたします。
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買い物支援につきましては、高齢者が可能な限

り住みなれた地域で自分らしく暮らしていくこと

を目的に、平成２９年度から地域介護予防活動支

援事業の通いの場の一環として実施しております。

実施に向けましては、生活支援ネットワーク会議

や地域ケア推進会議での協議結果を踏まえまして、

事業内容を精査してきております。現在通いの場

での買い物支援に取り組んでいる団体は１カ所と

なっております。団体からの実績報告では、利用

される方の感想としまして安心して買い物ができ

る、おしゃべりすることが楽しい、以前より元気

になったといった声が出されるなど、順調に事業

が運営されております。この間買い物支援に関す

る制度内容の問い合わせはございますが、事業実

施には至っていない状況にあります。このことか

ら、事業の補助対象要件や事業を支えるボランテ

ィアの確保、運営方法などのさまざまな課題があ

ると考えております。こういった状況を踏まえま

して、本年３月から設置しております生活支援コ

ーディネーターの役割の一つとして、通いの場の

事業拡大に向け、町内会や老人クラブ、ボランテ

ィア団体などに伺い、住民ニーズの把握や事業と

のマッチングなどを進めながら、事業の周知や啓

発などの活動を取り組んでおります。

人が生活していくためには食べること、食べる

ためには買い物が必要であり、買い物をすること

で他者との会話、情報の共有ができ、商品を選ぶ

際に歩くことで身体機能の維持が図られるなど、

自立した生活につながると言われております。そ

のため買い物支援は重要な事業でありますので、

先進的に取り組んでいただいております町内会の

事例を各町内会や団体へ広く紹介するなど、今後

もさまざまな方法で事業を周知しながら事業拡大

を図るとともに、より使いやすい事業となるよう

努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問に移らせていただきたい

と思います。

大項目１についてでありますが、先ほど東川議

員からも大項目１で内容的に重複するところの質

問がなされておりましたので、その部分の協議も

踏まえて質問をさせていただきたいと思います。

まず、１点目に確認させていただきたいのは、

今までも総合戦略重点プロジェクト３本、総合計

画第２次中期計画基本計画５本、この縦軸と横軸

をしっかり絡み合わせた政策を進めていくという

ふうに聞かせていただいておりました。その中で

冬季スポーツの拠点化プロジェクトにつきまして

は、基本計画の５番に星印がついていたと思いま

す。それが先ほどからの御答弁聞かせいただきま

したときに少しシフトしている部分があるのかな

という印象を持ちました。その点についてお聞か

せください。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 総合計画の重点

プロジェクトの考え方というか、だと思いますけ

れども、シフトというよりは、スポーツ・合宿推

進課が今回我々総合政策部の部署に来たというこ

となのですけれども、実は国のスポーツに対する

動きとして、第２期スポーツの基本計画というも

のが策定されておりまして、そこでは４つの指針

が示されております。国民がスポーツで人生が変

わる、それから国民がスポーツで社会を変える、

国民がスポーツで世界とつながる、国民がスポー

ツで未来をつくるということで、健康増進、生き

がい、それから経済、地方創生、働き方改革、医

療費抑制、国際交流といったような多岐にわたる

部分がスポーツの役割というふうに国のほうでも

なってきております。そういった中で、今回の総

合政策部のほうに移管をしていただいたというこ

とは、名寄市の組織機構は現在国のスポーツに対

する価値に合致をしているのではないかなという

ふうに私のほうは考えております。そういった意

味で、総合計画の中で基本目標５に言っていると、
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重なっているというところですけれども、考え方

としては何も変わりはなくて、さらに求められて

いるものをしっかりと広げていきながら、効果的

なスポーツ振興を図っていきたいということが目

的となっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） しつこいようですけ

れども、でありましたらば産業振興のところより

も教育部分に重きを置いたスポーツ・合宿推進課

のお仕事ということになりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） スポーツ・合宿

推進課が果たさなければならない使命というのは、

総合的なスポーツの振興という部分が一番の目的

となっておりますので、当然子供たちに対しても

学校教育の現場にスポーツのトレーナーを派遣し

て、しっかりと基礎体力の向上を図る取り組みを

行っていたりとか、これから市民の皆さん方に取

り組んでいただけるようなスポーツを仕掛けてい

ったりとか、全般的に我々としてはスポーツの振

興をしていかなければならないというふうに考え

ておりますので、教育とかという、そういうくっ

きりした考え方で取り組むという考え方は特に持

っていません。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 当然ここだけという

ことではないので、総合という言葉のつく総合政

策部の中に置かれているというふうには理解して

います。ただ、以前からずっとこの冬季スポーツ

の拠点化プロジェクトについては、基本目標の４、

産業振興についても大きくかかわるのではないで

しょうかというふうに申し上げてきました。今ま

でにも議論してきています。そのときに基本計画

５ですということを何度か説明を受けているので、

改めてこだわりたいところがあるということであ

ります。その点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 総合計画の部分

で、今回中期計画で改めてかかわりのある５つの

柱、５つの基本目標に対してこの重点プロジェク

トがどこに刺さるのかという見せ方を実は第２次

の計画当初、前期です、そのときにつけさせてい

ただきましたけれども、そういったある意味とが

らせる表現として空欄のある中でこの基本目標と

いう表現をしていたのですけれども、実際には御

指摘いただいたとおり、いろいろな部分にまたが

るということで、今回の中期計画については基本

的にはみんな印がつく中で、特にという意味で星

印という強調する表現をさせていただいておりま

す。といったことで、そこは以前御指摘いただい

た部分を踏まえまして、中期計画からは表記のほ

うは訂正をさせていただいておりますし、我々と

しても全般的にしっかりと関係するところは取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 人口減少対策、それ

から地域振興、産業振興を含めて、その部分につ

いては大変大きな期待をしているところでありま

すので、その期待の裏返しということでいろんな

質問をさせていただいているわけであります。

先ほどから教育の部分についてのところをもう

少し掘り下げて質問させていただきたいのであり

ますが、総合政策部スポーツ・合宿推進課は、兼

務で体育施設管理課ということで教育委員会の中

にも組織機構は残されています。しかし、４月か

ら教育委員会議にその部署の担当者は出席されて

いないと思います。教育委員会議の会議録を見せ

ていただきましたときに出席者名のところに名前

がありませんでしたので、そのようになっている

というふうに思っています。各部署の連携という

ことにかかわりまして、名寄市の児童生徒の根本

的な体力向上、そして学齢期からのアスリート育

成ということを考えたときに、ここに担当者が出

席しないという選択になっていることについての
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理由をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校でのスポーツの

振興ということにつきましては、学校教育課が学

校教育スポーツというエリアを担うのがいいので

はないかというようなことを考えておりまして、

まだ法的な整備はできておりませんけれども、そ

のような方向も含めて検討していきたいと思って

おりますし、スポーツ・合宿推進課と連携して行

っていく事業といいましょうか、取り組みも当然

ありますので、必要に応じて出席を求めることは、

当然体育施設の管理等も併任していただいており

ますので、その関係も含めて出席をいただいて、

御意見というか、考え方を聞き取るような場面も

教育委員会議の中ではあるかと思っておりますけ

れども、今後もそのような考え方で、必要に応じ

て出席をしていただくというようなことで進めて

いきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 必要に応じて出席を

求めるということでありますので、各部署連携を

とる中での教育委員会としての連携は保たれてい

くというふうに理解させていただきたいと思いま

す。

特に学校教育というところから枠を広げました

ときの生涯学習、公民館事業の中でのスポーツ振

興についての部分が大きくかかわってくるのでは

ないかというふうに思っております。その連携に

ついては、どのようにとられていくのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 現在もスポーツ・合

宿推進課を中心としていただいて、スポーツの関

係の中では道北健幸人と合同で親子参加型の運動

教室、ファミリーフィットネスを開催させていた

だいたり、また阿部特別参与にお願いをさせてい

ただいて、商店街と連携した形で商店街の中をウ

オーキングというような形でノルディックウオー

キングを実施したり、さまざまな形で生涯スポー

ツという形で取り組みは今後も進めていきたいと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市民は、自分たちに

とってどんなうれしい状況がもたらされるのかと

いうことを大きく期待しております。そして、小

中学生、高校生につきましても、自分たちが伸び

ていきたい、アスリートとして育っていきたいと

いうときにこのスポーツ・合宿推進課のスポーツ

推進、合宿推進、あわせてのスポーツ・合宿推進

課であると思いますが、どこに自分がかかわらせ

ていただけるのか。自分がつくっていただいた事

業の中に手を挙げて参加していくということは、

当たり前の受ける側の自発的な行動が必要になっ

てくるというふうに思っています。しかし、そこ

に入っていくことのできない、事業が自分のため

に整えられているのではなく、外に対して向けら

れている事業であると思われてしまうジレンマを

抱えている市民が多くいるわけです。その点につ

いて、例えばスポーツ振興、アスリート育成、誰

に対してのスポーツ振興ということになるのでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 当然今スポーツ

・合宿推進課で行っている事業については、ジュ

ニアアスリートの育成だったりとか、そういう能

力のある子たちのお手伝いというのもやらせてい

ただいておりますけれども、先ほどから私申し上

げているとおりスポーツ全般の推進というのが、

振興というのが根底に必ずあるということで、現

状例えば先ほどもお名前出ましたけれども、特別

参与の阿部雅司さんを筆頭に市民の皆様方に声を

かけさせていただきながら、水曜日、雅司のナイ

トランを実施したりとか、あとノルディックウオ

ーキングも商店街のお力をおかりしながら実施し

たりとか、それからいろいろな団体、社協さんと

も連携しながら、各種アスリートを招いての講演

会であったりとか、いろいろなことを広くやって
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きているところでございます。

それから、先ほどとまた同じ言葉になりますけ

れども、小学生の授業に対してトレーナーを派遣

して、体育授業の質向上を図っていったりとか、

あと先生方の指導というか、講習ということもや

らせていただきながら、質の向上ということでも

かかわらせていただいておりますので、決して外

に対してだけの事業をしているわけではなくて、

そこも行いながら、しっかりと市民に目を向けて

今後も推進していかなければならないというふう

に考えておりますし、その部分については３月末

に設立しましたＮスポーツコミッションの中でも

今後いろいろアイデアを出されながら推進してい

けるものだというふうに私は考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 石橋部長の市民に向

けてのスポーツ振興であるという言葉をしっかり

受けとめさせていただいて、市民の方にもそのよ

うにお伝えしていきたいと思っております。

大項目２のほうに移らせていただきたいと思い

ます。安全な地域づくりを目指す具体的な計画に

ついてでありますが、先ほど安全安心会議ですと

か各地域、学校、関係団体にかかわるところの御

説明をいただきました。名寄市全体で行われてお

りますこの取り組みについて、市民全般への啓発

活動というのはどのようになっておりますでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 最近発生しています

無差別で衝動的な暴力から子供たちをどのように

守っていくかというのは、大きな課題であると認

識をしております。また、最近では田舎だから、

都会だからというくくりでは考えることができな

いような事件や事故が発生していることから、名

寄市内におきましては関係機関や団体と連携をと

りまして、情報の共有を図りながら、防犯体制の

強化を図っております。また、町内会におきまし

ても行政と連携をとりながら、安全確保に向けた

対策も行っております。

今後におきましても、地域ぐるみで子供たちを

守る取り組みを進めてまいりたいと思っておりま

すが、日ごろの周知につきましては、広報ですと

かホームページなどにおいて活動状況を報告させ

ていただいておりますし、各学校とのかかわりに

つきましては、地域の方々と子供たちをどのよう

に見守っていくかということで、学校において地

域の方々との顔合わせを行ったりですとか、緊急

の駆け込み訓練を地域で行ったりということで、

連携を図りながら周知も図ってまいりたいと考え

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 児童数、生徒数がだ

んだん少なくなってきていて、大変そこも心配し

ているところであるのですけれども、子供たちの

数が少なくなってきていますので、一緒に登下校

をする仲間が減ってきているという現実がありま

す。遠くから一人で来なければいけない子供たち

もいるわけなのですけれども、通学の距離にかか

わってはスクールバスの対応ですとか遠距離通学

の対応、教育委員会サイドではしていただいてい

ると思います。市民部長としては、その遠距離か

ら通ってくる児童生徒に対しての安全を守るとい

う観点から、どのように対応策をお考えでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 遠距離から通学され

てくるお子様に対しては、声かけですとか地域の

方とのかかわりが大切だと考えております。通学

路の安全対策という部分につきましては、名寄警

察署ですとか地域の方々、学校で危険な場所の情

報の共有を図りながら対応をさせていただいてお

ります。また、小学校におきましても子供たちが

安心して生活できるようにということで安心見守

り隊ですとか、先ほどちょっと申し上げましたが、

顔合わせを行いながら地域が見守る形での対応を
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考えております。また、市のほうとしましても青

色回転灯を使った防犯パトロールなどを定期的に

行っておりますので、その中で見守ってまいりた

いと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域の見守りという

のは、本当に大きな力になると思いますし、究極

のところは市民みんなで子供たちを守るという、

その意識の高さを啓発していくことが大事なので

はないかというふうに思っているのですけれども、

以前子供たち防犯ベルを持っている子がたくさん

おりました。最近その状況について子供たちの状

況がわからないのですけれども、これは河合部長

にお聞きしたほうがよろしいでしょうか。対応に

ついてお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 防犯ベル、防犯ブザ

ーの関係ですけれども、一時期御寄附をいただい

て、小学校１年生、新１年生に配付をしたという

状況もございます。今ちょっとその期間があいて

しまっているのですけれども、そういうようなこ

とも対応させていただいたようなときもございま

すけれども、今通学時の防犯体制ということです

けれども、学校によっては例えば農村地区等にお

きましては、ながら見守りといいましょうか、子

供たちが登下校する時間帯は、農作業をしながら

でも見守りをしていただきたいというようなこと

で学校から保護者に声かけをしていただいている

というような事例もございますので、そのような

形で今後も対応していきたいなというふうに思っ

ています。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ながら見守りという

散歩をしながらですとか農作業をしながらという、

そのことについては、とても大きな地域の力にな

ると思いますので、安全安心会議ですとかそうい

う取り組みを伝えるとともに、市民全体で子供た

ちを守るという意識の啓発は十分に行っていただ

きたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

それから、子供たちの熱中症対策についてです

が、水筒を持たせるということも方法の一つとし

て大事であると思っておりますし、そういう対応

をしている学校も知っております。水筒を持たせ

なかったときに子供たちの通学路の中で、例えば

今までは公園に寄ってちょっと水を飲むというこ

とがあったと思うのですが、今それぞれの公園の

中の飲料水として使えるものが少し安心できる状

況ではなくなってきている、そういうものがある

のではないかと思いますけれども、通学途中の環

境としての子供たちが飲料水として利用できる環

境というものについての認識はどのようにありま

すでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 鈴木上下水道室長。

〇上下水道室長（鈴木康寛君） 私のほうから、

公園の管理は建設部のほうになるのですけれども、

水が飲めるというところは何カ所かあります。そ

こは水道週間のときに名寄市内の管工事業の方々

が点検をしていただけている。今月も先週、先々

週かな、点検してもらっているばかりでございま

す。その中で故障のあったものに関しては、管工

事業組合のほうで善意で直していただいているよ

うな状況です。何か異常がある際は、報告してい

ただくようになっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 対応についてきちっ

としていただいているということで安心いたしま

した。

数についてはいかがでしょうか。子供たちの通

学路にかかわるところに数は十分確保されていま

すでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 鈴木上下水道室長。

〇上下水道室長（鈴木康寛君） 済みません。数

については、今はっきりした資料を持っていませ
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んので、後ほど報告したいかと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 通学の安全、熱中症

にかかわってという観点で質問させていただきま

したので、その観点で少し数を確認していただき

まして、後日で結構ですので、お示しいただきた

いと思います。

小項目２番、３番あわせて再質問させていただ

きます。何回か雑木処理のことについて質問させ

ていただいておりまして、おおよそお答えいただ

く内容も確認させていただいているところではあ

るのですが、市民の方たちといろんな意見を交換

させていただくときに、どうしてもこのことが出

てくるのです。やっぱり市民の方たちは、このこ

とを強く対応を求めておられるということであり

ますので、国や道に対して必要な要望もしていた

だいていると思っています。名寄市の予算の範疇

でしっかり対応もしていただいているとは思って

います。けれども、不安があるというこの市民の

訴えについては、受けとめていただいていると思

いながらも、再度受けとめていただきたいという

ふうに思っています。

その中で、雑木があるから、水の流れが悪くな

って洪水にですとか、雑木の葉っぱの落ち方もい

ろんなところにたまっていくということでの心配

も聞かせていただいているところでありますが、

それを対応するために置かれた土のうが本当に半

分以上袋が、私が知っている１カ所だけだと思い

ますが、破れております。中は土砂と、物によっ

ては砂だけになっているものがありまして、これ

は洪水になったときにそのまま流れ出てしまうの

ではないかという心配があります。近くには水田

もありますので、流れ出たときに水田にその砂が

入ってしまうと、その年の稲がだめになるだけで

はなく、水田そのものの被害につながるのではな

いかと思って、大変心配いたしております。見回

りもしていただいているということではあります

けれども、その点について部長いかがでしょうか。

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） まず、雑木処理

の関係では、先ほど答弁させていただきましたけ

れども、国、道、そして私どもできる限りのつも

りではいるのですけれども、どうしても土木仕事、

とりわけ雑木処理を持ちます普通河川全てを一気

にだとか、これは国、道もそれぞれの河川、やは

りどうしても緊急的にとか、ここは早く手をつけ

なければならぬなということで、優先順位という

ことではございませんけれども、それぞれの担当

者もできる限り危険回避のために努力をしていき

たいという気持ちで取り組みさせていただいてい

るというのは御理解いただけるものと思ってござ

います。

後段で議員のほうから御指摘のあった土のうの

関係で申し上げさせていただきますと、通常の土

のうは、当然先ほど申し上げたような形で緊急的

にとか臨時的にとか、危険回避のために土のうを

設置して、河川の水があふれるのを何とか防ぐと

いう目的で、先ほど申し上げさせていただいた通

常の土のうのサイズというのはイメージいただけ

るとは思うのですけれども、今議員も私も承知し

ている頭に思い描く地域、河川のところにたしか

二、三年前ほどの大雨の心配の中で、土のうとい

っても１辺が１メートル以上あるような大型の土

のうを２００袋ほど設置をさせていただいてきて

ございます。当然土のうの取り扱いというのは、

先ほど言ったように天候がおさまり、河川の水位

の状況なども見れば基本的にはしっかり撤去をさ

せていただいて、また改めて次の機会に備えよう

というのが基本なのですけれども、お一人の方で

も例えば取り除いてしまうとことしの大雨これか

ら来るかもしれないという心配声をいただきまし

たので、そのままの形で置かせていただいている

ままの状況になっています。あくまで土のうとい

うのは緊急対応的なものですから、その土のう袋

というのは永遠にしっかりしたものではなくて、



－60－

令和元年６月１９日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

時間とともに劣化していく状態になりますので、

私どもとしては基本的には先ほど申し上げたよう

にしっかり撤去をさせていただいて、次の大雨災

害等々の心配な時点でしっかり備えるというのが

基本だと思ってございますけれども、地先の方々

の不安だとか御心配の声だとか、早く片づけたほ

うがいいよという声もあるのかもしれませんけれ

ども、そういう御意見を賜った中での対応を検討

させていただきたいなというふうに思ってござい

ますので、この場ですぐ撤去できるとか、違う形

にするとかというのはなりませんけれども、十分

その辺は、７月以降はまた大雨のシーズンも近づ

いてきますので、御意見などを賜りながら、対応

できるところから考えてまいりたいと思っており

ますので、御理解賜ればと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 土のうが置かれたま

まになっていることが問題ということではなく、

その土のうが破れて、中身が流れ出す心配がある

ので、心配というふうに申し上げておりますので、

その安全性についての確認だけは十分に大きな被

害が出る前にお願いしたいというふうに思ってい

ます。

大項目３の質問に移らせていただきます。高齢

者の方に暮らしやすいまちづくりのところであり

ますけれども、先ほど路面環境の整備についてお

話ししていただきました。いろいろ広く土地があ

る中で、全部が全部そういう対応ができるわけで

はないと思いますけれども、自力で動いていただ

ける高齢者の方の活動を狭めない環境整備という

のはとても大事であるというふうに思っています。

つえですとか手押し車を使ってでも外に出ようと

思ってくださる方を最大限まちが大事に、長く暮

らしていただけるように支えていきたいという思

いからであります。特に雪解け時期の道路がひど

いのでありますが、その点については何か特別対

応できることはありますでしょうか。

それと、もう一点です。見回りをしていただい

ているという言葉がございましたので、その巡回、

職員の方の巡回についてはどのような形で、細か

く言いますと回数も含めてどんな見回り、点検を

していただいているのかお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 当然道路管理者

でございまして、車道と歩道もしっかりと適正に

管理をして、車両の通行、または歩行者のできる

だけ危険回避というか、危険箇所については適宜

補修、修繕を行うということを基本的にしてござ

います。

理想的なのは、しっかり道路改良というか、そ

れとあわせてきれいにできればいいのですが、先

ほど申し上げたように大規模な工事となりますの

で、今私どもの担当のところではお話ございまし

た４月のおおむね雪解け時期に除雪だとか、しば

れによる道路の凹凸だとか、それは車道、歩道問

わずございまして、今私ども特に御協力をいただ

いているのですが、各町内会のほうに総会にお願

いしまして、それぞれの道路なり、歩道の補修箇

所をリストアップいただきまして、それを集約を

させていただいて、適宜対応させていただくのが

ここ何年間かさせていただいています。大変多く

の情報提供をいただいておりまして、担当者もし

っかりそこを見て確認をして、必要な処置、また

は後日しっかりとした整備、補修工事としての発

注だとかといったスケジュールを組む形で対応を

させていただいております。

また、道路の私見回りというか、ことで申しま

したけれども、当然情報提供があれば職員が確認

をして、次の手だてを先ほど言ったような形でと

りますけれども、後は日常的な外勤や名寄―風連

の往復なども含めて、できる限り市道の確認をす

るよう指示をしていることで、例えば警察のパト

ロールかわからないですけれども、何時から何時

まで決まってというような形ではなくて、情報や

連絡や、そして外勤ついで、私ども職員の数とい
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ってもしょせん知れている範疇でございますが、

できるだけ効率よく地域の方のお知らせや町内会

に限らず個人の方からも情報をいただくときもご

ざいますので、それをしっかり欠かさず職員が足

を運んで、まずはその対応等々を協議して手を打

つというような形で取り組みさせていただいてい

るところでございますので、またとりわけ町内会

の関係者の皆さんには春先、または夏場以降も御

連絡、またはまちづくり懇談会などでも御指摘を

いただくときもございます。そうなりますと、雪

の時期になりますので、次のシーズンということ

になる場合もありますけれども、そういった形で

私もできるだけ投げかけて、情報をいただけるよ

うに努めてまいりたい、そのように考えていると

ころです。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 路面環境の整備は、

引きこもらないで外に出ていただく方を保障する

というところで大変重要であると思います。

買い物支援のお話を伺いましたけれども、具体

的な数として今１町内会が買い物支援、通いの場

のくくりの中で動いていいただいています。今年

度どんなふうに広げていかれる計画でしょうか。

そこを伺って、終わりにしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） こと

しの買い物支援に係る市の考え方ということで、

先ほど答弁させていただきましたとおり、今のと

ころまだ１カ所ということでなっております。先

ほどの答弁の中でもことしの３月から生活支援コ

ーディネーターを配置しまして、それぞれ町内会

ですとか老人クラブだとかボランティア団体を含

めて地域に入っていただいて、地域のニーズだっ

たり、そういったものを聞き取りしながら、生活

支援に係るサービスにつなげていきたいというこ

とで考えておりますので、この中に一つ、買い物

支援の関係、通いの場の事業の実施についてどう

いったニーズがあるのかというところも含めて、

先進的な今１カ所取り組んでいただいているとこ

ろを具体的にどういった形でやっているかという

ことをＰＲしながら説明をして、ぜひ活用できな

いかというようなことも含めてお話をしていきた

いなと思っていますので、その中でもいろんなニ

ーズがあると思いますので、それを集めながら具

体的に拡大に向けて、通いの場の事業を実施され

る団体をふやすような取り組みをしていきたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） ここで河合教育部長か

ら答弁内容についての発言を求められております

ので、それを許します。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 済みません、貴重な

時間をいただきまして。

先ほど防犯ブザーの関係でお答えをさせていた

だきました。ちょっと言葉足りなかったのですけ

れども、防犯ブザーにつきましては毎年新１年生

に対して北星信金様から寄附をいただいておりま

すので、各学校新１年生分について配付をさせて

いただいて、活用させていただいております。申

しわけございません。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ＪＲ宗谷本線の維持、存続について外２件を、

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長から御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問申し上げます。
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１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続について、小項

目１、アクションプラン推進に向けた宗谷本線活

性化推進協議会の議論の経過と今後の具体的取り

組みについてお伺いします。ＪＲ北海道は、昨年

国交省から経営改善監督命令を受け、４００億円

台の財政支援を受ける中で、それとは別に単独で

維持困難とする宗谷本線名寄―稚内間など８線区

間に対する地元支援をめぐり、国は昨年末に沿線

自治体など負担軽減をするために、２０１９年、

２０２０年度で数十億円の地方財政措置を講じる

予定でした。しかし、国、道、沿線自治体による

負担割合の調整が難航し、２０１９年度の予算編

成に向けた年内の制度設計が困難と判断し、財政

支援は昨年末に見送られました。２０１９年、２

０年度で当初数十億円と見られていた単独での維

持困難とする８線区への財政支援は、道が主体的

に行うこととなり、その額は補正予算として第２

回道議会定例会に提案される見通しとなっており

ます。宗谷本線名寄―稚内間を含む８線区の沿線

自治体も、一定程度の負担をこれまでに了承して

いるところと聞いています。２０１９年、２０年

度の第１期集中改革期間の２年間、活性化推進協

議会では、都市間、生活、観光の３つの側面を生

かすソフト事業の展開で利用を促進するとのこと

ですが、沿線地域が主体となる具体的な取り組み

についてと今後の展望、そしてＪＲ北海道への今

後の働きかけについてお伺いします。

２つ目、この夏宗谷本線で運行される観光列車

風っこそうや号の運行について伺います。名寄を

通る旭川―音威子府間で往復運行されるのは、８

月１７日から９月８日までの土日、延べ８日間で

す。単発なイベント列車ではなく、複数日運行さ

れる観光列車に宗谷本線への集客や沿線地域の活

性化に期待が高まっております。運行情報が発表

されて以来限られた時間の中で、観光列車を歓迎

するためにできることや沿線地域への集客と滞在

型の観光の模索、今後の観光列車の運行の持続性

など、アイデアを出しながら宗谷本線へのマイレ

ール意識高揚に向けた話し合いが沿線地域と一体

となって行われてまいりました。その出されたア

イデアの中から実現が決まったことの進捗状況、

あるいはＪＲ北海道と沿線地域の連携、さらに活

性化推進協議会における観光列車の捉え方、そし

て今後の持続可能性についてお尋ねいたします。

大項目の２、人権尊重と多様性を認める社会に

ついて、１、性の多様性の尊重と正しい理解の促

進及び偏見差別解消への取り組みについて伺いま

す。性の多様性の受容は、今や世界基準になりつ

つあります。成長や発展を目指す自治体や企業、

組織にとって、それらは必須事項と捉えられてい

ます。２０１６年４月、本市において男女共同参

画推進条例が施行されました。その基本理念の１

番目に、男女の人権の尊重がうたわれ、性別に問

われず、お互いの人権を尊重し、あらゆる分野で

能力と個性を十分に発揮し、自分らしく生きる社

会のことと記されております。また、本市第２次

総合計画の中期計画基本目標の中でも人権教育、

啓発活動の推進が盛り込まれ、人権意識普及高揚

を図るとされています。しかしながら、性の多様

性に関する文言はそこには明記されておりません。

昨年２０１８年１０月、電通ダイバーシティ・

ラボは、全国２０歳から５９歳個人６万人を対象

に、ＬＧＢＴを含むセクシュアルマイノリティー

に関する広範な調査を実施した結果を公表してい

ます。ＬＧＢＴ層に該当する人は、全国で ９％

に上り、ＬＧＢＴという言葉の浸透率は６ ５％

という結果が出ております。これを単純に本市に

当てはめますと、濃淡の差はあれどもおよそ ０

００名を超える人が当事者として存在する計算に

なります。進んでいる自治体ですと、男女の表記

を年齢にかかわらず全ての生物学的、または心理

的性別の人と定義するところもあるようです。人

権擁護や男女共同参画推進に関する条例の中に、

性の多様性の認知、ＳＯＧＩハラスメントの防止

や差別を禁止する条例を定める自治体も年々ふえ

てきております。２０２０年の東京オリンピック
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・パラリンピックでの五輪憲章においても、セク

シュアルマイノリティーの人権尊重は国際的認知

として記されています。本市におけるセクシュア

ルマイノリティー、いわゆるＬＧＢＴに対する認

識と性の多様性の尊重と正しい理解の促進、差別

解消への取り組みについてお伺いします。

また、ＳＯＧＩハラスメントの防止、ＬＧＢＴ

差別の禁止、性別の定義に心理的性別を男女共同

参画推進条例に取り入れる改正を考慮できないか

どうかお伺いします。

２、パートナーシップ宣誓制度についてお伺い

します。２０１５年に東京渋谷区でパートナーシ

ップ条例が、そして世田谷区でパートナーシップ

宣誓制度がスタートいたしました。２０１７年６

月には札幌市でもパートナーシップ宣誓制度が導

入され、札幌ではこの２年間で６８組の同性カッ

プルがパートナーシップに宣誓をしております。

パートナーシップ制度を導入した自治体は、２０

１９年４月現在、全国でおよそ２０の自治体を数

え、およそ４３０組がパートナーとして認められ

ております。さらに、千葉市では、同性間のみな

らず異性間の事実婚にも広げた制度に深化をさせ

ているところです。本市において性の多様性、生

き方の多様性を尊重したパートナーシップ制度の

導入に対してどのような考えをお持ちなのかお伺

いします。

大項目の３、化学物質過敏症に対する認識につ

いてお伺いします。最近耳にするようになってき

た香害、香りの害による健康被害の症状は、人々

によってさまざまで、不快感や頭痛、吐き気、ぜ

んそく、香料アレルギー、シックハウス症候群、

化学物質過敏症などがあります。その中でも最も

深刻なのが化学物質過敏症であります。化学物質

過敏症は、化学物質を大量に、または微量だけれ

ども、繰り返し体内に取り込むことで発症します。

一旦発症すると、わずかな化学物質でも全身にさ

まざまな症状が出る病気で、日本では２００９年

に病名に登録をされております。香り商品に含ま

れている香料は、合成香料がほとんどで、複数の

物質の混合物でありますが、家庭用品品質表示法

においては香料の成分を表示する義務がなく、個

々の物質名は公表されないまま進められておりま

す。そのため健康被害の原因物質の特定は難しい

というのが現状であります。

先日化学物質過敏症の方からお話を伺いました。

専門性を持った病院へ行っても、２つの検査を受

けて化学物質過敏症と診断を下されるだけで、治

療薬もなく、そして誘因となる物質を回避してく

ださいと言われるだけであったそうであります。

化学物質過敏症は、体が持つ防御反応の一つであ

り、発症しやすい人としにくい人はあるものの、

花粉症同様誰にも発症する可能性があるものであ

ります。最近のデータでは、化学物質過敏症に悩

む人の人口、全人口の ５％、およそ１３人に１

人と言われております。これも本市に当てはめま

すと、およそ ０００人ほどの当事者がいるとい

う計算になります。しかし、症状が一人一人違っ

ていて多様であるため、周囲からは神経質である

ですとかわがままだと受け取られたり、香りの害

による健康被害についてはまだまだ社会的にも認

知度は低いため、症状があったとしても香りが原

因だということに気がつかない人も多くいます。

とりわけ体の小さな子供たちを新たな公害である

香りの害から守っていくために、本市においてそ

の実態調査はされているのか。そして、化学物質

過敏症に対してどのような認識をお持ちなのか。

また、保育所、幼稚園、学校、公共施設において

どのような対策をとっているのかお伺いをいたし

ます。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ただいま富岡議

員から大項目で３点にわたって御質問いただきま

した。大項目１については私から、大項目２につ

いては総務部長から、大項目３については市民部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい



－64－

令和元年６月１９日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

たします。

大項目１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続について、

小項目１、アクションプラン推進に向けた宗谷本

線活性化推進協議会の議論の経過と今後の具体的

取り組みについて申し上げます。平成２８年１１

月にＪＲ北海道が単独では維持困難な線区が公表

され、これまで宗谷本線の高速化を活動の目的と

してきた宗谷本線活性化推進協議会では、宗谷本

線の維持、存続活動を目的に加え、現在に至って

おります。この間構成自治体も旭川以北の２６自

治体にまで広がり、会長である加藤市長を中心に

活動を続けているところです。平成２９年度には

協議会として報告書をまとめ、ＪＲ北海道の最大

限の自助努力を前提に、国の実効性ある支援も求

めつつ、将来にわたって路線を持続的に維持して

いくための方策について北海道とともに費用負担

のあり方も含め検討していくこととしております。

平成３０年７月、国土交通省は、ＪＲ北海道に

対しＪＲ北海道の経営改善に向けた取り組みを着

実に進めるよう監督命令を発出し、これを受けて

令和元年度及び２年度を第１期集中改革期間とし、

ＪＲ北海道と地域の関係者が一体となって取り組

み、持続的な鉄道網の確立に向け検討を行うため、

事業計画、いわゆるアクションプランを策定する

こととなりました。アクションプランは、本年４

月に公表され、宗谷本線を含む８線区で策定され

ました。内容については、利用促進と経費節減で

構成され、ＪＲ北海道と一体となって取り組んで

いくこととしております。

宗谷本線活性化推進協議会としての取り組みで

は、昨年好評いただきましたフォトコンテストの

開催、新たにステーションカードの発行に取り組

み、鉄道への理解や利用促進に資する活動を行っ

てまいります。ＪＲ北海道への働きかけにつきま

しては、さらに利用されるダイヤの構築があり、

平成２９年度に４回実施した宗谷本線一斉アンケ

ート調査結果からニーズに合ったダイヤの提案も

行っており、今後反映できるものについてはＪＲ

北海道と協議を重ねていくことになると考えてお

ります。

今後も宗谷本線活性化推進協議会での取り組み

を推進していくとともに、北海道全体の問題とし

て関係諸団体などとともに国などの機関への働き

かけを継続して行ってまいります。

続きまして、小項目２、観光列車風っこそうや

号の運行についてでございますが、宗谷本線の活

性化について、天塩川沿いに延びる鉄路の美しい

景観を活用できる観光列車の運行がことしＪＲ東

日本からの車両提供を受け、実現することになり

ました。運行が公表され、沿線地域の有志がいろ

いろアイデアを出し合い、この観光列車がより効

果的なものとなるよう議論を継続しております。

この観光列車は、音威子府村を境に南北に運行さ

れますが、名寄市内の有志と音威子府村の有志の

情報交換も行われているところです。広域にまた

がる取り組みとなりますが、観光部門との連携、

ＪＲ北海道との連携など、行政として支援できる

ことについては連携し、取り組みを進めておりま

す。

宗谷本線活性化推進協議会としての捉え方につ

いては、各沿線自治体に委ねておりますが、本市

としましてはひまわりの時期と重なるため、ひま

わり畑の鑑賞の機会や特産品の販売など地域とし

てできることを実践し、おもてなしをしていけれ

ばと考えております。持続可能性につきましては、

今回の観光列車の運行を終えた後、総括を行わせ

ていただきまして、ＪＲ北海道と検証結果を共有

し、次年度以降の活動に生かしていきたいと考え

ているところです。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

人権尊重と多様性を認める社会についてお答えい

たします。

初めに、小項目１、性の多様性の尊重と正しい

理解の促進及び偏見差別解消への取り組みについ

て申し上げます。セクシュアルマイノリティーに
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対する認識等につきましては、同性愛者、両性愛

者の性的指向と性同一性障がいを総称するＬＧＢ

Ｔなどについては、議員が言われているとおり、

現代社会の中で認知されつつあります。国内の関

心についても深まりを感じるところでございます。

性への自己認識は、体の性と心の性が必ずしも

一致するわけではなく、体の性に違和感を持つ場

合や恋愛の対象が必ずしも異性ではない場合など、

さまざまな状況が想定されます。ＬＧＢＴの人口

規模につきましては、約８％との企業等による調

査があるほか、法務省の人権啓発の中では約３か

ら５％と言われており、少数派であることから周

囲より興味本位で見られるなど、偏見や差別によ

り日常生活のさまざまな場面で人権に係る問題も

発生していると認識しております。性的な偏見や

差別は、当然あってはならないものであり、一人

一人が自分らしく生活をしていくためにも誰もが

尊重され、ともに生き、助け合う社会を築く必要

があります。そのため学校や家庭での日常生活の

中で人権意識を育む取り組みについて、法務局や

人権擁護委員などと連携して相談事業を推進して

おります。また、ことしの９月に開催されますＬ

ＧＢＴパレードさっぽろレインボープライドへ多

様化する価値観や考え方を誰もが享受し、尊重し

合える社会を目指す趣旨に賛同し、市より応援メ

ッセージを送っております。

今後とも複雑多様化する人権問題に対処するた

め、広く市民の間に人権意識の普及高揚を図るた

めの人権教育、啓発活動などを推進してまいりま

す。

次に、ＳＯＧＩ、差別禁止、性別の定義に心理

的性別を男女共同参画推進条例に取り入れる改正

の考慮についてお答えいたします。本条例は、条

文の前文にもあるとおり、その実現に向けさまざ

まな施策を推進してきましたが、依然として性別

による固定的な役割意識などが存在していること、

少子高齢化の進展など社会情勢が変化する中で男

女が性別にこだわらず主体的に行動することが一

層求められることから、さらなる市民意識の高揚

と推進を図るため、平成２７年に制定いたしまし

た。条例の推進に当たりましては、全市民が男女

共同参画にかかわり、その市民の中にはセクシュ

アルマイノリティーの市民も当然含まれるところ

です。条例の第１３条では、性別による権利侵害

の禁止として、性別を理由とする直接的、間接的

な差別的扱いなどを行ってはならないとされてい

ます。

質問にありますＳＯＧＩが意味するところのど

のような人を好きになるか、自分の性をどう認識

しているかについては、条例の中には具体的には

触れられておりませんが、個人の尊重と法のもと

の平等をうたう憲法の理念に基づいて制定された

条例であると認識しています。現時点では条例の

改正など検討してございませんが、ＳＯＧＩとい

う言葉や考え方、性別の定義として心理的性別に

ついては、現時点で市の施策において具体的な検

討などがされていないことから、国や他自治体の

動向など必要に応じて情報収集などを進めてまい

ります。

次に、小項目２、パートナーシップ宣誓制度に

ついてお答えいたします。主に同性同士のカップ

ルを対象としたパートナーシップ制度は、法的な

効力は持ちませんが、性の多様性を尊重する取り

組みとして平成２７年から導入が始まり、現在で

は首都圏や大都市を中心に全国２０の自治体で導

入されているものと承知しております。また、最

近では性自認に従って法律婚を選択しない事実婚

のカップルに対してもこの制度の対象とする自治

体があります。パートナーシップ制度は、お互い

の個性や性の多様性を認め合い、当事者たちの生

きづらさを少しでも解消し、誰もが生きがいと誇

りを持って暮らしやすいまちづくりという考え方

に基づく制度と認識しております。全国的にも新

しい制度、課題であり、本市としましては市民理

解を含め、慎重に全国的な推移について情報収集

をしてまいりたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目３、

化学物質過敏症に対する認識についてお答えいた

します。

近年柔軟剤や消臭グッズなどの香料に含まれて

いる成分中の化学物質に対し、体が拒絶反応を起

こし、何らかの症状があらわれる化学物質過敏症

が報道で話題となっております。この症状は、原

因が解明されておらず、規制がないことから、対

応が難しい状況となっています。また、通常のア

レルギーとは異なり、血液検査などでは捉えるこ

とができず、症状を起こしている可能性がある物

質の特定をするためにさまざまな検査を行い、問

診なども含め総合的な診断を行う必要があります

が、根本的な治療が難しいとされております。

公共施設の新築や改修などの整備につきまして

は、建築基準法や法令などに基づき、揮発性有機

化合物等の発散量の少ない建材を使用するととも

に、工事完了間際には室内の化学物質の濃度を測

定しております。新設間もない施設では、新築施

設特有の香りがある場合もありますが、化学物質

の濃度は全ての施設で基準を満たしております。

また、学校での対応としましては、各学校で毎

年保護者の方に家庭環境調査の保健調査票を提出

していただき、子供たちの健康状態の確認をして

おりますが、現時点ではこのような症状が確認で

きるケースはございませんでした。各学校では、

養護教諭を中心に健康相談の体制を整えており、

引き続き子供たちの体調を配慮するとともに、全

国的な情報や取り組みについて調査研究してまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

それぞれお答えをいただきました。順を追って再

質問をさせていただきたいと思います。

まず、ＪＲ宗谷本線の問題についてでございま

すけれども、周辺を含むこの２６沿線自治体で組

織する宗谷本線活性化推進協議会、これの中心自

治体として名寄市、加藤市長、ＪＲ宗谷本線の維

持、存続に対して先頭に立って日々御尽力をいた

だいていますことにまずもって感謝と敬意を表す

るところでございます。

ことしと来年の２年間で第１期集中改革期間で

の成果目標をどのあたりに定めているのか、それ

はニーズに合っているものなのかどうかというこ

とをもう少し具体的にお知らせをいただけるとあ

りがたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） アクションプラ

ンのという意味でよろしいでしょうか。こちらの

プラン、ＪＲが策定したプランになりますけれど

も、列車の乗車人数といいましょうか、そちらの

部分を現状維持することを目標値として掲げなが

ら取り組みを進めるということになってございま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

乗車人数を維持していくためには、やはり利便性

の向上ですとか利用の促進というものが非常に大

事になってくるかと思います。

これまでも先輩議員の方々がＪＲ宗谷本線の維

持、存続について一般質問で繰り返し議論を重ね

てこられたところでありますけれども、ＪＲ宗谷

本線の存在意義というものは、この鉄道が持って

いる優位性、そのポテンシャルの高さにあるので

はないかなというふうに私は考えております。先

月の５月に策定されました名寄市の地域交通網形

成計画、これの中にも鉄道路線は地域の交通イン

フラの主軸に位置づけられている重要な存在であ

るということを認識されております。先ほど御答

弁いただきましたとおり、これまで打ち出されて

きた宗谷本線のアクションプラン、都市間、生活、

観光、この３つの柱、これに鑑みますと、都市間

輸送、生活路線としての利用促進を考えますと、
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まずは鉄道ダイヤの利便性の向上だというふうに

私も思っております。２０１６年３月のダイヤ改

正で行われた札幌への直通特急の削減、旭川での

乗りかえを余儀なくされているという状況に鑑み

ますと、その辺の利便性の向上というものに対し

てこれからどのように進めていくのか、この辺が

大変大事になってくる部分なのかなというふうに

も考えております。

そして、普通列車と快速列車のダイヤの設定も、

これも恐らくアンケート等でいろいろと情報は積

み重ねられているとは思うのですけれども、本当

に利用者側のニーズに合った今ダイヤ設定になっ

ているのかどうなのか。あるいは、名寄以北の普

通列車の本数の少なさ、そういったものを考える

ときに、ダイヤ改正のときにはぜひとも沿線自治

体も積極的に意見を上げていく必要性というのが

あると思うのですけれども、そのアンケートの結

果をもとにまとめられた利便性向上に関する申し

入れ的なもの、こちらはどのような形で今推移を

しているかということをお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ダイヤ改正の提

案した内容ですけれども、先ほど答弁したとおり、

一度一斉にアンケート調査をさせていただいて、

その中での自由記述なりの聞き取り等を参考にし

ながらつくらせていただいたものが議員御指摘の

とおり乗りかえ、旭川乗りかえになった部分、こ

こについてはかなり利便性を下げているというこ

とで、その部分については当然直通便をお願いす

るということと、実はビジネスユースにしまして

も特急で札幌から稚内まで帰った場合には日をま

たいでしまうといったような非常に使い勝手の悪

い状況、ここを今札幌が６時半出発ということで、

従来のダイヤよりもかなり後ろにずれての出発時

間となっていますので、その部分については従来

どおりの５時台の出発ということで前倒しできな

いかということと、日中時間帯の特急列車につい

ては、もう一本追加できないかといったようなこ

とを実は提案をさせていただいております。この

旭川乗りかえにつきましては、実はＪＲ側の車両

老朽化、それから車両回しの問題等でかなり苦渋

の選択であったということでしたが、ここについ

ては実際に利用者数も若干そのことによる影響に

よる減も見込めるということを言っておりますの

で、そのことについてはＪＲも今前向きに考えて

いただいているというような状況ではないかなと

いうふうに考えております。

それから、普通列車、快速列車のお話もござい

ました。この部分については、私たちも協議会の

人間も同じ思いでありまして、実は国鉄民営化さ

れた当時からダイヤというのはほとんど変わって

おりません。現状の利用者側のニーズに合ったダ

イヤということで再構築ということになりますけ

れども、北海道全体の車両回しであったりという

部分の課題もかなり多く、それから先ほど議員も

おっしゃっていただきましたけれども、優位性、

高速大量輸送という部分のことから考えると、な

かなか今それを満たすほどの人員も乗っていない

ダイヤ、時間帯もございます。そこら辺の調整も

今後課題になってくるのかなというふうに考えて

いるところです。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

恐らく考えていることは、私どもとも全く一緒の

部分かなというふうにも考えております。

日中の特急の増便ですとか直通列車回復させて

いく、あるいは名寄―稚内間を結ぶ夜の特急列車

の部分、そういった部分に関しては非常に前向き

な申し入れをされているのかなというふうに考え

ているのですけれども、ダイヤが５０年前から変

わっていないとはいえ、取り巻く環境、私たちの

生活とかそういった部分というのが大きく変わっ

てきている部分があるかと思いますので、その辺

についてはもっともっと深く掘り込んだ中で本当

のニーズに合ったダイヤ設定というものができな

いのかどうか。あるいは、ＪＲ北海道の車両の機
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回しの関係ですとか乗務員の手配の問題等々いろ

いろそれはあると思うのですけれども、それより

もまずもって第一義に大切になってくるのは、い

かに利用していただくかという形になろうかと思

いますので、ぜひその辺も含めて前向きにこれか

らも教えていただければというふうに考えており

ます。

また、それと同時に鉄道の利便性を向上させて

いく上では、恐らく鉄道をおりてから、あるいは

駅へ行くそのアクセス、バスのアクセス、乗り継

ぎ等が非常に大事なポイントになってくるかとい

うふうにも思うのですけれども、地域の公共交通

網を考えていく上でそのバスとの連携というのが

非常に重要なポイントになると思います。これが

鉄道のダイヤの改正にバスがそれと合わせてリン

クした形でうまく整合性がとれていないという部

分が非常に多いのかなというふうにも思います。

そういう路線も結構あったりして、うちのお客さ

んなんかもバスがもう少し早く出ていれば名寄か

らこの列車に乗れたとか、あるいはもう少しバス

が待ってくれればこの列車で来て、天塩弥生のほ

うに行けたとかという話にもなりますので、ぜひ

ともその辺路線バス等の乗り継ぎの利便性という

ことに関しても進めていっていただければという

ふうに考えておりますが、その辺についてはいか

がでございましょう。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 非常にそのとお

りであるというふうに私も考えておりますし、実

は北海道のほうで公共交通の指針をつくりまして、

そこの目的というのが北海道全体のシームレスな

公共交通網の整備ということがうたわれておりま

す。議員おっしゃりますように今名寄以北、列車

でいいますとダイヤも数少なくなってきておりま

すが、その部分をしっかりと有効活用していただ

くために幹線からしっかり２次交通、３次交通へ

の接続がシームレスな形でなるように、実はダイ

ヤ改正のときに公表される数日前ぐらいに情報提

供があるような状況であったのが現在そこについ

てバスの接続が課題であるので、もっと早く情報

提供してほしいということでＪＲにも申し入れし

た経緯があります。現在は、若干ではありますが、

以前よりも早目に情報提供していただいていると

いうのが現状でありますので、今後も利用される

方の目線に立って、利用しやすい公共交通網につ

いてしっかりと取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ぜひそのように進めていっていただけるとあり

がたいと思いますし、ＪＲ北海道からのなかなか

提示が遅いということで、対応がおくれるという

部分もあろうかと思いますけれども、いずれにし

ましてもバス路線等の弾力的なダイヤ見直し、こ

れって観光客、インバウンドに関しても非常に大

きな影響を及ぼす部分であるのかなというふうに

も考えております。使い勝手のよい交通機関の交

通網の策定というのは、やはり大きな効果を発揮

するものだというふうに考えております。

公共交通機関を使って、海外から名寄に来られ

るお客様、これはほぼほぼジャパンレールパスで

すとか、北海道レールパスなどのフリー切符を使

って来られるお客様が圧倒的に多いわけでござい

まして、これらのフリー切符等が売り上げが２０

０４年から２０１５年の１３年間の間に実績は１

４倍伸びているという状況があるようでございま

すので、なかなか宗谷本線にインバウンド、外国

人観光客のお客様が多くまだまだ訪れてはいない

状況ではございますけれども、その辺もダイヤの

設定の仕方ですとか利便性、使い勝手、そういっ

たものを含めて考えていくと、ますます来られる

ようになるのではないかなというふうにも考えて

おります。バスではかわりにならないという意見

をやっぱり多く聞くところでございます。うちに

来るお客様などに聞いても、鉄道があるから名寄

まで来るのだよ、鉄道があるから稚内まで行くの
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だよというような話をよく伺いますので、ぜひぜ

ひ生活ベースの公共交通と観光にまつわる交通、

この双方において利便性を横断的に考えていくチ

ャンネルも必要なのではないかなというふうに考

えているところでございます。

そして、ちょっと話は変わるのですけれども、

８線区への道の財政支援の中で、沿線自治体で一

定程度の負担をするということでありますけれど

も、まだこれは決まった額は定まってはいないと

いうところでしょうか。いかがですか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） つい先日北海道

知事の道補正予算の概要説明で８線区ごとの金額

については公表されたところでございます。この

宗谷本線については、示していただいている金額

をもとに、今後第３回定例会に向けてそれぞれの

自治体で最終調整を行いながら、提案をさせてい

ただくような準備をしっかり進めさせていただき

たいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

そして、もう一点お尋ねをしたいのですけれど

も、８線区への沿線自治体での一定負担額を拠出

することになったこれまでの経緯についてもう少

し詳しく教えていただけるとありがたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 経緯につきまし

ては、昨年末、知事、それから市長会、町村会等

関係者で集まる関係者会議において一定程度の負

担をしながら、利用促進に資する取り組みとして

行っていかなければならないという意思確認がそ

のレベルで行われた結果、それからの各沿線への

北海道からの説明という流れという認識でおりま

す。ということですので、現状今８線区に対して

北海道が丁寧な説明を行いながら、補正予算に至

ったということだというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

名寄市でやれることというのは、恐らく宗谷線

全体で考えていかねばならない部分も多々あろう

かと思います。ほかの線区とのバランスですとか

整合性もあって、複合的にこの維持、存続を考え

ていかなければいけないという部分がなかなか複

雑な部分があろうかと思いますけれども、この２

年間の第１期集中改革期間というのは、恐らくあ

っという間に終わってしまうのではないかなとい

うふうに思います。そこで、改めて宗谷本線を維

持していかなくてはならない根拠を明確に打ち出

して、各界各層の人々を巻き込んでいく取り組み

が一層必要になってくると思うのですけれども、

その辺についてはいかがお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 維持、存続に向

けてのこの２年間しっかりやれよという今激励を

受けたと思いますけれども、先ほどから議員おっ

しゃっていただいているとおり、現状アンケート

調査をしてもこの宗谷本線の中で駅のある旭川以

外、圧倒的に名寄というのは鉄道利用者数、１日

の利用者数が多い駅となっております。これは、

通院、それから通学といった部分での日常利用者

が非常に多い地区という認識です。それから、特

急の乗降者数も、稚内は観光客がいるので、特急

に特化した利用者数になっていますけれども、名

寄は特急においても普通列車においても非常に利

用者数の多い駅ということが特徴的ではないかな

というふうに思っています。そういった意味でし

っかり残していくためには、やはり利便性を向上

して今の利用者数を維持していくのと、昔は冬こ

そＪＲという時代がございましたけれども、最近

は若干雪が降るとなかなか難しい状況もありまし

て、安定したという部分では一番強みだった部分

が今弱くなっている部分もありますので、そうい

った部分をしっかりと支援というか、取り組んで

いただきながら安定性を確保しつつ、利便性向上

のために旭川乗りかえというものも改善していた

だけるよう取り組んで利便性を向上して、名寄と
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しては今まで以上に取りこぼしてきたお客様をし

っかり取り込んでいけるような、そんなＪＲにな

ってほしいなというふうに後押しをしていきたい

なというふうに考えているところです。

それから、インバウンドのお話もありましたけ

れども、当然北海道は総合戦略のＫＰＩにインバ

ウンド５００万人達成という数値を掲げておりま

す。この部分達成するためには、当然インバウン

ドをしっかり隅々まで運ばなければいけない。外

国人旅行客の方は、やはり移動手段として国の文

化として鉄道を使うという文化がありますので、

しっかりとそこは北海道の隅々まで外国人観光客

を運ぶという意味では、鉄路を残さなければその

部分の役目は果たせないのではないかなというふ

うに考えておりますので、しっかりそういった観

点からも残していきたいと、活動を強めていきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお

願いします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

心強いお話をいただきました。ＪＲ宗谷本線をき

っちりと旭川から稚内まで通しで残していくとい

うことがやはりこの地域にとって非常に大事な部

分になるのかなというふうに考えております。

数年前から加藤市長のほうからも旭川空港への

空港アクセス線の話が出ておりましたけれども、

旭川空港の就航率が実にことしの冬は９ ７％と

いう高い数字をたたき出しておりまして、道内で

の空港の中でも一番安定されている空港だという

ふうに思っております。そこを拠点とした鉄道路

線を結んでいくことによって、この道北あるいは

道東へのアクセスのよさというのがこれからます

ます増していくと思うのですけれども、その旭川

空港アクセス鉄道について今進捗状況みたいなの

はいかがな形になっているのか、わかる範囲で結

構ですので、お知らせください。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 旭川のアクセス線の進捗

状況ということですけれども、具体的な実施計画

とかそんなことにはまだ至ってはいませんが、今

議員がおっしゃるとおり、千歳空港がかなり狭隘

化しているというような状況の中で、新たに千歳

空港を肥大化していくという議論もあるのですけ

れども、おっしゃるとおりに旭川の空港をもっと

札幌の代替空港として利活用していくと。今空港

民営化の話も出ているので、そういった角度から

もぜひ旭川空港までの利便性をさらに高めていた

だきたい。これは、アクセス線もそうですけれど

も、旭川までの新幹線の問題も含んでいるところ

でありまして、この辺に関しては我々の活性化協

議会の中でも、あるいはアクションプランの中で

も若干頭出しをさせていただいて、こういったこ

との運動も我々の中でしっかりしていくというよ

うな文言を明記させていただいて、今後もしっか

りと運動していく中で機運を醸成していきながら、

その実現に向けたいろんな方策を検討したいとい

うふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

これからも加藤市長は名寄市の先頭に立って、宗

谷本線をぜひ盛り上げていっていただきたいなと

いうふうに思っております。

風っこそうや号に関してなのですけれども、こ

れのおもてなしというのも非常に大切な部分にな

りますけれども、沿線住民の利用促進、こちらも

大切な部分になってくると思うのですけれども、

市民へのＰＲの仕方についてはどのようにお考え

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 地域住民への利

用促進の取り組み、周知ですけれども、今北海道

全体で組織されている北海道鉄道活性化協議会、

これは知事を先頭にいろいろな民間団体も入りな

がら、経済界も入りながらの組織になっています

が、そちらのほうが道内一斉にこれからキャンペ

ーンを打つということですけれども、これは鉄道
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に限ったものではなくて、公共交通全般をしっか

り利用していただきたいといった乗って残そうと

いうような趣旨の取り組みが今後展開されていく

のだろうというふうに思います。我々もそういっ

た活動にしっかりリンクしながら取り組みを進め

て、周知をしていこうと思いますし、何よりも先

ほどから御指摘いただいている利便性の向上、こ

こに尽きてくるのかなというふうに考えておりま

すので、しっかりそこのところは取り組みをさせ

ていただきながら、また広報等も活用しながら、

こういった北海道全体の取り組みを皆さん方にも

周知して、取り組んでいきたいというふうには考

えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ＪＲ北海道にかかわる問題、歴史的な部分から含

めてもいろいろなまだまだ言わなければいけない、

言いたいことというのもたくさんあるわけでござ

いますけれども、宗谷本線を今後も維持していく

ためにもかかる有識者の方、あるいは沿線自治体

の有志の皆さんとともに手を携えながら、さまざ

まなアイデアを出しながら、ぜひとも一緒に私も

含めて取り組んでまいりたいというふうに思って

おりますので、今後とも御協力をお願いしたいと

いうふうに考えているところでございます。

次の質問に移らせていただきます。ペース配分

を非常に間違っております。大変なことになった

という……失礼いたしました。続いて、人権尊重

と多様性を認める社会についての部分でございま

すけれども、いろいろと偏見というものが背景に

あるのではないかなというふうに考えているとこ

ろですけれども、性の多様性、あるいはセクシュ

アルマイノリティーの人たちへの配慮について、

今後この名寄市はどのように具体的な取り組みを

されていくのかというところをお聞かせいただき

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 具体的にということ

で今御質問をいただいたのですけれども、私ども

個々のそれぞれマイノリティーの皆さんがどうい

った事象で困っていらっしゃるのか、あるいは悩

んでいらっしゃるのか、その辺が少しわからない

ものですから、具体的に私どもが今何を取り組む

ということについてはちょっと言えないというこ

とであります。御理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らくわからないのだ

ろうなというふうに私も想像しておりました。

相談件数についても尋ねようと思ったのですけ

れども、恐らく同じ回答になるのかなというふう

に考えております。というのも相談窓口がどこに

あるのか、どこに相談したらいいのかということ

が当事者がいたとしてもそれが全然見えてこない

状況の中で、もう黙るしかないという状況に恐ら

くなっているのかなというふうに考えるところで

す。ですから、今後条例に明記するということは

まだ先と考えても、個人の尊厳、憲法に基づいて

守っていくという基本姿勢に基づいて考えていき

ますと、これらのマイノリティーに対する相談で

き得る職員、あるいは専門性を持った相談員、相

談窓口、多角的にカンファレンスのできるケアチ

ーム、そういったものを構築していく必要がある

というふうに考えておりますので、ぜひその辺を

御検討いただければというふうに考えております。

とりわけ子供たちに対する思いというのが非常

に大切な部分になろうかというふうに思っていま

す。自分の気持ちをしっかりと伝えられない、あ

るいは表現のしようのない子供たちというのは、

大変深刻な状況下に置かれていると思います。文

部科学省は、２０１０年に児童生徒が抱える問題

に対しての教育相談の徹底についてを発しており

ます。とりわけ性同一性障がいにかかわる児童生

徒について、その心情などに十分配慮した対応を

要請しているところです。北海道教育委員会も２

０１５年に教職員向けの資料、性同一性障がいの

理解のためにというものを作成して、文科省から
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の通知を受けた性同一性障がいにかかわる児童生

徒に対するきめ細やかな対応の実施についても通

知をしています。こういったことを受けて、子供

たちもどこに相談していいかわからない状況にあ

ろうかと思いますので、ぜひともその相談できる

窓口、あるいは相談する場所の可視化、そういっ

たものについて進めていっていただきたいと思い

ますけれども、その辺に関してはいかがお考えで

ございましょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今特に子供、児童と

かということで言われていますけれども、先ほど

もお話ししましたけれども、私ども十分議員が言

われている問題について、例えば婚姻の問題だっ

たり、そういう具体的な状況であれば理解はでき

るのですけれども、なかなか現状例えば教育現場

でどのような対応をしているのかというところも

今私が十分把握しておりませんので、実態も含め

てその辺は教育部と改めて状況や何かの確認をさ

せていただいて、まずそこから始めることになる

かなというふうに思っていますので、御理解をい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 見えてこないからとか、

相談がないからとかという部分で恐らくなってく

る部分というのは多いのかなというふうにも思う

のですけれども、なかなか実態が見えてこない、

あるいは感じられないから手をこまねいていると

いうような状況では、誰にも相談できずに一人で

悩んで、周囲からのいじめやからかいや偏見差別

におびえ、耐え忍びながら自傷行為や自殺に至る

というような人たちもいるという状況でございま

すので、ぜひともいじめの傍観者と同じような形

にならないような策を早急にとっていく必要があ

ろうかと思います。というのも、実際問題名寄市

内でそういう相談を私は受けております。そして、

その中で名寄にはそういった窓口もないし、ある

いはパートナーシップ制度もないので、旭川へ転

出、あるいは札幌へ転出、そういう方もいらっし

ゃるという現実があります。マイノリティーの人

たちに対して優しい社会というのは、全ての人に

対して優しい社会になるというふうに考えており

ます。ですので、誰もその手からこぼれ落ちるこ

とのないような対策、そういったものをしっかり

と推し進めていただきたいなというふうに考えて

いるところでございます。特に知らないというこ

と、理解が進まないという実態の中で、恐らくＳ

ＯＧＩハラスメントですとか差別ですとか、そう

いったものというのが生まれてくるのだろうと思

いますので、ぜひとも詳しくその辺を学習できる、

そういった機会というのもつくっていっていただ

きたいなというふうに考えております。その辺に

ついてもう一度改めてお伺いしたいと思いますけ

れども、いかがでございましょうか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） それでは、私のほうか

ら若干子供にかかわることでございますので、お

話を申し上げたいと思いますけれども、議員が御

指摘のように北海道教育委員会では平成２７年に

教職員向けの指導資料ですか、性同一性障がいの

理解のためにを出しておりますし、また２９年に

もまた同様に教職員の指導資料を出しております。

いわゆる性的マイノリティーの子供たちについて

心情的に配慮して、適切な対応をとるようにとい

うことで、指導資料も教育委員会のほうに来てお

りまして、これは２９年度でしたか、資料入りま

したので、各学校にお配りしているというような

状況でございます。

ただ、本市の現在の小中学校におきましては、

性的マイノリティーの児童生徒や保護者から直接

の相談はまだ今のところございません。ただ、そ

ういう通知行っておりますので、教育委員会とい

たしましては性的マイノリティーの子供たちや保

護者から相談があった際には各学校に対して十分

対応していただきたいということでお話ししてお

ります。
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指導資料の中にも書かれてあるのですけれども、

何点か学校へお願いしている事項があります。１

つは、児童生徒が相談しやすい環境を整えていた

だきたいということ、それから道教委の今資料出

ておりますので、それをしっかり活用していただ

きたいということ、それと子供たちや保護者から

の相談についてはプライバシーにしっかりと配慮

しながら対応していただきたいと。それと、必要

に応じて学校内で委員会等をつくっていただいて、

学校外の関係機関と連携した対応がとれるように

というようなことを主な内容としてお伝えしなが

らおりますけれども、今後もこのことについて改

めて周知してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

今後もぜひ子供たちを含め、大人たちも含め、さ

まざまな人たちが、多様な人たちがその多様性を

認知されるような実効性の高い、垣根をつくらな

いような制度設定をしていっていただければとい

うふうに思っております。法務省の人権擁護局も

セクシュアルマイノリティーについて理解を深め

る啓発活動の強調事項に鑑みて、本市においても

男女共同参画条例の中に打ち出されているわけで

ございますので、ぜひともそれをますます大きく

膨らませていっていただきたいというふうに考え

ております。

そして、化学物質過敏症についてなのですけれ

ども、これもぜひとも香害、香りの害に関するポ

スターですとか啓発活動、そういったものを進め

ていただいて、今後も取り組みを推し進めていた

だければというふうに考えております。

化学物質過敏症、あるいはセクシュアルマイノ

リティーの今後の話、あるいはパートナーシップ

制度については、今後もまた改めて質問を投げか

けさせていただきますので、ぜひともよろしくお

願いを申し上げたいというふうに思っております。

ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

特別支援教育の推進について外１件を、遠藤隆

男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、特別支援教育の推進につい

て３点、最初に小項目の１、特別支援学級の現状

と課題についてお伺いをいたします。特別支援教

育の充実を図るために、児童生徒一人一人の教育

的ニーズに対応した教育支援をされていることと

思いますが、１点目に名寄市の特別支援学級の現

状と教育支援をされている中での今後の課題等に

ついてお伺いいたします。

次に、小項目の２、特別支援教育専門家チーム

についてお伺いいたします。巡回相談等によりＬ

Ｄ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含めた障がい等

のある児童生徒への支援体制の整備や支援等が行

われていることと思いますが、２点目に特別支援

教育専門家チームの巡回相談等の実施状況につい

てお伺いいたします。

また、巡回相談等で把握された困り感のある児

童生徒の現状と今後の課題等がありましたらお聞

かせください。

次に、小項目の３、特別支援教育コーディネー

ターとの連携についてお伺いいたします。子供の

成長に合わせて支援要領は変わってくるものと思

います。また、特別な教育支援を要する児童生徒

には専門的な知識が必要と思いますが、そこで３

点目に特別支援教育コーディネーターの役割を含

め、教職員、保護者等との連携状況についてお伺

いをいたします。

次に、大項目の２、農業振興施策について２点

お伺いいたします。小項目の１、担い手の確保に

ついてですが、産業全般の担い手不足等による労

働力の確保は喫緊の課題となっておりますが、名

寄市の基幹産業である農業においても深刻な課題
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と認識をしております。そこで、１点目に、名寄

市における担い手の現状と人材確保、人材育成の

取り組みについてお伺いいたします。

次に、小項目の２、農畜産物のＰＲ推進につい

てお伺いいたします。名寄市では、モチ米を初め

品質や生産量を誇る農畜産物が多くあり、地域農

業の活性化のためにも地産地消の推進や消費拡大

に向けた市内外へのＰＲは重要であると考えます。

２点目に、名寄市の主な作物の現状と市場などに

おける評価についてお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 遠藤議員より大項目

で２点にわたって御質問をいただきました。大項

目１については私から、大項目２については経済

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

まず、大項目１、特別支援教育の推進について、

小項目１、本市における特別支援学級の現状と今

後の課題について申し上げます。障がい等のある

児童生徒が自立し、社会参画するために必要な力

を養うためには、一人一人の教育的ニーズを把握

するとともに、その子供が持つ可能性を最大限に

伸ばし、生活や学習上の困難を改善、または克服

することができるよう適切な指導及び必要な支援

を行う特別支援教育の充実を図ることが大切とな

っております。

特別支援学級は、障がいがあるために通常の学

級における指導では十分な指導の効果を上げるこ

とが困難な児童生徒に対し、実態に応じたきめ細

やかな教育を行うために小学校及び中学校の中に

特別に設置された少人数の学級のことでございま

す。平成１９年に改正された学校教育法の規定に

従い、小中学校には障がいの種類ごとに知的障が

い、肢体不自由、病弱、身体虚弱、弱視、難聴、

言語障がい、自閉症、情緒障がいの特別支援学級

を設置することができるとされております。特別

支援学級では、基本的には小中学校の学習指導要

領に沿って教育が行われますが、児童生徒の障が

いの状況等に応じて特別支援学校の学習指導要領

を参考として、特別の教育課程を編成できるとさ

れております。例えば障がいによる学習上、また

は生活上の困難の改善や克服を目的とした指導領

域である自立活動を取り入れたり、各教科の目標、

内容を下学級の教科の目標、内容にかえたり、各

教科を知的障がい者である児童生徒を教育する特

別支援学校の各教科にかえたりするなど、当該児

童生徒の障がいの状況等に合った教育課程を編成

することが可能です。

本市の特別支援学級の現状といたしましては、

昨年度と比べ令和元年度は全体では４学級減って

おりますが、在籍する児童生徒数に大きな変化は

なく、各学校において多様な障がい種の学級が設

置されております。このため一人一人の児童生徒

の障がいの状況等に応じた指導内容、指導方法の

工夫が求められており、緊要な課題になっており

ます。具体的には特別支援学級に在籍する児童生

徒一人一人の実態を的確に把握し、それに応じた

適切な支援を行うために個別の指導計画や教育支

援計画の作成、当該児童生徒に対する指導や支援

が学校全体で行われるよう校内の支援体制の整備

や個々のニーズに応じた指導、支援の充実を図る

必要があります。また、障がいのある児童生徒と

障がいのない児童生徒との交流及び共同学習を計

画的、組織的に行い、望ましい社会参加を目指し

て日常生活や社会生活に必要な技能や習慣が身に

つくような指導を充実させることが必要となって

おります。

次に、本市における特別支援教育専門家チーム

による巡回相談の実施状況について申し上げます。

本市においては、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症

等を含め、障がい等のある児童生徒への総合的な

支援体制の整備及び指導や支援の充実を図るため、

幼児、児童生徒の障がいの有無を判断したり、望

ましい教育的対応について専門的意見を示す本市

特有の特別支援教育専門家チームを設けておりま
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す。専門家チームの委員は、心理学の専門家であ

る名寄市立大学の教員や特別支援教育に精通して

いる小中学校の教員、高等養護学校の教員、教育

委員会の指導主事から構成され、各学校等からの

要請を受け、当該学校の教員等に対し学習環境や

指導方法等に関する指導、助言を行う巡回相談を

実施しております。本市では、生活や学習上の困

り感を抱えている児童生徒が多く見られることか

ら、平成２８年１月に名寄市特別支援教育専門家

チーム設置要綱を改正し、障がいの有無にかかわ

らず、学校生活や家庭生活において困り感を持っ

ている全ての児童生徒等を対象に巡回相談が実施

できることといたしました。その結果、平成３０

年度は各学校からの４６件の要請に対し、延べ１

３２名の委員が巡回相談等を実施してきたところ

でございます。

これまでの巡回相談においては、認知特性、学

習障がいが疑われる子供、多動性、衝動性の傾向

がある子供、帰国子女の子供などへの対応のあり

方等について相談要請がありました。この要請を

受け、専門家チームが巡回相談を行い、認知特性、

学習障がいが疑われる子供に対しては、家庭と連

携して支援に当たるとともに、学習における学校

の役割と家庭の役割を明確にして学習支援をして

いくこと、多動性、衝動性の傾向がある子供につ

いては、ソーシャルスキルトレーニングを行うこ

とや気持ちが乱れてしまったときは気持ちを落ち

つかせるために一時的に別な場所に行くことを認

めてあげること、帰国子女の子供については日本

語の力をはかるため就学時健診時に行った発達検

査を再度行い、その変容を見ることで指導方法を

見直していくことなど、一人一人の困り感に応じ

た具体的な教育的支援のあり方について指導、助

言を行う等の対応をしてまいりました。また、学

校と保護者が協議し、児童生徒の困り感等につい

て客観的なデータをもとに明らかにしたほうがよ

りきめ細やかな支援ができるのではないかと判断

した場合には、専門家チーム委員が保護者に対し

て発達検査の説明をしたり、同検査の実施結果を

わかりやすく説明するなどの対応をしてまいりま

した。さらに、家庭の問題等が原因で当該児童生

徒が不登校傾向になっている場合には、専門化チ

ーム委員はもとより、当該児童生徒が所属してい

る学校の教職員や当該児童生徒及び家庭に携わっ

ている関係機関の担当職員等による個別支援会議

を開催し、それぞれの役割に応じた支援のあり方

等について協議をするなどの対応をしてまいりま

した。

今後の課題といたしましては、学校が特別支援

教育コーディネーターを中心に児童生徒等が必要

としている教育的ニーズをよりきめ細かく把握し、

さらに指導や支援の充実を図ることやこれまで以

上に巡回相談を積極的に要請するなど、専門家チ

ームを一層有効に活用することが挙げられます。

次に、小項目３、本市における特別支援教育コ

ーディネーターが校内の教職員や保護者、関係機

関とどのように連携しているかについて申し上げ

ます。特別支援教育の充実を図るためには、学校

が一体となって児童生徒一人一人の教育的ニーズ

の把握に努め、適切に対応することが重要でござ

います。このため学校では特別支援教育コーディ

ネーターを校内分掌に位置づけるなど、校内支援

体制の充実に努めております。

特別支援教育コーディネーターは、校内の教職

員や外部の関係機関と連携を図りながら、連絡調

整を行ったり、保護者等の相談の窓口、担任等へ

の支援等といった役割を担っております。具体的

には校内の教職員や関係機関と情報交換をするこ

とや保護者からの相談に応じ、保護者の気持ちを

受けとめながら理解や協力を求めること、担任等

の教員に具体的な支援方法等について助言するこ

と、特別支援教育専門家チームから受けた指導、

助言を踏まえ、校内の支援体制等について工夫改

善を図るなどして各方面との連絡協力を進めてい

るところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業振興施策について、初めに小項目の１、

担い手の確保について申し上げます。

名寄市におきましても農家戸数は年々減少を続

け、農業従事者の高齢者も進行していることから、

担い手不足は本市農業の大きな課題となってござ

います。市の調査では、平成３０年７月末現在、

３０アール以上の農地を所有し経営している農家

戸数は５４２戸となっており、経営主が６０歳以

上の農家戸数は３０９戸、そのうち後継者のいる

農家戸数は５４戸で約１ ５％にとどまり、その

多くは後継者不在となってございます。しかしな

がら、ここ数年は農家子弟のＵターンや新規学卒

者などによる就農が一定数確保されておりまして、

平成２６年から３０年度までの過去５年間の新規

就農者数は４１名で、ＪＡ道北なよろ管内青年部

の部員数は過去最高となっていることに加えまし

て、新規参入者についても過去５年間で６組とな

っております。地域農業にとってうれしいニュー

スとなってございます。

本市の取り組みについてでございますが、まず

担い手確保では道北農業担い手育成対策協議会を

通じての名寄産業高校酪農科学科への支援を初め

といたしまして、新規就農者支援事業の見直し、

拡充や地域おこし協力隊制度を活用した農家子弟

や新規参入者の確保などに努めてございます。ま

た、担い手の育成では、農家子弟が後継者として

早期に定着、安定が図られるようＪＡとの協調に

よる農業後継者支援事業を創設したほか、農業青

年活動への支援や交流会などの開催、ＪＡ、普及

センター、市で構成する新規就農者支援チームや

集落支援員による指導相談体制など、財政的支援

に加え技術や生活面でのサポートの充実が成果に

つながっているものと受けとめているところでご

ざいます。

次に、小項目の２、農畜産物のＰＲ推進につい

て申し上げます。本市におきましては、恵まれた

水利と豊かな土壌、冷涼な気候と昼夜の寒暖差な

どの条件を生かし、安全でおいしいさまざまな農

畜産物が生産されてございます。平成３０年度産

の主な実績につきましてＪＡの取り扱いベースで

見てみますと、日本一の生産量を誇るモチ米は約

２５億 ０００万円、次いでスイートコーンが５

億 ０００万円、カボチャ約５億 ０００万円、

アスパラが約４億 ０００万円、バレイショが約

１億 ０００万円と続き、その主な出荷先につき

ましては関東、関西、中京、そして道内となって

ございます。

モチ米は、施設において着色や粒の大きさなど

を均一に調整されており、品質のよさややわらか

さなどの特性が赤福を初め実需企業から評価、信

頼され、優先的に御購入をいただいております。

また、味覚や規格にすぐれたアスパラやカボチャ

なども選果場で厳格に選別されているほか、アス

パラ、スイートコーンは生産者の皆さんが収穫の

時間や管理に注意を払い、出荷後は選果センター

において真空予冷するなど、味や鮮度を保つ対策

も行っているため、取引先の市場などから高い信

頼と評価をいただいてございます。また、カボチ

ャやスイートコーンを出荷する黄色の段ボール箱

は、市場などにおきまして名寄ブランドとして広

く認知されており、生産者の皆さんを初め関係各

位のこれまでの努力の積み重ねが実需者や市場関

係者などとの強い信頼関係に結びついたものであ

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御答弁をいた

だきまして大変ありがとうございました。何点か

再質問をさせていただきます。

まず、特別支援教育の推進についてからお伺い

をいたします。先ほどの丁寧な御答弁で名寄市の

特別支援教育の現状、概要については認識をさせ

ていただきました。特別支援教育において児童一

人一人の教育的ニーズに対応した適切な教育支援
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を行うためにも、児童生徒個々の障がいの状態や

特性を把握することは重要であると考えますが、

現在名寄市における特別支援学級と普通学級との

交流及び共同学習についてどのような取り組みが

されているのか。また、各学校の現状を含めまし

てお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 特別支援学級と普通

学級との交流ということで御質問いただきました。

現在学校においては、障がいのある子供と障がい

のない子供たちが可能な限り同じ場でともに学ぶ

インクルーシブ教育システムの構築が求められて

いるところでございます。このため学習指導要領

では、障がいのある子供と障がいのない子供の活

動をともにする機会を積極的に設けて、相互の触

れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的と

した交流と、教科等の狙いの達成を目的とした共

同学習を一体として捉えた交流及び共同学習の推

進を重視しているところでございます。

本市の小学校におきましては、交流及び共同学

習を９時間から１５時間程度各学校で行っており

ます。具体的には理科や音楽、図画工作などの教

科で通常学級の生徒と同じ学習内容を学んだり、

総合的な学習の時間で支援を受けながら、ともに

体験活動や調べ学習に取り組んでいるところでご

ざいます。また、中学校においては、４時間から

１４時間行っておりますけれども、具体的には技

術家庭科や美術などの実技教科の学習内容を学ん

だり、学級活動や学校祭などの行事に取り組んで

いるところでございます。

教育委員会といたしましては、交流及び共同学

習などを通じて、社会性や豊かな人間性を育むた

めに現在小学校５校に２４名、中学校４校に６名

の学習支援員を配置しておりますけれども、今後

も各学校の実践を共有することで効果的な指導方

法等の一層の工夫改善を図っていくとともに、学

習支援員や特別支援学級の担任だけではなく、全

教員が共通の認識を持って教育に当たることがで

きるように各学校を支援していきたいと考えてお

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし

た。引き続き取り組みを続けていってほしいと思

います。子供たちが明るく元気に学び、成長して

いけるように、保護者を含め教職員、特別支援教

育コーディネーター、特別支援教育専門家チーム

がしっかりと連携をして、学校全体での支援体制

を充実させるような取り組みを引き続きお願いし

たいと思います。

次に、障がいのある児童生徒への就学及び進路

指導についてお伺いをいたします。特別支援教育

の推進において名寄版個別の支援計画「すくら

む」の普及促進に努められていると思いますけれ

ども、障がいを持つ保護者の中には障がいのある

子供の進路に関してどこに相談していいかわから

ないといった声もあり、そこで乳幼児期である就

学前、学童期等の就学中、青壮年期の就学後にお

ける取り組み、また保護者を含めました各関係機

関との連携等についてお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 就学、進路指導の取

り扱い、またそれに携わっている関係機関との連

携について御質問いただきましたので、お答えを

させていただきたいと思います。

障がいのある子供にかかわる全ての関係者が障

がいの状態や認知、学習、行動等の特性について

情報を共有し、小中高、就業と各学校段階間にお

けるきめ細やかな途切れることのない支援体制の

充実を図ることが極めて重要なのだというふうに

考えております。このため名寄市教育支援委員会

というのを設置しておりますが、心身に障がいの

ある子供たちが小学校や中学校に通学するに当た

って、本人の障がいの状態、教育的ニーズ、保護

者や心理学等の有識者の意見、学校や地域の実情

等を踏まえた総合的な観点から、進学にかかわる
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支援について教育委員会としても努めているとこ

ろでございます。

また、本市では幼稚園、保育所、保育園、認定

こども園、小中学校、高等学校、名寄市立大学、

就労機関等の関係者から構成される名寄市特別支

援連携協議会専門委員会を設置しているところで

ございます。この専門委員会につきましては、３

部会から構成されておりますけれども、各部会に

ついては各学校間の途切れることのない支援体制

の充実を図るために、各学校段階間の連携のあり

方について情報交換を行ってきている委員会とな

ってございます。具体的には専門委員会では今年

度名寄版個別の支援計画「すくらむ」の有効活用

や日常の授業や活動、行事等を相互に参観する取

り組みや各学校間の引き継ぎ等のあり方について

情報交換を行うなど、子供たちの進学に伴う円滑

な接続を図る取り組みを委員会の中で行ってきて

いるところでございます。

また、就学後の子供たちの進路につきましては、

地域における相談支援の中核的な役割を担ってお

ります基幹相談支援センター事業ぽっけが相談窓

口となることになります。

今後も教育委員会といたしましては、児童生徒

が個々のニーズに応じた適切な指導、支援を受け

られるよう、先ほどの教育支援委員会や特別支援

連携協議会及びその専門委員会等の関係機関がそ

れぞれの機能を効果的に発揮しながら、互いに連

携を深めながら、途切れることのない一貫した支

援体制の充実に努めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし

た。

いろいろ質問させていただきましたけれども、

私は自閉症という障がいのある子供を持つ親の一

人であります。約２１年以上前の話になりますが、

子供が小学校へ就学をする前のことですが、現在

豊西小学校はありませんけれども、当時私の学区

内の小学校は豊西小学校であり、豊西小学校には

当時特学、今でいう特別支援学級もなく、本当に

どうしていいのかわからず、子供の将来を含め大

変不安になった時期がありました。親としては、

せめて中学までの義務教育期間中は一緒に暮らし、

兄弟と一緒の学校へ通わせてあげたいという思い

があると思います。私の場合、当時の市の相談員

の方がしっかりと私の思いを受け入れてくださり、

学校の教職員、また教育委員会の皆様の御尽力に

より、専門の先生の配置を含め、豊西小学校に初

の特学をつくっていただきました。兄弟と同じ学

校に通わせることができ、子供も明るく元気に６

年間を過ごすができ、御尽力をいただいた当時の

皆様、また当時一般的に理解をされていなかった

自閉症という障がいを受け入れてくださった名寄

市に大変感謝をしているところでもあります。

また、当時はなかった発達障害者支援法が平成

１６年１２月に公布、翌年４月には施行され、平

成１９年には学校教育法の改正により小中学校に

障がいの種類ごとに特別支援学級を設置できるよ

うになり、発達障がいが障がい者に含まれるもの

であることを障害者自立支援法、児童福祉法にお

いて明確化されるなど、各種障がい、障がい者に

対する理解が向上してまいりました。その中でも

名寄市は、各種障がい、障がい者に対する理解度

が高いと私は認識をしております。

私もそうでしたが、子供の障がいを理解し、受

け入れるまでには時間がかかります。子供の将来

を考えると、大変不安になることもあります。障

がいを持つ子供の保護者から誰に相談していいの

かわからないといったような声を聞くことがない

ように、さらに市、保護者、教職員、関係機関等

が連携のしやすい体制づくり、子供たちが本当に

明るく元気に学び、成長し、保護者、御家族の皆

様が安心できるような取り組みを引き続きお願い

をしたいと思います。

また、これから名寄市へ転入される方の中にも

障がいのある子供を持つ方がいると思います。引
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き続き市のホームページでの情報発信のほか、各

関係機関との連携強化による情報発信をしていた

だいて、安心して転入をしてもらえる体制づくり

もあわせてお願いいたします。

次に、農業振興施策、担い手の確保についてお

伺いをいたします。担い手の確保において後継者

の就農が中心になるものと考えますが、一方で不

足する担い手を確保するためには地域外からの受

け入れは効果的と考えます。先ほどの取り組みに

もありました地域外からの受け入れとして取り組

んでいる地域おこし協力隊について、募集方法等

についてお伺いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 再質問をいただきま

した。議員が言われますように担い手の確保につ

いては、多様な担い手の確保が必要だろうという

ことで、その中心は後継者になりますけれども、

それ以外の外部からの担い手の確保も必要だろう

ということで、今その中心となるのが地域おこし

協力隊ということで進めさせていただいていると

いうことであります。

地域おこし協力隊について少し説明させていた

だきますと、これは国の総務省の制度でありまし

て、地方で不足する人材を都市部から受け入れて

地域力の維持、強化を図るという制度でありまし

て、国からはさまざまな情報提供のほか財政的支

援なども受けることができると、そういう制度で

ございます。

名寄市におきましては、平成２５年度からこの

制度を新規就農を確保するということで導入をさ

せていただいているところでありまして、最大３

年間の農業研修期間を経て新規就農に結びつくよ

うにということで、私ども取り組みをさせていた

だいているところであります。幸いにこれまで６

名の地域おこし協力隊を委嘱することができまし

て、そのうち２名の方が市内で就農されておりま

すし、現在も１名の方が農家で研修を積んでいる

と、そういう状況になってございます。

御質問いただきました募集の方法についてとい

うことでありますけれども、これは市にホームペ

ージがございますので、そういったものに情報を

載せさせていただいていることを初めといたしま

して、公益財団法人北海道農業公社というのがあ

りますけれども、こういった公の団体、あるいは

民間によって新規就農者募集のイベントなどがあ

りますので、ここに私どもも参加をさせていただ

きながら、実際に向かい合いながら募集をやらせ

ていただいているというのが現状であります。ま

た、実際に窓口に来られた方、相談に来られた方

に対しましては、ＳＮＳを活用するなどして、そ

のイベントの後についても丁寧な対応をさせてい

ただいているほか、名寄市に来ていただいたとき

に実際に農業体験するときには支援制度なんかも

ありますので、こういった制度のＰＲも含めて本

市での農業体験の御案内もさせていただいている

というところであります。

また、この地域おこし協力隊は、移住にもつな

がるということから、庁内の移住セクションとも

十分連携をさせていただいているところでありま

す。移住のほうでもそういった移住者を募集する

イベントなどがありますので、そこに参加をして

いただきながら、農業に興味のある方などの情報

を私どものほうに寄せていただいたり、あるいは

その場を活用しながら地域おこし協力隊の情報発

信もしていただいているところでありまして、今

年度については道外から２組の農業体験実習生が

本市で農業ですとか生活環境を体験いただくこと

ができました。一定の成果があらわれたと私ども

受けとめているところであります。

今後につきましても横の連携をしっかりととり

ながら、さまざまな機会を活用しながら情報を発

し、さらにはその後の丁寧な対応を進めてまいり

たいと思いますので、ぜひ御理解をいただければ

と思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし
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た。

地域外からの人材確保については、市のホーム

ページによる情報発信、また新規就農者の募集イ

ベント等への参加、積極的な募集活動をされ、大

変御苦労されていることがわかります。やはり募

集に関しては、応募をしてくださる方にどれだけ

印象に残るように伝えるかが重要であると私は思

います。名寄市には、地域おこし協力隊から既に

就農されている方がおられます。その方たちが直

接応募してくださる方に伝えることが最大のＰＲ

ではないかと私は考えております。また、生活面

でも不安とならないよう、名寄市の魅力を含め、

生活環境等もしっかりと伝えるほか、応募してく

ださる方との信頼関係を築くことが必要であると

私は考えておりますが、今後の募集についてはど

のようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の募集について

ということであります。基本的には各種イベント

などを通じての直接的な相対での勧誘というので

しょうか、そういうものを今後も続けていきたい

というふうに思いますし、先ほど申し上げたよう

にそこでできたきっかけをいかに丁寧につないで

いくかというのが非常に大切だと思っております

ので、そういった後のフォローというのでしょう

か、そういった対応も十分してまいりたいなとい

うふうに思っています。

それと、名寄市の新規就農の受け入れの大きな

ポイントは、受け入れた後の指導体制だというふ

うに思っていますので、農業支援員なども含めて

設置をしておりますので、そこの丁寧な対応につ

いてもぜひＰＲをさせていただいて、一人でも多

くの地域おこし協力隊獲得に向けて努力をさせて

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

財政面でもいろいろ限りはあると思いますけれど

も、できれば私が先ほど申した既に就農されてい

る方たちを直接そういう場に連れていっていただ

いて、直接ＰＲをしてくださるような取り組みも

引き続きしてほしいというふうに考えております。

農業の担い手の確保については、地域おこし協

力隊の積極的な募集にあわせて、就農に向けた条

件整備が必要になると思います。その一つに先ほ

ど課題として御答弁のあった地域での受け入れ態

勢の充実を考えております。また、技術の習得も

課題と言われましたが、より実践的かつ自立的な

リハーサル農業の研修も必要ではないかというふ

うに私は考えております。農業振興センターの活

用を含めた整備体制も一つの方策であると私は考

えておりますが、その辺を含めましてどのように

お考えかをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほどの今後の募集

のところで今提言をいただきました地域おこし協

力隊、実際に入ってきた方、その方の声を伝える、

そこについては私どもぜひ今後取り組みを検討さ

せていただきたいと思いますし、前向きに進めさ

せていただきたいなと思っていますので、ぜひ御

理解をいただければというふうに思います。

それと、今御質問いただきました一つは地域で

の受け入れ態勢が重要でないかという御意見であ

りました。私どももここは同じ思いをしていると

いうことで、地域で実際に就農する、さらには定

着する上で地域の受け入れ態勢というのが大きな

ポイントだというふうに思っています。数年前に

総務省から地域おこし協力隊の事例調査というこ

とで本市にお越しをいただいたことがありました。

このときに、総務省から来られた方ですけれども、

名寄での地域の受け入れ態勢を名寄方式ですねと

いうことで非常に高い評価をいただいたというこ

とがありました。私ども非常にうれしいと思って

いましたけれども、やはりここが大切なのだなと

いうのを改めて痛感したところであります。

現状について申し上げますと、これまで風連の

日進地区、あるいは東風連地区でそれぞれ地域で



－81－

令和元年６月１９日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

受け入れをいただいておりまして、農家での農業

研修はもとよりでありますけれども、就農時の農

地の紹介ですとか、あるいはその後の農作業など

でも大変お世話になっているところであります。

また、農業以外でも地域でのイベントを初めコミ

ュニティー活動がありますけれども、そこへの参

加ですとか、あるいは生活面でも大変お世話にな

っておりまして、これらの成果として風連の日進

地区においては平成２９年度から２組の新規就農

者が営農に結びついたのではないかというふうに

考えているところであります。地域おこし協力隊

の成功、先ほど申し上げましたけれども、地域の

皆さんの御理解と御協力なしでは成り立たない制

度だというふうに考えておりますので、今後もよ

り多くのほかの地区にも受け入れていただけるよ

うに理解をいただきまして、協力、働きかけてま

いりたいと考えているところであります。

また、もう一つ御提案をいただきました農業振

興センターの活用ということであります。現在も

主に冬期間となりますけれども、就農に必要な経

営ですとか栽培に関する座学を中心にした研修を

農業振興センターの中で行っております。この農

業振興センターには専門的な技術員ですとかが常

駐していること、さらには必要な設備などについ

ても一定程度整っておりますので、独立に向けて

のリハーサル農場としての活用について今後調査

をしてまいりたいと思いますので、ぜひ御理解を

いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし

た。担い手を確保するには、これからも大変御苦

労されると思います。しかし、地道な募集活動が

人材確保へとつながっていくと思いますので、継

続した取り組みをよろしくお願いいたします。

また、新規就農者の支援、定着のためにも地域

での受け入れ態勢の充実、農業振興センターの活

用を含めた体制整備もよろしくお願いいたします。

次に、農畜産物のＰＲについてですが、名寄産

の旬の野菜はとてもおいしく、先ほどの御説明か

らも高い評価を得られているということがわかり

ましたが、まずはやはりここ名寄市に暮らす市民

の皆様が名寄の農畜産物を実際に味わい、そのお

いしさを実感をして、誇りに思えることが重要で

あるというふうに私は考えます。そこで、市内で

購入できる場所等を含め、消費拡大や名寄産の農

畜産物のＰＲ等の取り組みについてお伺いをいた

します。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私どもも議員が言わ

れますように市民の皆さんに地場産農産物のおい

しさ、さらにはすばらしさを知っていただくこと、

そして広めていただくことが地産地消の推進です

とか地元農産物のＰＲあるいは消費拡大に極めて

重要だろうというふうに考えているところであり

ますし、実際に現在も市内ではさまざまな団体、

官民を問わずいろんな取り組みがされている現状

にあるというふうに認識をしてございます。

幾つか紹介をさせていただきますと、まず市内

での購入場所についてでありますけれども、これ

は生産者が個人あるいはグループなどで直売所を

設置あるいは運営している事例がございます。こ

のほかにも道の駅、あるいは市内のスーパーでも

地場産の農畜産物等が販売をされておりますし、

産業高校ですとか福祉関係の事業所などでも生産、

直売に取り組んでいるような事例も見受けられま

す。これらを通じて市民の皆さんが旬の野菜を購

入できる機会や場所が提供されておりますので、

市としましてはこれらの直売所などの開設場所で

すとか開設日時などチラシとしてまとめさせてい

ただきまして、毎年広報とあわせて全戸に配布を

し、市民の皆さんに周知をさせていただいている

ところございます。また、春にはアスパラまつり

がございますし、夏には産業まつりがございます。

秋には地産地消フェアなど季節ごとにさまざまな

イベントを開催しておりまして、その場におきま

して販売、ＰＲを行っておりますし、また観光協
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会などでは道内外へ野菜を発送する畑自慢や、あ

るいは特産クラブなどの物産事業、ふるさと応援

寄附事業での返礼品のほか、交流自治体イベント

でも農産物品の販売などを行っておりまして、今

後もこういったさまざまな機会を活用しながら、

消費拡大や地場産農産物のＰＲに取り組んでまい

りたいと考えております。御理解をいただければ

と思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

さまざまな取り組みが行われておりますが、一

方名寄市の農畜産物をどこで買えるかわからない

といった声もまだあります。まだまだ市民の皆さ

んに情報が行き届いていない部分があり、さらな

る情報提供に取り組んでほしいというふうに思い

ますけれども、どのようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私どもも市民の皆さ

んからそういった声を耳にする機会がございます。

ただ、先ほど申し上げたように地場産の農産物が

直売あるいはスーパー、道の駅などで売られてい

るというところもありますので、これらの情報提

供に一層努めていきたいというふうに思っており

ます。

また、これは私どもだけということではなくて、

関連する協議会、団体などもたくさんあります。

例えば食のモデル実行協議会、食育推進協議会な

どがございまして、食に関連するさまざまな団体

がありますので、こういった団体ともしっかりと

連携、協力をしながら、より一層の情報提供に努

めてまいりたいと思いますので、ぜひ御理解をい

ただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

ＰＲについては、市外、道外へＰＲすることは

必要であると思いますが、やはりまずは市民の皆

様に名寄でとれたものを食べてもらうことが最も

重要ではないかというふうに思っております。食

べていただければ、名寄の農畜産物のおいしさを

知っていただくことができると思います。それが

口コミとなり広がり、それがＰＲとなって、農業

の活性化、名寄市の活性化につながっていくので

はないかというふうに私は思っております。

名寄産の農畜産物の消費拡大、ＰＲ等について

は、さまざまな取り組みが行われており、それら

の取り組みが継続されますよう市としてのサポー

トを引き続きよろしくお願いしたいと思います。

１年前まで恥ずかしながら私も名寄の農畜産物

のよさも余り知らず、買ってきたものを普通に食

べ、出されたものを普通に食べるというような生

活をしていたと思います。昨年の４月からことし

の３月までの１年間という短い期間ではありまし

たが、農業振興センターに勤務をさせていただき、

名寄市の農業の現状、人手不足の中、気候の影響

を受けながらも一生懸命取り組み、名寄の基幹産

業である農業を守っている農家の皆さんがおり、

本当においしい名寄の農畜産物を生み出している

ことを知ることができました。名寄でとれたもの

は、何を食べても本当においしいと思えるものば

かりです。農業の発展のため、名寄市の活性化の

ためにも、まずは市民の皆様に食べていただける

ような取り組みを含めた農畜産物のＰＲをお願い

したいというふうに思います。

私も名寄市民となり、３７年目に入ります。私

は、名寄に住んでいて本当によかった、これから

も住み続けたいと思っている一人でもあります。

名寄市全市民の皆様が安心できる、これからも住

み続けたいと思える思いやりのあるまちづくりを

これまで私を育てていただいた名寄駐屯地、名寄

市のために恩返しをしていきたいという思いをお

伝えし、質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

１５時５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５０分
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再開 午後 ３時０５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ふるさと納税について、三浦勝秀議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告に従い、大項目１点質問させ

ていただきます。

大項目１、ふるさと納税に関してお伺いいたし

ます。小項目１番、使途指定の寄附を財源とする

事業実績についてお伺いいたします。３０年度本

市に対する寄附の実績は、件数 ５１８件、金額

にして ７５７万円と報告されております。この

寄附を行う際に本市に対する寄附者の使途の特定、

つまりどのような事業に対し寄附金を使用してほ

しいかという項目があり、その内容は名寄市ふる

さと応援寄附条例第２条より大学に関する事業や

天文台に関する事業など７項目あります。そこで、

本市に対して寄附いただいた方々の思いのとおり

事業が行われているのかお伺いいたします。また、

指定事業なしの寄附についてもどのような事業実

績があるのかお伺いいたします。

小項目２、使途を指定した寄附の事業区分拡大

についてお伺いいたします。現在ふるさと納税の

事業区分は７項目あり、本市の取り組みを市外に

ＰＲすることができるツールと考えております。

しかし、昨年度の実績では、指定事業なしの寄附

が １５６件で、全体の４ ３４％となっており

ます。このことから、事業区分に対して項目をふ

やし、寄附者の選択肢を広げることでさらに本市

を応援していただけると考えます。その新たな具

体的な項目として、１つ目に名寄市総合計画の重

点プロジェクトの一つである経済元気化プロジェ

クトに基づき観光に関する事業の追加、２つ目に

名寄市都市計画マスタープランのコンパクトシテ

ィーに基づきまちづくり中心市街地活性化に関す

る事業の追加、新たに条例第２条、事業区分に追

加することについてお伺いいたします。

次に、小項目３、ふるさと納税事業の次年度以

降の見通しについてお伺いいたします。今年度６

月に総務省からふるさと納税の制度が改正され、

返礼品による他市町村との格差が少なくなってい

くことや２９年度から３０年度にかけても本市に

対する寄附の件数が ８７０件、金額にして １

３３万円増加していることを考えると、本市の特

産品をさらに全国的にＰＲすることができる機会

がふえていくと考えられます。特に件数が増加し

ている農産物や新たな返礼品の追加についてどの

ように対応していくのかお考えをお聞かせいただ

きたく存じます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま三浦議員か

ら大項目１、ふるさと納税について、小項目で３

点にわたって御質問いただきました。初めに、小

項目１、使途を指定した寄附を財源とした事業実

績について申し上げます。

本市では、いただきました寄附金につきまして

名寄市ふるさと応援寄附条例に基づき、地域振興

基金等に一度積み立てを行い、その翌々年度の予

算編成時に使途指定に合致した事業で寄附金を活

用させていただいております。今年度の予算で御

説明いたしますと、平成２９年度でいただきまし

たふるさと納税寄附金額 ６２３万 ０３４円を

地域振興基金に積み立てをし、今年度の当初予算

に同額を基金からおろして活用させていただくこ

ととしております。例えば農業に関する事業であ

れば、市単独で実施している農業支援事業などに

寄附額で同額の２７９万 ０００円を、子育てに

関する事業ではひまわりらんどやファミリー・サ

ポート・センターの運営費に寄附額と同額の３５

０万 ０００円を予算計上して活用させていただ

くことになっております。

なお、指定事業なしでいただきました寄附につ

きましては、昨年度は大学図書館、今年度は小学

校における学習支援員等、各年度においてそれぞ

れまちづくりに欠かすことのできない事業に活用
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させていただいているところでありまして、その

内容を平成２９年度から新たに本市ホームページ

にふるさと応援寄附活用報告として掲載すること

で周知を図っているところでございます。

次に、小項目２、使途を指定した寄附の事業区

分拡大についてお答えいたします。本市では、平

成２０年に名寄市ふるさと応援寄附条例を制定し、

５事業を使途を指定する事業としてスタートいた

しましたが、平成２９年度からの名寄市第２次総

合計画の策定にあわせて、重点プロジェクトに位

置づけられている施策や申し込みの際その他の事

業で指定されることが多かった事業の中から特色

ある事業を掲げることとして、農業と子育ての２

事業の追加と利雪・親雪を含む冬季スポーツの拠

点化事業の見直しを平成２９年３月に行ったとこ

ろです。

今般観光や商店街活性化に関する事業を追加で

きないかとの御質問でございますが、平成２９年

の見直しの議論でも重点プロジェクトで観光振興

等を含んでいる経済元気化プロジェクトを指定事

業に加え、多くの事業で活用できるようにしては

との意見もありましたが、基幹産業であり、申し

込みの際に指定される事業として多かった農業を

加えることで寄附者にとってわかりやすい事業と

するため、条例の改正を行ったところでございま

す。

また、指定事業を５事業から７事業にふやした

平成２９年以降も指定事業なしを選択する割合は

上昇していることから、指定事業を追加すること

が必ずしも寄附金の増加につながるものではない

と考えているところでございます。今後も国の動

向や本市の各種計画、施策と照らし合わせて、必

要に応じて随時見直しを行っていきたいと考えて

おります。

次に、小項目３、次年度以降の見通しについて

でありますが、６月１日からふるさと納税に係る

指定制度の運用が新たに開始され、本市において

も指定基準に適合していることから、５月１４日、

総務大臣から指定通知を受けたところであります。

過度な返礼品を送っていたため指定を受けられな

かった自治体、または指定を受けるために返礼品

の割合を下げるなどの対応をとった自治体にこれ

まで寄附していた方が今回の制度改正によって本

市に寄附いただけるようになるかどうかは不透明

でありますが、一人でも多くの方に御寄附いただ

けるようこれからも取り組みを進めてまいりたい

と考えております

本市の平成３０年度の寄附金額は ７５７万円

となり、前年度から １３３万 ０００円の増額

となったところであります。その要因といたしま

しては、平成２９年度から始めたインターネット

の専用サイトによるＰＲが浸透してきたことに加

え、記念品発送業務を委託しているなよろ観光ま

ちづくり協会が人気のスイートコーンについて農

協との調整を行っていただき、申し込み上限をな

くしたことにより大幅な増加につながったことが

挙げられます。今後におきましても前年度の実績

や専用サイト等での申し込み状況に応じて、観光

協会と随時協議を重ねることで本市の特産品を全

国的にＰＲできる機会を増加させられるよう努め

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それぞれ御回答いただ

きましてありがとうございます。順次再質問させ

ていただきます。

まず、小項目１番に関して再質問させていただ

きます。御回答の中にホームページでは２９年度

分をふるさと応援寄附活用報告として掲載してい

るとの御回答でしたが、本市ホームページ上では

２８年度までの大まかな実績しか公開されていな

いように見受けられます。名寄市ふるさと応援寄

附条例第１条の中に、寄附者の名寄市に対する思

いを具体化するとあり、このことからも寄附者に

対する誠意として寄附金を財源にどのような事業

に対し、幾ら基金を充当したのかという報告をす
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る必要があると思うのですが、お考えをお伺いい

たします。

また、３０年度までの事業報告について掲載予

定はいつごろになるのか、あわせて御回答をよろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま三浦議員か

らホームページでの活用報告の掲載内容について

ということでお尋ねをいただきました。御指摘を

いただきました掲載内容につきまして、現在は活

用させていただきました主な事業について掲載を

しているところですけれども、今後はその事業の

内容を少し詳細にしていきたいと。そのことで事

業による効果などもあわせて掲載をしていきたい

というふうに考えているところでございまして、

議員がお話しのとおり、寄附者の皆さんに寄附金

が有効に活用されているということを実感してい

ただけるように努めてまいりたいというふうに思

っております。

それと、３０年度までの事業報告についての掲

載予定ということで御質問があったかというふう

に思いますが、実は現在３０年度の事業報告とい

うのは平成２８年度の寄附によりまして３０年度

掲載するということになっていまして、この実績

につきましては、大変申しわけございませんけれ

ども、今作成中ということで、７月上旬にはホー

ムページで掲載ができるかなというふうに思って

ございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 御回答ありがとうござ

います。基金に積んで翌々年ということで、お金

が前年度と合致していないところがあるので、ち

ょっとわかりづらかったかなというのがありまし

て、この質問をさせていただきました。

現状ふるさと納税の実質的な報告は、主に本市

のホームページで確認することが多く、寄附者や

市民周知に関し重要な役割を担っていると思いま

すので、これからもよりわかりやすい実績報告に

なることを期待して、終わらせていただきます。

次に、小項目２番について再質問させていただ

きます。指定事業をふやすことが寄附金の増加に

つながるものではないとの御答弁でしたが、本市

の取り組みとして総合計画や都市マスプランの中

で観光や中心市街地活性化ということを掲げてい

るのであれば、寄附金増加という視点ではなく、

名寄市の取り組みを市内外の方にアピールすると

いう視点で考えれば、その項目をふやすというこ

とは本市に対しデメリットがなく、取り組むべき

事業であると思うのですが、お考えをお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほどの答弁でも少

し触れさせていただきましたが、平成２９年度、

現在の総合計画の中期計画を策定する際に一度見

直しの議論をさせていただいてございます。寄附

者が指定事業を見て、本市がどんなまちなのか連

想できるような事業を指定しようということで、

そのことがきっと議員が市のＰＲにもなるのでは

ないかというような趣旨かなというふうにお聞き

をしておりましたけれども、名寄市はやはり基幹

産業が農業ということでありまして、返礼品につ

いても農産物を中心として出しているというのが

現状でございます。本市の一番のＰＲということ

で、２９年度の見直しの際にも判断をさせていた

だいたところでございますので、余り指定事業を

ふやしても名寄のまちが連想できるようなことに

もならないかなというふうに思っておりますので、

その都度、その都度重要な事業、名寄市の施策に

あわせた見直しというのは当然必要でございます

けれども、先ほども言いましたけれども、今回は

２９年に一度見直しをしているということで、ぜ

ひ御理解をいただければというふうに思っていま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。
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〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

今その見直し、見直しの時期でまた御検討いただ

けるということで、随時何かプラスする項目等ふ

えていくかと思うのですが、そのときは前向きに

御検討をよろしくお願いいたします。

次に、小項目３番目の再質問なのですが、最後

に機会を増加していくという方針ということでし

たが、現状メロンなど返礼品によっては上限を設

けていると伺っております。このことから生産が

追いついていない農産物等に対し、行政側から支

援等の検討をしていくのかお考えをお伺いいたし

ます。

また、本市市民から他市町村への寄附による税

収減少への対応についてもあわせてお考えお伺い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず初めに、今現在

返礼品ということで農産物を中心に送っているわ

けですけれども、数量を限定しているのはメロン

ですとか実はございまして、昨年委託先のほうで

努力をいただいてということでお話しさせていた

だきましたけれども、一部まだ制限をさせていた

だいているということでございまして、ここの生

産が追いついていないというか、もっと出荷すれ

ば返礼品として利用ができるのにということで何

か支援策はということだというふうに思うのです

が、このことにつきましては現在例えばメロンで

いいますと２戸の農家の方にお願いをしてやって

いるということで、数量は４００ぐらいだったか

なというふうに思っていますけれども、やはり農

産物いろいろありまして、例えばメロンというの

はなかなか生産難しいというふうにお聞きをして

おりまして、議員が言っている支援策というのが

例えば技術的なメロンを栽培をする上での支援策

なのか、あるいは今生産をしているメロン農家の

方がさらに何か生産向上するための機械の導入な

のか、その辺も含めて検討することが必要かなと

いうふうに思っていますけれども、生産技術の関

係については、先ほど遠藤議員のほうからお話が

ございました農業振興センターのほうでも指導を

されているというふうに思いますし、機械等の導

入につきましては農業振興資金等があるかという

ふうに思いますので、担当の経済部のほうにでも

相談に行っていただければというふうに思ってい

るところでございます。

あと、本市から他市へふるさと納税をすること

によって本市の税が減収するということで、この

ことについてどう考えるかということなのですけ

れども、例えばことしでいいますと控除額が約

５００万円ということでございます。実は、昨年

よりも４００万円ほど減収しているというこれは

状況になってございまして、この減収に対してど

う考えるのだということで御質問なのですけれど

も、何とか減ってくる減収についてはふるさと納

税の寄附金の額をふやす、そういった努力しかな

いのかなというふうに思っているところです。ふ

るさと納税制度がある以上は、他市町村にも当然

ふるさと納税で寄附をされる市民の方もいらっし

ゃるというのは現実だというふうに思っています

ので、この点については十分御理解をいただけれ

ばというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

具体的な数値目標というのはございますか、ふ

るさと納税での。お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ふるさと納税の目標

なのですけれども、ことしにつきましては予算上

はふるさと納税の寄附額で ０００万円というこ

とで計上させていただいております。昨年の当初

予算がたしか ５００万円だったというふうに思

いますので、 ５００万円ほど寄附額は増加をさ

せていただいて、予算編成をしているところです。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。
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〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

これからこの先 ０００万円をマックスに考え

られて、それ以上の寄附額は目指さないという方

針でよろしいですか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 額は多いほうがいい

のだというふうに思うのですけれども、単年単年

で一応前年度の状況というか見ながら予算編成さ

せていただいておりまして、目標に届かないよう

な予算編成ということにもならないかなというふ

うに思っていますので、御理解をいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ふるさと納税、ふるさ

と寄附金ということでありますけれども、私ども

の条例におきましては名寄市ふるさと応援寄附条

例であります。応援するというところがやはり主

眼になるということでありますので、一概に寄附

額だけを見ると、今全国的にもこういうふるさと

納税寄附金の状況どうなのだという議論も巻き起

こっております。どこかの税金が減るということ

は、どこかで寄附されているということでありま

すから、全体の地方財政の中においては、今これ

は転換点に場合によっては来ているということも

あるかと思います。例えば税収が ０００万円減

ると、通常は普通交付税の中で７５％補填される

ということでありますが、大都市においてはこれ

が働かない。税の流出が起きているということで

ありますので、私どもとしましては一概に寄附金

の額を追い求めるのではなく、制度あるいは政策

を通じて名寄市を応援していただける形での寄附

を追求すると、そういうような形であり、その延

長線上にどのぐらいの寄附があって、どういうよ

うな予算編成ができるか、そういうような趣旨で

この事業は取り組んでいきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

理解させていただきました。

生産者の方々や受託業者の方とよりよい協議を

重ねて、これからも名寄市を道外、市外の方にＰ

Ｒしていただればなと思います。

以上で質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時２９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 塩 田 昌 彦
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

統一自治体選挙の総括について外２件を、倉澤

宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいま議長より指名

をいただきました。通告順に従い、３点にわたり

質問させていただきます。

初めに、大項目１、統一自治体選挙の総括につ

いてお伺いをいたします。さきの統一自治体選挙

については、北海道知事選挙を初め各級選挙が執

行され、中でも北海道議会議員選挙、名寄市議会

議員選挙においては８年ぶりの選挙となったとこ

ろでございます。前回はそれぞれ無競争であった

ことから、選挙戦となった今回の道議選、市議選

については有権者の関心が高まると考えていたと

ころです。しかしながら、道議選については前回

より約６ポイント減、６ ７７％、市議会議員選

挙については前回より９ポイント減の６ １４％

と過去最低の投票率となりました。知事選におけ

る投票率は前回４年前に比べ４ポイント以上ふえ

た中、選挙が執行されました８年前と比べ道議選

は減少、とりわけ市民に一番身近な選挙である市

議会議員選挙の投票率が大きく減少する結果とな

りました。投票率の低下については、私ども候補

者に起因することも含め、さまざまな要因が考え

られると思いますが、選挙管理委員会事務局を兼

ねております総務部として今回の一連の選挙を総

括する中で、１点目として、それぞれの選挙の投

票結果についてどのように分析をされたのかお知

らせをください。

２点目として、今回の一連の選挙において有権

者に対する啓発活動としてどのような取り組みが

なされたのかお知らせください。

３点目として、今後執行を予定されている各級

の選挙に向けた投票率の向上に対する具体的な考

えについてお伺いをいたします。

次に、大項目２、将来を見据えた街区形成につ

いてお伺いをいたします。名寄市では現在都市計

画マスタープラン及び立地適正化計画の策定に取

り組まれておりますが、今後もさらなる人口減少

が想定される中で計画の策定に当たり行政コスト

の抑制、また高齢化社会への対応という観点から

もコンパクトなまちづくりの形成が課題であり、

その認識はこれまでもあったと考えます。２００

８年に策定された現計画における基本理念として

市街地の拡大抑制、既存の都市基盤の再生及び活

用、中心市街地の活性化、都市機能の集積、まち

なか居住の推進などが掲げられておりましたが、

１点目として、現在の計画策定後、この１０年余

りの間にコンパクトなまちづくりを推進すべく取

り組まれた各種事業の実績と成果についてお知ら

せをください。

２点目として、今後策定される計画の中におい

てもいわゆる中心市街地がまちづくりの核になる

と考えております。これからの中心市街地の位置

づけについてはどのように考えておられるのかお

伺いをいたします。

３点目として、コンパクトなまちづくりには欠

かせないまちなか居住を促進するに当たり、具体

的な居住誘導策についてお考えがあればお知らせ

をいただきたいと思います。

次に、大項目３、社会教育行政についてお伺い

をいたします。本市においては、図書館、博物館
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を初め研究施設としての機能を有した天文台など

社会教育施設については充実しており、職員につ

いても専門的な職種の人材も配置される中で各種

事業が行われております。青少年や高齢者を含め

た成人までの生涯を通して学習する場の提供もあ

わせて図られてきております。そうした状況のも

とそれらの教育施設を統括し、各施設と連携を図

りながら生涯学習全般の事業を行う生涯学習担当

においては事業の企画、生涯学習機会の提供、ま

た今後コミュニティスクール等を推進するに当た

っても社会教育の役割は重要となることから、計

画的な職員配置と長期的な観点での人材育成が必

要と考えております。

そこで、１点目、社会教育にかかわる人材につ

いてですが、現在の生涯学習担当における社会教

育主事及び生涯学習推進アドバイザーの配置状況

と社会教育主事講習等の受講など人材育成状況に

ついてお知らせをください。

２点目に公民館の役割についてですが、文化、

教養、健康、福祉など社会教育推進計画に基づき

企画された具体的な事業を実施する公民館は、中

央館機能を有した施設が風連、名寄、智恵文とも

現在３施設が存在し、各施設とも複数の分館を配

置し、これまでも地域における教育や文化事業等

を行い、健康の増進や情操の純化を図る役割を果

たしてきたと認識しておりますが、現在の中央館

と分館の位置づけとそれぞれの事業内容について

お知らせをください。

以上、この場からの発言とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま倉澤議員から大項目で３点にわたり御質

問いただきました。大項目１については私から、

大項目２については建設水道部長から、大項目３

については教育部長からそれぞれ答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

御質問の大項目１、統一自治体選挙の総括につ

きましては、名寄市選挙管理委員会の所管となり

ますので、同委員会事務局としてお答えいたしま

す。まず、小項目１、統一自治体選挙の投票結果

についてでありますが、過去の選挙の投票率と比

較し説明をさせていただきます。８年ぶりとなり

ました今回の道議選挙の投票率は６ ７７％とな

り、前回の平成２３年執行の選挙が７ ５７％で

ありましたので、対比では ９８ポイント減とな

ったところであります。また、平成１９年の選挙

が７ ３８％、さらにその前の平成３年の選挙が

８ ０６％でありましたので、平成２３年執行時

における平成１９年との対比では ６３ポイント

減、平成１９年執行時における平成３年との対比

では ６８ポイント減となっており、合併以降選

挙執行ごとに約５ポイントずつ減少してきている

状況であります。また、同じく８年ぶりとなりま

した今回の市議選挙の投票率は６ １４％となり、

前回の平成２３年の選挙が７ ０４％でありまし

たので、対比では ９ポイント減となりました。

平成１９年の選挙が７ ６２％、平成１５年が７

２２％でありましたので、２３年と１９年の対

比で ５８ポイント減、１９年と１５年の対比で

６ポイント減となっており、これまでの選挙と

比較をしても今回は特に減少幅が大きくなってお

ります。これは、先ほど申し上げましたとおり、

投票率が年々減少してきていることに加え、今回

の市議選挙においては立候補者が届け出をする告

示日当日まで選挙戦になるのか不透明な状況だっ

たこともあり、選挙に対する有権者の関心が薄く

なったことが要因の一つではないかと推察してい

るところです。

一方、知事選挙の投票率は６ ６８％となり、

前回の平成２７年の選挙が６ ３１％でありまし

たので、対比では ３７ポイント増となりました

が、平成２７年の選挙は道議選挙が無投票だった

ため投票率の低下が特に顕著でありましたので、

その選挙との対比では増加しておりますが、平成

２３年の投票率が７ ０７％、平成１９年が７

７３％でありましたので、今回の選挙と２３年の
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対比では ３９ポイント減、２３年と１９年の対

比では ６６ポイント減となっており、道議選挙

と同様に約５ポイントずつ減少してきております。

政治への無関心等から全国的に投票率の低下が進

んでおり、本市においてもその傾向があらわれて

いるものと考えております。

次に、小項目２、有権者に対する啓発について

お答えいたします。今回の統一自治体選挙におい

ては、４月に３つの選挙を執行するという大変過

密な選挙事務日程でしたが、新聞への広告掲載や

ＦＭラジオでのＣＭ放送、選挙公報の全戸配布、

名寄市立大学での啓発活動など有権者を投票に誘

導するための各種取り組みを行ってまいりました。

しかしながら、市の広報車による選挙宣伝につき

ましては、市議選挙では各候補者の選挙運動用自

動車が選挙期間中市内を走行していることから、

選挙宣伝の必要性や効果が低いと判断し、実施を

見送ったところであります。また、街頭啓発活動

につきましては、４月４日に市立大学校内におい

て選挙管理委員による啓発活動を行っております

が、当初計画していました市議選挙期間中の市内

商業施設における啓発活動につきましては選挙事

務日程の都合上実施が困難と判断し、今回は中止

といたしました。限られた人員配置または時間的

制約がある中で、選挙管理委員会事務局にはミス

のない適切な選挙事務の執行が最優先で求められ

ることから、投票率向上のための効果的な選挙啓

発活動を行うことは今回のようにスケジュール的

に厳しい面もありますが、今後予定されている参

議院議員通常選挙も視野に入れながら、できる限

り啓発の充実を図り、有権者に投票を呼びかけて

まいりたいと考えております。

最後に、小項目３、今後の各級選挙に向けた取

り組みについてお答えいたします。直近で予定さ

れている参議院議員通常選挙以降におきましては、

今回の統一地方選挙で選挙事務日程の都合から見

送った選挙啓発活動も含めてこれまでの新聞広告

掲載やＦＭラジオでのＣＭ放送、選挙公報の全戸

配布、名寄市立大学での啓発活動、広報車による

選挙宣伝などを行い、有権者の投票行為につなが

る選挙啓発活動となるよう計画的に取り組んでま

いりたいと考えております。投票率の向上に向け

た投票しやすい環境の整備として、駅や商業施設

などへの期日前投票所や投票日当日の共通投票所

の設置などについて過去に検討した経緯がありま

すが、いずれの投票所につきましても二重投票を

防止するためのネットワーク整備に相当な経費を

要することや人員配置の問題などから実施は困難

と判断してきているところでございます。将来的

な投票率の向上を図るためには、有権者のみなら

ず１８歳以下の若年層に政治や選挙に関心を持っ

てもらう必要があることを踏まえ、これまで実施

してきた学校に対する投票箱等の選挙物品貸し出

しやポスター、標語などの募集を初め、今後は学

校での出前講座や模擬選挙などの実施など他自治

体での取り組みを参考にしながら研究をしてまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、将来を見据えた街区形成について答弁を申

し上げます。

初めに、小項目１、事業実績と成果についてで

あります。名寄市都市計画マスタープランは、２

００７年３月に本市が合併をして、将来の都市の

あるべき姿、まちの将来像を具体に示す基本的な

方針として２００８年３月に策定されました。計

画期間はおおむね２０年後である２０２６年と設

定して、おおむね１０年ごとに見直すこととして

いることから、昨年度から２カ年をかけまして現

在名寄市立地適正化計画策定とあわせて中間見直

しを行っております。名寄市都市計画マスタープ

ランでは、２つの基本理念として、市民と行政と

の協働のまちづくりとコンパクトなまちづくりを

設定しています。市民と行政との協働のまちづく

りについては、市民自治を確立するための基本原
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則を定めた名寄市自治基本条例やパブリック・コ

メント手続条例に基づき市民参画を推進するなど

さまざまな場面での市民参加に努めてまいりまし

た。コンパクトなまちづくりについては、風連地

区と名寄地区でそれぞれ都市再生整備計画事業を

実施いたしました。具体的には風連地区では風連

駅前に地域交流センターや診療所、商業機能の集

約化を、名寄地区では交通結節点や地域交流拠点

として駅前交流プラザよろーなの整備や文化機能

の集約として市民ホールＥＮ―ＲＡＹの整備、文

化センターのリニューアル、また公共施設へのア

クセス機能強化としてコミュニティバス運行など

の事業を実施をしており、都市機能の集約化など

に効果はあったものと考えております。その一方

で、コンパクトなまちづくりは市街地の拡大抑制

を基本としながら、都市機能の集積と中心市街地

の活性化で都市の魅力と活力を向上し、行政コス

トの低減を図ることとしておりましたが、急激に

徳田地区に大型商業施設や戸建て住宅が数多く立

地し、南北に縦長の都市構造となってしまい、工

業地域である本地域への抑制が図ることができて

いない状況にあります。今後におきましては、現

在策定中の立地適正化計画と連動させながら都市

機能をネットワークでつなぎ、行政コストかけず、

コンパクトで持続可能なまちづくりを図るため市

街地へ緩やかに人の流れと地域の経済の活性化が

図られる誘導施策の立案についてもあわせて検討

してまいります。

小項目の２、中心市街地の位置づけについてで

ございます。現在策定作業中の都市計画マスター

プランの高度化版である名寄市立地適正化計画で

は、２つの地区を設定することが計画の中心とな

っております。１点目は、居住誘導区域の設定で

あります。人口減少の中にあっても一定エリアに

おいて人口密度を維持することにより市民生活へ

のサービス向上やコミュニティーが持続的に確保

されるよう居住を誘導すべき区域です。２点目は、

都市機能誘導区域の設定であります。医療、福祉、

商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に

誘導を促し、集約を図ることで効率的かつ効果的

なサービスの提供を図ろうとする区域であります。

この居住誘導区域の検討では、今後も人口が集中

していく地区、土地利用の用途と整合性、公共交

通であるバス停の徒歩圏、災害リスクなどの条件

をもとに検討を行っております。また、都市機能

誘導区域については、公共交通においてアクセス

の利便性が高い区域であることや公共施設の立地

状況、都市機能が一定程度充実して、徒歩圏で移

動が可能な圏内であることなどの条件を踏まえた

上で区域の検討を行っております。この間本市が

交通の要衝で駅前を中心に発展してきた歴史的な

背景なども踏まえたときに、中心市街地と言われ

てきたエリアのあり方については十分検討すべき

必要があるものと認識をしてございます。しかし、

現在名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名

寄市立地適正化計画策定委員会の中で継続して議

論中でありますことから、詳細については申し上

げられませんが、居住誘導区域及び都市機能誘導

区域ともに重要なエリアの一つとして議論してお

りますことに御理解をいただきたいと思います。

続いて、小項目の３、居住誘導策についてでご

ざいます。居住誘導策につきましても現在名寄市

都市計画マスタープラン見直し及び名寄市立地適

正化計画策定委員会において議論中であるため、

具体的には申し上げられませんが、国は市町村が

講ずる施策の例として居住誘導区域内の住宅の立

地に対する家賃補助や住宅購入費補助、公共交通

網のサービスレベルの確保のため施策誘導、居住

誘導区域外の災害リスクの提示、空き地、空き家

などの都市のスポンジ化対策などを挙げておりま

す。今後におきましては、本市の特性や課題を考

慮した上で公共施設の再編や医療、福祉、まちづ

くりにかかわるさまざまな施策と連携を図り、相

乗効果を考慮するとともに、誘導施策についても

具体案を検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。
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〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

社会教育行政についてお答えをいたします。

まず、小項目１、生涯学習にかかわる人材につ

いてでございます。名寄市では、現在再任用職員

を含め社会教育主事の資格を有する職員は９名い

ますが、教育委員会事務局には配置されておりま

せん。また、社会教育主事講習の受講者について

は平成２３年度を最後に受講しておらず、資格取

得に係る予算措置もしておりません。また、生涯

学習社会の形成の一助として設置されている高齢

者大学、学級の運営指導などを行う生涯学習推進

アドバイザーについては名寄、智恵文、風連地区

合わせて４名を配置し、多種多様化している市民

の学習要求に応えるためタイムリーな学習内容の

設定や各種講座などの指導者の選定を行ってきて

おります。また、とりわけ社会教育主事には地域

の学習課題やニーズの把握と分析、地域における

生涯学習のコーディネートなど多くの役割が期待

されており、社会が複雑化し、市民の学習ニーズ

も多様化する中でその役割は大きくなってきてお

ります。社会教育法でも教育委員会の事務局に学

校教育主事を置くこととなっており、配置の必要

性はもちろんのこと、社会教育主事が社会教育の

推進に欠かせない存在であることについても認識

をしているところでございます。

次に、小項目２、公民館の役割についてでござ

います。名寄市では、現在公民館３館、各公民館

に置かれた分館１４館の計１７館が運営されてお

り、それぞれの公民館、分館は社会教育のための

施設として住民の教養、生活、文化の向上などの

ために各種講座や行事の開催などを行っています。

また、社会教育法第２１条第１項に基づき設置さ

れる本館機能を有する公民館は名寄、智恵文、風

連地区における生涯学習の拠点としての中核的な

役割を担い、住民のニーズに応える市民講座の開

設や青少年の健全育成事業などを行うほか、分館

との連絡調整を図り、独自の取り組みなどを通じ、

各分館の活性化に努めているところです。社会教

育法第２１条第３項に基づき設置された分館は、

住民の学習の場、地域コミュニティー活動の場と

して活用され、健康増進や趣味の講座、地域資源

を生かした講座などが行われており、分館が住民

のつながりをつくる場としての役割を果たしてき

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれただいま答弁

をいただきましたので、再質問をさせていただき

たいというふうに思います。

１点目の大項目１の統一自治体選挙の総括につ

いてですが、選挙管理委員会の分析としては政治

への無関心が高まっているというような内容でお

答えをいただきました。啓発の取り組みについて

も各取り組みについて今御報告をいただきました

けれども、選挙管理委員会の職員については総務

課の職員が兼務発令をされ、今回のように年度を

またぐような選挙日程の中では選挙事務とあわせ

て通常業務の繁忙期にも重なり、連日深夜までの

業務をこなしていたというふうに見受けられまし

たけれども、そうした中で適正な選挙事務の執行、

また十分な啓発活動が可能なのかというところの

お考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 御質問いただいたの

ですけれども、その前に、先ほど投票率の関係で

実は８年ぶりとなる道議選挙の投票率の関係で、

前回の２３年の執行率の投票率を７ ５７と答弁

したかというふうに思いますけれども、７ ７５

％ということでございますので、大変申しわけご

ざいませんが、訂正お願いしたいと思います。

今倉澤議員のほうから現行私ども言われるとお

り随時選挙が執行されるときに職員、総務部のほ

うの総務課を中心に選挙管理委員会ということで

従事しているということで、選挙管理委員会自体

は毎月実施をしているということになりますけれ
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ども、実際の投票事務等についてはその都度職員

が対応ということになっています。人数的には６

人ということで、この人数につきましては他自治

体と比較してもそんなに少なくないなというふう

には思っています。ただ、大都市においてはやは

り専任の職員が例えば１人いらっしゃって、選挙

がない年についてもある意味ではそういう啓発活

動等を中心にやっていらっしゃるのかなというふ

うには想像をしているところですけれども、現行

なかなか限られた職員数の中でその体制を、専任

の職員を６人から例えば１０人にするですとか、

あるいは常時職員を専任で配置をするというよう

な、ちょっとそういう状況には、大変申しわけな

いのですけれども、ないのかなというふうには考

えていまして、選挙事務に当たる職員、あるいは

当日の投開票含めて職員の皆さんには少しお手伝

いをいただきながらしっかりと選挙の執行が行わ

れるように努力をしているところでございますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 短期間の中での選挙日

程ということもありますけれども、職員の体調へ

の影響等も懸念される部分がございますので、少

しでもそうした負担の軽減といった意味でも選挙

年以外での通常の定期的な選挙の啓発活動という

ことで選挙期間中の啓発活動等の負担を減らせる

ような部分があるかと思いますので、ぜひとも御

検討のほどをよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

今後の各級選挙に向けた投票率の向上に向けた

取り組みについてですけれども、先ほどもちょっ

と御答弁の中でございましたけれども、１８歳の

選挙権が施行されて３年が間もなくたとうとして

いるということでございます。直近の選挙でよろ

しいですけれども、未成年者の有権者に係る投票

率についてわかる範囲でお答えをいただければと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市議選挙では１８歳、

１９歳の１０代の投票率は１０％ということで、

年代別でいえば最も低くなっています。これは、

名寄市全体ではなくて、標準投票区ということで

の数字ということで御承知ください。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 若年層の選挙の投票率

がやっぱりかなり低いと。本市においても同様の

状況だというふうに受けとめておりますけれども、

御答弁の中でありました主権者教育について平成

２８年に文科省のほうから示されました指針がご

ざいまして、その中でも自治体の役割として総合

教育会議の活用であったり、大学との連携という

ところも出ております。期日前投票の投票所の開

設も含めてさらなる踏み込んだ取り組みが必要だ

というふうに思いますけれども、そちらについて

のお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども少しお話し

させていただきましたけれども、これまでも学校

を対象に投票箱等の貸し出しですとかポスター、

あるいは標語等の募集を初め取り組みをしてきて

いるところでございます。今後につきましては、

私ども職員が少し学校のほうに出向いての出前講

座ですとか、模擬選挙などの実施に向けて近隣の、

あるいは、道内の先進的な自治体の取り組みを参

考としながら研究させてまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 引き続きの取り組みの

ほどをお願いしたいと思います。

先ほど選挙管理事務局としての選挙結果の分析

についての見解をお伺いしましたけれども、市の

執行者である加藤市長におかれては今回の選挙に

ついて市政の満足度の高さと捉えているのか、も

しくは関心の低さと捉えているのか、あるいは他

の要因があるというふうに考えておられるのか、
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お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の投票率については、

これまでと比較すると決して高いものではなかっ

たということで、今いろんな分析がされましたけ

れども、やっぱり市民の関心を高めていくという

ことが非常に重要だというふうに私も捉えていま

す。やっぱり住民自治がしっかりと機能するには、

この投票行動をできるだけたくさんの人が行って

いくこと、このことが自分自身の地域、まち、ま

ちづくりに関心を持っていくことにつながってい

くというふうに考えますので、今議員から御指摘

いただきました主権者教育だとか、若年層への啓

発、さらにはできるだけ投票しやすい環境づくり、

ふだんからの啓発、あらゆるところでそうした選

挙行動につながるような取り組みをしていくこと、

さらにはふだんからまちづくりに関して市民の皆

さんといろんなディスカッションをしていく、あ

るいは情報を発信していくと、こういったさまざ

まな多様な取り組みの中で市民の皆さんと協働の

まちづくりにつなげていく、このことがさらなる

投票率の向上につながっていくというふうに考え

ますので、重要な指摘と提言だと受けとめました

ので、しっかりと対応してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） いずれにいたしまして

も、この間の都度の選挙の中で投票率についてな

かなか明るい兆しが見えてこないといった状況の

中で、私ども議会としましても日ごろの活動の中

で住民との対話を重視して、市政に関心を持って

いただくよう、そのことが重要だというふうに認

識をしております。行政としましても市民の側に

立った行政運営を行っていただくことで投票率の

向上につながっていくと考えておりますので、選

挙管理委員会の取り組みとあわせて協調をお願い

を申し上げたいというふうに思います。

それでは、次に移ってまいります。２点目の将

来を見据えた街区の形成についてでございます。

先ほど御答弁にもありましたけれども、この間名

寄地区における市街地については専用住宅、共同

住宅等の建設状況を見ても明らかに南地区に広が

りを見せているといった部分がございます。市街

地の拡大抑制といった部分についてはなかなか歯

どめがかかっていないといった状況もある中で、

今年度の小学校の入学児童者数、南小学校が９５

人、西小学校は４７人、東小が３５人、名寄小学

校においては２４人といった状況が名寄地区では

見られる中で、学校区における世代間のバランス

が崩れており、こうした状況については学校運営

や地域コミュニティーに与える影響が非常に大き

いというふうに考えておりますけれども、こうし

た状況を今どういうふうに捉えているのかお聞き

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員の今御指摘

のように、東西南北というわけではございません

けれども、小学校それぞれ、その小学校に通われ

る子供をお持ちの世代に課題があるのだなという

ふうに改めて今議員のお話を伺いました。とりわ

け象徴的には、数年前に南小学校、新築をさせて

いただいてございまして、これに伴いまして南地

域、子供の通学等々でかなり南の地域に新築なり、

または中古で住宅を購入されるというような形で、

現実的に南への戸建て等々が広がって、また商業

施設との関係もありまして、そういった利便性が

求められてのことだというふうに思ってございま

す。南小学校については名寄市の中心部にもちろ

んございまして、やはりドーナツ化現象というの

でしょうか、これがございまして、ただ今の現在

の認識としてはもちろん今議員の御指摘のとおり

でございます。また、これが１０年、２０年、３

０年という長いスパンで考えたときにはまた人の

住まいだとかまちの形といいますか、やはり少し

ずつ変化が伴っていくのも事実だというふうに思

っていまして、それをどう今後先ほど答弁をさせ
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ていただきましたできるだけコンパクトなまちづ

くりの中に結びつけていくのかというのがこれか

らの私どもの課題だというふうに認識してござい

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 先ほど２０２６年まで

の目標ということで作成している計画ということ

で、将来的に南地区に広がっている部分について

は既存の住宅、これまでの住宅エリアに回帰して

いくような計画になっていくのかなということで

理解をさせていただきたいというふうに思います。

２点目の中心市街地の位置づけでございますけ

れども、名寄地区における中心市街地、今現在中

心市街地と言われているエリアについてを平成１

２年に策定した名寄市中心市街地活性化基本計画

に基づくＪＲ名寄駅から東８号通まで、そこを中

心として東西 ２キロ、南北 ７キロの約８０ヘ

クタールのエリアというふうに認識をしておりま

すけれども、今後策定される計画の中においても

そのエリアを中心市街地として継承していくのか

お伺いをいたしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 現在の中心市街

地と言われているエリアを継承するかということ

についてですが、本市におきましてはＪＲ駅を起

点として商業等の活性化を図り、事業活動を促進

するため名寄市都市計画用途地域として商業地域

を定め、中心市街地として位置づけておりまして、

平成１２年に中心市街地活性化基本計画を策定い

たしまして、民間におきましては中小小売商業高

度化事業構想、いわゆるＴＭＯ構想を策定するな

ど行政と経済界が連携を図りながら中心市街地の

活性化に取り組んでまいりました。現在名寄市都

市計画マスタープランの見直し及び名寄市立地適

正化計画の策定作業が進められている中におきま

して、将来にわたり安心、快適に暮らせる市街地

づくりを目指す上で拠点の継続性が重要であると

考えております。本市の地域経済の活性化のため

には中心市街地の果たす役割は大きく、現在名寄

市中小企業振興条例に基づいて商業地域内での店

舗または事務所の新築や増改築、設備投資に係る

事業費の一部を補助する中心市街地近代化事業や

創業支援事業、さらには商業地域内の空き地、空

き店舗の活用を促す支援など中心市街地の活性化

に寄与する取り組みを進めておりまして、今後も

引き続き地域経済活性化に資する拠点の継続的な

支援が重要であると考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいまの御答弁の中

でも今後の計画の中でも中心市街地といった部分

については重要なエリアだというふうな認識でい

るという御答弁だったと思いますけれども、今後

計画を策定していく中で、また策定後中心市街地、

商業の振興であったり、商店街の活性化、また都

市機能の集積といった部分で今後建てかえが見込

まれる公共施設の配置もあわせてそうしたエリア

に建設を考えるといった部分で申し上げますと、

立地適正化の策定とあわせて財源等の確保も見据

え、新たに中心市街地活性化基本計画の策定、こ

ちらの、こうした計画の策定についてしていく考

えがあるのか、また再開発も含めて行っていく考

えがあるのかお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 中心市街地の活性化の計

画を改めてつくるのかというお話でございました

が、今ほど来ずっとお話をさせていただいている、

今都市計画マスタープランを見直しする、それと

立地適正化計画という都市計画マスタープランの

高度化版と言われているこれを同時に今並行で策

定中でありまして、さまざまな今市民議論をいた

だきながらこの計画をつくっているところであり

ます。先ほどもお話ししたとおり、今回は立地適

正化計画のみそはいわゆる都市機能誘導区域と居
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住誘導区域という区域を改めて設定するというこ

とになります。とすると、居住誘導区域から外れ

る地域も出てくるわけでありまして、場合によっ

てはここに、法的な拘束力はないけれども、イン

センティブを働かせようというようなことが出て

きたときにそこに設定されない住民の皆さんの不

利益になってしまうということも十分これは想定

をされると。なので、できるだけ今どうしてもこ

れ人口が減っていく中で市街地区域をコンパクト

化、拠点化していかなければならないということ

十分市民の皆さんに御理解をいただいて、納得感

を持っていただく中で今計画の策定をしていると

いうことでございまして、この中で中心街をどう

していくのかということも当然議論にされるでし

ょうし、中心街のあり方というのも非常に重要に

なってくると思いますので、この計画と並行して

そこはしっかりと議論されていくべきものという

ふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ぜひともコンパクトな

まちづくりの形成に近づくような実効性のある計

画になることを期待を申し上げ、次に移らせてい

ただきます。

大項目の３、社会教育行政についてでございま

すけれども、今社会教育行政について、この間の

一般質問の中でも大きく、数多く言葉が出てきま

したけれども、町内会であったり、地域であった

りというところに依存をする機会が行政運営をす

る中で出てきておりますけれども、そうした地域

の発展や活性化、振興も含めてですけれども、そ

の礎となる人材の育成という観点では社会教育の

役割というのは非常に大きいというふうに考えて

おります。昨日から傍聴に来られている高齢者大

学の現学生の皆さん、ＯＢの皆さんもそうですけ

れども、そうしたＯＢの中には町内会の会長であ

ったり、各種ボランティア団体のリーダー、また

交通安全関係、さまざまな団体の推進役として活

躍されている方が多くいる状況でございます。そ

うした状況、人材の育成という観点から計画的な

事業を行う中で、人員の配置であったり、予算の

配分も含めてですけれども、そうしたところに今

後力を入れていく、手厚い施策をとっていくとい

った考えを、学校教育はもちろんですけれども、

社会教育でもエキスパートであるというふうに思

いますけれども、教育長におかれましてはどのよ

うなお考えをお持ちでございますか。お聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今社会教育にかかわる

さまざまな課題にいかに対応していくかというこ

とで、今後の社会教育の重要性にかかわることで

はないかなと受けとめておりますけれども、御承

知のように生涯学習社会の実現を図るためには学

校教育、そして家庭教育、また社会教育がそれぞ

れの目的や役割をしっかりと果たしていくことが

重要ではないかなと、そんなふうに受けとめてお

ります。とりわけ人生は１００年時代と言われる

今日でありますけれども、生涯にわたる学びを行

うためには学校教育はもちろんですけれども、今

議員御指摘のように社会教育の果たす役割、これ

は極めて今後重要になるという認識をしていると

ころでございます。現在新しい学習指導要領で社

会に開かれた教育課程の実現を目指して、子供や

学校の抱える課題の解決でありますとか未来を担

う子供たちの豊かな成長のために家庭や地域総ぐ

るみの教育の展開が現在求められているところで

ございます。名寄市におきましても、地域ととも

にある学校づくりを実現するために数年前から、

議員も御承知のように道教委の社会教育主事等を

招聘、要請いたしまして、コミュニティスクール

の導入に向けまして準備を進めてきているところ

でございます。先般おかげさまで名寄市内の全て

の学校で学校運営協議会が設置されました。本格

スタートさせることができたことに心から感謝を

しているところでございます。今後学校運営協議

会の設置に伴いまして地域と学校をつなぐコーデ
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ィネーターというのでしょうか、これを置いて、

学校運営協議会と一体となって学校を支援する組

織、これをつくっていくことが大きな課題となっ

ております。したがいまして、ますます社会教育

の果たす役割というのは極めて重視されているの

ではないかと考えているところでございます。こ

のため、名寄市におきましても、先ほどから人材

にかかわるお話をされておりますけれども、社会

教育に携わる人材の質を高めるというのでしょう

か、社会教育主事の資格者をふやすことというよ

りも、どちらかというと社会教育に携わる人材の

資質を高めるために今後社会教育主事への講習の

参加促進はもちろんですけれども、道教委による

社会教育主事の積極的な活用などを含めて今後努

めてまいりたいと思います。また、公民館のお話

もありましたけれども、公民館の果たす役割など

についても今後かなり見直しを進めていかなけれ

ばならないというような状況であると今認識して

いるところでございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ぜひとも社会教育に関

連する施策、また人員配置も含めて今後の検討お

願いしたいというふうに思います。

今教育長のほうから公民館のあり方についても

今後見直すといったお話もありましたけれども、

公民館制度、できまして約７０年が経過してきて

おります。この間公民館の役割としては文化、教

養、また福祉の増進といった役割があって、あわ

せて戦後民主主義教育の部分でも大きな役割を果

たしてきたというふうに認識しております。時代

の変遷の中で役割は変わってきておりますけれど

も、設置当初分館については各分館、当然小学校

が併設された中での公民館分館の設置といった中

で公民館が運営されてきましたけれども、各農村

部含めて学校が廃校となる中で公民館だけが、分

館だけが置き去りにされて、またそこに配置され

る分館長、分館主事におかれましても地域の方々

が担うといった状況、現在も続いております。ぜ

ひとも今後７０年を迎える中で公民館のあり方に

ついて御検討のほどをお願いを申し上げて、最後

になりますけれども、今回この場での発言をさせ

ていただく機会を与えていただきました。議員各

位、また理事者の皆様におかれましては引き続き

の御指導よろしくお願いを申し上げ、私の発言を

終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

農業政策について外１件を、今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従い、順次質問してまいり

ます。よろしくお願いいたします。

大項目１番、農業政策について、大項目２番、

旧下多寄小学校の再利用についての２項目を軸に

今後の農業及び農村地区の地域振興とその将来展

望に対する市の考えについてお伺いをするもので

あります。

大項目の１番、農業政策について、小項目１、

新規就農者の現況と継続的な人材育成について申

し上げます。離農や農業者の高齢化による労働力

不足から農業の担い手確保につきましては喫緊の

課題となっております。また、担い手が早期に定

着し、安定的な経営を目指す上でも市及び関係機

関や団体の支援、育成が重要になると考えますが、

まず新規就農者の就農形態及び現状、そして課題

についてお伺いをいたします。

続きまして、小項目の２番、農業、農村経営基

盤について申し上げます。まず、面部分の整備と

いたしまして昭和４０年代から始まった基盤整備

事業から半世紀が過ぎ、近年では大型農業機械の

導入が進んだことや暗渠排水の老朽化により農作

業効率の低下や労働力確保に苦労している状況と

なっております。さらには、経年劣化による用排

水路の老朽化が進み、施設の維持管理負担が非常

に多く、農業経営に影響が出てきている状況であ
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ります。これらを踏まえ、現在の基盤整備事業の

取り組み状況と市としてのかかわりについてお伺

いをいたします。

また、多角的に農業を支えるソフトウエア的な

整備といたしまして、農業振興センターの状況並

びにＩＣＴ農業に代表される先進技術の研究状況、

そして慢性的に不足をしております労働力の確保

についてお伺いをいたします。

続きまして、小項目の３番、持続的な農村地域

の維持について申し上げます。これについては、

名寄市総合計画、農業・農村振興計画、名寄市食

育推進計画の主要３計画との綿密な連携が不可欠

であり、先日の答弁でもありましたけれども、第

三者経営継承であれば住居の手配を含む関係機関、

省庁、各部署との横断的かつ柔軟な対応が要求さ

れており、計画を通して市民の皆さんがさらに農

業への理解を深め、農畜産物のおいしさや農村の

持つ景観の魅力を知っていただくことが重要であ

ると考えております。また、幼少期から作物を育

てることですとか、育てたものを実際に味わうな

どの経験は農業の大切さを知る上で将来農業に携

わる人材を育てることにもつながるとの期待が持

てます。そして、より多くの市民の皆さんに農業

の応援団となっていただきますよう意識の醸成を

図ることが生産者の励みや持続的な農村地域の発

展につながることと思います。これら各計画から

市及び関係機関や団体との連携による取り組みに

ついてお知らせを願います。

続きまして、大項目の２番、旧下多寄小学校の

校舎及び周辺施設の再活用について。昨年度惜し

まれながら閉校しました下多寄小学校であります

が、多少の経年劣化は見受けられます。しかしな

がら、まだ十分に再利用にたえ得る施設でありま

すし、地域からも再利用を望む声が上がっている

ところでございます。

つきましては、小項目の１、現在の利用状況と

今後の利用予定についてお伺いをいたします。

そして、小項目の２番、下多寄小学校に付随を

するその他の周辺施設の再活用についても同じく

市のお考えをお伺いいたしたいと思います。

私が住まい、そして育てていただいたこの風連

という地域、令和という時代を激動の中で迎える

ことになりました。今後の営農はもちろん、地域

の一員としても名寄市の将来を担う若者がたくさ

んおります。その皆さんが理想を持って日々の生

活に向き合っていただくことを切に願っているこ

とを申し上げて、以上を壇上からの質問といたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま今村議員か

らは大項目で２点について御質問いただきました。

大項目の１につきましては私のほうから、大項目

の２につきましては教育部長からそれぞれ答弁と

なりますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、農業政策について。初

めに、小項目の１、新規就農者の現状と継続的な

人材育成について申し上げます。本市における新

規就農の形態につきましては、農家子弟による新

規学卒後の就農、同じく農家子弟による社会人を

経験した後のＵターン就農、さらには地域おこし

協力隊を経ての就農や第三者経営継承などといっ

た農外からの新規参入による就農など大きく３つ

のパターンがございます。過去５年間の新規就農

の実績につきましては５１人となっておりまして、

農家子弟による新規学卒者が１４人、農家子弟の

Ｕターンが２５人、その他妻の実家を継ぐなどが

２人に加えまして、農外からの新規参入は１０人

となっています。また、この新規参入のうち地域

おこし協力隊を経てが２組４人、第三者経営継承

が１組２人、その他の新規参入が３組で４人とな

っておりまして、平均しますと毎年約１０名前後

の方が本市において農業者として定着をいただい

ているところでございます。中でもとりわけ農家

子弟による新規就農が７割を占めておりまして、

他産業においても後継者不足が言われる中で地域

農業やコミュニティーを守る上で明るいニュース
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であることはもとよりですが、代々農地を守り、

営農に励んでこられた御家族にとっては何より喜

ばしいことと受けとめているところでございます。

しかしながら、地域農業の持続的な発展にはさら

なる担い手の安定確保が必要でありますことから、

今後におきましても農業改良普及センターやＪＡ

など関係機関、団体との連携のもと担い手の確保

や早期安定に向けて取り組みを進めてまいります。

続きまして、小項目の２、農業、農村経営基盤

について申し上げます。初めに、基盤整備事業の

取り組み状況及び市としてのかかわりについてで

ありますが、農業基盤整備事業につきましては農

地や農業施設の整備を通じて生産効率の向上や担

い手への農地集積などに効果が高く、本市におき

ましては昭和４０年代から平成の初期にかけまし

て第１次となる区画整理及び暗渠排水、用排水路

などの基盤整備事業が一部地域を除き完了してご

ざいます。また、大型農業機械が導入されるよう

になりました昭和の後期からは、第２次の基盤整

備といたしまして圃場の大区画化や暗渠排水、さ

らには第１次整理から約４０年が経過した幹線用

水路の水利施設整備など市内全域で基盤整備に取

り組んできており、現在は国営事業で１地区、道

営事業で６地区の整備が進められているところで

あります。これら現在進行中の７地区のうち申請

主体別ではてしおがわ土地改良区による申請が農

地整備事業で３地区、水利施設整備事業で２地区

となっておりまして、名寄市による申請が農地整

備事業、基幹水利施設整備事業それぞれ１地区と

なってございます。基幹整備における市のかかわ

りについてでありますが、各地区の事業申請にお

きましては申請主体となる市及び土地改良区がそ

れぞれ受益者から聞き取り調査を行い、調整を経

た上で国や道と協議をし、事業地区として採択さ

れております。また、道営事業では農家負担軽減

対策といたしまして道との協調支援でありますい

わゆるパワーアップ事業に取り組んでおり、事業

工種などによって負担率は異なりますけれども、

本市といたしましても事業費の５％から１０％を

負担し、農家負担の軽減に取り組んでいるところ

でございます。

次に、農業振興センターの機能と役割について

であります。農業振興センターにつきましては、

農作物の生産振興を図るために必要な栽培技術や

営農情報などを提供する拠点施設として位置づけ

運営をしておりまして、実証展示圃における栽培

試験、土壌診断と施肥設計及びそれに基づく指導

のほか、組織培養設備を活用した優良種苗の提供

などに取り組んでいるところでございます。また、

栽培技術の普及、向上を目的に指導員による相談、

指導にも取り組んでおり、昨年度はＪＡの各作物

部会を対象に合わせて１３件の研修や現地での指

導を実施したほか、土づくり講習会の開催や農業

者からの個別の相談にも対応しているところでご

ざいます。特に昨年は作物被害が発生する厳しい

気象条件となりましたが、そうした中でも一定の

収穫量を確保した農業者のこれらの取り組みを事

例集として取りまとめ、今後の参考としていただ

けるよう農業者へ配付を行ったところであり、今

後とも農業振興センターを核に関係機関、団体と

連携し、必要かつ的確な情報提供に努めてまいり

ます。

次に、ＩＣＴ技術の導入に向けた取り組み状況

についてでありますが、市内におきましては農業

者の高齢化と後継者不足による農家戸数の減少を

受けまして、地域における担い手農業者の規模拡

大が進んでおり、さらなる作業の省力化とコスト

削減、品質向上と収穫量の増加など収益性の向上

が課題となってございます。これを受けまして、

現在ＩＣＴを活用したさまざまな技術開発が進ん

でいるところであります。代表的な例といたしま

すと、人工衛星からの位置情報を活用したトラク

ターなどの自動操舵技術で、これにより作業時間

の短縮や資材の節減効果にあわせまして、作業の

負担軽減や操縦に熟練を要しないため機械操作に

ふなれな女性農業者などの作業従事が可能となる
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など女性の一層の参画と作業形態の多様化が期待

をされたところでございます。本市におきまして

は、これら技術の活用に向けまして平成２９年に

ＪＡにより位置情報の精度を高める補正基地局が

設置をされ、現在は２１戸で利用をされておりま

す。また、農業振興センターにおいては施設栽培

における自動制御による省力化と適切な栽培環境

を維持するハウス機能統合制御装置を導入し、実

証試験に取り組んでいるところでございます。本

市の農業の今後を展望いたしますと、農業者のＩ

ＣＴ技術への関心と導入意欲はますます高まると

考えられますことから、関係機関、団体と連携し、

ＩＣＴに係る技術や効果にあわせまして国の支援

制度などの情報提供を通じてＩＣＴの普及と農業

者の負担軽減に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、労働力不足に対する認識と取り組み状況

についてでありますが、農業者の高齢化や担い手

不足によりまして農業従事者が減少する中、担い

手となる農業者の経営規模は拡大し、農作業繁忙

期における労働力不足が顕著となっております。

現状土地利用型の作物では作業機械の大型化や作

業委託などによりまして不足する労働力を補完し

ておりますが、人手を多く要するアスパラや重量

作物であるカボチャなどの作付面積は減少傾向に

あり、本市の農業の特徴であります多様な農産物

の生産を維持することが難しくなってきておりま

す。これらの課題解消に向けて短期的な雇用によ

る労働力確保としましては、市立大学生による作

業従事を支援し、アスパラ、スイートコーンの収

穫作業に取り組んでいるところでございます。農

福連携による労働力確保につきましては、一部の

農業者で既に取り組まれておりますが、さらなる

推進のためには研修会などを開催するなど福祉関

係者と農業関係者がお互いに理解を深め、双方の

課題解消につなげられるよう取り組んでまいりま

す。このほかにも繁忙期の異なる他産業との連携

や一般の雇用労働力確保に向けてまずは調査など

を進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

続きまして、小項目の３、持続的な農村地域の

維持について申し上げます。農業、農村には食料

の供給を初め環境保全や景観の維持のほか伝統文

化の継承や安らぎなど人が生きるために必要な多

面的機能を有しておりますが、農家戸数の減少や

農業従事者の高齢化などによる担い手不足などか

ら、農業者以外の皆さんの農業、農村に対する理

解や協力がますます重要となってきております。

名寄市農業・農村振興計画は平成２８年度から第

２次の計画期間を迎えており、生産性の向上や担

い手対策などを通じて農業、農村の発展と多面的

機能を維持し、あわせて農業者以外の皆さんの参

画や消費拡大、あるいは農業体験や食育を通じて

理解と協力を目指しており、同じく第３次となり

ます名寄市食育推進計画におきましては市民全体

で食育を推進することとしており、本市の農業、

農村、特に食に関する魅力を知り、参加をいただ

く機会になるものと考えているところであります。

これら計画に基づく具体的な取り組みといたしま

しては、市におきましてはなよろ産業まつり、地

産地消フェアなどの開催や直売所の紹介、学校給

食等での地場産品の使用、中山間地域等直接支払

交付金などを通じて生産者の活動支援や各団体の

活動を支援しているところでございます。また、

民間における各団体におきましても食のモデル地

域実行協議会におけるモチ米サポーターの養成や

モチ米の生産過程を収録した教材用ＤＶＤの作成

及び配布を初めといたしまして、グリーンツーリ

ズム推進協議会における名寄市立大学生などの農

業体験の受け入れ、名寄食育推進ネットワークに

おける小学校などでの農業体験活動への支援など

を通じまして、名寄市の農業、農村への理解を深

めていただいているところであります。今後とも

庁内関係部署はもとよりでありますが、関係機関、

団体とともに農と食に関する情報発信や農業体験

などの取り組みなど農業、農村への理解と協力に
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向けて取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

旧下多寄小学校の校舎及び周辺施設の再活用につ

いてお答えをいたします。

初めに、小項目１、現在の利用状況と今後の利

用予定についてでございますが、現在の利用状況

といたしましては学校開放事業で屋内運動場を使

用していた４団体につきましては５月末をもって

使用を終了しているところでございます。また、

下多寄地域の皆さんにつきましても農繁期という

こともあり、利用がありませんでした。今後の利

用につきましては現在検討を進めているところで

ございますが、下多寄小学校閉校実行委員会から

昨年２月と本年２月の２回にわたり下多寄小学校

の利活用に関する要望書が提出されています。要

望内容といたしましては、地域振興につながる校

舎等施設の有効活用のため校舎、屋内運動場、グ

ラウンドの常時活用、そのための電気、水道、暖

房設備の維持、危険となる屋外遊具の撤去、学校

開放事業の継続、地域行事に必要な長机、椅子、

運動会用テント等の備品の利用、冬期間の除雪、

学校敷地の樹木の伐採などの要望を受けてきたと

ころでございます。その後、本年４月には社会福

祉法人陽だまりの会から旧下多寄小学校の校舎借

用に関する要望書が提出されたところでございま

す。借用の理由としましては、同事業所を利用し

ている生活介護を必要とする方々に広々とした環

境の中で個々の障がいに合った支援を行うことに

より改善を目指したい、また就労支援活動として

名寄市指定ごみ袋製造の作業所として利用するこ

とを目的とし、校舎の借用要望が出されたところ

でございます。市では、同施設を有効利用するた

め２団体の要望事項をもとに利用に当たっての専

有箇所、共有箇所、管理方法、維持管理経費の考

え方などを整理するため下多寄小学校閉校実行委

員会、下多寄地域代表者、陽だまりの会と協議を

進めているところでございます。その中で校舎の

専有部分や共同利用部分のすみ分け、経費負担の

考え方、利用時の管理方法等について一定程度確

認がなされてきたところでございます。今後につ

きましては、両団体の要望に基づいた施設の有効

活用を進めるに当たり、現在両団体と協議中のさ

まざまな要件を整理し、貸し付けに向けた判断を

していきたいと考えているところでございます。

次に、小項目２、その他周辺施設の再活用につ

いてでございますが、校舎以外の屋内運動場やグ

ラウンドにつきましては現在のところ市としての

利活用の予定はございませんが、地域振興の取り

組みとして屋内運動場は地域イベントや風連獅子

舞の練習場としての活用が要望されており、グラ

ウンドは下多寄地区運動会の開催等で活用が予定

されているところでございます。グラウンドを含

めた学校敷地の維持管理については、日進小中学

校や東風連小学校と同様に市民と行政との協働に

よるまちづくりの観点から地域の方々に草刈りな

どで御協力をいただくとともに、２団体との利活

用協議の中で陽だまりの会にもごみ拾いなどの環

境美化に協力をいただくようお願いをしてきてい

るところでございます。また、市としては敷地内

の落ち葉などが農業用水路に入り込むなど支障と

なる樹木の伐採やブランコなどの遊具の撤去、草

刈りなどの環境整備に係る燃料代等の実費負担を

していきたいと考えているところです。教員住宅

につきましては、陽だまりの会から比較的新しい

校長住宅を就労支援活動に向けた指導者の賃貸住

宅として借りたいとの要望もいただいているとこ

ろですが、他の３棟の教員住宅については経年劣

化が激しく、活用の見込みは今のところございま

せん。このようにその他周辺施設の利活用につい

てはいまだ未定の部分もございますが、屋内運動

場やグラウンド等の利活用や維持管理については

地域の皆さんの御協力をいただきながら進めてま

いりたいと考えておりますので、御理解を願いま

す。
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以上、この場からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 丁寧な答弁、大変あり

がとうございました。

まず、大項目の１の小項目の１、新規就農者の

状況については承知をいたしました。ここ数年ふ

えております農家子弟での就農はもちろんそうで

すが、なかなか就農から定着に向けて親子であっ

てもうまく情報の伝達ができなかったり、親子で

あるから、余計に情が入ったりしてけんかになっ

たりとかという話もよく聞いております。それぞ

れ課題を抱えている方がよく見受けられるのです

けれども、後継者として就農した農家子弟に向け

ての支援策について現在の状況をお伺いいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今農家子弟の育成、

あるいは支援の状況についてということで再質問

いただきました。農家子弟が地域に定着をして育

っていく上で、まずもって身近である御両親、御

家族の方が大きな存在になるということは、ここ

は言うまでもないことだと思いますけれども、き

のうの遠藤議員とのやりとりの中でも地域で受け

入れることの必要性について議論させていただき

ましたけれども、農家子弟についてももっと広い

地域での受け入れというのが必要なのでないかと

いうふうに私ども考えております。今議員が言わ

れたように、家族だと逆に相談しづらいのだとい

う部分も一方ではあるでしょうし、逆に家族が知

らない知識たくさんあるでしょうから、そういっ

たものやはり身につけていく必要性もあるという

ふうに思っていますので、そういった意味では気

軽に相談できる仲間ですとか協力いただける、い

わゆる支え合う仲間がいるということはとても重

要だというふうに思っています。幸いに市内では、

風連地区でいいますとアグリエイトクラブという

のがございます。名寄地区には４Ｈクラブという

のがそれぞれ活動しているところでありますけれ

ども、この中では栽培技術ですとか経営に関する

情報交換はもとよりですけれども、日ごろからの

交流なども通じて互いに支え合う仲間づくりの場

として多くの農業青年が積極的に参加をして活動

されておりますので、名寄市といたしましてはこ

の２つのクラブの活動が維持されるということと

さらに発展、活性化することに向けて財政的な支

援を行っているところでありますし、財政的支援

に加えて農業改良普及センター、あるいはＪＡさ

んとも一緒でありますけれども、若い職員を中心

にこの会に参画をしながら必要な助言など行って

いますし、私どももその機会を通じながら現状な

ど貴重な情報もいただいているところであります。

また、これ以外にも新規就農者を地域として歓迎

をする、あるいは激励をする名寄市担い手交流会

というのも開催してございます。この会には今後

そういった若い人たちが相談相手となるだろう先

輩の農業者ですとか、指導いただける関係機関、

団体の方、多くの方に参加をいただき、激励いた

だいているところであります。この場を通じて人

的なネットワークをつくっていただき、先ほど申

し上げた日ごろから相談できるような体制もつく

っていきたいというふうに思い、開催をしている

ところであります。それ以外にも制度的な支援と

いたしましては経営感覚にすぐれた担い手を育て

たいということで、平成２９年度からはＪＡとの

協調による就農の初期と経営の準備期、この２つ

に分けて農業者、後継者を支援する事業を創設し

ております。あるいは、将来的な規模拡大、多角

経営に必要な設備や機械、あるいは大型特殊自動

車の免許取得、あるいは視察なども含めて経費の

支援をさせていただいているところでありまして、

今後とも関係機関、団体と連携をし、地域のあす

を担う担い手の育成確保に努めてまいりたいと考

えております。御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

本当に名寄市の農業に未来を見出して、若者が年
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間１０名以上帰ってきているという統計があるよ

うですけれども、本当に大変喜ばしく思うところ

でございます。しかしながら、まだまだ離農者数

がとても多いことには変わりはありませんで、地

域のコミュニティーを守る上でもさらなる新規就

農者の獲得と定着率の１００％を目指していくべ

きではないかなというふうに進めていっていただ

きたいと思っております。

そこで、もう一点質問を行います。現在第三者

経営継承を望む農業者が増加する、第三者に譲り

たいという農業者がかなり多く上っているという

ふうに私の耳に入ってきております。これについ

ては、新規参入の比率を増加させることが一つの

解決策となるわけですけれども、今まで以上に名

寄市の農業そのものが経済的に安定をして、強固

かつ強いものであると、まずそれを広く内外に周

知をすることが必要であると。そして、市内はも

とより、名寄市以外からも就農希望者に魅力をき

ちんとお伝えすること、そしてさらに広く門戸を

開放することが今後の大きな課題であると私は考

えております。しかしながら、地域おこし協力隊

として一番入りやすいと思いますが、そこで研修

を２年、そこから先指導先の農家についてまたさ

らに研修を深めていくということが一般的でもあ

りますし、そのほうがスムーズに行えるので、望

ましいのですけれども、実際の経営継承までは約

３年から４年程度かかってしまうというのが実情

でございます。そこで、この事業、なかなか即効

性がある事業ではありませんので、今後も引き続

き継続をしていただけると私は思っておりますけ

れども、時代に即した内容にあることがこれから

も重要であると思います。その将来展望について

ぜひお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今今村議員が言われ

るように、現状年間１０人程度の農業後継者、あ

るいは新規も含めて地元に定着いただいていると

いうことでありますけれども、将来にわたって名

寄市の農業が維持するためには１０人ということ

でなくて、もっと多くの方が、それも安定的に継

続して就農していただかなければならないという

状況にあるというのは私ども同じ認識をしている

ということであります。そのために必要な方策と

しては、１つは今回の御質問の趣旨である農家子

弟の方に一人でも多く後を継いでいただくという

のが必要だと思っていますし、それに対しては、

先ほど申し上げたような支援をしていきたいと思

います。もう一点は、外から来ていただくことも

含めて考えていかなければいけないだろうという

ふうに思っています。その一つが今今村議員言わ

れたように第三者の経営継承であったり、地域お

こし協力隊として新規に就農するという形になっ

ています。私どもは、どちらかだけを進めていく

ということではなくて、いろんな方策を講じなが

ら一人でも多くの後継者を、あるいは新規参入者

を確保していくことが必要だというふうに思って

います。地域おこし協力隊は、一定の支援を受け

ながら３年の研修期間の中で新規に就農するとい

うことですから、技術的な部分、あるいは最初の

資本を獲得するための資金あたりがやはり大きな

課題となってきますし、第三者継承でいいますと、

資金は必要ですけれども、居抜きで入るというこ

とですから、そういう意味でいっては生産基盤が

一定程度整っているということでありますので、

どちらがいいかというのは一概に言えませんけれ

ども、比較的早期にもし経営形態として安定する

となると第三者継承のほうなのかもしれませんけ

れども、いずれにしてもさまざまな方法を講じな

がら、議員が言われるように時代に即した、適し

たような形で新規就農を獲得を目指していきたい

というふうに思っておりますので、御理解いただ

ければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

これからも農業の後継者対策、配偶者の不足につ

いてももちろんあるわけですけれども、これから
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まだまだその施策を続けていただいて、ぜひ若い

人たちを名寄市の農業に呼んでいただきたく思う

ところであります。

それでは、続きまして小項目の２番目、農業、

農村経営の基盤についてということで、先ほど基

盤整備事業について各説明があったとおりですけ

れども、実際我々後継者の世代交代ですとか離農

に伴った農地の集積と経営規模の拡大が進んでい

ますので、さらに飛び地の耕作地がかなりふえて

いるということになります。今後本当に換地を含

めた大規模な面の改修が進んでいかざるを得ない

ことになるのですけれども、今後換地を含めた基

盤整備ですとか用排水路の整備などの予定がある

のかどうかお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の基盤整備の予

定ということでの御質問だというふうに思います。

予定も含めてということで受け取りいただきたい

というふうに思いますけれども、現段階で申しま

すと、てしおがわ土地改良区のほうからは道営事

業として頭首工と揚水機場の整備の案が上がって

いるというふうに伺っているところであります。

また、国営事業の関係で申し上げますと、近年水

田から畑作に転換している圃場がふえてきている

という現状もありまして、かんがい用水量が減少

したダムや、あるいは頭首工の水利権、これを再

編する調査、過去に国営事業で造成した用排水路

整備などの機能診断を今実施しているところであ

りまして、再整備の必要性について今事前調査を

進めている、そういう状況でございます。また、

名寄市の西部に当たります風連の瑞生地区から名

寄の内淵地区までの約 ０００ヘクタールの区域

がございますけれども、この区域を受益面積とす

る基盤整備事業につきましても現在地元のほうか

ら要望がされているということでございます。

なお、これは私どものほうからのお願いという

ところに近いのかもしれませんけれども、これら

新規の要望においては受益者はもとよりですけれ

ども、関係する地権者の同意というのが大前提と

なるということになりますので、特に換地を伴う

大規模な基盤整備事業については地域全ての地権

者の同意、協力が必要というふうになりますので、

当然大規模でありますので、取りまとめに時間な

どもかかりますけれども、ぜひ地元の協力という

のが必要不可欠となりますので、地域の中でも十

分協議、理解いただいた上で窓口となります名寄

市、あるいは土地改良区、ＪＡ、それぞれに御相

談いただければというふうに思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

確かに私自身も農業者でありますし、瑞生地区を

対象とした基盤整備の要望が上がっているという

のは私も逐次把握しているところであります。し

かしながら、道営にするか国営にするか、どっち

にしろ採択から完了まで２０年、国営の場合では

３５年という非常に長期的な計画であるというこ

とになっております。そして、地域の協力が最重

要であるというとおり、換地処分最大の懸案とし

て土地の所有者が不明であったりですとか、本当

に理解を得られない場合は事業そのものが頓挫を

してしまう影響があるのではないかと思うところ

であります。大規模なこの面整備を伴う基盤整備

事業はその膨大な手間と労力を要して、今後５０

年は農家の経営を支え続ける大切なライフライン

の一つとなりますので、名寄市としても事業採択

に向けきめ細やかな対応、そして情報収集に尽力

して、一日でも早い着工と、そして完成を目指し

ていただきたいというふうに思います。

続きまして、先ほどの振興センターの役割につ

いて丁寧な御説明があったとおりですけれども、

奨決圃場の管理ですとか農業者団体の要望も多々

入っている、さらに土壌診断についてもかなりの

件数を処理されているということで、現在の人員

や設備を適宜更新、あるいは充実、拡充させてい

くような計画、あるいは必要性があるのではない
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かというふうにお見受けしますけれども、お伺い

をしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業振興センターの

さらに拡充が必要ではないかという御提言という

ふうに受けとめさせていただきたいと思います。

現状振興センターのほうではさまざまな試験等も

させていただいているところでありますけれども、

基本的には振興センターの有する圃場ですとか、

あるいは設備を考慮しながら計画的に試験等を進

めているということでありますし、その背景には

例えば道からの委託を受けてというのも当然あり

ますけれども、ＪＡの各生産部会などの要望にも

応えながら計画的に現状の施設の中で対応させて

いただいているということであります。また、人

の関係についても御質問がありました。ここにつ

いては、市が直接雇用している作業員もおります

し、なかなか応募いただけないという現実もあり

ますので、不足する分については例えば高齢者事

業団に御協力いただきながら補うというのがあり

ますが、なかなか人不足というところがありまし

て、繁忙期等については十分に確保し切れないよ

うな現状もありますけれども、ここは知恵を絞り

ながら今後も対応させていただきたい、そのよう

に考えているところであります。また、設備の関

係等についても拡充がということでありました。

ここについては、これまでも必要性ですとか当該

の器具の老朽度合いに応じながら計画的に更新を

進めさせていただいているところでありますし、

現状大きな支障はないというふうに私どもは受け

とめているところであります。ただし、今後の作

物の振興、あるいは新たな技術の革新などがあり

ますので、これらの対応については農業者の声も

十分踏まえながら検討させていただきたいという

ふうに考えています。御理解いただければと思い

ます。

なお、もう一つお含みいただきたいなと思うの

が農業振興センターの運営に当たってであります

けれども、ここ設置者は名寄市でありますけれど

も、その運営についてはＪＡさんからも応分の負

担をしていただきながら運営をしているところで

ありまして、ここについてはＪＡさんとも十分協

議をさせていただきながら、さらには農業振興セ

ンターの果たすべき役割についても十分踏まえな

がら生産者の皆さんの要望に応えられるように、

円滑に進むように努めてまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

生産者の声を踏まえて十分検討が必要であるとい

うところでありまして、我々生産者としても本当

に期待をしている施設でありますので、ぜひ有効

的な活用をお願いしたいということになります。

技術革新については本当に目まぐるしいものが

ありまして、先ほどもありましたＩＣＴ、特に自

動操舵技術等は日進月歩の世界でありまして、な

かなかそれ対応する人材というのも正直つくりづ

らくなってきているわけでございます。このＩＣ

Ｔに適用した人材育成についても今後検討が必要

ではないかなというふうに思いますけれども、名

寄市のお考えをお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ＩＣＴに対応した人

材の育成という御質問だったと思います。先ほど

も申し上げたように、ＩＣＴに対する生産者の意

識はどんどん上がってきていますし、ニーズも今

後ますます高くなっていくのだろうというふうに

考えているところであります。これに対応した人

材の育成も必要だというふうに考えておりますけ

れども、名寄市におきましては平成２８年に農業

者みずからＩＣＴ研究会というのを設立をいただ

いておりまして、現在は８４名というたくさんの

方がここに参加をしながら、お互いに情報の共有

をされているということで伺っています。具体的

にどんな活動しているかと申しますと、先進技術
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の研修や情報交換のほかに、会員が所有している

ＩＣＴ機械もございますので、これを活用しなが

ら実際の利用データ、それを用いながら作業効率

や精度など明らかにするために今データの蓄積、

整理をしているというふうに認識をしております。

また、ＩＣＴ技術の理解と普及拡大にも取り組ん

でいるということでありますし、生産者が立ち上

げた組織でありますけれども、普及センターを初

め私どももオブザーバーとして参加をさせていた

だきながら必要な助言をさせていただいておりま

すし、そこであるデータなども共有しながら今後

活用していきたいというふうに考えているところ

であります。名寄市におきましては、農業振興セ

ンターを今後中心としながら対応していくことと

なりますけれども、振興センターだけでは限られ

た部分がありますので、必要に応じて研究機関や

機械メーカーなどもありますので、それらの協力

もいただきながら進めていきたいというふうに思

っておりますので、御理解いただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

ＩＣＴ技術、かなり民間での活動のほうが先行し

ているという状況でありまして、これについては

なかなか固定的な人材を置くことも難しいでしょ

うし、理解はしているつもりですが、我々も情報

が先に欲しい場合がかなりあります。そのときに

も機械屋さんのほうが情報が早かったりですとか、

逆に専門的過ぎて我々も理解が及ばないときもあ

りますので、これについて実需も含めてしっかり

と勉強会等開催していただきたいなというふうに

思います。どうもありがとうございます。

小項目の２番、以上ですけれども、名寄市の農

業を取り巻く環境というのはこの新規就農者への

強い支援ですとか地域の理解があります。なおか

つ、今後は面としての基盤整備で圃場の大区画化

ですとか用排水のきちんとした整備が予定をされ

ている、要望が上がっているという状況でありま

す。そして、振興センターを軸として効果的に運

用されるでしょうＩＣＴ関係の技術もそうですし、

実証実験、農業者ときちんと協調して行うことで

情報発信の場としてさらに活躍をしていただきた

いと思います。名実ともに本当に名寄市農業の中

心地点であるべきだというふうに考えております

ので、労働力や圃場に制約があるという話でした

けれども、その役割については本当に強く期待を

しております。今後さらに少子高齢化を迎えます

けれども、特に若い世代から要望が強い光回線の

全戸の設置ですとか他業種との労働力的な融通と

いいますか、交流、あるいはごみ収集の方法だと

かまだまだ細かいことあるのですけれども、今我

々の置かれている状況というのはかなり明るいの

ではないかなというふうに期待をしております。

ありがとうございます。

続きまして、（３）、持続的な農村地域の維持

を目指した各計画との連携についてということで

も答弁がありましたけれども、この本市の農業人

口の減少は商業、工業含めて地域の減衰にほかな

らないと考えております。名寄市のモチ米につい

ては大部分が大手商社との取引ですとかセブンイ

レブンさん、各ベーカーメーカーさんで需要があ

って、高品質であるという評価を受けております。

将来的にも安定していると予測はできております。

しかしながら、現在のモチ米作付面積、名寄市で

０００ヘクタール程度ということでありまして、

特に最大の関係国、アメリカあたりのカリフォル

ニア州のジャポニカ種を耕作している農家の平均

面積、ちょっと調べてまいりました。アメリカの

農務省のデータでございます。１軒当たり２５１

ヘクタールつくっているそうです。わずか１０軒

程度が本腰を入れてモチをつくり始めて、輸出を

かけた場合に我々１５ヘクタール程度の農業者が

なかなか太刀打ちすることができないということ

は火を見るより明らかではないかなと思います。

個々の農家はもちろんそれに負けないように努力

を続けているわけですけれども、最近では近年続
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発する異常気象にもめげず、昨年本当に凶作では

ありましたけれども、その中で平年作以上、１１

俵程度とっている風連のモチ農家の方いらっしゃ

いました。全道規模の場所で表彰を受けておりま

す。そういう実例もあり、本当に名寄市は多種多

様な農畜産物が生産をされております。全国でも

トップクラスの品質を持っているほかの作物も実

は多々ありまして、ちょっと調べた中ではまずゆ

めぴりかの低たんぱくの比率は全道屈指であると。

さらに、小林製薬さんの命の母という薬の原料、

カノコソウについてはこれもとても多くの生産が

あると。そして、切り花でサンダーソニアという

花は１軒で全国の流通量の１割を占めている。こ

のほかにもＳＰＦ飼育の豚であったり、肉用牛と

しての天牛であったり、また寒締めホウレンソウ

や弥生地区のワインですとか、最近では日本酒の

話もちょっと挙がっておりますが、調べた中では

酒米の産地としては最北であると認識しておりま

す。ここまでの高品質を誇る農産物に恵まれてい

るということは我々農業者の世界では常識であり

ますけれども、まだまだ一般市民の皆様の認知度

としては不十分ではないのかなというふうに認識

をしております。先ほども述べましたけれども、

振興センターを中心に新規振興作物の掘り起こし

と新技術の開拓、そして多様な就農形態による後

継者たる人材の確保と育成、そして農業基盤とし

て圃場の面はもちろん、ＩＣＴに関係するソフト

ウエア的な整備を整えることでさらに強固な足が

かり、腰の強い基盤を整備する、そしてかつ地産

地消に代表される市内の需要供給を掘り起こすこ

とで名寄市民にこそ名寄市の農産物の一番おいし

いところ食べていただきたいと。そして、それを

そもそもできて本当は当たり前なのではないかな

というふうに考えております。まずは、市民意識

の醸成に伴いまして、一人一人がサポーターとし

て好まれる地場産品を我々がつくり、かつ喜んで

消費活動を行うことで商工業を含めた名寄市の経

済が循環することはこれは道理でないかなと思い

ます。この名寄市の農業、農村地域と、そして子

供たちの未来の今後５０年、１００年を盤石にす

るべく早急かつ確実な手段を講じることを切に願

っているところであります。

以上、大項目１番について終了とさせていただ

きます。

続きまして、大項目の２番、旧下多寄小学校の

校舎及び周辺施設の再活用についてということで

大変丁寧な答弁をいただきました。ありがとうご

ざいます。現在この下多寄小学校、閉校して間も

ないということで我々地域住民の心の中にもぽっ

かりと穴があいているところでございます。それ

を今度陽だまりさんが検討されているということ

で、我々地域としても十分に検討する余地がある、

逆に来てくれてありがたいという気持ちでいると

いう話でございます。

そこで、お願いをしたいのが今度ほかの企業が

利用されるということになりますと、簡易な維持

管理であれば地域住民、あるいはその企業が行う

ことになると思います。しかしながら、運営上必

要不可欠なかなり大規模な補修、あるいは改修等

伴った場合についての対応についてお聞かせいた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今の廃校になってい

る学校というのが御承知のとおり日進小中学校、

豊西小学校、東風連小学校ということでございま

す。今回今年度から下多寄小学校もということな

のですけれども、御承知のとおりほかの小中学校

につきましては全て老朽化が激しくて、非耐震構

造ということもございまして、そのような要因も

ありまして閉校になって、児童生徒数の減少も当

然なのですけれども、そういう要因もございまし

て、閉校になってきたという経過もございます。

その後の利活用については、市として大規模な修

繕等をしながら貸し出しをするというようなこと

は想定しておりません。ただ、下多寄小学校の校

舎につきましては築後２５年ということもござい
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ますし、今回２団体から利用の御要望もございま

したので、その辺の小破修繕的なものとか、今後

の維持的なことにつきましては今３者で検討もし

ておりますので、その中で十分協議をして進めて

いきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 正直耐震構造もしっか

りとされていて、なかなか壊れないだろうなとい

うふうな印象はあります。もし何かがあればその

３者で対応するということで伺いました。ありが

とうございます。

そして、小項目の２番、附属するほかの周辺施

設の再活用についてということで、先ほどグラウ

ンド、あるいは屋内運動場については地域等が維

持し、管理をするという話でありました。また、

教員住宅の古い３棟についてはなかなか手を出す

ことができないというふうに伺っておりまして、

私もそうだろうなというふうに思っております。

今回この市内やそのほかの学校の施設についても

同じく利用の希望者がいたり、あるいは地域との

連携が必要であるというふうに思うところでござ

います。今回の下多寄小学校の件は、再利用につ

いての一つの前例となるのではないかというふう

に考えております。今後利用希望者が利便性を図

って、必要条項の整備などを行いながら有効活用

していけるように願うものであります。また、そ

のほかの施設についても、今後利用停止する等の

処置が検討される場合は情報の開示ですとか、善

後策の協議について一定のガイドライン等設ける

など有効活用の手段を講じて住民サービスの向上

の一助としていただきたいというふうに思ってお

ります。また、今年度の中で風連中央小学校の旧

校舎の解体とグラウンドの造成が行われるわけで

ございますけれども、今後の所管施設について解

体費用が捻出できないという理由で放置された場

合には、これ空き家と同じ問題になってしまいま

す。市の財産を空き家ネットに登録でもしてみた

いところですけれども、解体についても建設時と

同様の予算立てで実行していかなければ子供たち

の未来へ負の遺産として残してしまうことに直結

するのではないかなと危惧をしております。今後

も名寄市の農業、農村地域を守って、未来に残し

たい子供たちのための政策、あるいは政治をとり

行っていきますことを市長並び理事者の皆様へお

願いをして、一般質問を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

防災について外１件を、清水一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 議長から御指名いただ

きましたので、通告順に従い、大項目２点にわた

って質問させていただきます。

大項目１、防災について。名寄市は、東に名寄

川、中央に風連別川、西に天塩川の１級河川が存

在し、本市での災害での一番の脅威は水害と私は

認識しております。近年の道北地域での災害では、

平成２８年８月、南富良野町幾寅で空知川の堤防

が決壊し、まちが水没しました。また、昨年平成

３０年７月の大雨では雨竜川、石狩川が氾濫、旭

川市、深川市、留萌市、妹背牛町、東川町が床上、

床下浸水の被害がありました。この災害をもたら

した線状降水帯が７０キロメートル北に発生して

いたならば、名寄地域は甚大な被害に見舞われた

ものと推測いたします。名寄市の地域防災計画で

は、減災の考え方を基本方針とし、たとえ被災し

たとしても人命が失われないための命を守る行動

を最重視し、災害に備え、防災対策は自助、共助

及び公助が効果的に推進されるよう着実に実施し

なければならないとうたっております。私は、災

害に対する備えはまずふだんの準備の周到が重要
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だと思っております。ここで小項目４点、理事者

の御見解を伺います。

小項目１、気象台が１週間前に北海道に台風の

上陸または大雨警報を発表した際、市の対応につ

いてお伺いいたします。

１点目、本部の配備体制について。

２点目、本部員会議での協議事項について。

３点目、警戒監視の体制について。

４点目、各部署の準備等について。

以上、４点についてお伺いします。

小項目２、本年度の名寄市の防災訓練について

お伺いします。

１点目、本訓練の狙いについて。

２点目、訓練日時及び場所は。

３点目、訓練の内容は。

４点目、訓練参加町内会は。

以上、４点についてお伺いします。

小項目３、平時における避難行動要支援者名簿

の活用について。

１点目、避難行動要支援者からの同意書の取得

状況について。

２点目、同意書を取得し、平時における避難行

動要支援者名簿の部外提供について。

以上、２点についてお伺いします。

小項目４、名寄市立総合病院の水害対策につい

てお伺いします。名寄市立総合病院は、道北の地

域救命救急センターとして、また道北の拠点病院

としてその役割を果たしております。ここでお伺

いします。

１点目、市立総合病院の最大浸水深は。

２点目、防水、浸水対策は。

３点目、浸水した際、外から病院に入る非常階

段の設置は。

以上、３点についてお伺いします。

大項目２、名寄市総合計画第２次中期基本計画

の重点プロジェクトについてお伺いします。名寄

市は、人口減少による影響を緩和させ、地域に活

力をもたらすために交流人口の拡大施策に取り組

んでいます。

そこで、小項目１、経済元気化プロジェクトに

ついてお伺いします。ここでは、的を絞って観光

について３点理事者の御見解を伺います。

①、２０１７年に比して２０１８年の観光入り

込み客の現況について。夏期及び冬期の観光の入

り込み客数とその分析について。その分析の結果、

何を改善し、何を助長しなければならないかをお

伺いします。

②、外国人観光客誘致に向けた具体的施策につ

いてお伺いします。２月ごろ、台湾の御家族がな

よろ温泉サンピラーに連泊しているのを見かけま

した。また、ピヤシリスキー場において外国人の

スノーボーダーも見かけました。改めて外国人観

光客誘致に向けた具体的施策についてお伺いしま

す。

③、観光客誘致に向けた情報発信とＰＲ活動に

ついてお伺いします。スキーツアーで東京なよろ

会の大半の方はリピーターで、名寄出身以外の方

が多いとお聞きしました。そこに情報発信とＰＲ

活動のヒントがあると思いますが、いかがでしょ

うか。また、首都圏での情報発信とＰＲ活動の拠

点が必要と思いますが、御見解を伺います。

小項目２、冬季スポーツ拠点化プロジェクトに

ついてお伺いします。名寄市総合計画審議会第１

回会議で３年間の取り組み検証を報告し、本年度

からはＮスポーツコミッションを中心に、１つ、

青少年教育、人材育成、２つ、健康増進、生きが

い、福祉振興、３つ、地域経済活性、４つ、広域

連携、各種まちづくりの４本柱を事業展開する旨

の発表がありました。ここで４点理事者に御見解

を伺います。

①、全国、全道規模大会の誘致及び開催数につ

いて。２０１６年は４大会でしたが、２０１７年

及び２０１８年の誘致等の現況と今後の展望につ

いてお伺いします。

②、スポーツ合宿入り込み人数についてお伺い

します。２０１７年は ０８１人でしたが、２０
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１８年の入り込み人数について冬期、夏期に分け

て回答をお願いします。また、２０１８年の入り

込み人数の結果の分析についてもお知らせくださ

い。

③、冬季スポーツのジュニア選手の育成につい

てお伺いします。競技団体と連携し、市として今

後どのように冬季スポーツのジュニア選手育成を

支援していくのかお考えをお伺いします。

④、冬季競技施設の整備について２点お伺いし

ます。１点目、サンピラー交流館カーリングホー

ルは冬期間のみの営業となっておりますが、競技

団体と協議し、道に対し通年使用可能な施設に改

修を要望するお考えはありますか。

２点目、健康の森のクロスカントリーのコース

整備について、特にフリー種目、スケーティング

ではコース幅は規格に合っているとは思いますが、

ゴールする選手の中には前の選手にバンフライを

かけてもコースをあけてくれなかったと悔しがる

選手を見かけました。ここでお伺いします。全日

本、全道大会の主管である名寄地方スキー連盟と

協議し、コースの幅の拡張とコース脇の立ち木の

伐採を行い、整備する予定はありますか。お伺い

します。

以上で壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま清水議員か

ら大項目で２点にわたり御質問をいただきました。

大項目１の小項目１及び２については私から、大

項目１の小項目３は健康福祉部長から、小項目４

は病院事務部長から、大項目２の小項目１は産業

振興室長から、小項目２は総合政策部長からそれ

ぞれ答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目１、防災についてお答えいた

します。小項目１の台風が予想される場合や大雨

警報が発表された際の対応についてでございます

が、本部の配備体制としましては台風や大雨が見

込まれる場合には気象情報や河川状況などの情報

を収集するなど、災害対策本部の立ち上げや職員

の配備体制などについて検討することとなります。

また、職員については勤務時間外でも参集できる

よう各部署において体制を整えることとしており

ます。災害対策本部が立ち上がった場合につきま

しては、そのときの状況によりますが、河川の巡

視情報や気象情報などの情報の分析を行うととも

に、避難所開設や物資調達、配給など本部体制に

関する協議や関係機関への応援要請など災害対策

に関する事項について協議することとなります。

警戒監視体制につきましては、気象や河川状況に

ついては適宜旭川地方気象台や河川事務所から情

報収集するなどインターネットを活用した情報収

集も行っています。このほか大雨の場合では、市

職員や消防職、団員による河川の内水氾濫を初め

道路などについて警戒パトロールなどを行ってお

ります。また、土砂災害への対応についても北海

道のシステムなどを注視しながら警戒巡視を行っ

ております。各部署の準備等についてでございま

すが、それぞれの初動態勢について作成するとし

ており、職員それぞれの役割について確認するこ

ととしています。一例を挙げますと、建設水道部

では河川、道路のパトロール体制の確認や健康福

祉部では避難所運営についての職員配置、市民部

では物資調達などの準備について進めていくこと

となっております。

次に、小項目２、今年度の名寄市防災訓練につ

いてお答えいたします。市の防災訓練につきまし

ては、平成２９年度からＦＩＧ―ａなよろ課題を

見つける避難訓練として複数年をかけて実施し、

本年度で３回目となります。本年度の防災訓練は、

７月１８日午前９時から１次避難を開始する計画

として進めております。訓練の狙いとしては、参

加された町内会の皆さんが実際に避難行動を起こ

すことによって避難場所までの移動時間や避難経

路での危険箇所、地域での共助における課題など

に気づいていただくことによって地域での避難能

力を向上させたいと考えております。参加町内会
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につきましては、現在２０区、西町２区、西町３

区、大橋商工団地町内会の４つの町内会に御協力

をいただく予定となっております。災害演習では、

参加町内会の皆さんがそれぞれの１次避難場所に

避難していただき、その後想定最大規模の降雨を

想定して、人材開発センターまで２次避難してい

ただくことを想定しております。２次避難後には

旭川気象台や名寄河川事務所からの講演や訓練展

示、各町内会からの御意見などを発表していただ

くことを考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目１、小項目３の平時における避難行動要支援者

名簿の活用についてお答えいたします。

避難行動要支援者名簿につきましては、平成２

５年度に避難行動要支援者からの申請をいただき、

その中で同意をいただいている状況となっており

ます。しかしながら、その後の名簿につきまして

更新がなされていない状況となっておりますので、

現在新たに名簿を作成するために防災担当部局と

連携しながら申請書や更新手続についての協議を

進めているところであります。その中でも関係機

関への情報提供につきましては、御本人の同意を

いただくことで提供できるよう検討を進めている

ところでございます。

平時においての外部提供につきましては、消防

や警察、そのほかの避難支援等の実施に携わる関

係者に対して名簿を提供し、有事への備えに有効

活用できるものとなるよう考えております。また、

名簿情報につきましては個人情報が多く含まれて

おりますので、情報開示者には情報の漏えい防止

等について説明するなど必要な措置を講じていく

よう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目１の小項目４、名寄市立総合病院の水

害対策についてお答えいたします。

前段といたしまして、市立総合病院は平成９年

に上川北部地域災害拠点病院に指定されており、

災害の発生時から復興期に至るまでの医療を提供

する役割を担うこととなっております。その責務

を果たすために新たに策定することが義務づけら

れましたＢＣＰ、名寄市立総合病院事業継続計画

について昨年１２月に策定したところであります。

１点目の災害浸水深についてですが、当院のＢＣ

Ｐにおける想定災害は地震及び大雨災害としてお

り、名寄市ハザードマップで示されました当院周

辺の浸水深は３メートルから５メートル未満であ

ることから、主要道路はおおむね冠水し、病院内

には２階床下まで浸水する想定で策定しておりま

す。大雨災害での被災想定では、地下１階の給食

調理設備、ＭＲＩ及びＲＩ、カルテ庫などの施設

は使用不能となり、１階の全外来機能、薬剤室、

放射線や生理検査の各検査室、リハビリテーショ

ン室、さらには人工透析室も浸水することになり

ます。院内のインフラ関係では、電力は非常用電

源に切りかえられますが、その設備にも浸水が生

じた場合の代替手段や３日分の備蓄が求められま

した受水槽の設置についても今後検討していく必

要があります。

次に、２点目の防水、浸水対策についてですが、

現状では想定される浸水に対応し得る対策はござ

いません。災害発生時には院内の患者及び職員等

の安全を第一としまして、直上避難させ、復旧が

見込まれるおおむね３日間程度の医薬品や備蓄品、

食料を確保しての１次避難対策を講じる一方、災

害拠点病院としての機能を維持、提供できるよう

対応を図っていくこととしております。他の市内

医療機関にも同じ被害状況となった場合には周辺

の士別市立病院に支援を依頼するほかに、平成２

４年に災害時相互支援協定を締結しました市立函

館病院、市立釧路総合病院、砂川市立病院に支援

を求めてまいりたいと考えております。

次に、３点目の浸水した際、外からの院内に入
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る非常階段の設置についてですが、本館には東西、

新館には北側に医療法で定められました屋内非常

用階段が設置されており、ＩＣＵ等のみ屋外に設

置しております。いずれも院内から屋外へ避難す

るための非常用階段であり、入院患者の安全上屋

外から進入するための階段設置は法令上定められ

ておりません。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、大項

目の２、名寄市総合計画第２次中期基本計画重点

プロジェクトについて、小項目の１、経済元気化

プロジェクトについて御答弁いたします。

まず、１点目、観光入り込み客数の現況につい

て申し上げます。本市の観光振興は、名寄市総合

計画第２次中期基本計画における重点プロジェク

ト、経済元気化プロジェクト及び基本目標４、地

域の特性を生かしたにぎわいと活力のあるまちづ

くりを推進する主要施策の一つとして位置づけ、

交流人口の拡大や地域の活性化を図るため、平成

２８年度に見直した名寄市観光振興計画に基づき

各種事業を実施しております。計画の目標値につ

きましては、観光入り込み客数が平成２７年度の

４７万 ０００人に対し年次５％の増加を見込み、

令和３年度には６１万 ０００人、外国人宿泊延

べ数は平成２７年度の５４４泊に対し令和３年度

には３倍の ６３５泊としております。観光入り

込み客数につきましては、北海道が全道各市町村

からのデータを毎年６月から８月ごろに集計、公

表しておりますことから、平成３０年度の観光入

り込み客数につきましては本市で調査した速報値

をもとに御説明いたします。平成３０年度上半期

２４万４００人、平成２９年度上半期２５万 ４

００人で、前年比９ ７％、１万 ０００人の減

少、平成３０年度下半期１８万 ５００人、平成

２９年度下半期１８万 ８００人で、前年比１０

４％、７００人の増加となりまして、通年の観

光入り込み客総数は平成３０年度、４２万 ９０

０人、平成２９年度、４４万 ２００人で、前年

比９ ９％、１万 ３００人の減少となりました。

また、外国人宿泊延べ数につきましては、平成３

０年度上半期７６７泊、平成２９年度上半期、５

１４泊で、前年比１４ ２％、２５３泊の増加、

平成３０年度下半期 ２１８泊、平成２９年度下

半期、５８０泊で、前年比２１ ０％、６３８泊

の増加となりまして、通年の外国人宿泊延べ総数

は平成３０年度、 ９８５泊、平成２９年度 ０

９４泊で、前年比１８ ４％、８９１泊の増加と

なりました。全体の観光入り込み客数につきまし

ては、年度により増減はあるものの、宿泊や訪日

外国人は着実にふえております。

観光事業の分析につきましては、昨年度北海道

の稼ぐ観光具体化モデル事業の事業採択を受けま

して、本市を訪れた観光客への対面によるアンケ

ート調査を年間を通して相当数実施いたしまして、

分析を行ったところです。それによりますと、本

市には夏のひまわり観光、冬季スポーツ、グルメ、

ショッピングなどを目的に訪れる方が多いこと、

北の稚内、東のオホーツク、西の日本海側へ向か

う要所として名寄市へ立ち寄られる方も多いこと、

さらにはお土産に対する満足度が高いといった結

果も出ております。これらの結果を踏まえまして、

今後も本市の地域資源を生かして観光による地域

資源の活性化が図られるよう取り組みを進めてま

いります。

次に、小項目１の２点目、外国人観光客誘致に

向けた具体的施策について申し上げます。２０２

０年開催の冬季オリンピックへ向けて、国はイン

バウンド ０００万人、北海道は５００万人の目

標を掲げており、本市においてもさきの答弁のと

おり着実に増加しているところでございます。本

市の外国人観光客誘致の取り組みといたしまして

は、交流事業として平成２５年度から台湾をター

ゲットとした教育旅行の受け入れに取り組んでお

りまして、昨年度までの実績で１３校４３６人を

受け入れておりまして、将来のリピーターとして
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本市を訪れることに期待をしているところでござ

います。また、札幌から稚内までを結ぶルートと

して平成２８年度に日本のてっぺん。きた北海道

ルート。が観光庁に認定されまして、インバウン

ド誘客へ向け、夏のサイクリングやカヌー、冬の

スキー、スノーボード、雪遊び体験など本市の自

然環境などを生かしたモニターツアーの開催、体

験型観光の商品化を進めてまいりました。スキー

場におきましても本市の雪質を求め、欧米人を中

心に外国人の利用が増加しているところです。ま

た、市内事業者向けの外国人観光客受け入れに対

するおもてなし講座の開催、英語、中国語のパン

フレットの作成など受け入れ環境を整備しており

ます。旭川空港に国際線ターミナルが完成するな

ど道北地方を訪れる外国人観光客がふえることが

予想されますことから、そうした状況を好機と捉

えまして、近隣市町村と連携し、観光ＰＲ、受け

入れ態勢の整備に努めてまいります。

次に、小項目１の３点目、観光客誘致に向けた

情報発信及びＰＲ活動について申し上げます。本

市における情報発信につきましては、市や観光関

係団体によるホームページ、ＳＮＳなどを通じ観

光情報などを発信しているほか、市外へのイベン

ト参加、物産販売などを通じ知名度向上に努めて

いるところです。また、本市では交流自治体など

道内、道外へ職員派遣も行ってきておりまして、

これらの地域との人的交流、物産交流や派遣地域

での活動を通じＰＲに努めています。物産を通じ

た取り組みといたしましては、本市の特産品であ

りますアスパラ、メロン、スイートコーンなど農

産品の通信販売を行っており、市外から多くの方

に御利用いただいております。また、北海道が首

都圏で開設しているアンテナショップでのポスタ

ーの掲示、パンフレットの設置、物産商品の販売

に協力をいただいておりますほか、交流自治体で

ある東京都杉並区役所内の「コミュかるショッ

プ」においても本市の特産品販売を行っておりま

す。首都圏にお住まいの方を中心に本市にゆかり

のある方々等で構成される東京なよろ会では、会

員向けに広報紙を年３回発行しておりまして、会

の活動報告や各種ツアーの御案内などを行い、本

紙の知名度向上、交流人口の拡大を初めとする地

域の活性化のため多大なる御支援をいただいてお

ります。本市では、会報発行時に杉並区で開催す

る物産展などの情報やふるさと納税の御案内など

について会報を通じて広く情報発信に努めており

ます。また、会員の皆様には口コミやＳＮＳなど

でさらに情報拡散に御協力をいただいております。

今後も時代の変化を捉えたＳＮＳなどによる情報

発信やイベント、物産販売などを通じより効果的

な情報発信に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、小項目２、冬季スポーツ拠点化プロジェク

トについてお答えいたします。

①、全国、全道規模大会の誘致及び開催数につ

いてですが、冬季スポーツ拠点化プロジェクトは

平成２８年度から平成３０年度まで地方創生推進

交付金を活用してスポーツによる交流人口の拡大、

ジュニア選手育成などに取り組んできたところで

す。拠点化事業の評価の指標となるＫＰＩですが、

全国規模の新規、冬季スポーツ大会誘致について

は平成２８年度から３年間で延べ５件の新規大会

を誘致しており、ノルディックスキーやカーリン

グといった冬季スポーツ大会が開催されてきまし

た。全国規模の大会誘致については、競技施設の

規模や質が大きなポイントとなりますが、今後も

情報収集を重ねながら新規大会誘致に努めてまい

ります。

次に、②、スポーツ合宿の入り込み人数ですが、

平成３０年度は、こちら上期、下期ということで

数字報告させていただきますけれども、上半期

０１４人、下半期 ３１５人、合計で ３２９人

となり、前年度との比較では２４８人増加してお

ります。各競技団体を初め旅館組合、市内企業皆
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様の努力のおかげで着実に入り込み人数をふやし

てきたところです。今後は、スキーなどの冬季ス

ポーツシーズンの前後の期間をいかに延ばすこと

ができるか、また夏季のスポーツ合宿の受け入れ

環境を整備していくことが合宿人数を伸ばしてい

くことにつながります。引き続き関係団体と協議

しながら交流人口の拡大に努めてまいります。

次に、③、冬季スポーツジュニア選手の育成で

すが、指導者のレベルアップを図ることを目的と

した指導者講習会の開催、アルペンスキーやスノ

ーボード競技においては市外チームとの合同合宿

に対する支援を行ってまいりました。また、カー

リングやクロスカントリー競技においては海外コ

ーチを招聘するなどジュニア選手育成の支援を続

けてきた結果、平成２８年度から３年間で５０名

を超える冬季競技のジュニア選手が全国、世界の

舞台で活躍をしてきたところです。引き続き時代

に合ったジュニア育成の方法を競技団体と相談し

ながら継続的にジュニア育成のシステム構築、ト

レーニング環境の整備に努めてまいります。

最後になりますが、④、競技施設整備について

でございますが、カーリング場の通年化に関して、

本市では北海道に対して要望は行っておりません

が、施設の老朽化に伴う整備に関しては競技団体

等とも相談しながら北海道に要望し、整備を行っ

てきたことで、昨年１月に開催された日本カーリ

ング選手権大会の誘致にもつながったところです。

また、健康の森クロスカントリーコースの整備に

ついては、今年３月に開催されたジュニアオリン

ピックのクロスカントリー競技においてけが人が

発生したことから、現在安全な競技運営の観点で

コース内の立ち木伐採について検討を進めている

ところですが、大規模整備は計画されておりませ

ん。引き続きソフト、ハード、両面で冬季スポー

ツの拠点にふさわしい環境整備に努めてまいりま

すので、御理解願います。

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 再質問させていただき

ます。

まず、小項目１の市の事前準備の対応ですが、

しっかりとよろしくお願いいたします。昨年７月

には隣の旭川とか床上浸水、床下浸水しておりま

すので、線状降水帯、これには十分注意を払って、

警戒監視のほうあれば、気象台の発表等があれば

よろしくお願いします。

小項目の２について再質問させていただきます。

訓練内容と訓練参加町内会、狙いと十分承知しま

した。１つ、訓練日の話でございますけれども、

大体平日やっているのです。平日やっている。こ

れを休日にできないものかと、こう思っておりま

す。なぜかといいますと、訓練参加町内会も休日

にすると訓練参加者の増加及び町内会の避難行動

要支援者の支援要領及びその共助が助長されます。

また、休日にやると多くの市職員が訓練参加可能

となり、さらに市職員の方も錬成されるのではな

いかと思います。御見解のほどよろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけないの

ですけれども、先ほど答弁させていただいた内容

に一部誤りがありましたので、訂正をさせていた

だきたいと思います。

本年度の防災訓練なのですが、参加町内会、４

町内会ということでお話をさせていただきまして、

２０区、西町２区、西町３区、大橋商工団地町内

会ということで言いましたけれども、済みません、

訂正をさせていただきまして、２０区、西町１区、

２区、３区というのが間違いでございまして、西

町１区、２区、そして大橋商工団地という、こと

しはその４町内会にお願いをすることになってご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

今清水議員のほうから防災訓練についてぜひ平

日ではなくて休日に実施をしてはどうだと。その

ことによって参加される町内会の皆さん初め、市

の職員も多く参加できるのではないかということ
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で御意見をいただきました。先ほどお話をさせて

いただいたのですが、２次避難の会場、人材開発

センターのほうで気象台の方に講演をいただくな

り、名寄河川事務所の方にも、あるいは名寄警察

の皆さんなども含めて防災訓練を２次避難の会場

で連携をとりながら行っていきたいということで

考えておりまして、ぜひ関係機関の皆さん参加を

いただくというようなことで、今回については日

程等については平日ということで参加体制を図っ

ていきたいというふうに考えていますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今回はわかりました。

今後ちょっと検討していただけるということで、

確約でよろしいですか、総務部長。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みませんが、先ほ

ど言いましたけれども、関係機関の皆さんの御都

合もあるというふうに思いますので、改めて協議

をさせていただきたいというふうに、大変申しわ

けないのですけれども、そういうことで御理解を

いただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） わかりました。

今度訓練参加する町内会についてでございます。

いろいろな事情があって、訓練参加できない町内

会もあろうかと思いますが、何とか訓練参加して

いただくように粘り強く説得して、理解の獲得に

努めていただきたいと思います。これはお願いで

す。よろしくお願いします。

続きまして、平時における避難行動要支援者名

簿についてこれから協議を進めてやるということ

でお話しでございましたけれども、直ちに、早急

に同意書を取得して、部外提供先に提示していた

だきたいと思います。なぜかというと、町内会で

あればこの避難行動要支援者の支援者、これの依

頼に大変助かるのです、これがあれば。同意書が

あれば。それと、もう一つ、これは平時における

見守り活動がありますけれども、それの一助とな

る。連携できるということで同意書を早くとって

いただいて、提示していただきたいと思います。

いかがですか回答お願いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 名簿の作成、同

意書も含めて早期ということで以前から清水議員

からもお話がされておりまして、議員がおっしゃ

るとおり備えが必要でありますし、やっぱり事前

の準備も必要ということではその面についても名

簿の重要性というのを認識しております。先ほど

も答弁で申しましたけれども、平成２５年、一度

同意書をいただいたのですけれども、その後の更

新をどのようにやっていくかというところで今協

議しながら、その一回もらった同意書が効果的に

将来的にも継続して使えるような例えば連絡先で

あったり、そういったものが今のやっている業務

と含めて効率的にできないかということで協議を

しているのですけれども、言われるように名簿の

作成というのは、早急につくるというのは当然の

ことでありますので、そういった協議も早く進め

ながら対応してまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしく御理解お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今の同意書の話でござ

いますけれども、それは２５年のときは努力義務

だったのです。努力義務。それから法律変わった

のです。義務になったのです。わかりますか。違

うのです。努力義務のときは私がやったのです。

正直に言います。その後義務になったのです。そ

れから、国から全道全部、健康福祉部に再度ガイ

ドライン来ているのです。ただやらなかっただけ

なのです。よろしく頼みます。

それでは、市立総合病院についてお伺いします。

ということは、大雨降って、洪水になったら市立

総合病院は逃げると、こういうことでよろしいで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。
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〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院が

逃げるということではございませんが、浸水の度

合いに応じた対応をそれぞれとっていくしかない

のが現状だということでございます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 拠点病院、道北のなく

てはならない病院、逃げてはいけないと私は思っ

ているのです。金はかかるかもしれないけれども、

防水シャッターぐらいつけて浸水を防ぐぐらいに

やっていただきたいなと、こう思っておりますが、

いかがですか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 今議員

から防水シャッターという御提案かというふうに

思いますが、もともと本館につきましては平成４

年に建築をされました。その時点におきましては、

災害拠点病院にもまだ想定はされておらず、現在

の地域救命救急センターというのはまるで想定が

されていない中での建築ということでございます。

周辺の土地から比べましたら若干は高さはあるの

ですけれども、現在想定をしました最大限の浸水

深に対応し得る構造にはなり得ていないというの

が現状でございます。防水シャッターといいます

のは、入り口部分等の防水対策ということでは一

つの機能かと思いますけれども、病院全体の周辺

からの流水を防ぐということになりましたら、防

水壁でも足りずに、簡易型の防潮堤というのがご

ざいます。そうしたものでなければ多分これだけ

の浸水深に対しての対策はでき得ないのではない

かというふうに考えております。ただし、その場

合におきましても、現在の本館の構造上でいきま

すと地下からの浸水を防ぐということができない

ということがございますので、浸水時間がどれぐ

らいになるのかということもまた違ってくるとい

うふうに思いますので、対策の立て方としてはい

ろいろあるかというふうには考えておりますが、

現在これだという手が打てる状況にはないという

ことだけは今お伝えをしておけるかというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） ということであれば、

病院の話ですが、隣町の士別市立病院は高台にあ

りますので、しっかりと連携の訓練ぐらいまでや

る必要もあるのではないかなと、こう思います。

検討でよろしいので、ひとつ検討していただきた

いと思います。

それで、大項目２の小項目２の①、大会誘致の

お話でございますが、行政として関係競技団体と

協議して、大会誘致活動をしていきたいと、こう

いうふうな答弁でありました。では、いつ誰が誰

に対して誘致活動を行う等の計画は、そこまで考

えておられるか、御答弁をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 大会誘致につい

て具体的な段取りというか、あるのかということ

での再質問いただきました。大会誘致に係る問題、

課題につきましては、全国大会クラスの大会を誘

致するには、先ほど答弁をさせていただきました

とおり、施設の規模、質が重要であると同時に、

地元競技団体の受け入れ態勢も大変重要であると

いうふうに考えております。それから、中央競技

団体の大会スケジュール等の情報や関係者とのつ

ながりも大変重要であるということと地元の競技

団体にそのような人材がいることもあわせて重要

であるというふうに考えております。さらに、市

民の大会を受け入れることに対する前向きな雰囲

気も重要であると考えております。ハード整備に

関しては、市全体の中で計画的な改修、整備とな

り、早急な対応は難しい状況であるかなというふ

うに思いますけれども、本市に優位性がある冬季

スポーツ施設を生かした競技の誘致活動を今後し

っかり進めてまいりたいというふうに考えており

ます。誘致活動については、計画的には行っては

おりませんけれども、加藤市長にも機会があるご

とに中央競技団体、地方競技団体の方々と面談を

させていただきまして、いろいろな情報収集もし
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ているところでございます。引き続き地元競技団

体と相談をさせていただきながら、さまざまな機

会を通じて誘致活動のほうは行っていきたいとい

うふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 再質問で１つ合宿の件

です。スポーツ合宿及びこれに関連して冬季スポ

ーツジュニアの育成について回答いただきました

けれども、市も今後ともしっかり支援していくと。

了解しました。理解しました。

ここで、ちょっと私も高校時代スキーやってい

ましたので、マニアックな質問になるかと思いま

すけれども、冬季スポーツのジュニアの育成は冬、

大会になったら大体夏のうちで決まっているので

す。夏で。そして、まだ大事なのは残雪のときな

のです。残雪。そこでいかに鍛えるかなのです。

名寄はあるのです。雪あるのですから、３月末ま

で。ジュニアオリンピック終わったらみんな選手

帰ってしまうけれども、何とか一緒に合宿やりま

せんかというような問いかけとかあるのです、夏

のローラースキー。名寄日進の市営牧場あります

よね。あそこのアスファルト、立派なこと。車は

来ないし、最高だ。私も過去経験あるのです。自

衛官のとき冬季戦技訓練でローラースキー、あそ

こで１週間、私当時広報班長でありまして、１週

間決められた時間にそこに行って、車何台通った

かと見て、統計をとって、名寄警察署に行って、

あれ市道ですものね、たしか。市道。許可をもら

って、訓練させたのです。近代二種に出て、日本

一です、本当に。本当の話です。あるのです。い

い、そういうところをＰＲして、名寄はこんない

いところあるよと。タブレットか何か持っていっ

て、どうですかと。うちのチームと一緒に、うち

の名寄市のジュニアの選手と一緒に夏合宿しませ

んかぐらいのことを誘致活動していただきたいと

思うのですが、よろしくお願いします。答弁お願

いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 清水議員から熱

い思いぶつけていただきまして、お答えしたいと

思いますけれども、行政主体で各競技団体のスケ

ジュール調整を行うというのは実は難しいことな

のかなというふうに考えております。しかしなが

ら、現状冬季スポーツ競技では、雪のない季節に

なりますけれども、北海道の強化合宿などが実は

行われておりまして、その機会に地元の選手たち

が参加をさせていただきながら高度な練習をさせ

ていただいているという現状もございますので、

そういったところも報告としてさせていただきた

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今の再質問に関連して、

名寄市の職員にすぐれた技術を持った職員がいっ

ぱいいる。いっぱいはいないか。いる。私も名寄

地方スキー連盟の一会員として支援しているので

すが、結構ジュニアの人の選手の指導とかやって

いる。大会終わった後も学校の先生とか市の職員

と一緒にジュニアを教えている姿を見て、可能性

はある。だから、市の職員も一生懸命やってもら

いたい、課外とか土日とか。やっているとは思う

のだけれども、いかがですか、その推奨。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） これは、うちの

職員というお話ですけれども、現状今冬季スポー

ツでいうとクロスカントリーのジュニアの分であ

るとか、当然経歴的にもすばらしい経歴を持って

いる職員もいます。そういった方々が仕事終了後

しっかりとそういったジュニア育成の場に足を運

んで、そこは今消防の職員もおりますけれども、

そこについてはしっかり高いレベルの指導ができ

るものとして協力はさせていただいているという

現状がありますので、報告をさせていただきます。

〇９番（清水一夫議員） 以上で終了します。あ

りがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で清水一夫議員の
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質問を終わります。

女性が輝けるまちづくりについて外１件を、五

十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、質問をさせてい

ただきます。

少子高齢化や人口減少による労働者不足が深刻

な問題になっていることから、大項目２点につい

てお伺いいたします。

少子高齢化が進む中、人材不足の観点からも女

性が活躍できる社会形成は必要不可欠です。現在

世界的に女性活躍が進んでおり、日本でも女性活

躍が叫ばれています。ですが、２０１８年の統計

では、男女格差の度合いを示すグローバルジェン

ダーギャップ指数は１４９カ国中１１０位となっ

ています。まさに世界トップクラスの男女格差が

ある国となっております。男女の平等のもとに社

会で活躍するにはまだ至っていないのが現実では

ないでしょうか。本市においても第２次名寄市男

女共同参画推進計画のもとさまざまな取り組みが

なされています。

そこで、小項目１、第２次名寄市男女共同参画

推進計画について。名寄市総合計画の基本目標１、

市民と行政との協働によるまちづくりの中で行政

と市民、関係団体などが協力し、女性の活躍推進

のための取り組みを積極的に実施するとあります

が、具体的に実施したことをお伺いいたします。

次に、小項目２、本市主催で年に１度行ってい

る男女共同参画セミナーの参加状況や成果につい

てお伺いいたします。

小項目３、その他男女共同参画セミナー以外の

部分で男女共同参画の活動と成果についてお伺い

いたします。

小項目４、企業を例とするならば、雇用主や管

理職の意識改革が進まなければ変革はあり得ない

と思います。家庭と両立させながら働き続けたい

と願う女性も多くいらっしゃいます。女性の積極

的な採用や管理職への登用はそのための環境整備

が必須です。ですが、女性にとっての働きやすい

環境を整えなければ人材は確保できません。女性

が働きやすくやりがいを感じられる職場を実現す

ることは、男性も含む全ての方にとって働きやす

い環境となり、優秀な人材の確保につながります。

そこで、男女共同参画社会実現に向けての本市の

考えをお伺いいたします。

次に、大項目２、人口減少の中での人材確保に

ついて御質問させていただきます。近年国内各地

で人手不足が顕在化し、中小企業においては需要

の増加に対応できない事例が広く見られるように

なりました。人手不足倒産という言葉があるよう

に、受注があるにもかかわらず、従業員がいない

ために仕事が回らなくなり、その結果倒産してし

まう企業も相次いでいます。生産年齢人口の急速

な減少により、外国人労働者受け入れ拡大の社会

的ニーズがますます高まっています。人手不足は

対処しなければならない最大の課題でもあること

から、まず小項目１、本市における労働状況の実

態をお伺いいたします。

次に、小項目２、昨年１２月に成立し、４月か

ら施行された改正入管難民法では新たな在留資格、

特定技能がスタートしました。ある一定の分野で

外国人労働者の受け入れを拡大することが狙いで

す。地域経済活性化のためにも外国人材の受け入

れを前向きに検討する必要があると考えますが、

まず本市における外国人材受け入れの現状につい

てお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま五十嵐議員

から大項目で２点にわたり御質問をいただきまし

た。大項目１については私から、大項目２につい

ては産業振興室長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、女性が輝けるまちづくりに

ついて、小項目１の第２次名寄市男女共同参画推

進計画について申し上げます。本市におきまして
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は、男女共同参画に関してさらなる市民意識の高

揚と推進を図るため、平成２７年１２月に名寄市

男女共同参画推進条例を制定いたしました。また、

平成２９年度に本市における基本的な考え方を示

し、地域社会全体で男女共同参画社会の実現に向

けた取り組みを総括的かつ計画的に推進するため

に第２次名寄市男女共同参画推進計画を策定いた

しました。本計画は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律に基づく市町村推進計画と

位置づけており、男女が働きやすい環境づくりを

主要施策の一つとして掲げております。また、本

条例に基づき男女共同参画を推進するため、名寄

市男女共同参画推進委員会を設置しております。

本委員会は、事業者からの推薦や公募などにより

選出された委員で構成され、基本計画等の推進及

び進捗管理などに取り組み、本市における男女共

同参画推進の中心的な役割を果たしております。

女性の活躍推進のための具体的に取り組む主な事

業といたしまして、男女がともに働きやすく子育

てしやすい環境づくりなどを広く周知し、男女共

同参画の普及、推進を図るために積極的に取り組

んでいる事業者や個人、市民団体を表彰しており

ます。今後におきましても第２次名寄市男女共同

参画推進計画を実効性のあるものとするため行政

と市民、事業者などと連携し、積極的な取り組み

を進めてまいります。

次に、小項目２、男女共同参画セミナーの開催

状況についてお答えいたします。本セミナーは、

市民の皆様に男女共同参画を考えていただくきっ

かけづくりを目的に開催しております。本セミナ

ーの開催に当たりましては、商業施設や公共施設

へのポスター掲示、広報、新聞、ラジオによる周

知のほか、名寄市男女共同参画推進委員を通じて

各関係団体などへお知らせしております。昨年１

２月に日本舞踊家としても活躍する若柳梅京さん

を講師に招き、市民向けセミナーを開催しました。

第１部の講演会には１０５名の参加、第２部の意

見交換では３１名の参加がありました。第１部の

講演会では、「男女ともに輝くグローバル社会を

目指して」と題し、国際オリンピック委員会で活

躍された講師御自身の経験から１９９８年開催、

長野オリンピックにおいて就学前の子供を持ちな

がら働く当時の御自身の状況などについて講演い

ただきました。また、参加者アンケートでは８割

の方が大変よかった、またはよかったという結果

となっております。第２部では、男性も女性も自

分らしく生きていくためには今私たちができるこ

とをテーマにグループワークを行い、家庭内で男

女が互いに尊重し合える関係の重要性などが発表

され、参加者内で共有することができました。本

セミナーの開催状況につきましては、市の広報に

より市民にお知らせしており、今後につきまして

も一層の市民啓発に努めてまいります。

続いて、小項目３、その他男女共同参画の活動

と成果についてお答えいたします。先ほどの答弁

でも触れましたが、本市における男女共同参画推

進の取り組みは第２次名寄市男女共同参画推進計

画に基づき実施しております。男女共同参画推進

事業者等表彰や名寄市男女共同参画セミナーのほ

か、男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

を目的に広報なよろにおける啓発記事の掲載やパ

ネル展の実施、児童生徒へのリーフレット配付、

パパマママタニティー教室におけるアンケート等

を行ってきております。また、セクシュアルハラ

スメントなど女性に対するあらゆる暴力の根絶を

目的としたパープルリボン運動として大型商業施

設での街頭啓発や成人式においてデートＤＶ防止

チラシの配布を行ってきております。目に見える

成果として感じられるにはもう少し時間のかかる

ところと思いますが、これまでの取り組みにより

男女共同参画に対する市民の意識が醸成されてき

ていると認識しております。今後も啓発活動に加

え、市民団体や事業者と連携し、男女共同参画の

推進に努めてまいります。

次に、小項目４、企業における意識改革につい

てお答えいたします。雇用に係る男女共同参画に
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関連する国の取り組みについては、女性の職業生

活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の

実現を図ることを目的として、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律が平成２８年４月

より施行されました。３０１人以上の労働者を雇

用する事業主については、自社の女性の活躍に関

する状況把握や改善すべき事情に関する分析を行

い、定量的目標や取り組みについて定める事業主

行動計画を策定することが定められるとともに、

従業員３００人以下の事業所においても事業主行

動計画を策定することが努力義務として求められ

ております。また、女性の活躍の取り組みがすぐ

れた企業を国が認定し、事業入札で受注機会をふ

やす優遇策も盛り込まれるなど国においてはこれ

らの新たな取り組みを実施することにより雇用機

会の均等の実現を目指すとともに、女性が活躍で

きる社会を目指すこととしております。市といた

しましても、これまで第２次名寄市男女共同参画

推進計画に基づき男女が働きやすい環境づくりを

図るため男女共同参画先進企業表彰のほか、女性

の職域拡大と積極的登用、育児、介護休業制度の

充実と柔軟な勤務形態の整備などに関して広報や

市ホームページ等を活用し周知してきているとこ

ろであります。また、昨年１０月には全国青年市

長会北海道東北ブロックの有志とともに内閣府が

推し進めている輝く女性の活躍を推進する男性リ

ーダーの会へ賛同しております。今後につきまし

ても女性活躍推進法や名寄市男女共同参画推進条

例の理念に基づき国や北海道、事業主などと連携

するとともに、先駆的な取り組みなどを参考にし

ながら女性がその個性と能力を十分に発揮し、職

業生活において活躍できるよう市内企業等へ向け

て啓蒙活動に努めてまいります。

以上、答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、大項

目の２、人口減少の中での人材の確保について御

答弁いたします。

まず、小項目の１、本市の人手不足の現状につ

いて申し上げます。全国的に人手不足が課題とな

る中、人口減少が進む本市においても市内中小企

業等における人材確保は大きな課題となっており

ます。本年４月のハローワーク名寄管内の有効求

人倍率は ３３倍と前月に引き続き前年同月比を

上回り、全道と比べても ２１ポイント上回って

おります。本ハローワーク管内において特に人手

不足が深刻な業種としては、建築、土木、測量技

術者が１ ００倍、大工、左官が ２５倍、建設、

土木作業員が ５９倍と建設関係が多くなってお

ります。また、本市が２年に１度実施している商

工業者を対象とした労働状況実態調査において、

昨年度実施した調査を今年度の公表に向け現在取

りまとめ中でございますが、その速報値で従業員

が足りていないと回答した事業所数の業種ごとの

割合は運輸業が８３％、建設業が７４％、医療、

福祉関連が６０％となっており、建設業に加え、

運輸業や医療、福祉関連におきましても人材確保

に苦慮している状況となっております。

次に、小項目の２、外国人材受け入れの現状に

ついて申し上げます。昨年６月、国は経済財政運

営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針２０１

８において中小、小規模事業者を初めとした深刻

化する人手不足を背景に従来の専門的、技術的分

野における外国人材に限定せず、一定の専門性、

技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け

入れる新たな在留資格の創設を明記し、このこと

を受け、本年４月に施行された改正入管難民法に

より新たな在留資格である特定技能１号及び特定

技能２号の制度がスタートいたしました。特定技

能１号は建設、介護、宿泊など相当程度の知識ま

たは経験を必要とする技能を要する１４分野の業

種に対する最長５年間の在留資格でございまして、

既に外食、宿泊、介護の３分野の技能試験が実施

されており、技能実習生として３年目を終えた方

も技能試験を受験し、特定技能１号に移行できる

こととされました。本市では、労働状況実態調査
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における外国人労働者に関する調査結果の速報値

として５カ所の事業所で中国、韓国、ベトナムか

ら１２名の外国人が働いております。また、外国

人労働者の雇用につきましては、雇用したいが３

％、検討中が４％、雇用する予定はないが４１％、

未定が２９％となっております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それぞれ御答弁をい

ただきまして、ありがとうございます。改めて質

問させていただきます。

まず、大項目１、女性が輝けるまちづくりにつ

いての小項目１、第２次名寄市男女共同参画推進

計画についてでございます。本計画の期間につい

て平成２９年度から平成３４年度、つまり令和４

年度までの６年間との記述がございます。ただし、

国の施策、社会情勢の変化に応じて必要な見直し

を行うとありますが、現時点で見直しをしたもの

がありましたら教えてください。

また、今後４年間の間に見直す計画があるのか

についても重ねてお伺いいたします。名寄市男女

共同参画推進条例の第２章の基本理念にあるとお

り、男女の人権の尊重、また国際社会における取

り組みを踏まえながら行わなければならないとの

記述もあることから、男女共同参画推進計画にお

いてＬＧＢＴＱやＳＯＧＩと言われる性的指向、

性自認に対するハラスメントなどについて社会的

弱者や性的マイノリティーの理解、促進を図るた

めにも表記を入れるなどの見直しが必要ではない

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 男女共同参画推進計

画が６年の計画ということで、まず一つにはこれ

まで本計画を見直したという経過があるかという

ことだったかというふうに思いますが、これまで

につきましては今回の本計画の期間中についての

見直しをこれまでしたということはありません。

見直しつきましては、国の施策、あるいは社会情

勢の変化に応じて見直しをするということであり

まして、本計画につきまして条例ということで男

女共同参画基本法などに基づく計画であることか

ら、国の施策などに変化が生じた場合などに今後

は見直しを行うようなことになろうかというふう

に思っています。

また、最後に御質問いただきました男女共同参

画推進計画の中にＬＧＢＴなりＳＯＧＩも含めて、

マイノリティーの方に対する理解促進の計画の表

記についてこの男女共同参画推進計画の中にうた

い込みをしてはどうかということでありましたけ

れども、昨日もお話をさせていただきまして、現

在の男女共同参画につきましては男女の性別にか

かわらず市民全体で取り組むということでござい

ます。したがいまして、ＬＧＢＴやＳＯＧＩなど

性的マイノリティーに関する計画の表記につきま

しても現在は検討はしていない状況であります。

性を理由とする差別は許されるものではないとい

うふうに認識をしておりますけれども、今後の国

の動向などを踏まえまして、必要に応じて計画の

変更などを検討してまいりたいと思います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） きのうの富岡議員の

質問とも重複してしまうところもありますが、性

的マイノリティーの方がみずから打ち明けること

ができず相談もできない現状があると思います。

先日中村部長も相談件数はまだ今のところないと

いうことおっしゃられていたのですが、そういう

ことを打ち明けられないという状況も鑑みていた

だいて、行動や生き方が宣言されることなく、多

様性を認め合って、それぞれがその人らしく生き

られる社会、それが男女共同参画社会ではないか

と思っております。相手の立場に寄り添う取り組

みこそが大切だと思いますので、ぜひ御検討よろ

しくお願いします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。
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〇副市長（橋本正道君） 現在の男女共同参画の

推進計画、あるいは条例におきましては、前提条

件として男性、女性という区別がある上でお互い

共同でまちづくり、あるいは社会に参画しましょ

うということのたてつけでありますが、一方でセ

クシュアルマイノリティーの話になりますと、こ

れまたちょっと違う文脈から検討する必要がある

ということできのうからも議論も踏まえて認識し

ているところであります。性的少数者の皆さんの

声を上げたくても上げられないという状況につい

ては、私どもも再度認識させていただいたところ

であります。この２つをどういう形で実効性のあ

るものにするかというのは、もうちょっと研究、

あるいは時間を要すると思いますけれども、非常

に重要な課題であるというふうに認識しておりま

す。セクシュアルマイノリティーのみならず、い

わゆるマイノリティー、少数者と言われる方皆さ

んが、きのうの議論の中でも香りの害のお話もあ

りましたし、そのほかにもいろいろあるかと思い

ます。一つずつ、人権にもかかわることでありま

すので、丁寧に拾いながら、この男女共同参画推

進計画の中でやれるものなのか、あるいは別建て

でいったほうがいいのかさらに議論は重ねさせて

いただきたいと思いますので、御理解よろしくお

願いします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 副市長のおっしゃっ

ていることには理解できました。男性、女性の区

別というわけでもなく、男女共同参画の中でも性

的マイノリティーですとかＬＧＢＴの関連に関す

ることは出てくると思うのですが、これから先検

討していただければと思いますので、よろしくお

願いします。

次の質問なのですが、小項目の４について。先

ほど男女共同参画社会に向けての本市の考えにつ

いてお答えいただきました。個々の中小企業では

なかなか進みにくい現状がありますが、自治体が

手本となり、導いていただけるのが大変望ましい

と思います。そこで、現在の本市における管理職

の女性比率をお伺いいたします。また、女性管理

職をふやすための研修または取り組みなどがござ

いましたらお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 一つには市の職員の

中の女性管理職の割合、比率ということですね。

それと、あわせて女性管理職に対する研修という

ようなことですかね。先ほども少し答弁で触れま

したけれども、現在名寄市においては特定事業主

行動計画を策定をしておりまして、女性職員の採

用ですとか管理職登用につきましては公平な扱い

ということで実は取り組んでいるところですけれ

ども、比率といたしましては現在女性管理職につ

きまして、昨年の４月段階なのですけれども、比

率は１ ６％ということで、これ前年ということ

なので、２９年と比べまして ５％向上している

という状況になっております。女性管理職をふや

すための取り組みというようなことには、基本的

には平等な管理職登用ということで努めておりま

すので、女性に限るということには少しならない

のですが、研修などにつきましてはキャリアワー

クバランスに関する研修ですとか、北海道の市町

村研修センターなどで実施をしている女性職員の

キャリアビジョンというような研修機会を設けて、

そこに参加をいただいているというのが現在の状

況でございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。私のほうでも少し調べたのですが、公務員女

性の管理職の全国平均値が１ ９％、２０１８年

度なのですが、あったのに対しまして名寄市が１

６％ということで上回っているのは大変いいこ

とではないかなと思います。その辺をしっかりア

ピールしていただき、引き続き民間企業を引っ張

っていっていただければなと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。



－125－

令和元年６月２０日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

大項目２、人口減少の中での人材確保について

再質問させていただきます。先ほどの答弁にござ

いました労働状況実態調査とはどのような調査で

しょうか。また、今後道内においても外国人材の

奪い合いになることが予想されます。本市として

も早急に具体的な取り組みを進める必要があると

思いますが、先ほど述べられた労働状況実態調査

を踏まえまして、今後どのように取り組んでいく

のかお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 労働状況実態調

査についてですが、この調査は本市で働く勤労者

の労働条件、賃金、福利厚生等の雇用に関する実

態を的確に把握し、今後の労働条件の改善及び雇

用の安定と福祉の向上を図るための基礎資料とす

ることを目的に本市が２年に１度実施しておりま

す。特に昨年度は社会情勢を反映し、新たに外国

人労働者の雇用、事業承継の検討、働き方改革の

取り組み状況の３項目を追加して調査いたしまし

た。外国人材に係る今後の取り組みについてでご

ざいますが、新たな在留資格である特定技能では

同一の業務分野内での転勤が可能でありまして、

よりよい条件を求めて大都市圏に集中する懸念が

ありますことから、道におきましては本年３月、

外国人に選ばれ、働き、暮らしやすい北海道を目

指す姿として掲げました外国人材の受入拡大・共

生に向けた対応方向をまとめております。本市と

いたしましては、労働状況実態調査の結果を踏ま

え、まずはより詳細な実態を把握するため商工会

議所、商工会が主体となりまして補完調査を実施

することとしております。そして、国や道の施策

を注視しながら本市の人手不足を解消する方策の

一つとして外国人材の受け入れ及び市民との共生

が円滑に進むようスピード感を持って商工会議所、

商工会と連携しながら取り組みを検討してまいり

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。官民一体となって取り組んでいただけるとい

うことで大変期待をしておりますので、今後注目

していきたいと思います。

次、市長は広報なよろ１月号におきまして年頭

の挨拶でも本市の喫緊かつ最大の課題は人口減少

と労働力不足の問題だと述べられています。労働

力を補う存在のみならず、経済の活性化に寄与す

る外国人材の受け入れについて市長のお考えをお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 五十嵐議員から今外国人

の人材の確保についての御見解を求める質問がご

ざいました。きのうから総合政策部というのを新

たに新設をして、その重要な課題として人口減少

の問題、これにいかに歯どめをかけていくかとい

う問題があるということを認識をして、庁内、あ

るいは全市挙げて、総力結集してこの問題に向か

っていかなければならないと思っています。人口

減少は、分解すると出生率というか、子供を、自

然増減と言いますけれども、亡くなっていかれる

方よりも出生する方が多い状態でプラスになって

いくというようなことと社会増減というこの２つ

の問題があると思うのですけれども、社会増減、

その中でできるだけこの地域に住み続けていただ

いて、出ていかない、それとこの地域に人が入っ

ていただけると、こういったことを名寄市のさま

ざまな特徴を生かしてやっていかなければならな

いと思うのですけれども、その中に外国人の人材

というのもやはり流入人口の中に当然入れていか

なければならない問題だと思っています。先ほど

答弁の中で労働実態調査、名寄市の雇用主の外国

人労働者の雇用をしたい３％、検討中４％という

ことで７％と。非常に低いなという印象を実は持

ちましたが、実際のところただ外国人の雇用する

ということに対しての実態がやっぱりつかめない

ということもあるのかなというふうに思っていま

して、この部分をしっかりと行政、あるいは商工
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会議所、商工会、そうした団体と一緒になって推

し進めていかなければならないということを改め

て私も感じているところでございます。当然それ

ぞれの事業所、あるいは業種ごとに外国人人材を

確保していく、そのことに対してしっかりとバッ

クアップしていくと、このことはもちろんであり

ますし、名寄市には名寄市立大学、あるいは上川

北部地域人材開発センターという職業訓練を担う

ことができる機関がありまして、こうした機関を、

外国人人材をしっかりとこの地域で教育していく

というようなことも名寄市の特色として、可能性

としてあるのでないかと。幅広く外国人人材をこ

の地域に滞留させて、働いていただく、あるいは

学んでいただくと、そういうようなことをできる

環境づくりをしていくために、先ほど議員がおっ

しゃるとおり、官民と一体となって早急に検討を

進める必要があるというふうに私も考えていると

ころでありまして、ぜひまた御理解と御協力をい

ただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） さまざまな問題が複

合的に合わさっている労働者不足問題ですが、一

つ一つクリアしていくことで地域の発展につなが

っていけばよろしいかなと思っております。市長

のお言葉にもありましたが、名寄市立大学や上川

北部人材開発センターは近隣にはない名寄の恵ま

れた環境でもあり、特色でもあるのではないかな

と思っております。言葉の壁を取り除いたり、さ

らなる技術の習得をするなどの可能性も含んでい

るのではないかと思っております。それらを最大

限に活用し、地域の労働力不足が解消できること

を切に願って終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

１４時５０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時３３分

再開 午後 ２時５０分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

平成３１年統一地方選挙を振り返って外３件を、

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目４点に

ついて順次質問してまいります。

大項目の１、平成３１年統一地方選挙を振り返

って質問をいたします。今回の選挙は、地方自治

をつかさどる名寄市民にとっては一番身近な選挙

であり、北海道議会議員選挙、名寄市議会議員選

挙ともに８年ぶりの選挙となりました。４年前の

選挙では無風だったこともあり、市議会として平

成２７年９月、議会改革調査特別委員会を設置、

市民に信頼される議会を目指して議会改革を進め

てまいりましたが、結果として議会の関心の低さ

から市議会議員選挙の投票率が過去最低の６ １

４％で、８年前の選挙と比べ ９％も下回る結果

となりました。この結果を議会や議員への批判と

受けとめなければならないと思っております。ま

ずは、市民への信頼感を高めることが課題であり、

議会として抜本的な改革をスピード感を持って取

り組む必要があり、何が悪かったのかを検証しな

ければならないと考えています。したがって、今

後の地方自治の選挙を考えるとき、平成２８年か

ら導入された１８歳選挙権の動向など若年層の分

析や投票率の向上につながる方策の検討は選挙管

理委員会が目指す方向と一致すると考えているこ

とから、小項目の１、統一地方選挙における年代

別及び男女別の投票について、小項目の２、期日

前投票など投票方法の検討について、小項目の３、

投票率を上げるための分析と対応についてを関連

がありますので、一括してお伺いをいたします。

次に、大項目の２、不登校に悩む子への理解と

対応についてお伺いをいたします。進級や進学で

大きく変わる４月、５月は子供たちの心に大きな

ストレスがかかります。そこで、小項目１、不登
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校の現状について及び小項目の２、１０連休明け

の状況についてお知らせください。

不登校にはいろいろなケースが想定されますが、

通学している子供でも周囲に何も言えず通学する

子、食欲がなかったり、玄関から動けなかったり、

いつもと様子が違う場合など特に注意が必要だと

言われています。そこで、小項目の３、不登校に

悩む子供たちへの対応について学校や教育委員会

における対応の現状についてお知らせください。

次に、大項目の３、中小企業振興基本計画の策

定についてお伺いをいたします。総合計画第２次

中期基本計画において基本目標の一つである地域

の特性を生かしたにぎわいと活力あるまちづくり

の中で、商工業振興に係る基本的な理念や役割な

どを定める中小企業振興基本計画の検討を位置づ

けているとしています。行政報告においても、北

海道が公表している平成３０年度第３・四半期の

地域別経済動向調査では上川北部地域は建設業で

は収益低下、製造業、運送業の人材不足や販路減

少の懸念が示されています。

小項目の１、基本計画策定に向けた関係機関と

の協議状況及び経過について、小項目の２、基本

計画策定の工程管理及び進捗状況についてお伺い

をいたします。

最後に、大項目の４、人口減少社会への対応に

ついてお伺いいたします。小項目の１、名寄市総

合計画第２次中期基本計画に連動した第２次名寄

市行財政改革のＫＰＩ設定について。財務省は、

財政制度審議会で地方財政の改革案を議論してい

る中で地方自治体職員に触れ、全国の都道府県や

市町村で働く職員が２００５年から２０１０年ご

ろに大幅に減少はいたしましたが、２０１４年を

底として２０１８年度では９１万 ０００人余り

と１万人余り増加しております。職員数を２０１

８年度水準のまま据え置くと仮定して、人口減少

が進む中、２０２５年には３万人の削減幅を例示

しております。ひいては、地方交付税の影響も懸

念され、今後の地方行財政にとって一層厳しくな

ることが予想されます。人口減少が続く中、今後

における効率的で質の高い行政運営や持続可能な

財政運営を進めるために行財政改革に取り組まな

ければならないと思いますが、職員の定員適正化

に向けたＫＰＩ設定について考えをお伺いいたし

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま塩田議員か

ら大項目で４点にわたり御質問いただきました。

大項目１及び大項目４は私から、大項目２は教育

部長から、大項目３については産業振興室長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

御質問の大項目１、平成３１年統一地方選挙を

振り返ってにつきましては、名寄市選挙管理委員

会の所管となりますので、同委員会事務局として

お答えいたします。小項目１、統一地方選挙にお

ける年代別及び男女別の投票状況について、小項

目２、期日前投票など投票方法の検討について及

び小項目３、投票率を上げるための分析と対応に

ついて関連がございますので、一括して答弁させ

ていただきます。

まず、年代別、男女別の投票状況についてです

が、本市では市民文化センターを投票所とする第

７投票区を標準投票区として設定しており、この

投票区の投票状況について集計を行っております。

今回の統一地方選挙における標準投票区の年代別

投票率につきましては、知事選挙では６０代が７

８％と最も高く、２０代が４ ５％と最も低く

なっており、市議選挙では知事選挙と同じく６０

代が７ ４％で最も高く、１８、１９歳の１０代

が１０％と最も低くなっており、いずれの選挙に

おいても年代が高くなるにつれて投票率も高くな

っていく傾向があります。

また、男女別投票率につきましては、男性の投

票率のほうが女性の投票率よりも知事選挙で ５

％、市議選挙で ５％高くなっております。標準
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投票区における１０代の投票率につきましては、

選挙年齢が引き下げられてから初めて執行された

平成２８年の参議院議員通常選挙においては１

６％、翌年の衆議院議員総選挙では３ １％、こ

としの知事選挙では４ ８％、市議選挙では１０

％となっており、今回の市議選挙における投票率

が最も低くなったところであります。

１０代における知事選挙と市議選挙の投票率の

差、３ ８ポイントの内訳につきましては、当日

投票率で ４ポイント、期日前投票率で３ ４ポ

イントとなっており、期日前投票において大きな

差が生じております。選挙管理委員会事務局とし

ては、市議選挙の期日前投票期間が知事選挙と比

較して１０日間短いことと期日前投票の開始日が

知事選挙は３月２２日でありましたが、市議選挙

においては４月１５日であったことから、就職や

進学に伴う転出により知事選挙は投票できたが、

市議選挙では投票できなかった１０代の有権者が

多かったのではないかと分析しております。

選挙年齢が引き下げられた平成２８年から選挙

管理委員会では若年層への選挙啓発と投票率向上

を図る目的で名寄市立大学にも期日前投票所を設

置してきております。この大学期日前投票所にお

ける市議選挙の投票者数は、平成２８年の参議院

選挙と比較して１１人増の６８人となっており、

大学の期日前投票所設置が若年層の投票率向上に、

少しずつではありますが、寄与してきているので

はないかと考えているところです。今後も投票状

況を見ながら適正な期日前投票所の配置に努めて

まいります。全国的に投票率が低下してきている

状況の中、国や道、他自治体での新たな投票手法

に関する取り組み事例など投票率向上につながる

情報収集を継続して行ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、大項目４、人口減少社会への対応につい

て、小項目１、名寄市総合計画第２次中期基本計

画に連動した第２次名寄市行財政改革のＫＰＩ設

定について申し上げます。行財政改革における職

員の定数管理についてでございますが、平成１８

年の旧名寄市と旧風連町の合併に伴い行政組織の

スリム化が必要とされたことから、名寄市行財政

改革推進計画に基づき平成２１年度から平成２６

年度までに６９人の職員定数の削減を実施してき

たところでございます。しかしながら、平成２７

年度以降については国、道からの権限移譲に伴う

対応、総合計画や総合戦略における人口減少対策

を主眼に置いた各種政策の実現のため組織機構の

見直しの中で職員配置数の協議を毎年実施するこ

とで職員数の見直しを実施しております。そのた

め、本年度見直しを行いました第２次名寄市行財

政改革推進前期実施計画における成果指標につい

ても定員に関する指標の設定は行っていないとこ

ろであります。一方で、議員御指摘のとおり国全

体で人口減少が進む中、国の地方財政政策を踏ま

えましても地方公共サービスを担う職員のあり方

については提供する行政サービスのあり方とあわ

せて常に見直しを検討する必要があるものと考え

ております。総務省の示す地方財政サービス改革

においては、窓口サービスの外部委託化や行政サ

ービスを提供するシステムの周辺市町村との共同

利用などで住民サービスの水準を維持しながら行

政のスリム化を図る方向性が示されており、さき

に述べました実施計画においてもこのような視点

を新たに追加したところであります。しかしなが

ら、外部委託化については本市のような地域にお

いては安定してサービスを供給する事業者の確保

などハードルが高く、今後各種サービスの担い手

の育成も含めた行政サービスのあり方の議論が必

要であります。また、周辺市町村も含め職員の確

保も年々困難となっていることから、各種システ

ムの共同化を超え、専門的な事務の共同化などの

議論が将来起きることも想定されます。そのため、

職員数の変動を伴うサービスのあり方の議論にお

いて特定の目標年次などを定めることは現時点で

は困難であると考えております。今後組織機構を

含めた地方行財政サービスのあり方につきまして
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は、第２次行財政改革推進基本計画を踏まえなが

ら名寄市行財政改革推進実施本部での検討、総合

計画の進捗管理やローリング作業などを通じて具

体的な政策議論を行う中で必要な組織機構のあり

方とあわせて議論してまいりますので、御理解を

お願いをいたします。

私からは以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

不登校に悩む子への理解と対応についてお答えを

いたします。

初めに、本市における不登校の現状についてお

答えをいたします。不登校児童生徒とは、病気や

経済的な理由を除く何らかの心理的、情緒的、身

体的、あるいは社会的要因、背景により登校しな

い、あるいは登校したくてもできない状況にある

ため、年間３０日以上欠席した児童生徒のことと

定義をしております。文部科学省の平成２９年度

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査の結果では、北海道の公立小中学校におけ

る不登校児童生徒数は平成２８年度と比べ小学校

では １９６人で１６５人の増加、中学校では

３７０人で４０６人の増加となっております。本

市におきましては、平成３０年度に不登校の状況

にあった児童生徒は２０名であり、平成２９年度

と同数となっておりますが、少ないとは言えない

状況であり、不登校に対する取り組みの改善、充

実を図ることが課題となってございます。

次に、１０連休明けの状況についてお答えをい

たします。文部科学省の不登校に関する実態調査、

平成１８年度不登校生徒に関する追跡調査報告書

においては、休み始めた時期として７月から９月

の割合が２ ４％と最も多くなっており、長期休

暇明けに不登校が増加する傾向が見られます。本

市におきましても同様の傾向が見られるため、例

年より長い連休が続いたことによる影響について

注視をしておりましたが、１０連休明けの登校渋

りの事例は特に見られませんでした。

次に、不登校に悩む子供たちへの対応について

お答えをいたします。不登校の傾向としましては、

不安や無気力がそれぞれ４分の１以上を占めてお

り、その要因は学業の不振や進路に係る不安、友

人関係をめぐる問題、家庭に係る問題などが複雑

に絡み合っていることから、明確に把握すること

が難しい状況となってございます。このため、各

学校においては子供たちが抱えている状況を把握

し、職員間で情報を共有しながら組織的に対応方

針を決定し、担任や学年主任、生徒指導部が中心

となって家庭訪問等を行っております。また、教

育相談センターや健康福祉部による相談支援、医

療機関等との連携を図るなどして当該児童生徒の

不登校の状況の改善に向けての取り組みを推進し

ております。教育相談センターでは、教育専門相

談員、適応指導教室指導員、教育推進アドバイザ

ーを配置し、児童生徒や保護者などから不登校な

どの問題や学校生活、家庭生活における悩みや相

談を受け、学校や関係機関と連携を図りながら解

決に向けての支援や指導を行っています。また、

毎月第２、第４木曜日に夜間相談日を設け、日中

来ることができない保護者や不登校に悩む児童生

徒のひきこもり解消や外出するきっかけづくりと

して相談や支援を行っております。また、適応指

導教室には現在２名の生徒が通室しております。

通室した日は学校でも出席扱いになることから、

学校に準ずる教科学習を中心とする活動を行うこ

とによって児童生徒の登校意欲を高めながら学ぶ

力、生活する力、人とかかわる力を伸ばしていく

よう今後もサポートしていきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、大項

目３、中小企業振興基本計画の策定について、小

項目の１、基本計画策定に向けた関係機関との協

議状況及び経過について、小項目の２、策定の工

程管理及び進捗状況について関連がございますの
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で、一括で御答弁申し上げます。

市内企業数の大半を占める中小企業は、地域経

済の活性化はもとより、就業、雇用機会の提供、

さらには市街地等におけるコミュニティー形成な

ど地域の健全な発展に資する重要な社会的役割を

担っており、本市では名寄市中小企業振興条例に

基づき平成２８年度の一部改正で加えた人づくり

や創業支援など地域経済の活性化を図るためのさ

まざまな支援を行っております。さらに、少子高

齢化や人口減少といった厳しい社会情勢を踏まえ、

人材の育成確保に加え、第二創業や事業承継とい

った地域の経済活動や雇用を支えている中小企業、

小規模企業を持続させるために取り組むべき施策

の構築に向け今年度スタートした総合計画第２次

中期基本計画におきまして、本市における商工業

振興に係る基本的な理念や役割等を定める基本計

画の検討を掲げてございます。基本計画策定に向

けましては、今年度から名寄商工会議所、風連商

工会と市の３者で地域経済活性化に資する意見交

換の場を月１回程度持っておりまして、その場に

おいて基本計画策定についても協議することとし

ております。また、内部ではこれに先立ちまして

他の自治体の事例などについて調査を開始したと

ころでございます。本市における喫緊かつ最大の

課題である人口減少と労働力不足に加え、働き方

改革や外国人材の受け入れ拡大など昨今の新たな

社会情勢を見据え、今後関係機関との協議を着実

に進めてまいります。

以上、私の答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきまして、ありがとうございました。時間の

限り再質問をさせていただきます。

まず、統一地方選挙の関係でありますけれども、

今この年齢別、男女別の報告を受けましたけれど

も、その中で若年層と、若年層、２０代くらいま

での部分の数値と、それから３０代以降の数値で

は大体２０ポイントぐらい違うと、若年層が低い

という数値が出ておりますし、今回基準投票区の

部分でありますから、名寄市の全体として判断で

きるか否かという部分についてはこれはなかなか

難しいところはあると思いますけれども、この第

７投票区で６３％ほどの投票率ですから、市議選

の６ １４％という部分について言えばそんなに

変わらないのかはというふうには思っています。

けさほどの倉澤議員の答弁にもありましたとおり、

この投票率は過去の選挙から比べてずっと減少傾

向にあるという状況でお知らせをいただいたかな

と。５％ずつくらいどんどん、どんどん下がって

いるという状況で、政治に対する関心、不信とい

う部分が原因をしているのかなというふうに思う

わけでありますけれども、そんな中やはり市民、

国民にとって投票をすることは、この義務は絶対

にしていただかなければならないという部分であ

りますから、しっかりそれのためのできる環境を

つくっていくということが大事な部分だなという

ふうに思っているわけでありますけれども、今お

話ししました、答弁にもありました男性、女性と

比べて男性のほうが投票率が高いというふうなこ

と、それとこの２８年選挙から始まった１８歳選

挙権の関係でありますけれども、これはこれまで

の２８年の参議、それから２９年の衆議、そして

今回の選挙見ていても着実に数値は、投票率は高

まっているというふうな部分で、この１８歳選挙

に関するいろんな周知の部分についても効果のあ

らわれというふうな部分はあるのかなというふう

に思いますが、しかしながらこの若年層、１０代、

それから２０代の投票率は低いというふうな部分

でありますから、これらについてどのように実際

の数値を見て、今後どのような取り組みを進めよ

うとしているのかお教えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 若年層ということで

ございますから、高校生、大学生も含めて有権者

の中にいらっしゃるということで、倉澤議員のほ

うにも学校の取り組みですとか少し、出前講座で
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はないですけれども、学校のほうに出向いて選挙

についての啓蒙をというふうなお話もさせていた

だきました。あわせて、やはり今最近の……最近

のと言ったらあれですね、若い方は例えばスマホ

にしてもＳＮＳにしてもいろんな情報網を持って

いらっしゃるということでいえば、そういった情

報網も少し活用できないのかなというふうに思っ

ていまして、具体的には今こうだということでは

ないのですけれども、そういったいろんなツール

を通じて選挙の啓蒙するということは非常に重要

な手だてではないかなというふうに考えていると

ころです。引き続きこの点につきましては研究を

させていただきたいというふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 倉澤議員の答弁にも

ありましたよね。１８歳以下の部分について意識

の向上を図るだとか関心度のアップ、そういうふ

うなことで、選挙の投票箱をお貸しをしたりとい

うふうなこともあって、いろいろ取り組みを進め

ているというふうなことでありますから、やはり

小さいころからこういうふうな環境になれていく

ということは必要なことだなというふうに思って

いますので、ぜひそういう取り組みを続けていっ

ていただきたいというふうに思いますし、いろん

なところで模擬投票といいましょうか、それから

模擬選挙らしきことを企画をして進めていったり

している部分もありますけれども、そういうふう

なことを名寄市のほうでも取り入れるというふう

な考え方はございますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。倉澤議

員のほうにも少しお話をさせていただいたのです

けれども、出前トークですとか模擬選挙ですとか、

その辺は少し先ほど言いましたＳＮＳを、いわゆ

るいろんな情報ツールを通じた取り組みを含めて

今議員のほうからありました具体的に実際に投票

してみてというようなことの行動に結びつくよう

な取り組みということの提言だと思いますので、

その点も十分踏まえまして研究させていただきた

いと思っています。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 済みません。私聞い

ていたつもりだったのですけれども、お答えいた

だけたということで、大変申しわけございません

でした。

それと、大学の関係で、２８年の参議から大学

でも期日前投票ができるようになってというふう

なことで、参議のときには５７名だったものが今

回の市議選では６８、知事選では６４名投票をし

たというふうなことでありますけれども、そして

啓蒙を図っていく中では午前中の答弁にもありま

したＦＭですとか広報活動ですとか、それから大

学で啓蒙しているというようなお話もありました

けれども、私２８年の参議と比較したら数字は少

し、１１名ですか、高まっているということであ

りますけれども、全体的に考えていくと、ここの

大学で期日前投票ができる環境というのはもっと

もっと数字が大きいと思うのです。その中で６８

というふうなことで、衆議では８２名ということ

ですから、非常に似通った数字ではありますけれ

ども、この大学でも啓蒙の活動しているというふ

うなことで、にもかかわらず私の中ではちょっと

低いなというふうに認識をしているのですけれど

も、この辺のこと、それとこのことに関して大学

の啓蒙活動のあり方について例えば見直すだとか、

いろんなことを検証しながら、分析、検証して見

直すだとかいうふうなことお考えあるかお知らせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員のほうから大学

における期日前、少し投票率低いのではないかと。

あわせてもう少し啓蒙の方法、手法がないのかと

いうことでございました。なかなか、これまで日

中に大学、日中といいますか、できるだけ生徒が

いなければだめなものですから、期日前というの
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は学校開学しているというときに行くということ

で、それぞれ時間帯にもよるのでしょうし、いろ

んな状況の中でＰＲはさせていただいて、ティッ

シュなど配りながら啓蒙はさせていただいている

のですけれども、この間の状況でいえば開設は１

日ということでございまして、この辺どういうふ

うに考えたらいいのか、改めてこれまでの取り組

みも含めて総括をしながら次に引き継いでいきた

いというふうに考えているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 今選挙管理

委員会の取り組みについて大学のほうで啓発して

いただいたり、あと１号館の玄関のほうに啓発コ

ーナーをつくっていただきまして、そこにポスタ

ーを張ったりして、あと期日前投票所を開くとい

うポスターをつくっていただいて、大学のほうに、

掲示板のほうに張ったり、そういう活動をしてい

ます。また、今回選挙では４月の選挙ということ

もあって、講義もやっていなかったということも

あって、なかなか啓発活動できなかったのですが、

平成２９年の衆議のときには先生方に協力いただ

きまして、講義の時間にこの選挙の内容ですとか

期日前投票所を設置するということですとか、あ

と選挙人名簿に登録されている要件ですとか、登

録されていない場合の不在者投票の手続の仕方だ

とか、あと投票することの必要性など講義の中で

先生方のほうから学生に啓発していただいたとい

うこともありまして、今回ちょっと４月の選挙で

きなかったのですが、今度７月にまた選挙がある

ということなので、そういう形で学生には先生方

と協力しながら選挙の啓発をしていきたいと考え

ています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 大学の部分でいうと、

一昨年ですけれども、生徒さんと議会報の中で意

見交換をさせていただいたときにやはり住民票を

移している方たちがどれくらいなのかなというと

ころで、生徒さん、ざっくばらんに５０％から６

０％ぐらいですねという何かお話で、実際現状は

どうなのかわかりませんが、そういう実態もある

ということも認識はしているところでありますけ

れども、いろいろなそういう部分で御努力をいた

だきたいというふうに思います。実際に期日前投

票を別なところでするということになると、当然

職員の配置をしなければならないし、それこそ人

員配置という部分では御苦労される部分があるの

かなというふうには思うところではありますが、

やはり何らかの策を講じて、投票率アップにつな

げていくための策を講ずるということは必要なこ

となのかなというふうに思っています。

最後に、恐らく同じ答えが返ってくるのだろう

なというふうに思いますが、この投票所でいきま

すと公共機関等々が主だというふうに思われます

けれども、さっき午前中の答弁でも商業機関だと

かというふうなところでのことも検討した経過の

ことについてお話ありましたけれども、先ほどの

数値でいくと、この３０歳から７０歳までの部分

でいきますと女性と男性の投票率の差というのが

５％ほど下回っているというようなこともありま

すから、買い物のついでに選挙をするだとかいう

ふうなことで気軽に選挙に参加をしていただくと

いうようなことができないものなのかなというふ

うなことを思っております。確かに公共以外のと

ころでそういうふうな仕組みを、この期日前投票

を実施をしてもらうという場合においては当然相

手方の問題もありますでしょうし、先ほどもお話

ありましたように、このネットワークの部分の二

重になるだとか、いろいろそういうふうなことの

懸念も心配される部分あるのかなというふうに思

いますけれども、やはりこういう実態、数字で見

て女性の割合が若干下がっているというふうなこ

とからすれば、いろんなターゲットを絞ってする

必要あるのかなというふうに思っておりますけれ

ども、その辺についてお考えをお知らせ願いたい
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と思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 投票所について期日

前、公共施設だけではなくてということで御質問

いただきました。議員のほうでも今るる説明をし

ていただいたとおりと言ったら怒られますけれど

も、トータル、選挙についてはやはり選挙管理委

員会としては公平、公正な間違いのない選挙とい

うことが第一義的にあるのかなというふうに思っ

ています。その中ではやはり商業施設でやる場合

には二重投票の問題であったり、いろいろと、あ

るいは投票行為がほかから見えない場所であった

りということで、非常に実際にやることについて

少しデメリットと、そういう部分が多いのかなと

いうのが率直に思っているところです。ただ、い

ずれにしても投票しやすい環境というのは用意を

してあげたほうがいいのかなというふうには思っ

ていまして、特に女性の投票率が低いというよう

なことで言われましたけれども、なかなかどこの

商店街でもやるとか、そんなことには当然ならな

いわけで、少し全体的な今の例えば投票所の数の

問題ですとか、そういった全体的な経費、あるい

は人員の張りつけですとか、いま一度選挙にかか

わる部分について総括をしながら、そういった新

たな期日前の投票所の場所だとかを設けることが

できるかということについては近隣の、あるいは

道内の先進的な事例として旭川あたりもやってい

るというふうに聞いていますけれども、その辺を

改めて研究をさせていただきたいというふうに思

っていますので、御理解をお願いいたしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 最後に、そういう事

例があるところ、先進事例を参考にしながらとい

うお話をいただきましたので、よろしくお願いし

たいと思います。やはり一番のこういう投票率が

下がっている原因というのは、実際に政治に関心

がないというところが一番だと思っていまして、

私どものというか、私だけではないと思いますが、

皆さん思っていると思うのですけれども、責任は

そこにあるのかなというふうに思います。したが

って、やはりふだんの議員活動等々含めてしっか

りとした活動をしていくこと、そしてスピード感

を持った部分で信頼感を持っていただくために議

会として何ができるのかということを、早期にこ

れを進めていく必要があると思いますので、一概

に選管の部分ではないというふうに思っておりま

すので。ただし、お互い同じ方向に向いていると

いうふうなことであると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、不登校に悩む子への理解と対応について

ということであります。不登校の現状でいきます

と、実際に２９年、３０年だったですか、２０名

ほどいるというふうなことで、やはりそういう方

たちが、子供たちがいる。子供たちがいれば、当

然その親御さんも悩んでいらっしゃるというふう

なことでありますから、何らかの形でこの解消を

しなければならないのかなというふうに思ってい

ます。その中で先ほど適応指導教室に２名通われ

ているというふうなことでありますけれども、通

ってきている子供については他の機関を利用して

いくことができているわけですから、大丈夫だと

いうふうに思いますけれども、そうでない子供に

ついてはやはり何らかの対策が当然必要なのかな

というふうに思うわけであります。やはりこれは

家庭での部分でもあるし、学校での部分でもあり

ますけれども、しっかり気遣いをしていくという

ふうなことで、しっかり子供を見守るという、こ

のことが大事な部分だというふうに思っています。

原因はいろいろあると思うのですけれども、やは

りこのことをしっかりしていかなければならない

というふうに思っておりますから、そんな中で不

登校の未然防止に向けた取り組みなり、不登校に

係る教職員の研修があるのかどうなのかわかりま

せんが、その辺についてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。
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〇教育部長（河合信二君） まず、未然の防止に

ついての取り組みということでございますけれど

も、平成２９年度に文部科学省が行った調査によ

りますと、不登校の傾向としまして、先ほどもお

答えしましたけれども、やはり不安ですとか無気

力が約６割程度を占めている状況になっておりま

して、それに進路の問題ですとか学業、また家庭

や友人関係などというさまざまな要因が複雑に絡

み合っているというような状況でございます。こ

のようなため、不登校を未然に防ぐためには児童

生徒が学校に通いたいというような思い、またそ

ういうふうに思うような魅力のある学校づくりを

一層推進していくことが基本だろうというふうに

考えております。例えば各学校においては教育活

動を通した中で自分にはいいところがあるのだと

いう自尊感情を児童生徒に育んでもらうですとか、

人の役に立っているというような自己有用感を醸

成するというようなこと、また授業を通しての児

童生徒がわかる喜びを味わう、また主体的に学び

に向かうことができるというような学習指導の一

層の改善、充実を図ること、またそれが学校にお

けるよりよい人間関係を築いていくこと、最終的

にはそのことが重要なことになるのではないかと

いうふうに考えております。また、早期発見、早

期対応の観点からは欠席が続くですとか遅刻、早

退が多くなるといったような信号が見られた場合

には、初期の対応が重要でありますから、児童セ

ンターの教育推進アドバイザーなどとも連携を図

りながら、学級担任を中心に家庭訪問や面接等を

組織的に行いながら、必要な支援や適切な働きか

けを積極的に行っていくことが大切なのだろうと

いうふうに考えております。教育委員会といたし

ましても今後とも学校や児童センター等と連携を

しながら不登校の未然防止に努めていきたいとい

うふうに考えております。

また、もう一点、教職員の研修の充実というこ

とでございますけれども、北海道におきましても

不登校の児童生徒数が増加傾向にあるということ

から、不登校児童生徒の指導、支援に係る教職員

の研修の充実を図ることが必要ということで、そ

のような取り組みを積極的に進めているところで

ございます。このようなことから、本市におきま

しても学校においては児童生徒の事例を用いて事

例研修会を実施したり、道教委が作成しました不

登校児童生徒の対応事例集を活用するなどして、

不登校に係る研修の充実を図るように各学校にお

願いをしているところでございます。また、教育

委員会といたしましても不登校児童生徒支援連絡

協議会等に教職員が積極的に参加するように促し

を行ったり、不登校問題や心理学に詳しい臨床心

理士などを講師として招聘しながら、不登校の問

題の解決に向けた研修会等を実施するなど今後も

教職員の研修の充実に努めていきたいと考えてい

るところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。実際にこの不登校って難しいと思って、簡単

なものではないので、難しいことだとは思います

けれども、この部分について子供たちのためにや

はり、それから家族のためにというふうなことも

含めて教育委員会、学校、教育委員会の適応指導

教室ですとか教育相談センターとかあるわけです

から、そういうところとしっかり連携をとって、

何が必要なのかな、どこが、欠落している部分が

何かあるのかなというふうなこともしっかり探り

ながら対応していただきたいというふうに思いま

すし、最後にそういうふうな形で教職員のほうも

しっかり研修を進めながら未然防止につなげてい

きたいというお話ですので、どうかよろしくお願

いしたいと思います。

それでは、３番目、中小企業振興基本計画のこ

とについて。これ私も何回も何回も実は話をして

おりまして、なかなかこれ、今回も取り上げさせ

ていただいたのは、どうも前へ進んでいないなと、

動きが見えないなというふうなことが自分の中で、
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それから町場から聞こえてくるというふうなこと

でありまして、これ何度も、先ほども答弁にあり

ましたけれども、商工会議所、商工会と市役所と

の定期的な協議といいましょうか、協議をする場

といいましょうか、それは毎月やっていますとい

うことは何回もお聞きをしております。しかしな

がら、なかなかどのようにそれがうまく活用され

ているのかどうかはちょっとわからない部分であ

りますけれども、実際に商工会議所のほうから昨

年も要望という形で、そしてことしの２月に回答

している中でもこの基本計画については触れてお

ります。それ以前については、この基本振興条例

の設置だったと。しかしながら、一つ段を察して

基本計画の策定というふうなことで要望に変わっ

てきて、それをこの地域経済の活性に向けてしっ

かりとしたこの計画の策定が必要だというふうな

部分だというふうに認識をしておりますし、それ

は前から認識をしているというふうなことでお話、

御答弁をいただいておりますけれども、一向に前

へ進んでいないという状況でありますから、これ

こそ早急な対応が必要なのかなというふうに思っ

ています。きのうの東川議員の答弁にもありまし

たとおり、機構改革をして、そして営業戦略から

これ産業振興というふうな形でもとに戻すような

形の中で、しっかりとその中でも御答弁があった

中で、この中小企業の振興基本計画というのをし

っかり策定に向けて検討していくのだと。検討と

いうことでなく、策定に向けてしっかりとした足

場を築いていただきたいというふうに思っていま

して、その早期な動きを促すという、そういう意

味合いから質問をさせていただきました。この部

分につきまして、今この検討するといいましょう

か、その部分でいうと計画している機関、どんな

方たちがその検討し、そしてこの策定に向けての

工程作業が進むのかということについて改めてお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいま基本計

画の策定に当たっての連携、協議する関係機関に

ついて御質問いただきました。おっしゃりますと

おり、まだ具体的に進んでいるところではないの

ですが、この基本計画は本市における商工業振興

に係る基本的な理念や役割等を定めるものであり

ますことから、幅広い皆様との連携、協議が必要

と考えているところでございます。さきに答弁い

たしました名寄商工会議所、風連商工会と市の３

者協議を軸にしまして、市内に事業所を有する中

小企業と、それから金融機関、商店街の皆様のほ

か、市民の皆様の声を聞くことが必要と考えてお

りますので、こういった方々と協議をする場をつ

くっていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 私も地域経済の活性

なくして名寄の将来なしというふうな言い方を実

はさせていただいております。何とかこの計画に

関しては魂の入った基本的な理念、そして役割を

しっかりと、名寄全体が、市全体がどういうふう

な役割を担って進めていくのかと、これを早期に

計画策定をして、それで前に進まなければならな

いというふうに思っておりますので、速やかなこ

の協議に入っていっていただきたいというふうな

ことを要望して終わります。

続きまして、人口減少社会の対応というふうな

ことで、行革のＫＰＩの設定の部分については先

ほども御答弁いただきました。第１次の行財政改

革の中でこの定員管理というふうなことで削減、

実際６９名までの削減があって、そしてそれから

最終的には６１名になったのかなというふうに記

憶をしておりますけれども、ただ私この削減あり

きの話では決してないというふうには思っており

ます。やはり行政サービスをしっかり担う職員は

なくてはならないわけですし、多様化するこうい

う社会において職員の果たす役割というのは重大

だというふうに思っておりますから、しっかりと

した適正な配置ということをしっかりしていかな
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ければならないというふうに思っておりますので、

そのようなことでお願いをしたいと思いますが、

それこそ最初に財務省なり総務省というふうな中

で、そんな脂っこい話が出てきているところは人

口減少対策が間近に……間近って今現在そうです

けれども、どうそれに対応していくのかというふ

うなことで、やはりいろんなことを考えている。

人員の削減だとか、それから実際に国としてはこ

の財源をどうするのかというような形になってき

ているのかな、なってくるのかなというふうに思

われますし、当然それを見据えて名寄市の行財政

もしっかりとした考え方を持っていかなければな

らないというふうに思うわけであります。当然予

算規模もこれから今までどおりな予算規模として

まちづくりをするというふうなことはなかなか難

しくなってくるし、人口減少が進むにつれやはり

財源も落ちるし、そういうふうなことでまちで購

買力が落ちていくと、いろんな部分で負の現象が

起きてくるというふうなことでありますから、こ

のことを指をくわえて本当に見ているわけにいか

ない。人口減少、何とか歯どめをかけるための対

策として今回は総合政策部というのをしっかり機

構改革の中でつくって、そしてしっかり横串を入

れて、そして対応するのだというふうな決意でお

話をいただいていたというふうに思いますから、

これはしっかり対応していただきたいというふう

に思っております。そんな中、なかなかこの定員

管理に関するＫＰＩというふうな設定をするとい

うのは難しいというふうなお話ではありますけれ

ども、この行財政改革の中で見直しという部分で

いうと３年に１遍現状把握をした中で見直しをか

けていくという形でこれまでも進めているという

ふうに思っております。そのようにおっしゃって

おりますから。ただ、そうではなく、やはり近い

将来どれぐらいの人口になっていくのだというふ

うなことが如実にあらわれてきているわけであり

ますから、それに対する部分として、そのときに

焦るというか、急ぐのではなく、そのことを想定

をしながらしっかりとした行財政をしっかり担っ

ていただきたいというふうに思うわけであります

から、そんな中この定員管理というふうな形で質

問をさせていただきましたけれども、ただＫＰＩ

の設定をする数字を、目標を決めてというふうな

ことではないのかもしれませんけれども、できな

いというか、していないというお話ですけれども、

それらもしっかり視野に入れた形の中で今後進め

ていかなければならないというふうに思いますか

ら、そのことについて最後お聞きをして終わりた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今回国の財務省のほ

うで審議会でしたか、分科会でしたか、そちらの

ほうで、２０２０年ではないですね、地方自治体

においても、地方公共団体においても３万人ほど

定数、職員数減らすことができるのでないかとい

うことで何か出たようであります。そのことが今

後交付税なりどういうふうに影響があるのかとい

うところについてはまだ承知をしておりませんけ

れども、議員のほうから言われたように今後人口

減少対策はやりつつも、やはり今後人口が変動し

てくる、変わってくるという中で、その中で職員

の業務量がどういうふうに変化をするのかという

こともあわせて検討しながら職員定数については、

先ほど冒頭も言いましたけれども、年度年度新た

な政策等については協議をしながら、その中で実

際に職員の配置が必要なのかどうかも含めてやら

させていただいておりまして、短期的にはそうい

うことでやっていますけれども、将来的にという

ところについては将来、１０年後、２０年後の見

通しについては人口減少に伴う中で単に定数を減

らすというような分については業務量がどうなっ

ているのか、あるいは近隣の自治体の中での業務

量がどうなっているのか、あるいは人材の確保は

どうなっているのか、そんなことも含めてまだな

かなか検討をしなければならないという認識を持

ちながらも現時点では設定等については難しいと
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いうふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時５１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠

署名議員 高 橋 伸 典
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開議 令和元年６月２１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 議案第１９号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第２号 「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実

現に向けた意見書

意見書案第３号 ２０１９年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第１１号 例月現金出納検査報告

について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 議案第１９号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第２号 「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実

現に向けた意見書

意見書案第３号 ２０１９年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第１１号 例月現金出納検査報告

について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 三 浦 勝 秀 議員

１２番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

学校教育のさらなる国際化に向けた取り組みに

ついて外３件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、順次質問をしてまいりますので、よろ

しくお願いいたします。

大きい項目１点目、学校教育のさらなる国際化

に向けた取り組みについてをお尋ねいたします。

我が国の国際化が日々進展する中、これからの次

代を担う子供たちが外国の人々に対して恐れや偏

見などを持たずに、同じ人間として分かち合い、

時には議論し、励まし合い、そのような関係を結

び合えばすばらしいことだというふうに思います。

しかし、我が国は島国であり、一般的にいっても

日常に外国人と接する機会はまだまだ多いとは言

えないのが現状であります。特に北海道や本市の

ような地方都市はその傾向が顕著です。

そのような中、３０年以上前から総務省、外務

省、文部科学省と一般財団法人自治体国際化協会

の協力によって続けられてきたプロジェクト、Ｊ

ＥＴプログラムがあります。このプロジェクトは、

世界各国にある大使館などの在外公館において日

本で英語を教える若者などを募集、面接し、旅費

や給料を日本が保障した上、招聘する事業であり

ます。現在は５４カ国から約 ５００名の若者が

日本の全国で活躍されています。基本は１年の期

間ですが、最長５年間プログラムに参加すること

もできるそうであります。彼らは、日本の文化に

触れ、ますます日本が好きになり、帰国後もさま

ざまな形で日本と母国とのかけ橋となっておりま

す。招聘する業種は、ＡＬＴ、外国語指導助手、

ＣＩＲ、国際交流員、ＳＥＡ、スポーツ国際交流

員の３種類があります。そのほとんどはＡＬＴに

よる招聘であります。このＡＬＴ、外国語指導助

手は、小学校教師や中高等学校の英語教師ととも

に英語の授業に加わり、指導を行うものですが、

中には学校の諸活動にも積極的に参加し、子供た

ちと日常触れ合いを持つ場面があります。

御存じのように小学校においては、新学習指導

要領の全面実施が２０２０年４月に控えておりま

す。２０１９年度まで３年、４年生の外国語活動、

５年生、６年生の教科としての外国語が進められ

ておりますが、名寄では先行実施をされておりま

すが、そのような中ネーティブスピーチの発音を

子供たちに聞かせることは大変有効であり、本市

の子供たちが直接的に外国生まれの人と触れ合い、

体験し、国際人を生み出す意味においても貴重な

英語教育になるのではないでしょうか。

なお、彼らを任用した市町村などの地方自治体

は、その人数に応じて国から普通交付税１人当た

り約５００万円が加算されております。

しかし、近年は、日本文化の関心の高まりによ

って応募する外国青年も多く、選抜により来日し

ていますので、自治体の必要人数は１００％満た

され、その質にも定評があると伺っております。

現在本市においてもＡＬＴの２名が任用されてお

り、外国人英語教師等も導入している等の活動は

なされておりますが、さらなる英語教育の向上を

させるためにも、全国において群馬の高崎市のよ

うに市内の小中学校に各１校１人の割合で任用し

ている市もございます。
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そこで、提案ですが、本市の小中学校において

２０２０年度からの新学習指導要領の全面実施を

見据えた、また各学校での生き生きとした英語教

育の国際教育の展開を期待する意味からも、各校

１校に１名を目標にこのＪＥＴプログラムによる

ＡＬＴのさらなる任用の検討をし、英語教育の充

実を図るべきと考えておりますが、理事者の御見

解をお願いいたします。

大きい項目その２、自転車保険加入促進につい

てでございます。環境に優しい交通手段で、身近

で手軽な乗り物として多くの人が利用する自転車

の普及台数は約 ２００万台で、自動車の台数に

ほぼ匹敵するほど多くあります。そのため歩行者

や他の自転車を巻き込んだ事故は一向に減ること

がありません。５日前にも高校生が７０歳代会社

役員を自転車でひき、死亡させたものもあります。

そこで、万一の事態に備えが必要であります。ま

た、自転車保険条例の制定が自治体に広がりつつ

あります。

そのことも踏まえ、国はことし１月、国土交通

省内に自転車事故による損害賠償のあり方を協議

する有識者検討会議を発足させております。現在

保険の補償内容や自動車損害賠償保険と同様全国

一律で自転車利用者に保険加入を義務づけるかど

うか検討を行っております。自転車は、子供から

高齢者まで幅広い層が利用し、利用頻度や経済力

にも大きな差があります。こうした点を踏まえて、

丁寧に議論を求めています。また、事故を起こし

た自転車運転者の約４割が２０歳未満であること

から、保護者の加入の必要性も指摘をされており

ます。

平成１７年１２月に成立した自転車活用推進法

に基づく推進計画には、法律による保険加入の義

務化について検討を進める方針が明記をされてお

ります。自転車がかかわる事故は、総数こそ減少

しているものの、自転車対歩行者に限ると年間約

５００件で横ばいが続いております。近年歩行

者の女性をはねて重傷を負わせた小学生の親に裁

判所が約 ５００万円の支払い命令など、高額賠

償の判決が相次いでおります。ところが、保険へ

の加入は十分に進んでいないのが現状であり、１

７年に歩行者が死亡した、または重傷を負った自

転車事故のうち、保険に加入していない加害者は

６割にとどまっているそうであります。

自転車保険は、加入した保険の種類によって補

償額が異なるものの、年間約 ０００円の保険料

で最大１億円程度の個人賠償責任補償が主流とな

っております。低額の費用で手厚い補償が得られ

るのが特徴であります。しかし、保険に加入しな

いため高額の賠償が払えなければ、被害者が十分

な補償を受けられず、泣き寝入りするしかありま

せん。そのために住民に自転車保険に加入を勧め

る自治体がふえています。いずれの自治体も通学、

通勤を含め、自転車を利用する全ての人が対象と

なります。また、自転車の販売店やレンタル店に

対しても購入者や利用者が保険に加入しているか

どうか確認し、保険加入を勧めるよう協力を求め

ているのが現状であります。兵庫県でも平成１５

年３月に全国で初めて保険加入の義務づけ条例が

成立をいたしました。また、同年４月には損害賠

償保険の部分の自転車保険の制度が始まり、保険

料を含め年間 ０００円から ０００円支払うと、

約１億円の賠償補償がされるそうであります。加

入者が約１０万人に上っているそうであります。

名古屋市でも１７年３月に自転車保険の義務づけ

の条例が成立されました。京都市でも平成１０年

に自転車の安全、安心な利用を促す条例が制定、

その条例に伴い小中学校の自転車交通安全教室の

実施を義務づけられ、販売業者には保険加入の努

力義務でこの内容が進められているそうです。後

に１８年４月、自転車保険加入義務づけが始まっ

ております。

このようにさまざまな地域でこの自転車保険の

義務化が進められている中、自転車保険加入の義

務化や促進を求める条例を制定した自治体は、都

道府県、政令市レベルで約２４カ所を数え、これ
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に加え３月８日には長野市、静岡市の両議会で自

転車保険への加入義務づけ条例が成立をされ、制

度化の動きは一層広がりを見せております。

その部分で１点目、名寄市でも数年前小学生が

自転車で亡くなり、また西５条の繁華街でも大学

生が自転車で高齢者をはね、死亡させ、けがをさ

せたケースもあります。このように死亡やけがの

件数や自転車事故への対策とその周知についてど

のように取り組んでおられるのか理事者の御見解

をお願いいたします。

２つ目に、義務教育では対策が行われておりま

すが、安全教育についてどのような取り組みをし

ているのか理事者の御見解をお願いをいたします。

３つ目に、市民の自転車保険の加入状況とその

周知についての理事者の御見解をお願いいたしま

す。

４つ目に、自転車保険加入の義務化や促進を求

める条例制定をした自治体が広がりを見せており

ます。この自治体の広がりにどのような認識をし

ているのかお伺いをいたしたいというふうに思い

ます。

大きい項目３点目、地域公共交通の現状と今後

についてお尋ねをいたします。少子高齢化や過疎

化などの影響により、流通機能や公共交通網が弱

体化したことによって食料品や日用品などの生活

必需品の買い物が困難な状況に置かれている高齢

者、また高齢者で医療機関に受診のための移動困

難者が多数出ている中、自家用車や路線バスとい

った移動手段がなくなる、あるいはあっても極め

て不便な状況に置かれている人たちが買い物弱者

や移動難民になってしまう状況が今も続いており

ます。

国交省は、平成２８年の調査では、全国の路線

バス事業者２４６社のうち赤字の事業者は１５７

社に上り、３大都市以外の事業者はさらに深刻で、

８割以上の１３６社が赤字で、その影響で平成２

８年度までの１０年間で廃止されたバス路線は、

約１万 ０００キロメートルという調査の結果が

出ております。この減りゆく地域の足をどう確保

していくかが大変重要と思われます。名寄市の地

域公共交通の現状、課題についての理事者の御見

解をお願いをいたします。

また、農村地域などデマンド交通の拡大と医療

バスの活用の考えについてお尋ねをいたします。

人口減少や高齢化の影響で路線バスが赤字のため

廃止になったりする中、高齢者の買い物難民、通

院への難民化と思われる状況が続いております。

地域の実情に応じた輸送サービスの導入が必要と

考えております。農村地域は、高齢者が停留所ま

で行くのに大変苦悩の距離であります。農村地域

でのデマンド交通の拡大、または医療バスの活用

等々の輸送の考えについての理事者の御見解をお

願いをいたします。

大きい項目の４番目、安全な道路環境について

をお尋ねをいたします。本年は、積雪も少なく、

２月下旬から道路には雪がなく、道路が直接出て

いるため、凍害の影響で路面の凹凸が激しい状況

が続いておりました。本年、市民の方々にお会い

する機会が大変多く、会うたびに一言目にはこの

道路はどうにかならないのかというふうに言われ

ておりました。毎年春先になると名寄市内の市道

は、配水管部分、また路盤材の規定以下の場所が

大変多く、凹凸が起こりやすいことがあります。

車両の走行や歩行者の安全通行や自動車の安全性

に危惧されております。本市の現状の道路事情へ

の対策と今後の取り組みについて理事者の御見解

をお願い申し上げ、壇上の質問とさせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

高橋議員より大項目で４点にわたって御質問いた

だきました。大項目１については私から、大項目

２については市民部長から、大項目３については

総務部長から、大項目４については建設水道部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いをい

たします。
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まず、大項目１、小項目の１、ＡＬＴのさらな

る活用についてお答えをいたします。平成２０年

に改訂された現行の学習指導要領では、小学校に

おいて外国語活動を新設したり、中学校の外国語

の授業時数や指導する語数をふやすなどして、外

国語を通じて言語や文化に対する理解を深め、積

極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

育成に努めてきました。しかし、学習指導要領改

訂に向けた中央教育審議会教育課程企画特別部会

などにおいて小学校５、６年生外国語活動につい

ては、外国語を使った音声中心の活動が中学校進

学後の外国語の学習に生かされていない状況があ

ること、また中学校においては国語と英語の音声

の違いや英語の発音とつづりの関係を理解するこ

とが不十分であることなどの課題が指摘されたと

ころでございます。このようなことから、２０２

０年度から実施されます新学習指導要領におきま

しては、小学校３、４年生から聞く、話すを中心

とした外国語になれ親しむ外国語活動を年３５時

間、５、６年生は聞く、話す、書く、読むの４技

能を総合的、系統的に扱う教科外国語を年７０時

間行うこと、中学校においてはより具体的で身近

な話題についての表現や簡単な情報交換ができる

コミュニケーション能力を養うための学習活動を

重視することなどの改善が図られました。

本市の小学校においては、校長会や名寄市教育

改善プロジェクト委員会が中心となって、中学校

や高学年との接続に十分配慮することが重要と考

え、日課の見直しや朝や放課後の時間を有効に活

用するなどして、平成３０年度から３５時間の３、

４年生の外国語活動、７０時間の５、６年生の外

国語の授業時数を確保し、先行実施しているとこ

ろでございます。

本市には２名の外国語指導助手を配置しており、

学校規模に応じて日数を決定し、派遣していると

ころです。授業では、学級担任が外国語指導助手

等と協力しながら、デジタル教材などの指導用教

材を活用して行っているところでございます。し

かしながら、満度に外国語指導助手を派遣するこ

とはできません。そこで、平成２８年度に道教委

の小学校外国語活動巡回指導教員研修事業の指定

を受け、外国語活動巡回指導教員が全ての小学校

を巡回し、学級担任とのチームティーチングや模

範授業、小学校外国語活動に関する教員研修の企

画及び教員への指導、助言等を行ってまいりまし

た。さらに、外国語の教員免許状を所有する教員

を小学校に配置し、日常的に校内での研修及び授

業実践を重ねている学校もございます。

現在ＡＬＴの増員、または民間の人材を活用す

る計画はございませんが、教育委員会といたしま

しては今後高度な英語指導力を備えた教員の確保

に努めるとともに、名寄市教育改善プロジェクト

委員会のグループを中心に、市内各校の実践をも

とにした研修や名寄市教育研究所の外国語活動英

語班の研修活動、上川教育研修センターの外国語

科指導講座、道教委の英語指導力向上に向けた各

種研修等を通じて学級担任を初めとした教員の実

践的な指導力を一層高め、外国語活動の充実を図

りながら、新しい英語教育の実現に向けた校内体

制を整えていくようお願いしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目の

２、自転車保険加入の促進について、小項目１、

自転車事故対策と周知について、小項目２、安全

教育の取り組みについて、小項目３、市民の自転

車保険加入状況と周知について、小項目４、条例

制定について関連がございますので、一括してお

答えいたします。

近年の本市における自転車加害事故としまして

は、平成２６年９月に高齢の歩行者が自転車と正

面衝突し、２日後に亡くなるという痛ましい事故

がありました。自転車は、環境に優しく、便利な

乗り物ですが、自動車と同様命にかかわる事故に

発展する危険性のある乗り物でもあります。平成

３０年中に全道では ４１８件、本市では２件の
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自転車事故が発生しております。

自転車保険の加入状況につきましては、市での

調査は行っておりませんが、民間保険会社が全国

の男女約２万人を対象に行った調査によりますと、

４７都道府県では加入率５６％、北海道は４ ３

％が個人賠償責任保険などに加入している、また

は加入していると思われるとの結果が公表されて

おります。また、平成３０年に警視庁が公表した

情報としまして、事故当事者のうち自転車側の損

害保険の加入率は約６０％となっております。

市民への安全運転教育につきましては、幼児期

から安全運転教育を行うことによる交通安全意識

の定着を目的に、幼児、児童、生徒、さらには町

内会及び高齢者を対象に交通安全教育に取り組ん

でいるところです。さらに、市民全体への安全運

転教育と自転車保険加入の周知を図るため、毎年

自転車の安全運転のお願いのチラシを全戸配布し

ており、その中では自転車は車道が原則、飲酒運

転の禁止などを含めた自転車安全利用五則ととも

に、実際に自転車事故の裁判で発生した損害賠償

額と自転車損害保険の加入を勧める記事などを掲

載し、市民への注意喚起や保険の加入促進を図っ

ております。

条例の制定につきましては、北海道において自

転車の安全な利用の推進などを目的に自転車条例

を定めており、その中で自転車利用者は自転車損

害賠償保険への加入に努めることとされておりま

す。また、名寄市交通安全計画の中でも自転車の

損害賠償保険の加入の促進等の対策を講じること

が盛り込まれているところです。本市としまして

は、北海道自転車条例及び名寄市交通安全計画に

基づき、引き続き市民への自転車保険加入の啓発

を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

地域公共交通の現状と今後について、小項目１、

公共交通の現状と課題についてお答えいたします。

本市の公共交通の現状は、鉄道では旭川駅から

名寄駅を経て稚内駅を結ぶ宗谷本線があるほか、

バスについては道北バス、名士バス、士別軌道、

ＪＲ北海道バスが都市間路線バスを運行し、名士

バスが市内路線のバスとデマンドバスを運行して

おります。また、タクシーについては、３社のタ

クシー事業者がサービスを提供しており、市民は

目的地や状況に応じて多様な交通モードを利用し

て、市内外へ移動することができる現状となって

おります。

課題につきましては、全国的に人口減少が進む

中で公共交通の利用者が減少し、サービスの提供

が困難となりつつあるほか、公共交通サービスを

提供する側の運転手についても人材不足が顕著と

なっております。とりわけ運転手確保は、公共交

通サービス提供事業者にとって重要な課題となっ

ております。このように人口減少下における地域

公共交通の維持、存続は困難な局面が多い一方で、

高齢者の運転意欲と交通事故は増加傾向にあるこ

とから、高齢者社会に適した市民ニーズを踏まえ

た公共交通の構築が不可欠とされています。本市

においても今後の人口減少、高齢化社会への進行

を見据え、恒久的に地域の足を守るために名寄市

地域公共交通網形成計画を本年５月に策定してお

り、４つの基本方針に基づく１８の施策について

名寄市地域公共交通活性化協議会の専門部会を中

心に検討や実施を進めているところです。

次に、小項目２、デマンド交通の拡大と医療バ

ス輸送の考え方についてお答えいたします。農村

地域など郊外における公共交通につきましては、

名士バスが運行する恩根内線、下川線、風連線の

ほか、ＪＲ北海道バスが運行する深名線、士別軌

道が運行する中多寄線などの路線バスがあります。

これまでも従来の路線バスでの運行が困難な特に

需要の少ないバス路線につきましては、国の補助

を利用して予約に応じて運行するデマンド型交通

に転換しながら運行を行うことで地域の足の確保

を行ってきております。今後につきましては、地
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域の事情や公共交通の需要を把握しながら、農村

地域の高齢者施策及び公共交通施策について引き

続き議論を進めていきたいと思います。

次に、医療バスにつきましては、智恵文地区の

診療所閉鎖に伴い、スクールバスを利用した市立

総合病院等への移動手段の確保を昭和６０年より

行い、原則的には月水金の週３回、智恵文地区と

市立総合病院とを往復しております。また、平成

２６年には瑞穂地区への路線延長を行っておりま

す。議員から御質問のありました医療バスの輸送

の考え方につきましては、もともとがスクールバ

スを利用しての運行のため生徒の通学や学校行事

が優先されるなど、路線や運行日時に制限がある

ことから、今以上の活用及び対象エリアの拡大に

ついては慎重な対応になるものと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の４、安全な道路環境について答弁申し上げさ

せていただきます。

小項目１、市道の凹凸対策と今後の取り組みに

ついてでございますが、今春の市道の状況につき

ましては、降雪が少なかったことにより例年と比

較して早い段階から市道路面が露出する状況が続

いたことから、道路面が凍上現象により持ち上が

り、凹凸となる道路が例年は３月中旬より発生を

したところ、今シーズンは２月中旬の早い段階か

ら発生をしたものと確認をしております。このこ

とにより、発生する道路面の凹凸には大小がござ

いますが、少なからず車両の通行に影響が出るこ

とから、市民の皆様からの情報や２年前から行っ

てございます町内会からの道路ふぐあい箇所要望

調書をもとに職員の見回り確認により状況を把握

しているところです。

凹凸道路の対策として、融雪後の早い時期に補

修してほしいという多くの要望をいただいてござ

いますが、舗装補修工事を毎年４月に発注をし、

凍上がおさまる暖かい時期に施工をする関係上、

事前に手直しを行えば再度事業費がかかりますこ

とから、施工時期につきましては６月初旬からと

なってございます。

今後についても舗装補修工事の早期の発注や職

員による見回り確認の強化、市民の皆様からの情

報提供により直ちに現地確認を行い、必要に応じ

て注意喚起の看板の設置や合材や土のう、砂での

穴埋めなどの応急的な対応を行い、道路空間の安

全確保に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。では、再質問をさせていただきます。

まず、学校教育、さらなる国際化ということで、

名寄は新学習指導要領に伴う３年生、４年生の外

国語活動だとか、５年生、６年生の教科としての

外国語活動は前倒しで進められているのはわかっ

ております。その中で、先日富良野に私行かせて

いただいた折に、コンビニ行っても外国人がすご

いのです。この中だったら小学生だとか中学生が、

私たちだったら外国人見たら引いてしまう感覚、

この感覚がないのではないのかなという部分が捉

えられたのです。その中で、ふやせる、ふやせな

いはそこの予算や何かの部分はあると思うのです

けれども、先ほど河合部長はなかなか満度に外国

人の部分を授業で回せないと言われたものですか

ら、できれば回せるような状況をつくっていただ

きたいなというふうに思っています。

東川町では、ＡＬＴが４名全校に配置されてい

ます。そして、ＣＩＲ、日本語もしゃべられて、

通訳ができる方々が８名、そしてＳＥＡといいま

してスポーツ専門の方々がクロスカントリーと野

球とバレーボールの競技に３名行かれているそう

です。そして、ＳＥＡの方々は教育委員会に配置

されているのですけれども、小中学校に配置され、

また幼稚園、中学校、高校に配置される一方で、

体育授業、そして少年団、部活動などに携わって、

意思疎通はほとんど英語でやられているというの
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です、日本語ではなく。だから、ある程度その中

でコミュニケーションというのをつくれる、話せ

るようになる。英語ができなくても１年向こうで

暮らせば英語がしゃべられるようになるよという、

そういう状況かなというふうに思っています。そ

ういう部分で英語を身近に置けるような状況がつ

くれると思うのですけれども、先ほどの満度に外

国人が回せないというのは、１人ふやせれば回せ

る状況なのでしょうか。そこら辺を教えていただ

きたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ２人が３名にふえれ

ば各学校が要望している要求に応えられるかとい

うと、それがそうなのかなというふうには今のと

ころ判断はできておりません。今本市においては

２名のＡＬＴということですけれども、合併した

当時は１６校小中学校があって、それを２名体制

でそれぞれの学校に派遣していったという経過も

ございますし、それからいいますと今は１１校と

いうことですから、１校にいられる時間は以前よ

り長くなったのかなということもございますので、

その辺も考慮いたしますと現状２名の中で今後も

進めていきたいと考えておりますし、ＡＬＴ、読

んで字のごとしアシスタント・ランゲージ・ティ

ーチャーということですから、やはり主は担任の

先生であろうというふうに教育委員会としては考

えておりますので、各種研修等を通じながら語学

力アップといいましょうか、教員のスキルアップ

も今後図っていきたいなというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） わかりました。

語学力アップ、なかなかいいことだと思います

し、外国人がしゃべる部分と日本人がしゃべる英

語ってなかなか授業でも違うのかなという部分が

ありました。そこら辺の部分も含めてＡＬＴを活

用して、ある程度能力をつけられる体制が必要か

なというふうに思います。

名寄市は、重点プロジェクトに冬季スポーツ拠

点化プロジェクトもございます。今クロスカント

リーで阿部さんが主流になってやられております

けれども、私はＡＬＴだけでなく、ＳＥＡの部分

でもこの名寄に招聘して、ふだんからの英語の能

力をつくる部分というのが必要なのかなと。東川

みたいに練習中に英語でコミュニケーションをと

れるという体制が日常つくれれば、まだまだ能力

が発揮できるのではないかなというふうに感じて

おります。

そして、日本では今ＳＥＡのスポーツ交流員と

いうのは７名しかおられないのです。７名です、

全国で。でも、この７名は、学校の部活動も含め、

またスポーツ少年団の指導も含め国際交流をやら

れているのですけれども、現在任用数少ないので

すけれども、本年のラグビーのワールドカップだ

とか来年東京オリンピック、そしてパラリンピッ

クがあるときにホストタウン的な部分に向けて注

目が集まっていると言われております。そして、

来年度大幅な増加がこの協会では見込まれるとい

うふうに言われていて、ＳＥＡは母国でプロだっ

た方々が政府の機関だとか、オリンピック委員会

の方々が十分な指導力があると認めた人が選考さ

れるわけなのです。そして、私たち自治体は、ア

メリカの人でこういうスポーツをやっている方、

それをこの協会に申請して、その人が自治体に来

るというようになるのです。向こうから勝手にこ

の競技と中国人だよだとかでなくて、こちらから

申請を出して、その方に来ていただけるという部

分だったと思います。その部分で、ある村では全

然その村でやっていない競技のＳＥＡの方が来て、

何人かを指導して、２年後に全国大会で優勝した

という地域もあるのです。だから、一概にこのＳ

ＥＡ、スポーツしか教えないではなくて、そうい

うコミュニケーションの部分もつくっていけると

いう部分だというふうに思っております。名寄は

阿部さんがいますから、そちらのほうが優先なの



－148－

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

ですけれども、ジュニア養成のためには私はこの

ＳＥＡを取り入れてもいいのかなという思いがあ

るものですから、ジュニア育成のためには最適と

思いますけれども、もし御見解があればお聞かせ

をいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今高橋議員からＳＥ

Ａ、いわゆるスポーツ国際交流員の関係について

お話をいただきました。内容的には高橋議員のお

っしゃるとおりの内容なのだと思います。例えば

名寄市で任用すれば、任用団体のスポーツ指導事

務の補助ですとか、地域における優秀な選手等に

対するスポーツ指導への協力等をやっていただく

ということになってございますけれども、名寄市

におきましては去年、一昨年と、一例でございま

すけれども、フィンランドからクロカンのナショ

ナルチームのコーチの方に来ていただいて指導を

いただくというような取り組みもＳＣ課のほうで

やっていただいていますし、また小中学校の体育

の授業においても専門のコーチに指導いただいて

いるというようなことも行ってございます。これ

がイコールすぐ外国語活動とか語学力の向上に寄

与するかというと、そうはならないとは思います

けれども、そのようないろんな活動も名寄市とし

て独自に取り組んでおりますので、その辺も含め

ましてあわせてＳＥＡ、スポーツ国際交流員の配

置、導入等もあわせて今後も検討していければと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひ検討していただ

きたいというふうに思います。

名寄では、高校野球を甲子園に行かせるための

何かができるのですよね。これからスタートされ

るみたいです。東川ではプロ野球選手が、大リー

グの人なのかわかりませんけれども、来て指導さ

れているという部分もありますし、ぜひそういう

部分でＳＥＡを利用して、子供たちが本当にプロ

を目指せるような環境をつくり上げていっていた

だきたいことをお願いいたします。

では、次に移ります。自転車の保険加入の促進

ということでお尋ねをいたしました。先ほどお聞

きしましたら、北海道自転車条例等々、また名寄

市の交通安全計画にのっとって自転車の保険促進

を促してはいますというふうに言われておりまし

たので、安心しましたけれども、入っている方は

先ほど言った全国で５６％、そして北海道で４

３％、北海道は冬は自転車乗る方いないですから、

なかなか普及がされないというふうに感じますけ

れども、先ほど言ったように賠償を負った場合最

大で ５００万円だとかいろんな部分が出ます。

また、逆に名寄市でそのように自転車で交通事故

に遭って、相手が保険入っていなかったら賠償し

ても請求できないという、請求できてももらえな

い部分、泣き寝入りされる方もふえると思うので

す。そういった部分で北海道自転車条例、または

名寄交通安全計画をもとに進めていただきたいな

というふうに思います。

また、この自転車というのは、ほとんどの方が

１８歳未満の高校生が主流だと思うのです、ちっ

ちゃい子を含めて。やはり親の周知、先ほど年に

１回チラシを出して、加入促進、安全対策、そし

て酒気帯び運転をしないようなチラシを出してい

ると言っていましたけれども、しっかり進めてい

ただいて、やっていただきたいというふうに思い

ます。

現状このチラシだけなのでしょうか、周知の方

法というのは。名寄には訪問講座等々もあります

ので、そういう部分の周知というのは進めておら

れるのか。また、町内会での高齢者の集まる中で

のそういう安全対策の周知というのはされている

のかお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今議員のほうがおっ

しゃられていましたように自転車保険といいます
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のは、被害者のみならず加害者にとりましても非

常に有用な保険であると認識をしております。今

後におきましても必要性と有用性につきまして周

知を図ってまいりたいと考えておりますが、普及

啓発の部分につきまして、現在全戸配布のチラシ

とともに広報などにおきましても周知を図ってお

ります。また、町内会などの部分につきましては、

ちょっと私が承知している中ではそれに特化して

お話をさせていただくというのは確認はしていな

いのですけれども、今後そういった要請があれば

町内会ですとか出向いて、自転車保険の加入につ

いて普及啓発を図ってまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

自転車保険加入の促進だけでなく、町内会に入

って、高齢者の方々の自転車の使われる頻度も多

いですし、意外と走っていて後ろを見ないで車道

を横断される高齢者というのは多いのです。そう

いった部分で、安全対策として私は進めていくべ

きではないかなというふうに思っております。小

学生の子供は、学校で警察の方が来て安全対策の

自転車の乗り方だとか教えていただけますけれど

も、大人はなかなかそういう機会というのはない

です。高齢者もないのです。高齢者の方々も前し

か見れないというか、そういう運転が多いと私は

思うのです。車乗っていても非常に危ない経験を

何回もしていますので、だからそういう対策も含

めて進めていっていただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、地域公共交通の現状についてをお

尋ねをいたします。まず、今回名寄市地域公共交

通網形成計画が出されました。その中で、車がな

くなったときにどう思っているのかという部分の

アンケートをとられています。今困っていないが、

近い将来困る可能性があるというのが農村地域で

約９７名、大変困っているが１６名、たまに困る

ことがある１１名、今困っていないが、近いうち

に困る可能性がある、全部で約９７人。公共交通

でカバーできないエリアが名寄市は１ ５％存在

する。自動車を手放す方がふえる将来において地

元の足を確保する方法を検討することが必要であ

る。通院時の交通手段で、ほぼ毎日行っている、

週に数回行く、６０代で１ ３％、７０代で３

２％、８０代で３ ４％、９０代で３ ３％、約

３割、４割強なのです。４割になるのですか。４

割の方々がこのように通院は毎日、週に数回行か

れている。交通手段がなかなかないという部分だ

そうです。

その中で、風連のある方の私に来たお手紙です。

風連にお住まいの８０歳のお母さん、６１歳の娘

さんが４年前若年性アルツハイマーになりました、

娘が。８０歳のお母さんが娘さんを週５回病院等

に送っております。お母さんは、娘さんに少しで

もよい薬をとパートで働いています。本来なら免

許を返納すべき年齢のお母さんは、毎日私が先に

死んでしまったら娘はどうなるのだろうと悩んで

います。今後自力で移動できなくなるのがふえる

と思います。バス通るようにしてもらいたいし、

免許返納しやすくなるようにタクシー等々の使い

やすくなるようなことができないでしょうかと。

また、スクールバス等々に乗車できないかという

部分のお手紙です。

そこはデマンドが走っていました。走っていま

す。だから、その方はデマンドがあるのだけれど

も、今現状自分が車を持っているから使わないの

か、何とか自分で動けるまではデマンドを使わな

いのかという部分で私は考えています。その辺の

部分で、デマンドはありますけれども、スクール

バスの利用だとか、そういう形も含めた検討は何

とかできないのかな、風連の瑞生地区や何かの。

きのうも同僚議員が買い物難民の部分を出してい

ました。前回の一般質問では、山田議員が智恵文

のスクールバスの活用も言われておりました。高
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齢者は、今は何とかやっているけれども、これか

らの部分どういう方向になるのかすごく不安だと

いうふうに私は思っているのです。その構築がこ

の名寄市の地域交通網の形成計画だと思っており

ますし、この形成計画をしっかりとつくり上げて

いただいて、市民が納得される、１００％納得を

される部分というのは難しいと思いますけれども、

それに近い部分をつくり上げていただきたいなと

いうふうに思います。中村部長、どうでしょうか。

瑞生地区のスクールバスの利用を一緒に何とかで

きないかなというお声もありますので、中村部長

の判断で左右されるのかなというふうに思います

し、何かお答えがあればお聞きしたいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今瑞生地区のスクー

ルバスということを言われたので、私の判断はち

ょっと難しいかなというふうに考えていますが、

先ほど議員からもお話しのとおり、瑞生地区につ

きましてはデマンドバスのエリアになっていると

いうことでございますので、その点については御

理解をいただきたいというふうに思っています。

議員のほうからお話があったようにこの計画の

ほうをまとめて、先ほど議員のほうから少し御説

明もあったけれども、やっぱりアンケートの結果

を見ますと現在免許を持っていて、車を持ってい

て運転される方については、特に現状の公共交通

について不便だとかということは感じていないけ

れども、やはり将来は免許返納、あるいは運転技

術含めてできなくなったときにはバスだとかとい

うのは利用したいのだというアンケート結果、確

かにそのとおりだというふうに思っています。

今議員のほうからは、特に高齢者の皆さんとい

うことでお話がありましたけれども、途中で公共

交通網どれぐらいカバーできるのだというところ

でも先ほど少しありましたけれども、市内全体を

見ますと８割の地域で実際には何とか公共交通と

してカバーできているということについてもこの

アンケートの結果、この計画の中にも網羅されて

いるというふうに思います。残りは約２割、これ

が議員がお話しのとおり農村部の皆さんであった

り、あるいは交通手段を持たない皆さんなのかな

というふうには思っているところですけれども、

この計画５月にでき上がったということで、今後

具体的にどうするのだという部分について先ほど

も少し申し上げましたけれども、基本目標を４つ

掲げて、そのほかに１８の具体的な施策等につい

てことしはどういった取り組みをするのだという

ことで記載をさせていただいております。その中

にも基本目標の３のところで空白地帯における足

の確保ということで、ここに計画の中にも課題と

して捉まえて、今後どういう交通網を形成をすれ

ばいいのかということで、地域交通網の促進、協

議会の中でも議論をいただけることになっていま

すので、私どもとしても一緒によりよい公共交通

確立されるように努めてまいりたいというふうに

思っていますので、ぜひ御理解いただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

この交通網が市民の方々にとって最良の公共交通

網形成計画にあることをお願いいたします。

最後に、道路の部分でお尋ねをいたします。今

回選挙がありまして、行くところ行くところ道路

言われました。先ほど部長が言われたようにこと

しは積雪が少なく、砂利が３０センチしか入って

いないので、凍害を受ける影響が大きいという部

分で、枝道が大変厳しく、車が走っても安全性を

確保できないような状況で通行していました。そ

の中で、地方から来られた方がある方に名寄って

何でこんな道路ひどいの、大丈夫、大丈夫、６月

になったら直るからという話をしたそうです。私

は、それではちょっと厳しいのかなというふうに

思っています。前の年にこの凍害受けて下がった

り、上がったりした部分というのは、次の年も必

ず起きます。私は、だからその単年度で起きたと
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ころをある程度補修をしていったほうがいいのか

なという部分を考えるのです。ことしがここであ

って、来年が３メーターもずれません。ことしこ

こだったら、来年も同じところが凹凸になります、

間違いなく。そこを単年度で、道路工事出すより

も経費率高くなってしまいます。ちっちゃい部分

でちょんちょん、ちょんちょんやりますから。で

も、安全性を確保するためにも必要かなというふ

うに思いますけれども、天野部長の見解をお聞き

いたしまして、私の質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） いろいろ御指摘、

そして議員御自身が市内の細かいところまで見て

いただいての御提言だなというふうに受けとめさ

せていただいてございます。大変春先の道路につ

いては、毎年毎年と言ったらおかしいのですけれ

ども、できる限りの維持補修に努めてまいってい

ます。ただ、大体議員言われるとおり同じような

場所が同じようにへこむというか、なる場合もあ

りまして、ただ名寄市全体を見ると相当数の数が

同じような状況というようなことでありまして、

維持補修のスピード感とその件数、数等を含めて

できる限り効率よく、そしてできるだけ長もちす

るようにということでの仕事はさせていただいて

いるつもりなのですけれども、この厳しい名寄地

域の冬の環境の中で雪が解けてみないと、ふたを

あけてみないとわからないというような事態で、

いわば対症療法というか、やってみないとわから

ないといったケースも多々ありまして、なかなか

先を見据えての備えての手厚い工事というか、そ

こまでにはなり切れていないというのが現状だと

思いますので、その部分はしっかり研究していか

なければならぬなというふうに思うのですが、と

にかく春先の市民の皆様の声にどれだけ応え切れ

るかというのが私どもの責務というか、仕事でご

ざいますので、このことに関してはできる限りや

っていきたいなというふうに思ってございます。

冬場の仕事、ことし２月から大変そういう道路

のお話もいただきまして、そして選挙で、先ほど

のお話にもございました。維持補修、緊急的な対

応に当たる職員も２月段階まだ冬の対応をしなが

らの中ということで、使いますトラックだとか機

械等もまだ冬の体制だったところもありまして、

今シーズンのシーズン初めの対応は大変難しい面

もあったことも御理解いただければというふうに

思っておりますが、できる限り努力していきたい

というふうに申し上げて、答弁とさせていただき

ます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

名寄市総合計画第２次中期基本計画と公共施設、

インフラなどの整備について外２件を、佐久間誠

議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、名寄市総合計画第２次中期

基本計画と公共施設、インフラなどの整備につい

て、小項目の１、将来の更新サイクルを見通した

施設改修について。２０１９年から２０２２年ま

での想定される計画事業、中期実施計画を見ます

と、ハード面で改修と掲載されております大型公

共施設がざっと１０の施設ほどになります。これ

らの改修計画は、２０２０年度までに個別具体的

に策定されることになると思いますが、将来の更

新サイクルをも見通したものとすることが求めら

れていると思います。特に懸念するのは、耐用年

数による更新時期が将来にわたってそろってしま

う、重なってしまうという問題がないか。大型財

政出動の連続で財源問題や仕事が集中することに

より労働力不足により影響などが次世代にわたっ

て循環していく懸念はないか、見解についてお伺

いいたします。

小項目の２、道路補修、側溝の整備促進につい

て。雪解け後の道路は、毎年凹凸が著しく、市民

の皆さんからお叱りをいただくことが多く、融凍
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期を迎え、道路がなだらかになり、胸をなでおろ

すのは私一人ではないと思います。道路修繕は要

望が多く、路肩下がりの改修や春先のポットホー

ル、陥没、高低差によるひび割れなど諸事案の解

決が急がれますが、補修促進について考え方をお

伺いいたします。

また、道路側溝整備は、防災上の観点からも急

務になっています。特にまとまった雨が降ったと

きに私有地等への冠水が見られる地区もあり、効

果的な対策や整備が求められていますが、いかが

でしょうか。

小項目の（３）、非常用給水栓の設置について。

本年３月の第１回定例会でも触れさせていただい

た項目でありますが、北海道全域で発生したブラ

ックアウト時に電気を必要とするポンプを使って

高所に給水する方式をとっていて、水の出なかっ

た学校などの災害時を想定した事前対策として、

停電時でも水の確保ができるように受水槽に非常

用給水栓を設置するよう求めたところであります

が、改めて設置についての考え方をお伺いいたし

ます。

また、専門的な見地から、受水槽に非常用給水

栓を設置した場合、１カ所につきどの程度工事費

がかかるかお伺いいたします。

大項目の２、町内会、自治会活動について、小

項目の１、地域コミュニティーの核としての町内

会館の維持についてお伺いします。中期基本計画

の市長の巻頭言のタイトルに協働のまちづくりと

ありますように、まさに市民一人一人の協力によ

り能力を持ち寄って働き、まちを支え、活性化さ

せることが必要であります。その核をなすのが町

内会であり、活動の拠点となるのが町内会館です

が、町内会独自で建てた会館について老朽化も進

んでおります。長寿命化に基づき、少しずつ手を

入れなければならない年数の建物が多くなってい

ると思いますが、市のほうでどのように把握され

ているかお伺いいたします。

また、公設の会館を使用されている町内会と独

自の町内会館を維持し、使用している市民との間

で特に大きな改修となる場合に経済的負担の格差

が今後さらに予想されることもあり、公平性の観

点から名寄市町内会館建設費等補助金交付規則、

これを見直し、改修等に係る費用の補助額を引き

上げる考えはないかお伺いいたします。

小項目の２、公園の砂場機能保持と衛生管理に

ついて。街区公園や、あるいは幼稚園、保育園な

どに設置されております砂場の機能保持と衛生管

理の面についてお伺いいたします。一部砂の量が

少なくなっていることや猫のふん尿など衛生管理

の面から防護柵について考え方をお伺いいたしま

す。

小項目の（３）、公営住宅の空き家管理と自治

会活動の課題について。市営住宅の中には空き家

が多くなっている団地も顕著になっており、防犯

上、あるいは自治活動上からも対策が求められて

います。特に高齢単身者について、自治会活動に

かかわれない状況もあると聞いております。集約

化、大規模改修等の考え方についてお伺いいたし

ます。

大項目の３、市民が安心できる医療と介護の連

携について、小項目の（１）、地域包括ケア病棟

の開始で期待されている効果と課題について。名

寄市立総合病院の５階西病棟で開始されておりま

す地域包括ケア病棟は、急性期治療後、回復に不

安のある患者のリハビリや在宅復帰へのサポート

などを行うことで、安心して自宅や施設で暮らせ

るまでの橋渡しを担うものと理解しているところ

ですが、市民の中にはまだ詳細について知らない

方が多いのではないかと思うところです。

そこで、理解を深める意味から、１つには地域

包括ケア病棟を始めたことによる診療報酬におけ

る効果と地域包括ケア病棟の存在意義について、

２つ目に地域包括ケア病棟は混合病棟になること

から看護の面で課題はないか、３つ目に地域ニー

ズを見きわめ受け入れ機能をいかに高めるか、こ

れまで実際に運営されてきた中での効果や課題に
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ついてお伺いいたします。

小項目の（２）、在宅医療、介護連携の推進に

ついて。第７期計画における地域包括ケアシステ

ムの目指す姿に医療と介護の多職種連携や在宅医

療の推進について記載されているところですが、

これらを進める上での課題や市民の皆さんに御協

力いただく点、あるいは御理解いただかなければ

ならない点などについてお伺いしたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま佐久間議員

から大項目で３点にわたり御質問いただきました。

大項目１及び大項目の２、小項目の１については

私から、大項目２の小項目２及び３については建

設水道部長から、大項目３の小項目１については

病院事務部長から、大項目３の小項目２について

はこども・高齢者支援室長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、総合計画第２次中期計画と

公共施設、インフラなどの整備について、小項目

１、将来の更新サイクルを見通した公共施設、イ

ンフラ整備についてお答えいたします。本市は、

これまでも多くの市民議論やその時々の施策、財

源の確保などにより優先順位を設け、合併後１３

年間で駅前交流プラザよろーなや市民文化センタ

ーＥＮ―ＲＡＹ、風連市街地再開発、公営住宅の

改築、市立総合病院や市立大学の整備、名寄南小

学校や風連中央小学校など義務教育施設の改築な

ど、数多くの公共施設の整備を進めてまいりまし

た。あわせて道路や上下水道などのインフラ施設

についても、国からの交付金の影響はあるものの、

毎年度計画的に点検整備、維持管理を実施してま

いりました。

しかしながら、一方で名寄庁舎、図書館、保育

所など建築から４０年以上が経過した公共施設も

数多く存在し、そうした施設の老朽化に対する事

業費がこれからの本市の財政的課題の一つとなっ

ております。そのため総合計画中期基本計画の実

施計画では、老朽化が進んでいる公共施設のあり

方についてしっかりと検討を進めるものとし、令

和２年度までには各施設の改修や建てかえなど、

今後の方向性を定めた個別施設計画を策定するこ

ととしております。人口減少や高齢化が進む中、

持続的なまちづくりを考える上で公共施設のあり

方は非常に重要な事項であります。よって、個別

施設計画の策定に当たっては、現在進めている立

地適正化計画策定に向けた市民の皆様からの御意

見などを参考に、公共施設の適正配置、集約化、

複合化などの検討はもちろんのこと、上下水道や

道路、橋梁における既存の長寿命化計画などの整

合性も図り、各事業の実施時期について検討して

いく必要があるものと考えております。

次に、小項目２、道路補修、側溝の整備促進に

ついてでございます。市内の道路の損傷は、凍上

現象により道路面が持ち上がり、凹凸となること

が主な要因の一つであり、その凍上で舗装の劣化

が進むことにより、ひび割れや舗装の段差、穴を

誘発しています。また、市内の道路排水について

は、道路改良が完了している舗装道路において道

路内に埋設している雨水管により雨水処理を行っ

ております。一方、未整備の防じん道路において

は、道路の両側にコンクリート製のふたで覆われ

たトラフ側溝や素掘りの側溝で処理していますが、

土砂等で埋まっている箇所もあり、道路排水の機

能がほぼ失われている路線もあります。これらの

問題に対して道路の改良工事を行うことが道路損

傷や道路冠水を軽減させる効果として最も有効な

手段であると考えますが、多額の事業費を要する

ことから、早急に全ての道路を整備することは大

変難しい状況であります。

現在国土交通省所管である社会資本整備総合交

付金の活用により、道路整備とあわせて雨水処理

の整備も進めておりますが、事業費が要望額に対

して採択率が低い状況となっていることから、道

路の施工量が減少しております。このような現状

を踏まえ、舗装のふぐあい箇所については、市民
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の皆様からの情報や日常の職員の見回り確認によ

りその都度迅速に箇所を特定し、注意喚起、看板

の設置や合材、土のう、砂などの応急的な処理、

舗装補修等の維持業務において修繕を継続して進

めていくよう努めてまいります。

また、排水整備については、整備年次の遅くな

ってしまう路線や交付基準の規格とならない路線

について、毎年度３路線から４路線を単独費で実

施している排水整備工事により整備を進めるとと

もに、側溝の床ざらいや流れを阻害する雑木や草

の除去等維持作業、市民の皆様に御協力いただい

ている道路愛護事業や河川愛護事業の取り組みを

行いながら、その対応について継続して努めてま

いりますので、御理解をお願いします。

次に、小項目３、非常用給水栓の設置について

お答えいたします。停電時における給水につきま

しては、給水タンクや給水車を活用した対応を考

えているところでございます。さらに、多くの学

校ではグラウンドや学校農園などにも直圧での水

道施設がありますので、非常時でも活用できるも

のと考えておりますので、非常用給水栓の設置に

つきましては現在予定をしておりません。また、

避難所を開設する場合には、ライフラインの確保

ができる施設を優先的に設定するよう努めてまい

りたいと考えております。

受水槽に非常用給水栓を設置した場合の費用に

ついてでございますが、非常用給水栓の配管及び

仮設給水管等を設置することとして試算したとこ

ろ、１カ所に約３０万円の費用がかかるものと試

算しております。

次に、大項目２、町内会、自治会活動について、

小項目１、地域コミュニティーの核としての町内

会館の維持について申し上げます。本市では、市

民主体のまちづくりを推進するため、まちづくり

の基本ルールを示す名寄市自治基本条例を制定し、

市民と行政との情報共有や市民参加などを通じた

協働のまちづくりを進めております。住みよい地

域社会を築き、協働のまちづくりを進める上で最

も重要な基本組織である町内会の活動の拠点とな

る町内会館につきましては、市内全体で自己所有

している町内会が３３件、公の施設を使用してい

る町内会が２０件、そのほか公営住宅内の集会所

８件、指定管理ほかが１４件となっています。ま

た、自己所有の町内会館の多くは、昭和５０年代

に建築されており、建築から４０年以上が経過し、

老朽化による改修や修繕などを行う際には、名寄

市町内会館建設費等補助金によりかかる費用を支

援しております。

本補助金につきましては、新築、改築及び増築

の場合は、町内会が負担する工費の５０％以内の

上限 ０００万円、補修の場合は町内会が負担す

る工費の５０％以内で上限２００万円と規定して

おり、町内会が実施する改築、改修等に係る費用

を町内会と行政により相応の負担をしているとこ

ろです。

町内会館を自己所有している場合と公の施設を

使用している場合における大規模改修時の経済的

負担の格差につきましては、町内会館を整備する

に至った経緯は、当時の時代背景や近隣の公の施

設の有無など各町内会においてさまざまであった

と推測されますが、町内会活動の拠点として、地

域住民の憩いの場として活用されてきた町内会館

につきましては、町内会により自主的に整備され

たものでありますことから、改修時の費用につき

ましては、引き続き現行の名寄市町内会館建設費

等補助金交付規則に基づき、適正な助成を行って

まいります。

町内会を取り巻く課題につきましては、会員数

の減少や役員の担い手不足などのほか、町内会館

の維持管理についても大きな課題であると認識し

ており、今後とも名寄市町内会館自治活動交付金

や名寄市町内会館建設費等補助金による財政的支

援や町内会会長と行政との懇談会やまちづくり懇

談会を通じた意見交換を行い、各町内会における

活動の自主性や自立性を尊重しながら、市民と行

政との協働のまちづくりを進めてまいります。
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以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の２、町内会、自治会活動について、小項目の

２、公園の砂場機能保持と衛生管理について、小

項目３、公営住宅の空き家管理と自治会活動の課

題について答弁申し上げます。

小項目の２、公園の砂場機能保持と衛生管理に

ついてでございます。本市における街区公園は２

４公園あり、そのうち砂場は９公園に設置してご

ざいます。この間街区公園の維持管理については、

公園愛護による町内会のボランティアや本市直営

職員などにより対応をしているところでございま

す。砂場におきましても同様の対応となっており、

草取りや砂入れなど適宜実施をしてございます。

議員御指摘の小動物の砂場侵入防止につきまし

ては、町内会からも御意見を伺っているところで

ございます。また、防護策や防護ネット設置とい

う侵入防止の対応を初め、消毒水や抗菌砂による

衛生管理という対応事例についても研究をしてい

るところでございます。しかし、防護柵において

は冬期間の冬の荷重により破損のおそれがあるこ

とや、防護ネットや殺菌処理についても管理者が

常駐していない街区公園での細やかな対応は難し

いものと考えております。現段階におきましては、

抜本的な解決策を講じられてはおりませんが、衛

生面の観点から砂場で遊んだ後の手洗い、うがい

の推進を徹底してまいりますので、御理解願いま

す。

今後とも砂場を含めました公園空間が潤いと憩

いのある皆が快適に過ごせる公園として活用でき

るよう町内会などと相談させていただきながら、

その運営に努めてまいります。

小項目３、公営住宅の空き家管理と自治会活動

の課題についてでございます。令和元年５月末現

在、市営住宅の所有戸数は８３９戸で、政策的な

空き家を除いた管理戸数は７０８戸のうち１３８

戸が空き家で、入居率は８０％になってございま

す。団地により空き家の数は異なりますが、多い

ところでは空き家率が４５％を超え、空き家が増

加している団地もございます。空き家増加の要因

は、高齢入居者の施設入所や家族宅への転居と世

帯入居者の収入が高くなったことによる退去が主

な要因で空き家が多くなっていると承知をしてご

ざいます。

空き家がふえている中での団地での防犯上の対

策としては、共有部分となる廊下や階段、屋外の

物置や駐車場など放置物やごみ投棄がないか、照

明が点灯するかなど、毎年春に実施する団地点検

のほか、入居者や自治会役員の方からの御連絡に

よりふぐあい箇所の修繕を行い、防犯対応に努め

ているところであります。

また、公営住宅に関しての自治活動は、主に団

地内の入居者で行っていただいている共益業務の

ことでございます。共益業務は、団地内の共有部

分における清掃や電球の交換など維持管理、冬の

除雪運営等、これらの費用負担など入居者の中で

役割分担しながら御尽力をいただいてございます。

近年役員のなり手が不足、高齢単身者で活動にか

かわれないという声も聞いてございますし、空き

家がふえたことで活動も少人数となり、維持保全

の負担が多くなるなど、空き家の防犯性とともに

コミュニティーに対する不安が強くなると認識し

てございます。市としては、都度の相談対応や空

き家解消などでサポートし、入居者間の相互扶助

により努めていただいている共益業務を尊重して

いきたいと考えてございます。

市営住宅の集約化、大規模改修につきましては、

名寄市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化

が進んでいる団地は建てかえ、もしくは居住を維

持するための改修をすると位置づけてございます。

今後建てかえや改善を予定している団地において

は、入居者の集約化や大規模な改修による事業の

展開が空き家の解消と維持管理の向上になると考

えられますので、まずは入居者の意向を聞きつつ、

快適な住環境となるよう整備方針を構築してまい
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りたいと考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、市民が安心できる医療と介護の連

携についての小項目１、地域包括ケア病棟の開始

で期待される効果と課題についてお答え申し上げ

ます。細かく３点いただいておりますが、一括し

て申し上げさせていただきます。

市立総合病院の地域包括ケア病棟については、

平成２６年４月に５階西病棟を改修し、同年８月

に運用を開始してから約４年が経過するところで

あります。地域包括ケア病棟とは、それまでの亜

急性期病棟にかえて、国が平成２６年度の診療報

酬改定で団塊の世代が後期高齢者となる２０２５

年を見据えて医療機関の機能分化と連携、在宅医

療の充実などを重点課題とし、地域で医療、介護、

生活支援、介護予防などが包括的に取り組めるシ

ステムの確立を求め、これを推進するための地域

に密着した病床として設定されました。市立総合

病院としましては、今後の医療圏人口の推移や圏

域内の医療機関の状況を見た場合に回復期リハビ

リ病棟を有する病院が少なく、地域住民や患者の

利益につながることと当院の入院収益向上にもな

る施策として設置を決断したところです。

具体的な利点としては、入院患者にとっては回

復期の機能を有しているため、在宅復帰へ向けた

密度の高いリハビリテーションを行えることや退

院後の生活における不安を少しでも解消するため

の相談や指導の時間がとれることが挙げられます。

また、入院収益の面では、ＤＰＣ制度での診療報

酬は、入院期間が長期間となった場合に日当点が

下がり、同時に看護必要度も下がるため、当院の

主たる報酬区分の急性期入院料１を維持すること

が困難となるため、点数が固定化されています地

域包括ケア病棟入院料は、それを補完する効果が

得られる点が挙げられます。平成３０年度での実

質的な地域包括ケア病棟入院料は、約３億円程度

となっています。

地域包括ケア病棟は、１３対１看護基準の病棟

として開設いたしましたが、当時新しい制度であ

ることと各種の診療科から病状の異なる患者を一

つの病棟に集約するための調整が必要であり、当

初は２０床程度で運用を始めました。一般病棟か

らの患者移動は、重症度、看護必要度などの基準

や入院期間を見た上で総合的に判断しなければな

らないことから、主治医と病棟看護課長が相談し、

さらには在宅や介護施設に復帰予定の患者等の動

きを把握するために関係部署が集まり、週１回程

度のミーティングを行い、決定をしてきたところ

です。当初は対象患者の絞り込みなどに苦労し、

運用が安定しなかったことやリハビリの実施単位

数に制限があり、利用率は高くありませんでした

が、その後看護師や技師の配置を改善してきたこ

とで平成３０年度での病床利用率は７ ６％とな

っており、平均の在院日数は１８日となっており

ます。診療科別の利用状況は、整形外科が５７％

を占めています。

今後に向けては、地域包括ケアシステムの構築

が求められている中で、これまでに対応が少なか

った在宅や施設で療養中の患者さんの受け入れを

拡大していくことなどを検討しております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目３、小項目２の在宅医療、介護連携

の推進についてお答えいたします。

医療と介護の多職種連携につきましては、地域

包括ケアの重要な要素であるとともに、平成２６

年度の介護保険法改正により地域支援事業に在宅

医療・介護連携推進事業が位置づけられました。

これにより、市では医療機関や介護保険サービス

事業所等の社会資源の情報を掲載したガイドブッ

クを作成し、活用を図る事業や医療と介護の多職

種連携に関する研修会の開催、さらに在宅医療を
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広く周知するために市民向け講演会を開催するな

ど、事業の推進を図っているところでございます。

高齢者が可能な限り住みなれた地域で自分らし

い暮らしを最後まで続けることができるように切

れ目のない医療と介護のサービスを提供するため

には、外来通院のみならず入院をしていた医療機

関と退院後の在宅生活を支援する居宅介護支援事

業所や地域包括支援センター、介護サービス事業

所、施設、訪問薬剤管理指導を行う調剤薬局等の

多職種連携が重要になってまいります。現在市内

外の医療機関と地域包括支援センターや居宅介護

支援事業所とが患者、利用者の入退院時の連絡や

支援にかかわる連携を行ってきております。また、

入退院情報を提供した場合に医療機関や居宅介護

支援事業所の双方に診療報酬、介護報酬の加算を

とれる仕組みが創設されたことなどにより、これ

まで以上に連携の強化が図られる状況になってき

ました。

また、近隣市町村の住民の多くが名寄市立総合

病院を利用されていることもありまして、名寄保

健所が主導となって昨年８月に市立総合病院と名

寄保健所管内の市町村、地域包括支援センター、

居宅介護支援事業所等の間で医療と介護との連携

をスムーズに行う連携のルールが開始となりまし

た。このことによりまして市立総合病院の入退院

時の情報が的確に伝わるようになり、以前と比べ

ますと大変スムーズになったと市内のケアマネー

ジャーからお聞きしております。しかし、情報提

供の方法などに課題があることから、要介護連携

情報共有ＩＣＴの構築を目指しております。

また、市では在宅医療についてより広く知って

いただくために、諏訪中央病院名誉院長でありま

す鎌田實先生を講師にお招きし、在宅医療介護に

関する講演会を８月３日に開催をいたします。多

くの市民の方に参加をいただきまして、在宅医療

介護へ関心を持っていただき、また人生の最後を

どう過ごしたいかなどを考える機会としていただ

きたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたので、可能な限り項目順に再質問させ

ていただきたいと思います。

それで、時間もちょっと押しておりますから、

もし余した場合はまたほかの機会で再質問させて

いただきたいというふうに思っておりますが、先

ほど大項目の１の小項目（１）の関係でお答えい

ただきました。それで、この間もさまざま御答弁

いただいておりますように老朽化の状態に合わせ

て緊急度、あるいは財源の確保、そういったもの

を中心に優先度を決めて、しっかり進めていくの

だという、その種のお答えについては私も理解し

ます。それで、ただ私が先ほど質問させていただ

いたところでいうと、今後さまざまな公共施設の

計画、あるいは個別の計画がまとまって建設着工

に至るまでの間、さらに一定の期間を要するとい

うふうに思っております。そこで、その間に、先

ほども道路の改修だとか側溝の整備促進等につい

て御質問させていただきましたが、そしてほかの

方もさまざまな御意見を道路改修に対して言われ

ているのだというようなことありますから、その

一定の期間、大型事業がとまる間、他のインフラ

整備の促進に充てて、建設土木工事のトータルと

してバランスをとった事業配分とすることによっ

て雇用の安定を図る、それから労働力の他の都市

部への流出を防ぐ、さらに基金の実質的な目減り

に対する対応策とする、こういう効果が生まれる

かと思うのですが、この辺についてお答えを再度

お願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） お答えといたしまし

ては、繰り返しになるかもしれないのですけれど

も、議員のほうから今お話があったように今後予

想される公共施設の整備につきましては、あくま

でも一定の優先度であったり、お金がなければ実

質できないということで、これは国の財政事情、
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国の動きもしっかりと情報収集しながら、財政の

確保も必要だというふうに考えています。

また、議員おっしゃるとおり、確かに時間がか

かることはかかるかもしれません、計画をつくる

に至っては。ただ、その期間、建設工事の部分に

ついて例えば今言われたように道路の改修であっ

たり、側溝の改修であったりということで、普通

建設事業にかかわる部分をそちらに回すという、

そういうことも考えられるのでしょうけれども、

その間行政として新しい公共施設ができるまで何

もやらないかということではなくて、当然公共施

設をやらないかわりということではありませんけ

れども、この地域で私ども行政と市民の皆さんと

協働のまちづくりということでお話をさせていた

だいているところでありますから、毎年地域の市

民の皆さんからいただく要望、これは必ずしも金

額が大きいものではなくて、ソフト的な部分も当

然あるのでしょうし、そういうものも私どもはし

っかりやらせていただきながら、インフラ整備の

部分については、これは長寿命化の計画の中で年

次計画を組んでやっているということであります

ので、その部分は当然進めていかなければならな

いというふうに考えているところです。

建築と土木のバランスということなのですが、

果たして建設部分の事業費を土木のほうに回して、

実際に人材ですとか工事が施工できるのかどうな

のか、その辺私余り詳しくありませんけれども、

逆に少し不安な点もあるのかなというふうに私な

りに考えたところです。済みません。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今お答えいただいた

のですが、確かに予算の配分というのはかなり難

しいことになろうかなと。さまざまな先ほど言わ

れたようにソフト事業への対応もあると。限られ

た財源であると、そういうこともあります。

それで、ちょっと私調べましたところ、今回国

土交通省の建設産業局が本年度３月から適用する

ことになった公共工事設計労務単価というのを見

ますと、全国の全職種単純平均で対前年比 ３％、

全国全職種加重平均で対前年度比 １％引き上げ

られております。ここら辺が見ますと労務単価の

高騰、それから資材単価についても今後消費税の

増なんかを考えたときに、基金そのものがやっぱ

り実質的に目減りをするのではないかというふう

に思うわけであります。それとまた、工事を担う

土木業界、建設業界、ここの人手不足もきのうの

質問にもあったのですが、深刻なことから、仕事

が続かないと労働力の流出ということになります

から、ここら辺の考え方を少し整理しなければな

らぬのではないかと。建設業という業でくくると

また別なのですが、建設と土木というのは関連し

ますから、だから土木関連のインフラ整備促進に

重きを置いた充当をしばらく続けることが必要で

はないかと。今後の財政配置で御一考いただけれ

ばと思うのですが、ここら辺再度お答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども申し上げま

したけれども、限られた財源の中でいかに市民の

皆さんに喜んでいただけるような、あるいは住み

やすいまちづくりを進めていくかということで私

どもやっております。必ずしも事業ありきという

のではなくて、やはりいろんな今後公共施設とし

てしっかりと建設をしていかなければならない施

設については、これは建物も当然やらなければな

らないのですが、現段階では計画として形として

でき上がっていないということでありまして、そ

れはしっかりと将来的にはやらなければならない

というふうには思っていますが、その部分につい

て当座の間について土木工事のほうにということ

については、なかなか私の段階では理解ができな

いなというふうに思っています。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それでは、橋本副市

長にお答えいただきたいのですが、建設業、御案
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内のように地域のインフラの整備や維持を支え、

それから地域社会や経済を支えていると。さらに、

生産年齢人口の５％を雇用しているという地域雇

用の下支えという側面もございます。あるいは、

本市においては冬の除雪、あるいは災害時の応急

対応、それから林業や農業などと連携した地方創

生を支えるなど、地域の守り手としてなくてはな

らない存在だというふうに思っております。

この国交省などの生産年齢人口５％というのを

ざっくりと本市に当てはめると、約８００人の雇

用を支えている計算になります。もちろん建設土

木産業が公共工事だけに依存しているということ

ではなく、幅広い民間も含めたお仕事をされてお

りますけれども、やはり大型事業が、建設事業が

続くのと続かないのとこれは大きな違いがあろう

かというふうに思いますから、先ほど申し上げた

内容重複しませんけれども、ぜひ今後の財政措置

を考える上で関連する土木費等の厚みを増すよう

な配置などについても御一考いただきたいと思う

のですが、この辺について見解をお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 佐久間議員のほうから

主に建設業というところでのスポットを当てての

お話だというふうに理解しているところです。今

国交省からのお話ということでありましたが、名

寄市の産業は土木業に限らないというのが前提と

して今私のほうも考えているところであります。

人材不足の面だけでいえば、例えば従前より介護

人材どうなのだというお話もございましたし、そ

のあたりは市としてトータルでバランスをとらな

ければならない、まずそれが大前提になるのでは

ないかと思っております。道路関係の予算におき

ましては、除排雪も含めて毎年度ある一定程度の

金額、今ちょっと詳細はすっと出ませんけれども、

そこは確保しているところでありまして、従前よ

りいわゆる箱物といいますか、公共施設の建設に

当たりまして、合併後、新市建設計画にのっとり

ましていろんなものを建ててきているということ

でありますから、その部分はふえてきているのは

間違いないところであります。

これからどういうことが起きるのかというのは、

これはかなり難しい作業にはなると思います。１

つは、中村総務部長のほうからもお話しさせてい

ただきましたが、国の財政、それからそれを踏ま

えた地方財政がどういうふうに変わっていくのか。

少なくとも社会保障関係については、今後非常に

大きな焦点になりますから、それからどういうよ

うないわゆる投資分の地方財政計画で、投資分で

す。建設、いろんな土木費についてどういうふう

になるのか、これは非常に見きわめが難しいなと

思っておりますが、今の状況としては地方財政計

画における投資分はだんだん少なくなってきてい

るという状況にあります。そんな中でいろんな工

夫をしなければならないというのが大前提である

というのは、こちらの市のほうとしても理解しな

ければなりませんし、何よりもこのお話の土木関

係の中で一番大切なお話は、市内の関連する業者

さんがきちんと計画を立てて、あるいは人手の部

分も含めてきちんと計画を立てられるような、そ

ういうような情報提供の仕方とあり方も含めて、

これは一番大事なことだと思います。それは、土

木費の多少にかかわらず、これだけ人手不足、あ

るいは生活もかかっておりますので、そういうと

ころは十分気配りをしながら進めていかなければ

ならないと思っております。

改めて立地適正化計画あるいは総合計画のロー

リングも夏に迎えておりますので、これは市の土

木以外にも例えばほかの一部事務組合のほうでの

動きもあります。広域の部分もございます。さま

ざまな形を検証しながら、できるだけ生活に支障

のないような形を踏まえて進んでいきたいなと思

っておりますので、よろしく御理解をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。確か

にトータル的な観点から見なければならないし、
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今副市長のほうからありましたこれからの計画だ

とか人手だとか、そういったことも含めて、生活

も含めて気配りをしながら進めるということで、

よろしくお願いしたいと思います。

私は、単純にどの道長寿命化計画だとか、ある

いは長期的な視点で見たときのインフラを土木部

門で積み残しているのであれば、その分の予算を

前倒しで進めてはどうかと。そうすると、建設、

土木のバランスがトータル的には維持できるので

ないかと。私は、除雪の関係一番心配しています

ので、そこの地域を守るということ、そこが滞り

なく進むようなことになっていけば一番いいなと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

それで、道路補修の関係、道路補修、側溝の整

備促進の関係で、私もちょっと調べてみましたが、

再質問になりますが、市道補修、防じん処理につ

いては、例年と同規模の補修が ０００メートル、

それから防じん処理で１万 ０００メートル計画

というのは、これは大体例年同じなのです。それ

で、一番違うのは改良舗装だとか改築舗装、この

関係が２０１７年度の基準値で見ますと２６７メ

ートル、３１９メートルということでやっており

ますから、ことし中期基本計画では、４年間トー

タルのもの出ているのですけれども、それを単純

平均割りますと １７５メートル、幹線道路です

けれども、市街地、郊外地で １２８メートルの

スピードで今後４年間やるのだということで、今

年度は ３５８メートルですから、少し頑張った

かなというふうには思っているのですが、中期基

本計画の舗装化の関係、国の予算の配置などもあ

るのですけれども、およそ大体この程度の形で実

施されるのかどうなのか、このあたり建設水道部

長のほうにお伺いしたいと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員御指摘い

ただいたように私ども担当レベルも含めて何とか

毎年、 ０００メートルといいますとちょうど１

キロということでございまして、できる限り未改

良道路の推進を図るためにはということで、たか

が１キロという考えもありますけれども、国の交

付金をしっかり活用しながらということで、その

年の配分というのが大変厳しい状況にあるという

のは、この間都度報告をさせていただいてござい

ます。ただ、国のほうとしては、幾度か私どもも

皆さんにお話ししているように道路、橋梁はこれ

はパッケージというか、そういう形なものですか

ら、今特に橋梁についてはほぼ１００％要望すれ

ばつくような状況で、橋梁のほうも工事３本ほど

だと思うのですけれども、例年今実施をさせてい

ただいています。これは、当然舗装の数字とはま

た違う形のものでございますけれども、私どもと

してはできる限り目標達成できるよう、多いとき

もあれば、ちょっと厳しいときもあるのかなとい

うことも考えながら、一定程度のスパンを見なが

ら、しっかり到達した時点でまた反省をし、また

さらに強化していくところを考えていきたいと思

っていますので、理解いただければと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） いろいろと尋ねたい

こともあったのですけれども、近年道路にポット

ホールだとかひび割れによる穴などによって車の

タイヤがパンクするということで、事象によって

市が弁償を求められるという報告も見られます。

担当課も私は相当苦慮しているのではないかとい

うふうに思っていますし、道路の管理責任がこれ

は問われることにもなりますので、積み残しの諸

事案、財政措置、ここが一番ネックになるわけで

すが、ぜひよろしくお願いしたいと。

側溝の関係も先ほど総務部長のほうからこれは

お答えいただきましたから、一気に降る雨などに

対応できるような形で順次これは整備を進めてい

ただきたいというふうに思っています。

小項目の非常用給水栓の関係でいろいろお答え

いただきました。１カ所３０万円かかるだとかそ
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ういうことも、あるいはグラウンドや学校などに

も直圧の水道設備がある等々のお答えいただきま

した。しかし、私も各学校の敷地内にどこか残っ

ていればいいと思うのですが、一カ所でも直圧で

水が出る設備があるのなら私はそれでいいと思う

のですが、ただし冬だとグラウンドだと遠いし、

雪の下にもなっていると。ここら辺の対策です。

それから、高架水槽を取りつけているところも

いいのですけれども、これもいいのですけれども、

自然災害の発生に備えるということで考えたとき

に、一昨日姉妹都市である鶴岡市で地震によって

停電が ０００戸ですか、これは被害は少なかっ

たということで安心しておりますが、そしてまた

昨日は小樽など後志管内等に落雷で停電で９万

０００戸、これが２０分で復旧したということな

のですが、災害発生時というのは救助救急活動等

の絶対的不足ということが言われるわけです。だ

から、給水タンクだとか給水車を活用してと言う

けれども、人手の問題も残ってくるというふうに

思います。そして、飲料水のみならまだしも、水

洗トイレ、これを流すときにもかなりの水が必要

になってきますから、学校のすぐそばに給水栓が

あればいいのですけれども、ここら辺河合教育部

長にお尋ねしたいのですが、文科省、これは防災、

減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策という

のを平成３０年１２月に発表して、学校施設の耐

震化だとか幾つかあるのですが、それでその中に

災害時の避難所としての役割も果たす学校施設の

防災機能の強化、特にトイレなど、こういったこ

とが盛り込まれているわけですけれども、当然御

承知だと思いますが、ここら辺を取り入れて、こ

の機に有利な財源を使って、そうした災害に備え

るということのお考えはないのかどうか再度お伺

いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校施設全てが避難

所ということになってございますけれども、今後

の避難所としての学校機能のあり方というのも含

めて、防災担当関係と検討を進めながら整備を進

めていきたいというふうに考えておりますけれど

も、ただ災害が起きたときの学校の体制というこ

とを考えますと、児童生徒自体は多分臨時休校と

いう扱いが出てくるということもあると思います

ので、どちらかというと学校サイドというよりも

防災サイドの避難所としての考え方のほうが重要

視されるのかなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。少し

相談しながら議論も進めていただけるということ

なので、ちょっとこのあたりぜひ検討を深めてい

ただきたいということでお願いしたいと思います。

町内会の関係です。自己所有の町内会館と、そ

れから公の施設を使っているもの、これいろいろ

あるのですけれども、時間ないので、簡潔に申し

上げますが、この名寄市町内会の建設費の補助金

交付規則、これは平成２５年４月に改正されてお

ります。６年たちます。ここのところ各種事業で

も事業の見直しということでローリング等々ある

ように、６年たった今この建設費等の補助金交付

規則、これが現状と照らし合わせてどうなのかと

いうことをぜひ再検討、御検証いただきたいとい

うふうに思っています。というのは、調べてみま

すと、旧住宅金融公庫の資料によりますとかなり

建築坪単価上がっておりまして、これは２０１２

年のちょっと古いものでしかないのですが、坪単

価６２万 ０００円というのが載っているわけで

す。それから７年たちますから、もう少し上がっ

ていると思います。新築で例えば建てるときに先

ほどお話あったように ０００万円の市からの助

成、だから坪 ０００万円の建物は５０％という

ことになると、町内会持ち出しができればこれは

建てられるということなのですが、単価の向上等

ありますし、町内会の役員のなり手不足というの

もあるし、それから加入率の低下というのもあり

ます。だから、そういったもろもろを考えたとき

にもう少し準公共機関といいますか、その役割も
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果たしている町内会について、しっかりこれは考

えていかなければならぬのではないかというふう

に思っていますから、そこら辺の御検討、御検証

をお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ６年を経過している

制度ということで、見直しの時期ではないかとい

うことでお話がございましたけれども、１点確認

をしたいのは、金額の見直しというのは上限額の

見直しということであれですか。今５０％の補助

率を見直すということではなくて……

（「率も検討していただきたい」と呼ぶ者あり）

〇総務部長（中村勝己君） 議員のほうからおっ

しゃられたとおり、公共の施設と町内会で持つ会

館については、議員のまさにおっしゃられるとお

り、いろいろな負担も多いでしょうということで

この制度を設けているということも御理解をいた

だいて、ただ実際に先ほど言われたようにいろい

ろな資材単価も上がっているという状況は確かに

わかりますけれども、例えば５０％という率、こ

れは行政が半分、町内会も半分というフィフティ

ー・フィフティーの率になっておりますし、限度

額を上げるということは、町内会の皆さんにとっ

ても負担もふえていくということであります。い

ずれにしましても、６年ということでありますの

で、担当と改めて内容については精査をさせてい

ただきたいというふうに思っていますので、御理

解といただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

子育てに係る負担の軽減について外２件を、川

村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 質問に入る前に、名

寄市の母村であります藤島地区を含む山形県鶴岡

市で１８日夜、震度６弱の地震があり、地面の陥

没や、またけが人が多数出ているなどの実態が少

しずつ明らかになってきているところであります。

被災地の皆さんに心からのお見舞いを申し上げた

いと思います。

それでは、通告順に従いまして、質問をさせて

いただきます。１つ目、子育てに係る負担の軽減

について伺います。１つに、国保税に係る子供の

均等割廃止による負担軽減について、２つに子供

の医療費無料化を義務教育卒業まで年齢拡大する

ことについて、３つに学校給食費の負担軽減につ

いて、これらの負担軽減を求める声が多く聞かれ

ているところであります。子育てアンケートの結

果についてもお知らせをいただきたいと思います。

また、それぞれの無料化実現で市の負担はどの

ようになるのかお知らせください。

さらに、地域間の格差についての認識と考え方

について伺いたいと思います。

大項目２点目、会計年度任用職員制度にかかわ

って伺います。１つに、制度開始に向けての進捗

状況はどうなっているでしょうか。２０２０年４

月から導入されることになっている会計年度任用

職員制度の開始に向けた進捗状況を伺います。国

からは、職員団体等との協議を経た上で関係条例

を提出し、令和２年度の任用に間に合うよう募集

手続をすることとされています。昨年、平成３０

年第１回定例議会の中での質問の答弁では、平成

３１年第３回定例会には関係条例の提出が必要と

考えているということでした。進捗状況をお知ら

せください。

２点目、会計年度任用職員の待遇について伺い

ます。国のマニュアルでは、実態把握や任用適正

化の検討、任用勤務条件の検討などを経て条例化

することとしています。任用勤務条件についてど

のように検討されているのかお知らせをいただき
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たいと思います。

大項目３点目、ＪＲ北海道への利用促進費用の

市町村負担了承について伺います。小項目１点目、

市町村負担了承に至る経緯について伺います。５

月２０日、宗谷本線活性化推進協議会、そして２

８日にはＪＲ富良野線連絡会議、６月６日には８

線区全てで負担了承となったところであります。

現在開かれています道議会第２回定例会において

８線区の利用促進費用に１億 ０００万円を盛り

込んだ補正予算案を提案するとしていましたけれ

ども、この間の市町村負担了承に至る経緯につい

てお知らせをいただきたいと思います。

小項目の２点目、市民説明について伺います。

市民からは、新聞報道で知ってびっくりした、い

つ決められていたの、今後どうなるのか心配だ、

負担がふえるのではないかなどの声が上がってい

るところであります。市民説明についてどのよう

にお考えかお知らせください。

小項目３点目、今後の国への対応について伺い

ます。国鉄清算事業団債務等処理法が２０２０年

度末で期限切れとなります。今後の国への対応を

どのように進めていこうとされているのか伺いま

す。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ただいま川村議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１、小項目１については私から、

小項目２については健康福祉部長から、小項目３

については教育部長から、また大項目２について

は総務部長から、大項目３については総合政策部

長からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、大項目１、子育てに係る負担の軽減に

ついて、小項目１、国保税に係る子供の均等割廃

止による負担軽減について申し上げます。地方税

法の規定に基づく国民健康保険税の算定におきま

しては、均等割額の設定が明記されており、当市

では所得割、資産割、均等割、平等割による４方

式を採用しておりますが、法の趣旨から踏まえま

すと均等割の算定は必要なものと考えております。

また、国保の都道府県化に伴い、北海道が定めた

統一的な基本方針である運営方針におきましても、

所得割、均等割、平等割の３方式へ全道で統一し

ていくものとしておりますので、均等割の算定は

必要なものと考えております。

なお、子供に係る均等割につきましては、昨年

の当初賦課の時点で１８歳未満の被保険者が３９

５人、年額約 ２２５万円となりますが、低所得

者への法定軽減分を差し引きますと年額約８６５

万円と試算されます。

子供の均等割を廃止した場合には、税収減など

によりまして北海道へ支払う納付金の財源を確保

するために他の国保の加入者に対しまして一定の

御負担をお願いすることとなるほか、財源確保に

つきましても厳しい状況となり、今後の財政運営

におきまして子供の均等割の廃止の影響は少なく

ないものと考えております。

なお、子供に係る負担軽減につきましては、市

長会や知事会におきましても国に対して提言及び

要請をしているところでありますことから、今後

も引き続き要望を行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目１、小項目２の子供の医療費無料化を義務教育

卒業まで年齢拡大することについてお答えいたし

ます。

子供の医療費の独自助成拡大につきましては、

これまでも定例会において御質問をいただいてい

るところですが、都道府県において実施をしてい

ます医療給付事業の制度内容では、対象となる年

齢や医療費の負担割、所得制限や一般負担の有無

など統一がされていない状況にあります。また、

全国の多くの自治体において対象年齢の拡大を初

め、独自の医療費助成の拡大をしている状況にあ
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ることから、本市では国において全国統一された

制度とするべき課題と考えており、これまでもさ

まざまな機会を捉えて国や北海道に要望してきて

いるところであります。

名寄市においては、北海道医療給付事業を活用

した乳幼児等医療費の助成に加え、平成２６年８

月診療分からは特に重篤化になりやすい就学前児

童の入院及び通院と医療費負担が大きい小学生の

入院に限り全額助成を独自に拡大し、実施してい

るところであります。また、医療費の助成拡大に

限らず、市立総合病院における小児科診療の２４

時間体制の整備など、安心して医療を受けられ、

子育てができる環境を整えてきております。

昨年度実施しました子ども・子育て支援事業計

画策定のための事前アンケートにおいては、子育

てしやすいまちになるためにどのようなことが重

要だと思いますかとの設問に対しての回答では、

子供の遊び場、活動の場の充実の要望が一番多く、

次いで子育てしやすい就労環境の整備、医療費の

助成拡大に対する要望が多く寄せられております。

事前アンケート調査の結果も踏まえながら、第２

次総合計画のローリング及び第２期の名寄市子ど

も・子育て支援事業計画策定において優先的にど

の子育て支援に関する施策を充実させていくか検

討してまいりますので、御理解願います。

次に、医療費の無償化による財政負担について

ですが、義務教育卒業まで年齢拡大を実施した場

合は、 ５００万円程度の一般財源の確保が必要

です。このため対象人数の増減はあるものの拡大

による財源が毎年必要になってくることから、ほ

かの施策への影響も考えられるため、慎重に政策

判断をしていく必要があると考えております。

次に、子育て支援に関する地域間格差の認識に

ついてですが、近年は医療費の無償化拡大を実施

する自治体が多くあり、近隣自治体では高校卒業

まで無償化を実施している自治体もあります。名

寄市においては、平成２６年度の医療費の無償化

拡大を実施した以降も子育て支援施策として子育

て支援センターひまわりらんどを開設したほか、

乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、ファミリー・

サポート・センター事業、待機児童解消緊急対策

事業など、医療費の助成拡大に限らず子育て支援

のための施策を充実させてきております。また、

さきに答弁したとおり、市立総合病院における小

児科診療の２４時間体制の整備により、経済的な

支援だけではなく、いつでもすぐに専門医による

受診ができ、安心して子育てをできる環境を整え

ていると認識をしているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１、

小項目３の学校給食費の負担軽減について申し上

げます。

学校給食法第１１条の規定により、学校給食の

実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学

校給食の運営に要する経費は、学校の設置者、い

わゆる市の負担となっており、食材に係る経費、

給食費は保護者負担と決められております。学校

給食費の状況でありますが、平成３０年度の給食

費調定額は約１億 ６００万円で、１人当たりの

年間給食費は小学生で平均４万 ０００円、中学

生では平均５万 ０００円となっております。

給食費の完全無料化を実施した場合の財政負担

額では、平成３０年度の実績から教職員や試食等

を差し引いた保護者負担分は約１億円と積算して

おります。

給食費の無料化につきましては、国の支援制度

もなく、財源の確保ができないこと、援助を必要

とする世帯には就学援助制度による支援を実施し

ている、このようなことから毎年１億円の財源を

必要とする無料化は、現在の財政状況では極めて

困難と考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、
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会計年度任用職員制度にかかわって、小項目１、

制度開始に向けての進捗状況について申し上げま

す。

平成２９年の地方自治法及び地方公務員法の改

正によるいわゆる会計年度任用職員制度への制度

移行については、議員の御質問のとおり、令和２

年４月に施行される予定でございます。制度移行

に当たっての進捗状況でございますが、昨年度中

に各担当職場に対して現状把握などを行う調査を

実施をし、現在制度設計を進めているところでご

ざいます。あわせて職員団体との協議も行ってお

り、制度内容が固まり次第令和元年第３回定例会

にて関連条例案を提案させていただく予定でおり

ます。条例提案後に現在任用している職員向けの

説明会などを実施させていただき、来年４月の任

用に向け準備してまいりますので、御理解をお願

いいたします。

次に、小項目２、会計年度任用職員の待遇につ

いて申し上げます。会計年度任用職員の待遇につ

いては、国の制度移行に関するマニュアルにおい

てその任用及び待遇について考え方が示されてい

るところであります。本市としては、基本的な考

え方は当該マニュアルの趣旨に沿った制度設計を

進めているところであります。

現在本市では、多くの臨時、嘱託職員が行政事

務等に従事しておりますが、会計年度任用職員に

制度が統一されることにより、これまでと異なる

勤務条件になる職員が生じる可能性もございます。

現在制度設計中でございますので、詳細について

申し上げることは困難でありますけれども、現在

勤務する臨時、嘱託職員の任用について雇用の維

持の観点から、原則として引き続き任用が維持さ

れるよう努めるとともに、待遇についても現状か

ら原則として引き下がらないよう制度設計を実施

してまいります。

詳細の制度設計が終了いたしましたら、改めて

常任委員会などで内容の御報告をさせていただき

たいと考えておりますので、御理解をお願いをい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目３、ＪＲ北海道への利用促進費用の市町村負担

了承についてお答えいたします。

まず、小項目１、市町村負担了承に至る経緯に

ついてですけれども、北海道では平成２８年１１

月、ＪＲ北海道の単独では維持困難な線区の公表

後、直ちに北海道運輸交通審議会の学識委員や北

海道市長会長、北海道町村会長などに参画いただ

き、鉄道ネットワークワーキングチームを設置し、

将来を見据えた北海道の鉄道網のあり方を取りま

とめ、地域における検討協議をスタートするとと

もに、平成２９年１２月には国土交通大臣に対し

てＪＲの徹底した経営努力と経営情報の開示への

指導、国の実効ある支援などについてオール北海

道で要請を実施してきました。

さらに、平成３０年４月からは、国やＪＲ、市

長会、町村会などで構成する関係者会議において

ＪＲに対する支援について協議を進めてきた中、

平成３０年７月にＪＲ北海道の経営改善について

国の支援の考え方が示されました。しかしながら、

地域としての支援に関しては、国と地域の役割分

担や地域負担の額、地方財政措置のあり方など、

地域からの理解をもらう上で整理すべき課題が残

されており、北海道としては２年後の法改正を視

野に入れつつ、さらに議論を深めていく必要があ

るとされたところでございます。

一方でＪＲの経営は、震災の影響なども重なり、

２０１８年度決算における単体の純利益が２１３

億円の赤字となっていることや、２０１９年度事

業計画においても運賃改定による増収や国からの

支援、２年間で４００億円台、こちらを受けても、

なお赤字が生じる見込みであるなど、引き続き厳

しい経営状況となっております。

このことから、北海道は法改正までの２年間に

限り、維持困難線区でＪＲが実施する定時性や利
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便性、快適性の向上などの利用促進に資する設備

投資に対して、緊急的かつ臨時的な地域独自の支

援を行う必要があると関係者会議で確認をし、沿

線市町村への説明を行い、宗谷本線活性化推進協

議会としては、本年５月２０日に開催いたしまし

た総会の場において全体の確認を行い、考え方に

ついて了承をしたところでございます。

また、今月１４日には北海道知事が道補正予算

の概要説明で地域負担額も含めたＪＲへの支援策

を公表しました。宗谷本線では、名寄―稚内間の

地域負担額は７９０万円とされましたが、宗谷本

線活性化推進協議会では考え方について了承して

おりますので、構成団体が一体となった取り組み

として準備を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、小項目２、市民説明についてお答

えいたします。これまでの経緯につきましては、

先ほど述べさせていただきましたが、各線区や北

海道全体の課題として一体となって取り組まなけ

ればならない問題であり、２年後の法改正に向け

て国に対しても動きを見せていく必要があるもの

と考えております。

市民説明につきましては、これまで宗谷本線活

性化推進協議会において鉄路維持、存続の活動を

続けておりましたが、今回の北海道を中心とした

ＪＲへ拠出する負担金につきましては、あくまで

も車両環境の向上や利用促進に資する負担であり

ますので、広報等を活用し、市民の皆様へ説明を

していきたいというふうに考えております。

小項目３、今後の国への対応についてお答えい

たします。議員御指摘のとおり、現在国における

ＪＲ北海道への支援根拠法となっている国鉄清算

事業団債務等処理法が２０２０年度末で期限切れ

となります。国からの支援継続のためには法律の

改正が必要であり、現在北海道を中心に法律が改

正されるよう関係線区及びＪＲ北海道とともに具

体的な取り組みを行っております。

今後国への対応につきましては、宗谷本線だけ

の問題ではなく、北海道全体の問題でありますの

で、各線区、北海道全体が一丸となり、国への要

望活動等を行っていかなければならないと考えて

おります。本市といたしましても宗谷本線活性化

推進協議会の中心市として、北海道や関係線区へ

の働きかけを行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。再質問をさせていただきたいと思

います。

まず、子育てに係る負担の軽減についてであり

ます。国保税の負担軽減、子供の医療費無料化の

年齢拡大、学校給食費の負担軽減、これを何回も

何回も取り上げてきたところでありますので、中

身についてはそれほど詳しく触れないでおこうと

いうふうには思っているのですが、くどくなった

らお許しをいただきたいと思います。

１つは、国保の問題、均等割、今部長の御答弁

では必要なものだというふうな御答弁がありまし

たけれども、所得がふえなくても家族がふえれば

ふえるほど負担が大きくなってくる。協会けんぽ

等入っている方にはなかなかわかりづらいと思う

のですが、国保の均等割１人２万 ０００円です。

だから、大人も子供も１人２万 ０００円の負担

がかかると。そして、所得割のほかに家族には平

等割といって１万 ０００円が医療分でかかって

いるわけです。こんなふうにして非常に多くの負

担がかかっている。これは、加入者が年金生活者

など高齢の方々、また非正規で働く方々が多くな

っている中、医療費も膨らんでいくということで

は非常に国保税の負担大きくなっている中であり

ます。こんな中でも全国的には自治体が負担をし

ながら市民の負担軽減をしたりしていますし、前

回も御紹介しましたけれども、全国知事会でも公

費１兆円投入してほしいと要望もされているとこ

ろであります。この点について再度お考えをお聞

きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。
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〇市民部長（宮本和代君） ただいま国保の均等

割に対する負担の増ということで御質問をいただ

きました。子供の均等割につきましては、議員が

おっしゃいますように所得がない子供に対しても

均等割が大人と同じ金額がかかるという部分につ

きましては、他の保険には見られない部分という

こともありまして、ほかの医療保険制度と比較を

しましても負担が重くなっているというのは事実

だと認識をしております。

ただ、均等割を徴収するといった部分につきま

しては、地方税法の考え方から、やはりこちらに

ついては徴収しなくてはならないものと認識をし

ています。自治体の国保財政の状況によりまして

は、助成という形で一部負担、均等割について子

供の部分を見ている自治体もございますけれども、

現状の名寄市の国保財政におきましては非常に困

難であると考えておりますので、先ほども答弁の

中で触れさせていただきましたが、国の責任にお

いて必要な財源措置を行っていただくということ

で今後も要望を続けてまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私もこの３点につい

ては、国がきちっと制度を見直していく、今御紹

介した国費を投入していくということも含めてこ

のことは強く思っていますし、日本共産党として

もこのことについては国のところでも取り組みを

進めているところでありますが、しかしなかなか

進まないというところでは地方からの変化もつく

りながらというところが必要かなというふうに思

っているところであります。

子供の医療費無料化の件でありますけれども、

アンケートの中でも医療費の負担軽減を求める声

が多かったというふうなお答えがあったかという

ふうに思います。私の周りでも非常に多く寄せら

れているところであります。

それで、地域間の格差についてなのですが、子

育て中の世代の皆さんからこの格差について本当

に多くの意見が寄せられています。きっと市で担

当されている皆さんも多く聞かれているのだと思

います。隣り合わせの自治体が年齢が非常に高く

なっている中で、名寄はもう少しという声が非常

に多く寄せられているというのが事実であります。

この点について、この地域間の格差の問題につい

て再度お考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 地域間の格差の

質問でありますけれども、先ほどの答弁で触れさ

せていただいているところなのですけれども、今

回、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、こ

れについては国なり、北海道の中で地域間の格差

をなくすようにしっかりと助成も含めて対応すべ

き課題というふうにされているのが基本的なとこ

ろだというふうに考えているところであります。

ただ、名寄市として子育てなり、少子化対策に

おいてどういった支援策をするかという、どこに

重点を置くかというところでありますけれども、

先ほども申し上げましたけれども、例えば市立総

合病院の小児科の２４時間体制についてもこれは

市において一定の財源を負担しながら対応をして

きて、これはほかの地域にはない本当に２４時間

いつ何が起きても対応できるそういったことを整

えていたりしておりますので、そういった意味で

は一概に一つの制度だけを見て地域間格差がある

からというふうにはならないのかと思っています。

言われるように隣のまちと同じ制度ができればい

いですけれども、限られた財源の中で地域にとっ

て子供たちや子育ての保護者に対してどういった

施策が必要なのかということで、今後も十分検討

しながら対応していきたいというふうに考えてい

るところでありますので、御理解をお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） いつも御答弁いただ
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いています市立総合病院の小児科の２４時間体制、

もちろんこれは名寄ばかりではなくて、近隣の皆

さん方にとってもそういう環境の中で子育てをで

きるというのは、非常に大きなメリットだという

ふうに思っています。しかし、子育て中の世代の

皆さん方にすると、なかなか収入も少ないという

中で、医療費の問題、すぐにお財布から出ていく

ということでは非常に敏感な部分でありますので、

そういった部分で隣のまちは、こっちのまちは、

こっちのまちはという声が出てくるのは、私は当

然だというふうに思っています。前回第１定でお

答えいただいた中でも、道内でも随分義務教育卒

業まで助成拡大しているところが非常にふえてい

る状況のある中で、市立総合病院の２４時間体制

が整っているので、医療費の助成はできないとい

うことには私はならないのではないかというふう

に思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 市立総合病院の

２４時間やっているからできないという言い方で

はなくて、名寄市はそういったことでも支援策や

っているということで御理解をいただければとい

うふうに思っているところであります。

今回のアンケート調査でも、先ほど申し上げま

したけれども、子供たちの遊び場とかそういった

交流できる場がというのが就学前、小学生も含め

て特に一番多い状況にあります。次に、就学前で

いけば保育所なり、保育の充実というのが高い。

医療費については無償化していますから低いとこ

ろはあるのですけれども、そういったある面施設

整備の部分についてもかなり要望が高まっている

し、特に名寄市においては転勤されてくる方多い

ということで、そういった面ではこれまでひまわ

りらんどだったり、サポート・センターをつくり

ながら、交流する場であったり、子育てに対する

支援というか、指導も含めてそういった環境を整

えることを重要視しながらやってきております。

今回においてもこのアンケート調査でもさらなる

充実ということを求められていますから、そうい

ったものを総合的に勘案しながら、限られた財源

を有効にどの施策に反映していくかというのは、

しっかりこの協議会の中でも検討しながら対応し

ていきたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） アンケートなのです

が、施策に反映させるために皆さんにアンケート

をして答えていただいたということでありました

けれども、このアンケートの内容についての公開

といいますか、それはされるのか、どういう状況

になっているのかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 公開はします。

当然計画書にものせていきますから。ただ、この

後どの時点で市民に公開するか、スケジュール的

にまだちょっとはっきりは今は申しませんけれど

も、いずれにしましてもこの内容につきましては

当然委員の皆さんであったり、それぞれ協議に入

る前には関係する方にはきちんと示しながら、そ

れに基づいた御意見をいただくような体制をとっ

ていきたいと思いますので、御理解をお願いしま

す。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） アンケートにお答え

いただいた皆さん方もきっとその結果については

関心が大きくおありだというふうに思います。早

い時期の公開をしていただくのと、それに沿った

施策を組まれていくこと、これを強く求めたいと

いうふうに思います。

あと、もう一つは、学校給食の問題ですが、こ

の点についても何回もお話をさせていただいたの

ですが、最近学校給食というか、子ども食堂の問

題も含めていろいろ全国的に取り組まれていて、

ちょっと話それますけれども、学校給食がスター

トしたのは山形県鶴岡市のお寺の境内から始まっ

たというのを御紹介しておきたいと思います。そ
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れで、学校給食、子供の栄養不足を補うためとい

うこともありますし、子供の成長の段階で非常に

重要なものだということで、そういう意味でのセ

ーフティーネットとして機能しているという捉え

方をしている専門家もいらっしゃいますし、また

子供の貧困の問題では今６人に１人、７人に１人

という状況で、過去の話ではないというふうにな

っているところであります。そういったことで、

学校給食の重要性は私が何回も言う必要もないほ

ど皆さん御承知だというふうに思うのですが、し

かしそこをきちっと保障していくためにも給食費

の補助というか、そういった部分が必要だろうと

いうふうに思っています。

跡見学園女子大学教授の鳫咲子さんという食の

問題含めて、貧困の問題も含めていろいろ論文出

されている方なのですけれども、子供の食生活は

世帯の所得水準によって大きな格差があり、将来

の健康格差にもつながると。全ての子供に栄養バ

ランスのとれた食を保障する学校給食、その格差

を小さくする重要な役割を果たしているというふ

うに学校給食の大切さを述べているのですが、こ

の点についてお考え改めてお聞きをしたいと思い

ますが。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校給食の重要性に

つきましては、管理栄養士でもあられます川村議

員と同じような考え方ということで、重要性につ

いては非常に評価というか、重く感じております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ子育てに係

る大きな負担です。先ほどそれぞれ実施されると

市の負担が幾らになるのかというのもお知らせを

いただいたところであります。全てを一気にとい

うのは、非常に難しい部分も財政的な部分がある

かというふうに思うのですが、しかし他市の取り

組み、いろいろな取り組みをされています。例え

ば国保の均等割を廃止していく中でも３人目から

はだとか、そういった部分で検討したり、また子

供の医療費の無料化についても、今小学校になっ

たら入院だけが無料になるわけですけれども、せ

めて入院、外来、小学校の間だけでも無料に、そ

して段階的に進めていく。国の制度を待っている

間、このようにして少しでも進めていくことが必

要ではないかというふうに思っています。それか

ら、給食費についても３人目からは無料にだとか、

そういうような本当に多種多様な地域によって、

自治体によっていろいろな取り組みをしています。

ぜひここに学びながら、実現をしていただきたい

というふうに思うのですが、その点について市長、

突然ですが、お考えいただいていいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 毎回貴重な御提言をいた

だいておりまして、ありがとうございます。

今それぞれ答弁させていただいたとおり、子育

ての負担軽減に関して全てが実現できれば一番い

いわけでありますが、当然財源も伴う話でありま

して、それぞれの今議員がお話ししていることも

いろんな角度からのテーマがあるので、何に絞っ

てどうやっていくかということもしっかりとより

効果的な、今名寄市にとって何が必要なのかとい

うところも見きわめて議論していかなければなら

ないというふうに考えています。

子ども・子育ての新しい法律が改正をされまし

て、いよいよ１０月から、本年度、令和元年度に

関しては全額国庫で、新年度からは自治体が４分

の１負担をするということで、３歳以上の保育料

が無料になると、こういうことでございます。こ

れについても大きなこれは子育て世帯にとっては

負担軽減につながるものというふうに考えており

まして、大きな前進だというふうに思っています。

一方で自治体も負担が実は出てくるということも

ございます。ただ、名寄市においては、もともと

保育料に関しては独自の負担軽減をしている関係

もあって、この部分に関して少し一定の財源がで

きる可能性もあるということでございます。今子

ども・子育ての新しい計画をつくっていく中で、



－170－

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

皆さんからもしっかりとアンケートをとらせてい

ただいて、地域の皆さんのニーズと、あるいはこ

れから名寄市がさらに力を入れていかなければな

らない施策についてしっかりと市民の皆さん、あ

るいは庁内でも議論をしながら、さらに子育てし

やすいまちづくりに向けて、一層政策を推し進め

たいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今の国の子育て支援

の中身は、ちょっとまた別のところで議論をさせ

ていただきたいと思いますけれども、総合計画の

第２次中期基本計画の中の基本目標Ⅱ市民みんな

が安心して健やかに暮らせるまちづくりの子育て

支援の推進という中で、安心して産み育てること

ができ、子供が平等で健やかに育つ環境づくりを

地域ぐるみで進めますというふうになっています

ので、名寄に住んでよかったはもちろんそうなの

ですが、どこにいてもみんな子供が平等で健やか

に育てる環境づくり、大人の責任としてまた頑張

っていきたいというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、２点目の会計年度任用職員制度にか

かわって再質問をさせていただきたいと思います。

御答弁いただいた中では、職場での調査もしたり、

制度設計中だというふうなお話がありました。待

遇等については、国のマニュアルに沿いながら進

めて、今制度設計中だということでした。職員の

皆さん方、今働いている非正規と言われている会

計年度に移行されようとされている皆さん方への

説明会は、ちょっと聞き漏らしたのですが、行わ

れたのでしょうか、これからするのでしょうか。

お聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基本的には制度設計

が全て終わって、９月の定例会に提案をさせてい

ただいて、それ以降説明会等を実施をしていきた

いというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今説明会が制度設計

ができた段階でというお話でした。いろいろな情

報が錯綜しているのかなというふうに思うのです

が、不安が非常に大きい、そういう声が聞かれて

います。例えば任用期間の問題であったり、収入

にかかわる問題であったり、それから引き続きず

っと長く働かせていただけるのだろうか、そんな

ような非常に不安が寄せられているところであり

ます。１つずつ確認をさせていただければという

ふうに思いますが、任用の期間の問題ですけれど

も、会計年度ですから１年ということで、４月１

日から翌年の３月３１日までで、再度の任用もあ

り得るとしていますけれども、手続がなく更新さ

れたり、長期にわたって継続して勤務できるとい

った誤解を招かないように留意することというふ

うにマニュアルでは書かれているのですが、この

点についてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 記載のとおり、今回

は制度改正ということですので、マニュアルとし

てはそういう記載になっているかというふうに思

っています。先ほど原則としてということで私言

わせてもらいましたけれども、現在お勤めになっ

ている臨時、非常勤の皆さんについては、同じよ

うな待遇で引き継ぎを考えているということであ

りますので、任用についても基本的にこれまでと

同様な形でというふうには考えているところです。

通常でいえば大体次年度に向けては１２月ぐらい

に皆さんにそれぞれ意向調査をしたりということ

でございますので、その辺は少しマニュアルを参

考にしながら、道内の自治体なども参考にしなが

ら、今はそのような考え方でいます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） これを今働いている

皆さんにしっかりとお伝えすること必要かなとい

うふうに思います。ここの点だけでも不安に思っ

ていらっしゃる方が多数いらっしゃるということ
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があります。

それと、もう一つ、これはもうないのかなとい

うふうに思いますが、雇用中断、空白期間、今現

在は雇用更新に当たって雇用の中断、空白期間が

設けられているかというふうに思うのですけれど

も、今回の法の改定ではこれらの雇用中断は不適

切だとされているところであります。これをなし

に引き続き採用していただけるというふうに理解

していいのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員が言われている

いわゆる雇用調整期間みたいなことについては考

えておりません。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今最後のところがち

ょっと聞き取れなかったのですけれども、部長、

もう一回お答えください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 空白期間ということ

でお話だったので、それについては今は設定をし

ないということで考えていますということです。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 済みません。何か失

礼いたしました。ちょっと聞き取れなかったもの

ですから。申しわけありません。

あと、もう一つ働いている方が不安に思ってい

るのが収入にかかわる問題であります。期末手当

や退職手当、これが支給できるというふうになっ

ているのですが、退職手当はフルタイムの方々の

みということであったり、それから期末手当につ

いてもこれが年収ベースになっているのではない

かと。今現在毎月ごとの収入のほかに期末手当が

追加されるのかどうか。それがそうではなくて、

年収ベースの中に組み込まれていって、一月ごと

の収入が減ってしまうのではないか、そういった

不安が広がっているところでありますが、このこ

とについて皆さんがわかるように御説明いただけ

ればと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども冒頭言いま

したけれども、最終的な制度設計はあくまでも決

まっておりませんので、わかるようにというと個

々の話になってしまうので、大変申しわけないの

ですけれども、期末手当等については、現状フル

タイムの方、あるいはパートの方ということで、

勤務時間の関係で期末手当については支給が実は

異なってくるということになろうかというふうに

思っているところです。それ以外につきましては、

これからまた制度設計については協議をしていき

たいというふうに考えているところです。

少し話は、大変申しわけない、勝手にさせてい

ただきますけれども、ことしの６月に全国的な自

治体の会計年度任用職員にかかわるそれぞれの自

治体で条例の提案はいつごろするのですかという

ことについて、実は８割方がこの９月、ことしの

９月でやるという状況でございまして、道内的に

見てもなかなか進んでいる先進的なところという

のもなくて、私どもも少しこれは国の財政措置も

含めましてなかなかそういうところが見えない中

での制度設計を今やらせていただいているという

ことでありますので、軽々にこういう方向でとい

うことでも言えない部分もあることを御承知おき

いただければというふうに思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 平成２９年度決算の

追加資料の中で調べました。名寄市で臨時職員、

大学で１５９名で、含んで４０５名、病院で２７

７名、水道事業で３名、合計６８５名の方々が臨

時職員として働いていただいているところであり

ます。テレビでも特集されるぐらい今この非正規

公務員といった部分、官製ワーキングプア、年収

２００万円程度で働く方々が非常にふえていると

いうことが社会的に大きくなっている中で、この

非正規公務員の処遇改善をめぐって法改正が行わ

れたのだというふうに思っているのですが、地方
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公務員制度の大転換にかかわる内容というふうに

私も押さえていますが、それだからこそ働いてい

る今の皆さん方が非常に不安になっているのは当

然だというふうに思いますので、今９月の第３定

に向けて条例提案をということで、制度設計進め

られているというふうな御説明でありましたけれ

ども、やはり働いている皆さん方へ早い段階での

説明をしていただくことを強く求めていきたいと

いうふうに思います。

次に移りたいと思います。ＪＲ北海道の利用促

進費用の負担了承についてであります。先ほども

御紹介しましたように突然の宗谷本線活性化推進

協議会で５月２０日負担了承ということで新聞報

道がされました。びっくりして電話が来ました、

実は。いつこんな話がどこで進んでいたのだろう

かというふうに言われたところです。それは、負

担がこれ以上どんどん、どんどん膨らんでいくの

ではないかということが不安をかき立てているの

だというふうに思います。そういった部分で、例

えば市民説明いろいろ協議会の中で進めてきたと

いうことでしたけれども、そういう負担がかかる

のではないかなというふうに思いながらも、突然

に負担が了承されたといったところでの市民の皆

さんの驚きと不安に対してどのようにお考えか、

まずお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 地域負担のお話

での市民への説明ということですけれども、この

間の経過でいいますと、先ほど答弁もさせていた

だきましたけれども、今回の地域負担については

北海道がリーダーシップしっかりとっていただい

た中で、２年間に限る臨時的かつ緊急的措置とい

う位置づけのもと、２年後に迫る法改正に向けて、

それまでにしっかりと地域一体となって鉄道を残

すのだという動きを国に伝えるためという部分か

なり大きな意味合いがあるのではないかというふ

うに考えておりまして、これまでも協議会として

も今までは完全高速化という目的に活動してきま

したが、維持困難線区の問題が出てから宗谷本線

をしっかり守っていく、維持、存続していくとい

う目的に加えてこれまでも加藤会長を筆頭に取り

組みを進めてきましたので、そこの意味からの北

海道の今回の提案については、沿線地域全体一体

となってしっかりと協力していこうという流れの

中での今回の結果ということで、ぜひとも御理解

いただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私たちも維持、存続

を願う思いは同じであります。言うまでもなく市

民の生活の足です。病院へ行く、また学校へ通う、

そういった部分での生活の足であり、また地域経

済を支える大きな輸送、基幹産業を農業としてい

ますから、非常に重要な足でありますし、観光振

興にも欠かすことのない交通手段だというふうに

捉えています。維持、存続は非常に望むところで

はありますけれども、しかし市民の皆さんにとっ

ては、突然の負担了承の中で驚いたのは否めない

というふうに思っています。

市民説明が私はちょっと不十分ではないかとい

うふうに思っているのは、聞くところによります

と、この８線区の中でも協議会等々いろいろ名前

がありますけれども、そこで出された中で議会と

相談をしたいということで持ち帰ったという自治

体もあるというふうに聞いています。宗谷本線活

性化推進協議会の中では、そういったことはなか

ったのかどうか。日高のところでも議会と相談を

したいということで持ち帰ったというふうに聞い

ていますので、そういったことが宗谷本線のとこ

ろではあったのか、なかったのかお聞きしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 北海道知事が公

表した今回の補正予算の関係ですけれども、これ

はあくまでも北海道が主体となって、関係線区の

自治体から負担金を拠出してもらって、北海道が

総額２億円のうちの７対３ということで、７が北
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海道、これが１億 ０００万円、３が関係線区で

０００万円、これをという話なのですけれども、

基本的には北海道の事業ですので、北海道の補正

予算が可決しなければ動きようのない話というこ

とになりますので、その順番からするとなかなか

そういったタイミングにはならないかなというふ

うに考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 北海道が１億 ００

０万円のこの補正予算をということで、そういう

提案だったということなのですけれども、その中

でもあるところでは議会と相談したいと言ったと

ころもあったというふうに聞いていますので、そ

ういった部分では私は市民の皆さんから寄せられ

た声と同じようにどこでどういうふうになって決

まってしまったのか、突然のようで、それの不安

は非常に大きいものがあるというふうに思います。

もう一つなのですけれども、市民説明について

のところで今回宗谷本線の活性化協議会の中では

一体感を示せたという報道にありましたけれども、

そういった声もあったようですけれども、それぞ

れの自治体ごとに対応が非常に違っているなとこ

こ二、三日の報道の中身を見てもあるというふう

に感じているのですが、その点についてはどのよ

うにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） それぞれの自治

体の対応が違うとお感じになったということです

けれども、総会を経てのというイメージでしょう

か。今回北海道からそういった地域負担をお願い

したいというお話をいただいて、その考え方に協

議会としては全会一致で了承したという５月２０

日の経緯がありますけれども、そういった意味で

は私の認識としては、宗谷本線活性化推進協議会

の構成員の中は方向性についてはしっかりと同じ

方向を向けているという認識でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 方向性が違うという

のではなくて、市民への説明といいますか、市民

周知の点について私はそれぞれ自治体ごとに対応

が違っているのではないかというふうに思ってい

ます。負担額についてもそれぞれ自治体ごとでも

出ているという、議会を通じて発表したりという

とこら辺があるかなというふうに思っていますが。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 自分の自治体は

幾らぐらいの負担を想定しているというような報

道も出ておりますけれども、名寄市としても第３

回定例会の補正予算提案に向けて、今後しっかり

と数字詰めて、概算何となくの金額はあるのです

けれども、しっかりと数字詰めて常任委員会等で

説明をしてから補正のほうを提案させていただき

たいというふうには考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） そういった部分も含

めて、やはり市民の皆さんにとっては大きな不安

になるのではないかというふうに感じているとこ

ろであります。

国策によって分割民営化がされ、そして経営安

定基金運用益の不足があり、新幹線が赤字という

４月に道議会で報告があったようですけれども、

いずれも国策の失敗が原因でこういった現状を生

み出しているといったところでは、負担を自治体

に求めるのではなくて、国にしっかりと支援を求

めていく、加藤市長にも随分御尽力いただいて、

国へ要望していただいてまいりましたけれども、

引き続き国へ支援を求めていっていただきたい、

そのことを強くお願いして、終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 議案第１７

号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 工事請負

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、風連中央小学校旧校舎屋内運動場解体

工事、屋外運動場整備工事について、６月１１日

に４社による一般競争入札を執行いたしましたが、

最低価格が調査基準価格以下となったことから、

低入札価格調査を行った上で低入札価格調査委員

会で審議をし、落札者を決定をしております。五

十嵐・第一・橋場特定建設工事共同企業体が２億

２００万円で落札決定をし、これに消費税及び

地方消費税 ６２０万円を加え、２億 ８２０万

円で契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

予定価格が１億 ０００万円以上であるため議会

の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を天野建設水

道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、議案

第１７号、風連中央小学校旧校舎屋内運動場解体

工事、屋外運動場整備工事の提案理由の追加説明

を申し上げます。

本工事は、平成３０年度に完成した風連中央小

学校の旧校舎屋内運動場の解体及び屋外運動場を

整備するもので、準備が整い次第工事に着手いた

します。

本日議決をお願いをいたします風連中央小学校

旧校舎屋内運動場解体工事、屋外運動場整備工事

の事業概要について説明いたします。本工事は、

鉄筋コンクリートづくり２階建て、延べ面積 ２

００平方メートルの旧校舎と鉄骨づくり平家建て、

延べ面積６７６平方メートルの旧屋内運動場の解

体撤去及び屋外運動場１万 １４０平方メートル

を整備するものであります。工期につきましては、

契約日として議決の日の翌日から令和２年３月１

９日までとしております。

続いて、お手元の説明資料については、旧校舎

解体を省略し、屋外運動場について説明いたしま

す。資料１をお開きください。新校舎の西側にグ

ラウンドを造成し、屋外での事業や各種行事に活

用できるようにするとともに、バックネット、防

球ネットフェンス、遊具などを設置し、グラウン

ドの北側、南側には緑地帯を整備することにより、

児童の屋外教育環境の充実を図るものでございま

す。

以上、私からの追加説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１８

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、庁舎を初め各関係施設で利用している

事務利用端末がウィンドウズ７のサポートが終了

することに伴いサーバーを更新しようとするもの
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でありまして、本年４月１７日に物品等審議委員

会での審議を経て、５月２３日に見積もり合わせ

を実施をし、 ６１８万 ８４０円でＰＦＵ北海

道株式会社に決定をいたしました。これに消費税

及び地方消費税３６９万 ５４７円を加えて、

９８７万 ３８７円で契約を締結しようとするも

のでございます。

なお、本件に係る経費につきましては、北海道

市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、取得す

るものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

予定価格が ０００万円以上であるため議会の議

決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１９

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、各小中学校職員室で使用している業務

用端末がウィンドウズ７のサポートが終了するこ

とに伴いサーバーを更新しようとするものであり

まして、本年４月１７日に物品等審議委員会の審

議を経て、５月２３日に見積もり合わせを実施を

し、 ０６５万 １８０円でＰＦＵ北海道株式会

社に決定をいたしました。これに消費税及び地方

消費税２４５万 ５７４円を加え、 ３１０万

７５４円で契約を締結しようとするものでござい

ます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

予定価格が ０００万円以上であるため議会の議

決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 意見書案第

１号 地方財政の充実・強化を求める意見書、意

見書案第２号 「子どもの貧困」解消など教育予

算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制

度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた
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意見書、意見書案第３号 ２０１９年度北海道最

低賃金改正等に関する意見書、以上３件を一括議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外２件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 報告第１１

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） ここで、市長から発言

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま議長から発言の

お許しをいただきましたので、申し上げます。

本定例会初日となります６月３日に報告第８号

として株式会社名寄振興公社の経営状況について、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき

報告を行ったところでございます。詳細につきま

しては、議員協議会にて説明をすることとしてお

りましたが、本日まで説明に至っておらず、おわ

びを申し上げます。当該経営状況につきまして議

会への上程後、株式会社名寄振興公社からの申し

出により、過年度分を含めて再精査が必要となり

ました。この再精査には一定の時間を要するもの

と思われますが、遅くとも本年度第３回定例会ま

でに作業を終え、改めて精査をした内容につきま

して御報告の機会をいただきたいと考えておりま

すので、御理解をいただきますようにお願いを申

し上げます。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和元年第２回定例会を閉

会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時１４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 三 浦 勝 秀
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署名議員 高 野 美枝子
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和元年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 組織機構変更にともなう目的と役割等について

（Ｐ ３８） (1) 新設部署の機能と役割について

(2) 営業戦略室及び営業戦略課の名称変更について

(3) 組織機構変更により期待される効果について

２ 医療と連携した活力ある健康社会づくりに向けて

(1) 名寄市保健事業実施計画の推進に向けて

① 第２期データーヘルス計画の位置づけについて

② 第１期計画の評価と第２期計画の課題について

(2) 地域包括ケアとの関わりについて

３ 空き家等の対策推進に向けて

(1) 空き家等の推移について

(2) 空き家バンク制度の活用実態について

(3) 名寄市空家等対策計画の進捗と課題について

２ 山 崎 真由美 １ 市民の満足度向上につながる組織機構の見直しについて

（Ｐ ４９） (1) 総合政策部新設のねらいと期待される効果について

(2) 各部署及び関係機関との連携について

(3) スポーツ振興に関する連携について

(4) 市民への情報提供について

２ 安全な地域づくりを目指す具体的計画について

(1) 児童生徒の通学における安全確保について

(2) 河川の雑木処理による洪水対策について

(3) 土嚢による安全対策について
のう

３ 高齢者に優しいまちづくりについて

(1) 歩きやすい路面環境の整備について

(2) 買い物支援の体制づくりについて

３ 富 岡 達 彦 １ ＪＲ宗谷本線の維持・存続について

（Ｐ ６１） (1) アクションプラン推進に向けた、宗谷本線活性化推進協議会の議

令 和 元 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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論の経過と今後の具体的取り組みについて

(2) 観光列車「風っこ そうや号」の運行について

２ 人権尊重と多様性を認める社会について

(1) 性の多様性の尊重と正しい理解の促進及び偏見差別解消への取り

組みについて

(2) パートナーシップ宣誓制度について

３ 化学物質過敏症に対する認識について

４ 遠 藤 隆 男 １ 特別支援教育の推進について

（Ｐ ７３） (1) 特別支援学級の現状と課題について

(2) 特別支援教育専門家チームについて

(3) 特別支援教育コーディネーターとの連携について

２ 農業振興施策について

(1) 担い手の確保について

(2) 農畜産物のＰＲ推進について

５ 三 浦 勝 秀 １ ふるさと納税について

（Ｐ ８３） (1) 使途を指定した寄附を財源とした事業実績について

(2) 使途を指定した寄附の事業区分拡大について

(3) 次年度以降の見通しについて

６ 倉 澤 宏 １ 統一自治体選挙の総括について

（Ｐ ９０） (1) 統一自治体選挙の投票結果について

(2) 有権者に対する啓発について

(3) 今後の各級選挙に向けた取り組みについて

２ 将来を見据えた街区形成について

(1) 事業実績と成果について

(2) 中心市街地の位置付けについて

(3) 居住誘導策について

３ 社会教育行政について

(1) 生涯学習に関わる人材について

(2) 公民館の役割について

７ 今 村 芳 彦 １ 農業政策について

（Ｐ ９９） (1) 新規就農者の現況と継続的な人材育成について

(2) 農業・農村経営基盤について

令 和 元 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(3) 持続的な農村地域の維持について

２ 旧下多寄小学校の校舎及び周辺施設の再活用について

(1) 現在の利用状況と今後の利用予定について

(2) その他周辺施設の再活用について

８ 清 水 一 夫 １ 防災について

（Ｐ１１０） (1) 気象台が一週間前に台風の上陸及び大雨警報を発表した際の市の

対応について

(2) 本年度の名寄市防災訓練について

(3) 平時における避難行動要支援者名簿の活用について

(4) 名寄市立総合病院の水害対策について

２ 名寄市総合計画（第２次）中期基本計画重点プロジェクトについて

(1) 「経済元気化プロジェクト」について

① 観光入込客数の現況について

② 外国人観光客誘致に向けた具体的施策について

③ 観光客誘致に向けた情報発信及びＰＲ活動について

(2) 「冬季スポーツ拠点化プロジェクト」について

① 全国・全道規模大会の誘致及び開催数について

② スポーツ合宿入込人数について

③ 冬季スポーツジュニア選手の育成について

④ 競技施設整備について

９ 五十嵐 千 絵 １ 女性が輝けるまちづくりについて

（Ｐ１２０） (1) 第２次名寄市男女共同参画推進計画について

(2) 男女共同参画セミナーの参加状況について

(3) その他男女共同参画の活動と成果について

(4) 企業における意識改革について

２ 人口減少の中での人材の確保について

(1) 本市の人手不足の現状について

(2) 外国人材受け入れの現状について

１０ 塩 田 昌 彦 １ 平成３１年統一地方選挙を振り返って

（Ｐ１２６） (1) 統一地方選挙における年代別及び男女別の投票状況について

(2) 期日前投票など、投票方法の検討について

(3) 投票率を上げるための分析と対応について

２ 不登校に悩む子への理解と対応について
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(1) 不登校の現状について

(2) １０連休明けの状況について

(3) 不登校に悩む子ども達への対応について

３ 中小企業振興基本計画の策定について

(1) 基本計画策定に向けた関係機関との協議状況及び経過について

(2) 策定の工程管理及び進捗状況について

４ 人口減少社会への対応について

(1) 名寄市総合計画（第２次）中期基本計画に連動した、第２次名寄

市行財政改革のＫＰＩ設定について

１１ 高 橋 伸 典 １ 学校教育のさらなる国際化に向けた取り組みについて

（Ｐ１４１） (1) ＡＬＴのさらなる活用について

２ 自転車保険加入の促進について

(1) 自転車事故対策と周知について

(2) 安全教育の取り組みについて

(3) 市民の自転車保険加入状況と周知について

(4) 条例制定について

３ 地域公共交通の現状と今後について

(1) 公共交通の現状と課題について

(2) デマンド交通の拡大と医療バス輸送の考え方について

４ 安全な道路環境について

(1) 市道の凹凸対策と今後の取り組みについて

１２ 佐久間 誠 １ 名寄市総合計画（第２次）中期基本計画と公共施設・インフラなど

（Ｐ１５１） の整備について

(1) 将来の更新サイクルを見通した公共施設・インフラ整備について

(2) 道路補修・側溝の整備促進について

(3) 非常用給水栓の設置について

２ 町内会・自治会活動について

(1) 地域コミュニティの核としての町内会館の維持について

(2) 公園の砂場機能保持と衛生管理について

(3) 公営住宅の空き家管理と自治会活動の課題について

３ 市民が安心できる医療と介護の連携について

(1) 地域包括ケア病棟の開始で期待される効果と課題について

(2) 在宅医療・介護連携の推進について
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１３ 川 村 幸 栄 １ 子育てにかかる負担の軽減について

（Ｐ１６２） (1) 国保税にかかる子どもの均等割廃止による負担軽減について

(2) 子どもの医療費無料化を義務教育卒業まで年齢拡大することにつ

いて

(3) 学校給食費の負担軽減について

２ 会計年度任用職員制度にかかわって

(1) 制度開始に向けての進捗状況は

(2) 会計年度任用職員の待遇について

３ ＪＲ北海道への利用促進費用の市町村負担了承について

(1) 市町村負担了承に至る経緯について

(2) 市民説明について

(3) 今後の国への対応について
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令和元年第２回名寄市議会定例会議決結果表

令和元年６月３日～令和元年６月２１日 １９日間

本会議時間数 １４時間３２分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

改元に伴う関係条例等の整備に関する条例の ― ― 元. 6. 3
第 １ 号

制定について ― ― 原 案 可 決

指定管理者の管理期間の見直しに伴う関係条 ― ― 元. 6. 3
第 ２ 号

例の整備に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

名寄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一 ― ― 元. 6. 3
第 ３ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6. 3
第 ４ 号 名寄市基金条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市税条例等の一部を改正する条例の一部 ― ― 元. 6. 3
第 ５ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6. 3
第 ６ 号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に ― ― 元. 6. 3
第 ７ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

戸籍事務を行うための電子情報処理組織の管 ― ― 元. 6. 3
第 ８ 号

理及び執行に関する事務の委託について ― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6. 3
第 ９ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6. 3
第 １ ０ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認について（平成３０ ― ― 元. 6. 3
第 １ １ 号

年度名寄市一般会計補正予算） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（平成３０ ― ― 元. 6. 3
第 １ ２ 号

年度名寄市介護保険特別会計補正予算） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（平成３０ ― ― 元. 6. 3
第 １ ３ 号

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（平成３０ ― ― 元. 6. 3
第 １ ４ 号

年度名寄市立大学特別会計補正予算） ― ― 承 認

令和元年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 元. 6. 3
第 １ ５ 号

号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 元. 6. 3
第 １ ６ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6.21
第 １ ７ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6.21
第 １ ８ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6.21
第 １ ９ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

報 告 平成３０年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 元. 6. 3

第 １ 号 繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 元. 6. 3

第 ２ 号 計予算繰越明許費繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 平成３０年度名寄市病院事業会計予算繰越計 ― ― 元. 6. 3

第 ３ 号 算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
専決処分した事件の報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
専決処分した事件の報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
専決処分した事件の報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
専決処分した事件の報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
名寄市国民保護計画の変更について

第 ９ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6. 3
公害の現況に関する報告について

第 １ ０ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元. 6.21
例月現金出納検査報告について

第 １ １ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 元. 6. 3
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 ― ― 元. 6.21
地方財政の充実・強化を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡 ― ― 元. 6.21

充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持 ― ― 原 案 可 決
意 見 書 案

・負担率１／２への復元、教職員の超勤・多
第 ２ 号

忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向け

た意見書

意 見 書 案 ２０１９年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 元. 6.21

第 ３ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 元. 6.21
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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